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（注）

１．別段の記載がある場合又は文脈上他の意味に解すべき場合を除き、本書において「我々」、「私たち」、「当社」、

「発行会社」、「当グループ」、「シュナイダー・エレクトリック・エス・イー」又は「シュナイダー」とは、シュ

ナイダー・エレクトリック・エス・イーを指す。

２．ユーロの日本円への換算は、1ユーロ＝143.92円（2022年6月8日付で欧州中央銀行が公表した外国為替基準レート）

の換算率により換算されている。

３．当社の会計年度は、1月1日から12月31日である。

４．別段の記載がある場合を除き、本書中の数値は、小数点第2位以下を四捨五入している。本書中の表で計数が四捨五

入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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第一部【企業情報】
 

第１【本国における法制等の概要】
 

１【会社制度等の概要】

 

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

 

当社は、有限責任会社として知られる法的事業体である欧州会社（société européenne、以下「SE」という。）である。

当社に適用される主な法的枠組みは、欧州会社の地位について規定する2001年10月8日付の欧州理事会規則（EC）第

2157/2001号（SE規則）である。SE規則の対象ではない事項は、有限責任会社（société anonyme）に適用されるフランス

商法（Code de commerce）の規定及び会社の定款により規定されている。有限責任会社の経営及び統治に関するフランス

商法の規定は、欧州会社に適用される。

 

以下は、当社のようなSEに適用ある規則の主な規定の概要である。

 

定款（statuts）はSEの基本的な設立文書である。定款には、SEの名称、設立期間、登記上の事務所の住所、会社の目

的、株式資本の金額、発行株式数及び株式の譲渡に課される制限などを記載しなければならない。

 

株式資本

 

SEの最低株式資本金額は120,000ユーロである。１株あたりの額面金額について法律上の制約はない。株式は、普通株式

又は優先株式のように、異なる種類を設けることができる。優先株式には、普通株式よりも優先権を有する株式（優先配

当や清算時における権利など）が含まれる。

 

フランス法の下では、上場会社のみが無記名株式を発行することができる。伝統的な意味での無記名株式という概念（す

なわち、会社が無記名株式のために株券を発行し、当該株券の所有者は、当該株券の引渡しにより第三者に株式を譲渡す

ることができ、当該株券によって表章される権利は、当該株券を会社に提示することにより発行会社に対して行使される

という概念）は、もはやフランスには存在しない。

 

無記名株式又は記名株式の所有権は、もはや株券では証明されず、記名株式の場合は会社の株式譲渡登録簿への記録及び

無記名株式の場合は金融機関における実質株主の個別口座への記録により証明される。所有権又は所有権譲渡は、記名株

式の場合はSEが発行する証明書又は無記名株式の場合は金融機関が発行する証明書によって証明される。ただし、フラン

ス国外で流通することのみを目的とした株式は、ユーロクリア・フランスにより発行される株券により証明される。

 

株式を譲渡するために、株主は、会社又は（場合により）金融機関に譲渡指図書（ordre de mouvement）を送付しなけれ

ばならず、株式譲渡証書を作成する必要はない。証書が作成されない場合、登録税は課されない。既存株主間での株式譲

渡は制限されることがある。上場会社においては、株式は自由に第三者に譲渡することができる。

 

一般的に、SEは、（a）消却のため（減資が株主によって承認されている場合）、（b）適格従業員による株式取得制度に

使用するため、及び（c）エクイティ商品に転換可能な金融商品から生じる義務を履行するためにのみ、自己の株式を購

入することができる。フランス商法は、相互保有を禁止している（すなわち、ある会社が他の会社の10％以上を直接保有

する場合に、当該他の会社は前者の会社の一切の株式資本を保有してはならない。）。さらに、フランス商法第L.233-31

条に基づき、SEがその子会社又は被支配会社を通じて間接的に自己株式の一部を支配する場合、当該株式には、当該会社

の株主総会における議決権を付与することはできない。

株主の責任は所有株式の額面金額を限度とする。
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資本出資形態

 

株式は現金又は現物出資により発行される。SEの当初資本のため発行される株式が現金により払込まれる場合、最低払込

額は発行株式の額面金額の50％であり、残りの50％は取締役会の払込要求により5年以内に払込まなければならない。

株式が現物出資（有形又は無形の資産）を対価として発行される場合は、商事裁判所により選任された独立鑑定人

（commissaire aux apports）が現物出資の価額についての意見を述べなければならない。株式が額面金額を超えた価格

で発行されるときは、かかるプレミアムは発行時に全額払込まれることを要する。

資本金が払い込まれるまで、社債の発行は禁止されている。ただし法律は、限定された数の特定の事例において、この規

則の例外を規定している。株主が少なくとも2事業年度の決算書を承認しない場合、社債の発行には会社の財務状況の検

証が先行されなければならない。

 

増資及び減資

 

会社の資本は、臨時株主総会の決定により、追加の現金若しくは現物出資又は利益剰余金の資本組入れにより増加するこ

とができる。臨時株主総会はまた、一定の期間と金額の範囲内で取締役会に対し株式資本を増加する権限を授権すること

ができる。増資は、新株の発行又は既存株式の額面の増加により行うことができる。株主はその資本出資を増加させる義

務を負うものではない。増資が現金の払込みにより行われる場合、現金による最低払込額は発行株式の額面金額の25％で

あり、残りの75％は、取締役会の払込要求により5年以内に払込まなければならない。増資が部分的に現金の払込みによ

り、及び部分的に資本準備金、利益剰余金又は利益の組入れにより行われる場合、発行される株式は発行時に全額払い込

まれなければならない。

 

株式資本を減少させるためには、株式を消却するか又は額面金額を引き下げることを決議する臨時株主総会を開催するこ

とを要する。

 

増資又は減資は、商事裁判所書記官に届出ることを要し、また官報で公告しなければならない。減資において、監査人

は、株主の平等な取扱いを含め、減資の原因及び条件について報告しなければならない。

 

経営

 

取締役会（conseil d’administration）は、3名以上18名以内の取締役からなる。合併又は統合においては、取締役の人

数は最長3年間で24名にまで増員することができる。取締役は、フランス人若しくは外国人又は法人でもよいが、法人の

場合はその常任代表者として自然人を指定しなければならない。

 

会社の定款に基づき株主でなければならない取締役は、株主により最長4年間の任期で選任される。取締役は、事前の通

知、理由又は補償なしに、株主により解任されうる。

 

さらに、フランス商法は、会社並びにその登記上の事務所がフランスにあるその直接及び間接子会社の従業員により選任

される最大4名（上場会社の場合は5名）の取締役からなる第2の区分を設ける選択肢を定めている。従業員により選任さ

れる取締役の数は、株主により選任される取締役の数の3分の1を超えてはならない。

 

さらに、フランス商法は、従業員が資本金の3％以上を保有する場合、従業員を代表する1名以上の取締役を株主によって

選任する義務を規定している。

 

取締役会は、会社の活動の戦略的方向性を決定する。取締役会は会長及び最高経営責任者を指名する。定足数は、構成員

総数の2分の1とする。決議は、自ら又は代理人により出席している取締役の過半数の票により承認される。可否同数のと

きは、定款に別段の定めがある場合を除き、会長が決定票を有する。会長は、当該者が代表する取締役会の名において行

動し、経営権は有さない。会長は、会社の円滑な運営を確保する。最高経営責任者は、会社を経営する全ての権限を有

し、第三者に対して会社を代表する。最高経営責任者は、会長及び取締役会の監督の下に、その職務を遂行する。

 

最高経営責任者の発案により、取締役会は、その構成員又は取締役会外部から、1名から5名のゼネラル・マネージャー

(Directeurs Généraux délégués）を任命することができる。任命を受けたゼネラル・マネージャーは、第三者に対して

会社を代表する権利を有する。
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株式に付帯する権利

 

(a) 株主総会

株主（議決権証書が発行されている場合は、当該議決権証書の保有者を含む。）は、株主総会を通じて本会社に対する支

配権を行使する。一般的に、全ての株主は、株主総会に直接又は代理人を通して参加することができる。株主は、対面、

代理人又は郵送により議決権を行使することができる。

 

財務諸表を承認するために、事業年度終了後6か月以内に少なくとも1回の定時株主総会を毎年開催しなければならない。

法律又は定款に基づき株主の承認を必要とする会社の経営に関する、その他のいかなる事項（定款の修正を除く。）につ

いても、必要に応じて定時株主総会を招集することができる。定時株主総会の定足数は、第1回招集においては、資本の5

分の1以上に係る株主の出席又は委任状による代理により満たされる。第2回招集においては、定足数の要件はない。決議

の採択には、投票総数の単純過半数（50％超）が必要である。

 

臨時株主総会のみが定款を修正する権限を有する。利益剰余金、準備金又は株式プレミアムの資本組入れは、定時株主総

会に適用される定足数及び過半数の要件に従い、臨時株主総会で承認することができる。臨時株主総会におけるその他の

決議について、定足数は、第1回招集においては、資本の4分の1以上に係る株主の出席又は委任状による代理により満た

され、第2回招集においては、資本の5分の1以上に係る株主の出席又は委任状による代理により満たされる。決議の採択

には、投票総数の3分の2が必要である。

 

定款により複数の種類株式が定められている場合、全ての株主に対して正当に通知された臨時株主総会の承認なしに、い

ずれの種類株式の権利内容も変更することはできない。さらに、当該決議は関係する種類株式の株主の種類株主総会によ

り承認されなければならない。

 

(b) 議決権

一般に、1株あたりの議決権の数は、保有する株式資本の割合に比例しなければならず、1株は少なくとも1個の議決権を

有する。これらの原則には例外がある。当該制限が全ての株式に適用されることを条件に、株主1人当りの議決権の数を

制限することができる。さらに、定款は、これらの議決権が同一株主により少なくとも2年間又は定款に定められている

場合にはそれより長い期間にわたり保有されている全額払込済記名株式に限定される場合、2倍の議決権を付与すること

を定めることができる。

 

フランス商法第L.233-7条に基づき、株主又は共同して行為する株主グループは、上場会社の株式資本又は議決権（議決

権の数が株式の数と異なる場合）の5％、10％、15％、20％、25％、30％、3分の1、50％、3分の2、90％、95％の水準を

上回る又は下回る水準で保有割合を変更する場合、その旨を会社及びAutorité des Marchés Financiers (AMF)に通知し

なければならない。当該通知を怠った場合、当該水準を超える株式は、その議決権を剥奪される。定款は、通知が必要な

水準を追加して規定することができる。

 

(c) 配当及び準備金

配当及び利益処分は株主総会により承認されなければならない。定款に記載がなければ配当金の支払いについて制限はな

いが、配当は利益を上回ることはできない。さらに、毎年、純利益の最低5％は法定準備金が発行済株式資本の10％に達

するまで同準備金に組み入れられなければならない。定款は第1位の配当を定めることができる。SEはまた、法定監査人

の監査を受けた最終又は中間貸借対照表により、利益が減価償却、準備金及び必要な場合は繰越損失による調整後の中間

配当の金額以上であることが示される場合には、中間配当を支払うことができる。取締役会は、中間配当の実施、金額及

び支払期日を決定する。

 

(d) 清算

会社清算の際には、全ての債務及び清算費用の支払い後に利用可能な資金は、株主（議決権証書の保有者を除く。）及び

投資証書の保有者との間で、それぞれの保有状況に応じて按分して分配される。
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（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

 

登録資本 - 株式

 

当社の登録資本は2,276,133,768ユーロに設定され、額面価額4ユーロの払込済株式569,033,442株に分割される。

 

株式は、株主が希望するとおり記名株式又は無記名株式とすることができる。いずれの種類の所有権も、有効な法律及び

規制条項で要求される条件に基づき、株主名簿に記載されることにより取得される。

 

株主（法人であるか個人であるかを問わない。）が、フランス商法第L．233-9条の意味の範囲内で、その直接的又は間接

的持分を、当社の資本若しくは議決権の1％以上又はその倍数に増加させた場合、当該株主は、単独で（直接的又は間接

的かを問わない。）又は共同して、支配する株式、株式等価物及び議決権の総数を、基準値を超えてから5取引日以内

に、受領通知要求付書留郵便により当社に通知するものとする。加えて、2009年11月1日付で、株主は、フランス商法第

L．233-7条第3段落（b）に言及される契約又は金融商品により取得する権利を有する既存株式数並びに同条第3段落（c）

に言及される契約又は金融商品の対象となる既存株式数を開示文書において当社に通知するものとする。当該開示要件

は、株式資本又は議決権の割合が上記の基準値を下回る場合にも適用されるものとする。これらの開示規則を遵守しない

場合、株主総会に提出される当社の資本の2.5％以上を共同で代表する1以上の株主の要求により、非開示株式は、法律に

定める条件に基づき議決権を剥奪される。

 

当社は、有効な法律及び規制条項に定める条件に基づき、その株主又は即時の若しくは将来の議決権を付与される株式を

保有する株主に関する情報、その身元及び保有株式数を、いずれかの組織又は認可を受けた仲介人に提供するよう要求す

ることができる。

 

株主又はその銀行若しくはブローカーが上記の段落で要求される開示を行わない場合、非公開株式は、一時的に又は恒久

的に、法律の条項に基づき、議決権及び配当権を剥奪される可能性がある。

 

当社の株式は自由に譲渡可能であり、取引可能である。

 

各株式は、当社の資産の所有権、利益及び清算時の分配における1株当たりの権利を付与する。当該株式は、必要に応じ

て、償還済み及び未償還であるか、払込済みであるか否か、異なる種類の株式及び株式に対する権利の額面価額を考慮し

た上で、既存の株式数に比例する。

 

課税目的上、現在又は将来に登録資本を構成する全ての株式は、常に含まれるものとする。従って、理由の如何を問わ

ず、株式資本の払戻しにより当社の存続期間中又はその清算時に一部の株式についてのみ支払期限が到来する全ての公課

及び課徴金は、当該払戻時に資本を構成する全ての株式の間で分割される。これにより、現在又は将来の全ての株式は、

必要に応じて、異なる種類の株式及び株式に対する権利の額面上の未償還価額を考慮した上で、同一の正味金額を受領す

る権利を付与することにより、同一の有効な利益をその所有者に付与する。

 

権利を行使するために複数の株式を保有する必要がある場合は常に、単一の株式又は必要な数を下回る株式数で構成され

るグループの所有者は、会社に対する権利は有さない。このような場合、必要な株式数のグループを構成することは、個

人株主次第である。

 

取締役会

 

取締役会の構成

 

1.　　取締役会は、3名以上18名以内の構成員を有する。合併においては、法律の定める制限及び条件の範囲内でこれを

増加することができる。

 

各取締役は、在職中少なくとも250株を保有しなければならない。

 

2.　　取締役の任期は4年間（更新可能）である。
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ただし、当社の監査役であった者で2013年4月25日の定時株主総会において任命される最初の取締役は、4年間の任

期で任命される最初の従業員株主を代表する取締役を除き、当社の監査役会の構成員としての任期が終了するま

で、取締役会に残るものとする。

 

さらに、上記の規定の例外として、70歳以上の者に与えられる任期は2年間（更新可能）とする。また、任期満了

前に70歳に到達する取締役の任命があった場合は、当該任期は、前年度の財務諸表を承認するために招集され、当

該取締役が70歳に到達する年に開催される定時株主総会の終了時までの期間とする。定時株主総会は、その際に、

当該取締役を2年間の任期（更新可能）で再任することができる。

 

取締役の全員が再任されることとなった場合、取締役会における無作為の抽選に基づき、任命された取締役の半数

（必要に応じて端数を切り捨てる。）の任期は2年後に満了し、その他の構成員の任期は4年後に満了する。

 

取締役の職務は、前年度の財務諸表を承認するために招集され、当該取締役の任期が満了する年に開催される定時

株主総会の終了時に終了する。

 

70歳以上の取締役は、全体の3分の1以下でなくてはならない。当該制限を超えた場合で70歳以上の取締役の任意の

退任がないときは、最年長の取締役は退任したものとみなす。ただし、在任取締役の総数が減少した結果当該制限

を超えた場合で、3か月以内に退任した構成員の後任者を就任させる場合は、70歳以上の在任取締役の数を維持で

きるように、上記の要件は免除されるものとする。

 

3.　　取締役会には、従業員株主を代表する構成員1名が含まれるものとし、当該者は、取締役会の決定する方法に従

い、株主総会において選任されるものとする。

 

ただし、当社及び関連会社の従業員（商法第L．225-180条の意味の範囲内における。）が、商法第L．225-102条の

適用における年次報告書に開示されることで証明されるとおり、当社の資本の3％超を保有する場合、当該従業員

は、下記第（i）から（iii）段落に定義される根拠に基づき、商法第L．225-102条に言及される株主により動議が

提出され投票が行われる定時株主総会により4年間の任期で選任されるものとする。

 

(i)　　従業員株主を代表する取締役の構成員は、株主総会により選任された日に、取締役会の一員となる。適用

ある場合、当該取締役は、取締役会が定める条件に基づき選任されその任期が満了したものとみなされる在任の取

締役の後任者となるものとする。当該取締役の任期は、当該取締役が選任された期間の最終年度に招集される定時

株主総会の終了時に終了するものとする。ただし、次の場合には、当該取締役の任期は法律上当然に終了し、退任

したものとみなされる。

 

-　　　当該者が、（i）商法第L．225-180条の意味の範囲内における当社又は関連会社の従業員、（ii）株主又は

当社の株式に投資するミューチュアル・ファンドのユニット保有者、（iii）当該者を候補者として提案し

た当社のミューチュアル・ファンドの監査役会の構成員でなくなる場合。

 

-　　　商法第L．225-180条の意味の範囲内における会社及び関連会社の従業員が、商法第L．225-102条に基づき

取締役会が作成した年次報告書において開示されることで証明されるとおり、当社の資本を3％以上保有し

ていない場合。

 

(ii)　 株主総会は、以下に従い選任された従業員株主から提出された候補者の名簿について投票を行うものとす

る。

 

a)　　 商法第L．225-102条に言及される従業員及び元従業員が保有する株式に付随する議決権が、当社の株式に

投資するミューチュアル・ファンドの監査役会により行使される場合、これらの監査役会はそれぞれ、そ

の裁量により最大2名の候補者を指名するものとする。ただし、当社の最高経営責任者は、2以上の監査役

会に対し、協議により最大2名の候補者を共同で指名するよう要請することを決定できる。

 

b)　　 従業員が直接的に保有する株式又は従業員若しくは元従業員が当社の株式に投資するミューチュアル・

ファンドを通じて保有する株式に付随する議決権が、当該従業員若しくは元従業員により直接的に行使さ

EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

  6/257



れる場合、候補者は、最高経営責任者が主導する書面による協議を通じて指名されるものとする。直接的

に議決権を行使する従業員が保有する株式の5％以上を共同で保有する従業員株主のグループにより承認さ

れた候補者のみが、投票の対象となるものとする。

 

c)　　 取締役会において従業員株主の代表となるための投票における候補者は、4年間の任期に就任する資格を与

える雇用契約に基づき雇用されていなければならず、また、当社の株式25株以上又は当社に投資する

ミューチュアル・ファンドにおける同等のユニットを保有していなければならない。

 

d)　　 適用ある法令及び本定款に定めのない候補者の指名のための条件及び手続きは、最高経営責任者が、とり

わけ候補者の選定の時期について決定するものとする。

 

e)　　 正式に指名された候補者の名簿は、最高経営責任者により作成され、従業員株主を代表する取締役を選任

する株主総会の招集通知に添付されるものとする。

 

(iii)　株主総会に出席した株主及び代理人による投票の最大数を獲得した候補者が選任されるものとする。

 

従業員株主の代表のために確保された取締役会の席が空席となった場合、次回の株主総会の前に又は当該席が空席

となった日から3か月以内に開催される次回の株主総会において、同一の基準で新たな代表者を選任するものとす

る。取締役会は、従業員株主を代表する新たな構成員の任命又は選任の結果が出る間も、会議を開催し、有効に業

務を遂行することができる。

 

2013年4月25日開催の臨時株主総会で決議された当社の管理運営の変更に伴う取締役会の第1期目に入る従業員株主

の代表者の選考手続きは、変更に先立って、監査役会の構成員の場合と同様に、当社の定款第11(c)条に基づく手

続きの実施により有効に行われた。

 

4.　　取締役会には、フランス商法第L．225-27-1条に基づき、従業員を代表する構成員も含まれるものとし、その地位

は、適用ある法令及び現行の定款に準拠するものとする。

 

従業員を代表する取締役の数は、フランス商法第L．225-17条及び第L．225-18条に言及される取締役の数が、当該

取締役の任命時に8名以下である場合は、1名とし、当該数が8名を超える場合は、2名とする。従業員株主を代表す

る取締役は、フランス商法第L．225-17条に定める取締役の最小数及び最大数には含まれない。

 

従業員を代表する取締役が1名のみ任命される場合、当該取締役は、当社及び登記上の事務所をフランスに有する

直接若しくは間接子会社において、労働法第L．2122-1条及び第L．2122-4条に定められる第1次投票において多数

票を獲得した労働組合により指名される。従業員を代表する取締役が2名任命される場合、2人目の取締役は、フラ

ンス商法第L．225-27-1、III、4°条に基づき、欧州労働評議会（フランス労働法第L．2352-16条の適用上設置さ

れる従業員代表団体）により任命される。

 

従業員を代表する取締役は、4年間（更新可能）の任期で任命される。その職務は、前年度の財務諸表を承認する

ために招集され、当該取締役の任期が満了する年に開催される定時株主総会の終了時に終了する。

 

何らかの理由により従業員を代表する取締役の席が空席となった場合は、フランス商法第L．225-34条の条項に従

い当該空席を補充するものとする。

 

本定款第11.1条の第2段落の例外として、従業員を代表する取締役は、最小株式数を保有する必要はない。

 

本条又は法律の条項に基づき、従業員を代表する取締役は、その他の取締役と同一の地位、権利及び責任を有する

ものとする。

 

本条は、当社が、会計年度の終了時に、従業員を代表する取締役を任命する前提条件を満たさなくなり、当該会計

年度の財務結果を承認する定時株主総会の終了時に従業員を代表する取締役の任務が終了する場合には、適用され

なくなるものとする。
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取締役会会長　－　取締役会の任務

 

1.　　取締役会は、その構成員の中から、取締役としての任期の範囲内での在任期間を定めた会長を任命し、かつその報

酬を決定するものとする。

 

取締役会長は、再任されることができる。取締役会長の年齢制限は［70］歳とし、会長の任務は、その者が［70］

歳に達した後の最初の取締役会の終了時までに満了する。

 

会長は、取締役会を代表する。会長は、のちに総会に報告する業務を組織し、指揮する。会長は、当社の組織が円

滑に機能することを確保し、特に取締役会がその任務を遂行できることを確保する。

 

2.　　取締役会はまた、その裁量により、その構成員の中から、取締役としての任期の範囲内での在任期間を定めた副会

長を任命するものとする。

 

上記の例外として、取締役会長及び最高経営責任者の地位が同一人物により行使される場合、副会長の任命が必要

となる。この場合、副会長は、上級独立取締役を兼任するものとする。上級独立取締役の職務は、取締役会手続規

則において定められるものとする。2013年4月25日の統合株主総会後最初に開催される取締役会が最高経営責任者

を任命することを選択した場合、最初の副会長／上級独立取締役は、任期の残存期間において、監査役会の前会長

が務めるものとする。

 

3.　　取締役会は、取締役及び株主以外から選任することのできる秘書役を任命するものとし、当該秘書役は、会長及び

副会長とともに、事務局を構成するものとする。秘書役が不在の場合、取締役会は、当該秘書役に代わる構成員1

名又は第三者を指名するものとする。

 

4.　　取締役会は、会長が議長を務める。会長が不在の場合、副会長がその議長を務め、副会長が欠席の場合は、取締役

会が会議の冒頭に指名する取締役がその議長を務める。
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取締役会の権限及び義務

 

1.　　取締役会は、当社の活動を決定し、その実施を監督するものとする。取締役会は、法律により株主総会において株

主のみが決定することができる事項を除き、企業目的の範囲内で、当社の事業の効率的な運営に関する一切の事項

を検討し、当社に関する一切の事項についての決定を行うものとする。

 

第三者との取引において、当社は、企業目的外における取締役会の行為に拘束される。ただし、当該行為が当該目

的外のものであることを第三者が知っていたこと又は状況によって認識せざるを得なかったことを取締役会が証明

する場合はこの限りではなく、本定款の単なる公表だけでは、当該証明を構成するには不十分である。

 

2.　　取締役会は、取締役会が適切と判断する管理及び検証を行うものとする。取締役会は、その任務を遂行するために

必要な全ての情報を提供され、取締役会が必要とみなす文書を受領することができる。

 

3.　　加えて、取締役会は、1以上の特定の目的を遂行するために、株主であるか否かを問わず、1名以上の取締役又はい

かなるその他の第三者に特別の権限を付与することができ、また当該者にその権限の全部又は一部を他者に委任す

る権限を付与することも、付与しないこともできる。

 

4.　　取締役会は、最高経営責任者に対し、取締役会が定める範囲内で、当社に代わり担保、裏書又は保証を行う権限を

付与することができる。

 

5.　　フランス商法第L．229-7条に従い、取締役会の事前承認を条件とする規制契約に関する同法第L．225-38条から第

L．225-42条に定める規則は当社に適用される。

 

6.　　商法第L．823-19条に定める専門委員会に加えて、取締役会は、その構成員の中から、その構成及び責任を決定

し、取締役会の監督の下に機能する1以上の専門委員会を任命することができる。各委員会は、次回の取締役会に

おいてその任務を報告するものとする。

 

7.　　取締役会は、その運営に関する独自の手続規則を採択するものとする。

 

取締役会

 

1.　　取締役会は、当社の利益のために必要とされる頻度で、登記上の事務所において又は開催通知に記載されるその他

の場所において、適宜、会合するものとする。

 

2.　　取締役会は、会長により若しくは会長が不在の場合は副会長により招集され（口頭によるものでもよい）、又は取

締役会が2か月を超えて会合していない場合は最高経営責任者若しくは取締役の3分の1以上の要求により招集され

る。

3.　　本定款第15条に規定される場合を除き、決定は、法律に定められる定足数及び過半数の要件により行われる。同順

位の場合、会議の議長が決定投票権を有する。会議に出席した者が署名する取締役の出席者一覧が保管される。

 

取締役会の決定は、取締役会の規制及び手続規則に従い、テレビ会議又は電話会議により行うことができる。

 

4.　　法律に従い議事録が作成され、手続きの写し又は抜粋が発行され、認証される。

 

経営全般

 

1.　　当社の経営全般は、会長及び最高経営責任者の職名を有する取締役会長又は取締役会の構成員であるか否かを問わ

ず、取締役会が指名し、最高経営責任者の職名を有する他の者がこれを行うものとする。

 

経営全般に関するこれら2つの形態の選択は、次のことを条件とし、取締役会が行うものとする。
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・　当該決定がなされる会議の議題は、会議の少なくともの15日前までに全ての取締役に送付されること。ただ

し、上記の例外として、経営全般に関する2つの形態の選択は、期限に関する条件なく、2013年4月25日の統合

株主総会の後最初に開催される取締役会において行うことができる。

 

・　取締役の3分の2以上が会議に出席している又は代理人を出席させていること。

 

株主及び第三者は、適用ある規則に従い、取締役会の決定に関する通知を受けるものとする。

 

会長が当社の経営全般を行う場合、本定款における最高経営責任者に関する全ての条項が会長に適用されるものと

する。この場合、本定款12.2条の定めるところにより、取締役会副会長の選任が必須となる。

 

2.　　最高経営責任者は、企業目的の範囲内で、また法律により株主総会において株主のみが決定できる又は取締役会の

みが決定することができる事項を除き、当社の名において及び当社を代表してあらゆる状況において行動する最も

広範な権限を有するものとする。

 

最高経営責任者は、第三者との取引において当社を代表する。第三者との取引において、当社は、企業目的外にお

ける最高経営責任者の行為に拘束される。ただし、当該行為が当該目的外のものであることを第三者が知っていた

こと又は状況によって認識せざるを得なかったことを最高経営責任者が証明する場合はこの限りではなく、本定款

の単なる公表だけでは、当該証明を構成するには不十分である。

 

取締役会は、最高経営責任者の報酬及びその任期を決定するものとし、当該任期は、会長及び最高経営責任者の職

務を分離する決定がなされた期間又は該当する場合は当該者の取締役としての任期のいずれかを超えてはならな

い。

 

最高経営責任者の年齢制限は65歳である。最高経営責任者の職務は、遅くとも当該最高経営責任者が65歳に達する

年の取締役会の終了時に満了する。

 

3.　　最高経営責任者の提案により、取締役会は、副マネージング・ディレクターの職名の下で、1名以上を支援に従事

させることができる。取締役会は、最高経営責任者の同意を得て、副マネージング・ディレクターに委任される権

限の範囲及び期間を決定するものとする。副マネージング・ディレクターは、第三者に関して最高経営責任者と同

一の権限を有する。取締役会は、副マネージング・ディレクターの報酬を決定するものとする。

 

最高経営責任者がその職務を終了する又はその職務を遂行することができない場合、副マネージング・ディレク

ターは、取締役会が別段の決定をしない限り、新たな最高経営責任者が指名されるまで、その職務及び権限を保持

するものとする。

 

株主総会

 

株主総会は、法律の定める条件に従い招集され、実施される。

 

総会は、当社の登記上の事務所又は総会の招集通知に指定されるその他の場所で開催される。各会議が招集される際に、

取締役会は、テレビ会議及び／又は電気通信技術を使用して、総会の全部又は一部の公開再送信を準備することを決定す

ることができる。

 

全ての株主は、適用ある法規制に基づき本人確認及び株式所有権の証明を提出した後、本人又は代理人により株主総会に

出席することができる。

 

株主総会の招集の決定がなされた場合、取締役会はまた、株主がビデオ会議設備及び／又は適用ある法律に基づき認めら

れるその他の電気通信媒体を使用して株主総会に参加又は投票することを許可することを決定することができる。

 

遠隔投票の手続きは、適用ある法規制に準拠する。具体的に、株主は、株主総会の前に、委任状及び投票用紙を書面によ

る様式で、又は取締役会により承認され、総会の発表及び／又は通知に記載されている場合は電子的に、送付することが

できる。
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株主総会の招集の決定がなされた場合、取締役会は、フランス民法第1367条第2段落第1文に準拠し、かつユーザー名及び

パスワードで構成される手続きを使用して、総会の主催者が設置する安全なサイトを通じて、株主が当該様式に電子的に

記入及び署名することを許可することができる。

 

総会前に電子的に提出された委任状又は投票並びに関連する受領確認書は、取消不能かつ拘束力を有する文書とみなされ

る。ただし、適用ある基準日（すなわち、総会日の2日前の中央ヨーロッパ時間午前0時）前に株式が売却された場合、当

社は、必要に応じて、株主総会の前に電子的に提出された関連する委任状又は投票を取消す若しくは修正する。

 

総会は、取締役会長が議長を務めるものとし、取締役会長が不在の場合は副会長が、副会長が不在の場合は取締役会がそ

の目的のために特別に任命した取締役の構成員が議長を務めるものとする。当該構成員を取締役会が任命しない場合、総

会でその議長を選任するものとする。

 

議決権の最大数を代表し、かつ、それを受諾した出席株主2名が立会人を務めることとする。

 

取締役会は、株主である必要のない総会の秘書役を任命する。

法律の定めるところにより、出勤簿が記録される。

総会の議事録の写し又は抄本は、取締役会長、取締役副会長又は総会の秘書役により有効に署名されるものとする。

 

定時株主総会及び臨時株主総会は、それらがそれぞれ準拠する定足数及び過半数の規定に定める条件に基づき、法律によ

り付与される権限を行使するものとする。

 

株式により付与される議決権は、等しい額面価額でそれらが表彰する資本に比例する。各資本株式又は配当株式は、強制

的な法規定により株主が有する議決権の数が制限されている場合を除き、1票の権利を付与するものとする。

 

前段落の規定は、次の例外を条件とする：

 

1) 全額払込済みの株式は、その所有者に2倍議決権を与える。当該権利を主張する株主は、当該総会の開催日の前暦年の

末日に、法律に定める条件に基づき少なくとも2年間にわたり登録されていなければならない。さらに、準備金、利益又

は資本剰余金の資本組入れによる資本の増加の場合、2倍議決権は、それらが発行され次第、当該権利が付される既存株

式により無償で割当てられる記名株式に対し付与される。

 

2) 株主総会において、株主は、自己が直接的に及び間接的にに保有する株式により付与された単一の議決権により、並

びに自己に委任された議決権の代理行使により、当社の株式により付与された議決権の総数の10％を超える議決権を、本

人により又は代理人を通じて行使することはできない。ただし、株主が直接的若しくは間接的にかを問わず、及び／又は

代理人として2倍議決権を保有する場合は、当社の株式により付与される議決権の総数の15％を超えない範囲内で、追加

議決権のみを考慮することで、当該制限を超えて議決権を行使することができるものとする。

 

前項の規定を適用するには：

 

*　株主総会の開催日付の議決権の総数を計算し、当該株主総会の冒頭において株主に公表する。

 

*　直接的に及び間接的に保有される議決権の数は、株主により個人的に保有される株式により付与されるもの、商法第

L．233-3条に定義される株主により支配される法人により保有される株式により付与されるもの並びに同法第L．233-7条

以下の規定により定義されるとおり所有される株式に類似する株式を含むものと理解される。

 

*　代理人に指名された者の表示なしに当社に返送された株主の委任状は全て、上記の制限に服するものとする。ただ

し、これらの制限は、当該委任状による投票を使用する総会の議長には適用されないものとする。

 

上記の制限は、個人が若しくは複数の者が一緒に又は1つの法人が若しくは複数の法人が一緒に、当社の全株式を交換若

しくは取得するための公的手続きに従い、当社の総株式数の3分の2以上を保有することとなる場合、臨時株主総会におい

て新たな決定に投票する必要なしに、無効となる。取締役会は、当該無効性に留意し、当社の定款を変更するために必要

な手続きを行う。
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前段落に定める制限は、当社の議決権の数若しくは議決権を付与する株式の数に関し特別な義務を生じさせる法律、規制

又は法令の規定を適用する際に考慮しなければならない、当社の株式により付与される2倍議決権を含む議決権の総数の

計算に影響を及ぼさない。

 

配当

 

会計年度の利益から前年度からの損失及び上記控除額を差し引き、繰越利益を加えた分配可能利益は、株主総会に提出さ

れる。取締役会は、当該金額の全部又は一部を繰り越す、一般若しくは特別準備金に分配する、又は配当として株主に分

配することができる。

 

加えて、株主総会は、任意積立金から拠出される金額を、配当若しくはその上乗せ又は1度限りの分配として分配するこ

とを決定することができる。この場合、当該決定には、その金額がどの準備金から拠出されるかを明記しなければならな

い。

 

株主総会は、法律に定める条件に基づいて、株式又は現金での配当の支払いの選択を各株主に付与する権限を有する。

 

解散－清算

 

当社が終了した場合又は早期解散の場合において、株主総会は、どの形式の清算が適切であるかを決定し、法律の定める

ところに従い行為する1名以上の清算人を指名し、その権限を決定する。

 
２【外国為替管理制度】

 
現行のフランスの為替管理規制の下では、当社が日本の居住者に送金することができる現金支払額に制限はない。
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３【課税上の取扱い】

 
（１）フランスの課税上の取扱い

 

資本所得（資本利得及び配当）に対する課税に関して、フランスの規則は2018年1月1日以降適用あるものと類似してい

る。したがって、個人には単一の定額税（Prélèvement Forfaitaire Unique、以下「PFU」という。)が課せられる。PFU

は自動的に適用され、社会保障税17.2％に加えて一律12.8％の所得税が課せられ、全体の税率は30％となる。ただし、納

税者は、資本所得が累進所得税率で課税されることを選択することもできる。かかる選択肢は、当該年に適格な全ての配

当及び資本利得に影響を与える。

 

(1) 配当に係る課税

 

(a)　フランス在住の個人

 

フランスでは、配当は通常、税引後所得に対して支払われる。2018年1月1日現在、フランスに居住する個人が受け取る配

当は、原則として12.8％ (PFU)の税率で課税される。PFUが適用される場合、課税控除は適用されない。

 

ただし、納税者は、累進所得税率が適用されるように、年間の全ての資本所得を総所得に含めることを選択することがで

きる。かかる選択をした場合、配当は累進税率の対象となり、居住者株主には配当
1
の総額の40％に相当する控除が与え

られる。

 

1 ただし、配当を分配する決定が定期的であり（特に、それが株主総会の決定の結果である場合）、かつ、当該配当が、フランスの会

社若しくはその本店を欧州連合加盟国に有する外国会社により分配されること又はフランスとの間に租税回避と脱税の防止ための行政

執行条約を締結している国若しくは地域に所在する会社により分配されることを条件とする。配当を行う会社は、特別条項に基づく免

除を受けている場合であっても、法人所得税（フランス会社）又は同等の税金（外国会社）を負担するものとする。

 

いずれの場合も、課税は二段階に分けて行われる。

 

- 配当が支払われる際、強制的な源泉徴収による12.8％の課税（Prélèvement forfaitaire non libératoire）に

服する。

2年前の課税所得が5万ユーロ未満（独身者、離婚者若しくは寡婦の場合）又は7万5,000ユーロ未満（夫婦の場

合）である納税者は、当該源泉徴収税の免除を求めることができる。

 

- 翌年、納税者は納税申告に受領した配当の金額を含め、すでに支払った税額を相殺することができる。

・　PFUでの課税の場合：課税は最終的である。

・　累進税率による課税の場合：40％の控除後の配当は累進税率で課税される。すでに納付された税額が

支払われるべき所得税の総額を上回る場合、その差額は還付される。

 

全ての配当は、原則として所得から控除できない17.2％の社会保障税の対象となる。ただし、一般社会税（Contribution

sociale généralisée）に相当する6.8％は、累進税率を選択する場合、控除可能である。

 

(b)　フランス国外に居住する個人

 

フランス国外に居住する個人については、源泉徴収されるフランスの税金は12.8％であるが、ほとんどの場合、二重課税

回避条約の適用により、この源泉徴収税の全部又は一部が軽減される。

非協力的国又は領域において配当が支払われる場合、株主がかかる配当の支払いの目的又は結果として脱税を許容しない

ことを証明できない限り、源泉徴収税率は最大75％まで引き上げられる。

 

フランス国外に居住する個人に支払われる配当には、社会保障税は適用されない。
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1995年3月3日付の「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府

との間の条約」（以下「日仏租税条約」という。）及びこれを改正する2007年1月11日付の議定書（2008年1月1日発効）

第10条並びに2019年BEPS防止措置実施条約（MLI）の多国間による採択後の修正に基づき、会社が実質株主に支払う配当

は、一般に、実質株主が日本の居住者であることを条件として、10％の軽減税率でフランスの源泉徴収税の対象となる

（租税条約により決定される。）。

 

実質株主は、以下のいずれかを行うことで協定税率からの恩恵を受けることができる。

 

-　配当の支払日より前に、日仏租税条約の意味における居住者であることを確立すること。この場合、当該居住者

は、直ちに軽減税率の対象となる。

-　フランスの標準税率と協定税率の差額の還付を請求するために、配当の支払後に特定の申請書（フランスの一般

的な様式5000及び配当に関する特定の様式5001）を提出する。

 

一定の条件及び制限に従い、かかるフランスの源泉徴収税は、当該実質株主の日本の所得税債務に関して控除の対象とな

る外国所得税として扱われる。

 

(2) 株式の処分に係る資本利得税

 

(a)　フランスに居住する個人

 

2018年1月1日現在、有価証券及び権利の処分による資本利得は、原則として12.8％のPFUの対象となる。有価証券の保有

期間に連動した按分控除は適用されない。

 

配当に係る課税に関しては、個人もまた累進税率で資本利得に課税することを決定することができる。

 

2018年以前に取得した株式については、累進所得税率で課税された当該株式の処分から生じる資本利得は、2年間の保有

期間後に以下のとおり控除による恩恵を受けることができる。

- 2年から8年の間に所有される株式に対し50％の控除

- 8年以降は65％の控除

 

利得は、17.2％の社会保障税の対象である。

 

(b)　フランス国外に居住する個人

 

フランス国外に居住する個人の場合、株式の処分から生じる資本利得は通常フランスにおいては課税されない。

 

また、社会保障税も適用されない。

 

日仏租税条約第13条の規定に基づき、租税条約の目的上日本の居住者である者は、次のいずれかの場合を除き、株式の譲

渡による資本利得に対してフランスの租税を課されることはない。（i）譲渡者が保有する株式（譲渡者が保有するもの

とともに合算される他の関係当事者が保有する株式を含む。）が、当該課税年度中のいずれかの時において、会社の資本

の25％以上であり、かつ譲渡者及び当該関係当事者が当該課税年度中に譲渡した株式の総数が会社の資本の5％以上であ

る場合、又は（ii）かかる資本利得が、日本の会社がフランス国内に有する恒久的施設の事業財産の一部を構成する不動

産以外の財産の譲渡による利益（（個別か若しくは企業全体かを問わず）当該恒久的施設の譲渡による当該利益を含

む。）である場合。

 

(3) 贈与税及び相続税

 

贈与税
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贈与は、基本的に相続の場合と同様の税制に服する(下記参照のこと。)。

 

相続税

 

フランス国内に課税対象の財産を有する者がこれを残して死亡した場合にはその財産の価額に対し相続税(droits de

succession)が課せられる。相続税は、死亡に起因する全ての財産譲渡、すなわち遺言により譲渡された財産、遺留相続

による財産又は生前贈与された財産（causa mortis）に対して課される。相続税は、相続を受諾した被相続人である受益

者が支払う。

 

国内法に基づき、フランス人の又は外国籍の被相続人がフランスに居住している場合は、フランス国内又はフランス国外

に所在する全ての動産及び不動産は課税対象となる。フランスに居住していない被相続人について、フランス国内に所在

する財産（フランスの会社の株式はそのかかる財産権にあたるであろう。）のみが課税対象となる。フランスは相続税に

関する多くの条約又は契約を締結しているが、日本との間にはこのような条約は存在しない。

 

(4) 金融取引税

 

時価総額が10億ユーロ以上の上場企業の株式が規制市場で売却された場合、投資サービスの提供者に株価の0.3％の税金

が課される。

 

(5) 株式移転に係る印紙税

 

2012年8月1日付で、公開有限会社の株式売却は、証書により売却が裏付けられる場合に限り、0.1％の単一税率が適用さ

れる。

 

金融取引に対する課税の適用は印紙税の適用を除外する。

 

 

（２）日本国の課税上の取扱い

 

適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法並びにその他の現行及び関連する日本国の法律及び規則を遵守し、

それらの法律及び規則の制限に従うことを条件として、日本国の個人又は日本国の法人は、当該個人又は法人の所得(及

び、個人に関しては遺産)に対して課せられたフランスの租税と日本国において納付すべき租税を相殺するために外国税

額控除を請求することができる。上記にかかわらず、日本国の個人が当社の株式資本につき受け取った配当について、確

定申告不要制度申請をして総合課税対象所得から差し引くことを選択した場合には、外国税額控除を請求することはでき

ない。

 

なお、「第８　本邦における提出会社の株式事務等の概要－２．日本における実質株主の権利行使方法 － (5)本邦に

おける課税」を参照のこと。
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４【法律意見】

 

当社の会長兼CEOであるジャン・パスカル・トリコワにより委任された取締役会秘書役であるセゴレーヌ・シモナン・

ドゥ・ブーレーより、次の趣旨の法律意見書が提出されている。

 

1.　当社は、フランスの法律に基づき正式に設立され、かつ正常な状態で有効に存続している。

 

2.　有価証券報告書に記載されるフランスの法規制に関する記述は、全ての重要な点において正確である。

 

3.　有価証券報告書の当社による及び当社を代理しての日本の関東財務局長への提出及びその訂正（もしあれば）は、

適法に承認されている。
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第２【企業の概況】
 

１【主要な経営指標等の推移】

 

連結

(一株当り情報を除き、百万ユーロ（百万円）)

 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年

売上高 28,905

(4,160,008)

25,159

(3,620,883)

27,158

(3,908,579)

25,720

(3,701,622)

24,743

(3,561,013)

営業利益 4,331

(623,318)

3,088

(444,425)

3,399

(489,184)

3,396

(488,752)

3,210

(461,983)

当期純利益 3,273

(471,050)

2,238

(322,093)

2,523

(363,110)

2,431

(349,870)

2,210

(318,063)

包括利益金額 5,612

(807,679)

340

(48,933)

2,545

(366,276)

2,924

(420,822)

491

(70,665)

純資産額 28,109

(4,045,447)

23,727

(3,414,790)

23,140

(3,330,309)

22,264

(3,204,235)

19,942

(2,870,053)

総資産額 54,547

(7,850,404)

49,482

(7,121,449)

45,003

(6,476,832)

42,259

(6,081,915)

39,849

(5,735,068)

1株当たり

純資産額（ユーロ（円））
(1)

49.40

(7,110)

41.84

(6,022)

39.75

(5,721)

38.44

(5,532)

33.41

(4,808)

1株当たり当期純利益金額

（ユーロ（円））

5.76

(829)

3.84

(553)

4.38

(630)

 

4.21

(606)

3.85

(554)

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額

（ユーロ（円））

5.67

(816)

3.81

(548)

4.33

(623)

4.16

(599)

3.81

(548)

自己資本比率 (％)
(2) 51.53 47.95

 

51.42 52.68 50.04

自己資本利益率 (％)
(3) 11.64 9.43 10.90 10.92 11.08

営業活動によるキャッシュ・

フロー

3,616

(520,415)

4,435

(638,285)

4,282

(616,265)

2,872

(413,338)

2,941

(423,269)

投資活動によるキャッシュ・

フロー

(5,168)

((743,779))

(3,250)

((467,740))

(916)

((131,831))

(1,705)

((245,384))

(1,238)

((178,173))

財務活動によるキャッシュ・

フロー

(3,093)

((445,145))

2,585

(372,033)

(2,125)

((305,830))

(1,757)

((252,867))

(1,522)

((219,046))

現金及び現金同等物の期末残高 2,463

(354,475)

6,762

(973,187)

3,395

(488,608)

2,231

(321,086)

2,767

(398,227)

従業員数（人）
(4) 147,468 147,349 150,828 151,019 142,013
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個別

 

 

(一株当り情報を除き、千ユーロ（千円）)

 
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年

営業収益 -

(-)

325

(46,774)

2,385

(343,249)

174

(25,042)

396

(56,992)

営業利益（損失） (22,322)

((3,212,582))

(16,550)

((2,381,876))

(15,447)

((2,223,132))

(15,504)

((2,231,336))

(13,672)

((1,967,674))

当期純利益（損失）

金額
1,498,235

(215,625,981)

(31,273)

((4,500,810))

57,108

(8,218,983)

4,457,994

(641,594,496)

121,488

(17,484,553)

資本金 2,276,134

(327,581,205)

2,268,274

(326,449,994)

2,328,274

(335,085,194)

2,316,675

(333,415,866)

2,387,665

(343,632,747)

発行済株式総数

（株）

569,033,442 567,068,555 582,068,555 579,168,769 596,916,242

純資産額 6,873,791

(989,276,001)

6,606,463

(950,802,155)

9,007,639

(1,296,379,405)

10,078,809

(1,450,542,191)

7,893,475

(1,136,028,922)

総資産額 17,057,156

(2,454,865,892)

17,488,350

(2,516,923,332)

16,766,739

(2,413,069,077)

17,574,984

(2,529,391,697)

14,978,805

(2,155,749,616)

1株当たり

純資産額（ユーロ

（円））
(1)

12.07

(1,737)

11.65

(1,677)

15.48

(2,228)

17.40

(2,504)

13.22

(1,903)

1株当たり

配当額（ユーロ

（円））

2.90

(417)

2.60

(374)

2.55

(367)

2.35

(338)

2.20

(317)

自己資本比率

(％)
(2)

40.30 37.78 53.72 57.35 52.70

自己資本利益率

(％)
(3)

21.80 (0.47) 0.63 44.23 1.54

配当性向 (％) 47 56.8 50.6 53.2 55.2

(1) 純資産額を各年度末における発行済株式総数で除して算出される。

(2) 純資産額を総資産額で除して算出される。

(3) 当期純利益を純資産額で除して算出される。

(4) 2021年、2020年、2019年及び2018年の従業員数には、それぞれ19,084名、18,548名、15,456名及び13,480名の補助的

従業員の数が含まれる。
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２【沿革】

 

1871年　当社が設立される。当初はSpie Batignollesという名称だった。

1995年　Schneider SA との合併を機にSchneider SAに社名を変更。

1999年　Schneider Electric SAに社名を変更。

2014年　Schneider Electric SEに会社形態を変更。

 
３【事業の内容】

 

(1) 事業の目的

当社は、定款第2条に定める通り、フランス及びその他の地域において、直接的か間接的かを問わず、いかなる形態にお

いても、以下の目的を有する：

(i) あらゆる形態のエネルギーの計量、管理及び使用に関連する製品、設備及びソリューションを設計、開発及び販売す

ること並びにとりわけ以下に関連する全ての活動を創出し、取得し又はその他の方法により遂行することを通じて、信頼

性、効率及び生産性を提供すること：

　・電気機器の製造、配電及び電力供給の確保。

　・建物の管理、自動化及び安全性。

　・産業制御及びソフトウェアを含む自動化。

　・あらゆる種類のデータセンター、ネットワーク、機器及びその他のインフラストラクチャーの管理。

(ii) これらの産業に関連する知的財産権及び／又は工業所有権を取得、購入、販売及び使用すること。

(iii) いかなる種類であれ、当社の事業に関連する活動を請け負う又は当社の産業及び商業を奨励するような活動（より

一般的には、上記目的に直接若しくは間接的に関連する全ての産業、商業及び金融、資産及び不動産事業）を請け負うい

かなる企業、会社又はコンソーシアムに何らかの形で関与すること。

当社は、自己の利益のために個別に又は第三者の利益のために、類似の若しくは関連する目的を遂行する上で又は当社の

拡大若しくは発展を奨励するために、会社若しくはパートナーシップの持分の所有により又は会社若しくはパートナー

シップの持分の購入、引受け、出資若しくは交換により、並びにその形態に関わらず、いかなる会社の買収により、自己

の目的の範囲内における業務を遂行することができる。

(2) 当社の事業

当社の主要な事業は、エネルギー管理及び産業オートメーションである。

エネルギー管理

新たな電気の世界への電力供給

エネルギー管理事業は、顧客がエネルギーを最大限に活用し、二酸化炭素の排出をなくす道を加速する手伝いをしてい

る。より電化されたデジタルの世界は気候危機に対処するための鍵である。電力は最も効率的なエネルギーであり、脱炭

素化の最良の方法であり、デジタル革新に伴い目に見えないものを見えるようにするのと同時に、エネルギーの無駄をな

くす巨大な可能性を秘めている。

市場をリードする当社の革新的なソリューションは、柔軟なエネルギー需給の間の点と点を結び、住宅、建物、データセ

ンター、産業、インフラストラクチャー及び未来のグリッドを提供することで、地球が提供できるエネルギーと資源を全

体的に共有し、より持続可能で、より回復力があり、より効率的な未来を提供することを可能にしている。

エネルギー管理製品、システム、ソフトウェア及びサービスには以下が含まれる：

・　中低電圧機器

・　建物及びグリッドの自動化

・　限界出力

・　設計及び構築、運用、保守に至るエンドツーエンドのライフサイクル・ソフトウェア
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・　エネルギー及び持続可能性サービス

 

産業オートメーション

次世代の産業界の構築

産業オートメーション技術は、将来の産業に力を与えるものである。完全なライフサイクルにわたって、安全で回復力が

あり、エネルギー効率が高く、持続可能なプロセスを確保することは、サプライチェーンの最適化及び既存施設のスマー

トファクトリー化に役立つ。産業オートメーション事業は、Modicon、Foxboro、Triconex、TeSys、Altivar、Eurotherm

及びTélémécanique Sensorsなどの世界有数のブランドを含む、機械、工場及び処理の自動化及び制御のための製品、シ

ステム及びソフトウェアを通じて顧客に革新を提供するものである。
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４【関係会社の状況】

　

(1)　親会社

 

　親会社はない。

 

(2)　関係会社

 

下表は、当社の重要な子会社を示すものである。

 

 

2021年12月31日現在

名称 所在地 設立年月日

所有割合

（％）

SCHNEIDER ELECTRIC USA, INC. 米国 1989年10月3日 100

SCHNEIDER ELECTRIC (CHINA) COMPANY LIMITED 中国 1995年10月7日 100

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE フランス 1998年7月12日 100

SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION 米国 1981年11月3日 100

SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS AMERICAS, INC. 米国 1988年1月11日 100

OSISOFT, LLC 米国 2009年8月10日 59

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS フランス 1942年5月9日 100

AVEVA GROUP PLC 英国 1994年9月6日 59

American Power Conversion Corporation (A.P.C.) B.V.,

Philippine Branch
フィリピン 2002年1月11日 100

SCHNEIDER ELECTRIC (AUSTRALIA) PTY LIMITED オーストリア 1972年12月19日 100

 

 

５【従業員の状況】

 

2021年12月31日現在、当社従業員数は147,468名（補助的従業員を含む場合）及び128,384名（補助的従業員を除く場合）

であった。当社従業員の98％がフルタイム及び2％がパートタイムで働いている。当社従業員の地域別内訳は、アジア太

平洋地域（31％）、西欧地域（27％）、北米地域（26％）及びその他の地域（16％）となっている。年齢別の従業員の割

合は、30歳未満（23％）、30～50歳（59％）及び50歳超（18％）となっている。勤続年数別にみると、5年未満

（40％）、5～14年（34％）、15～24年（16％）、25～34年（7％）及び34年超（3％）となっている。
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第３【事業の状況】
 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 

　下記「第３ 事業の状況－２事業等のリスク」を参照のこと。

 

２【事業等のリスク】

 

　本項に含まれる将来に関する事項についての記載は、当事業年度末現在の判断に基づくものである。

 

リスク要因

主なリスク

以下に選定・提示する主なリスクは、当社がその業務に固有のリスクとみなし、その活動、イメージ、財政状態、業績又

は目標の達成に影響を及ぼす可能性があると特定したリスクである。

但し、その他の非特定のリスク若しくは当社が認識していないリスク、又は潜在的な影響を過小評価している可能性のあ

るリスク、又は当社が、当社、事業、財政状態、評判若しくは見通しに重大な悪影響を与える可能性が高いと考えていな

いその他のリスクにさらされる可能性がある。

各カテゴリーにおいて、リスクは当社に対する影響の高い順に３つのレベル（高、中、低）で評価されており、一番目が

当社に影響を与える可能性が最も高くなっている。当該評価のために考慮される影響とは、現在のリスク軽減策及び当該

リスクの発生確率を考慮した後の潜在的な(財務/人的/法的/評判に関する)総影響に対応する潜在的な正味の影響であ

る。当社によるこの重要性のレベルの評価は、特に、外部のものであるか当社に特有のものであるかを問わず新たな事実

が明らかになった場合には、いつでも変更される可能性がある。

 カテゴリー及びリスク 潜在的な正味の影響

1 事象により引き起こされるリスク  

1.1 当社のインフラストラクチャー及びデジタル・エコシステムにおけるサイバー

セキュリティのリスク

高影響

1.2 輸出管理 高影響

1.3 電気・電子機器分野における化学物質・資源関連規制の強化 低影響

1.4 B2B及びプロジェクト業務と関連した汚職 低影響

1.5 バリューチェーンを通じた人権・環境・安全に関する課題 低影響

1.6 当社の顧客及びパートナーを攻撃するためのゲートウェイとして使用される当

社に接続された製品

高影響

1.7 製品品質 中程度の影響

1.8 競争法 中程度の影響

1.9 取引先リスク 低影響

1.10 為替リスク 低影響

   

2 トレンドに影響されるリスク  

2.1 世界的な脱グローバリゼーションと分裂 高影響

2.2 エネルギー効率化及び再生可能エネルギー分野に参入する新プレーヤー（デジ

タル大手、ソフトウェア・プレーヤー、大手エネルギー企業等）

中程度の影響

2.3 サプライチェーンのレジリエンス 中程度の影響

2.4 デジタルの進化とソフトウェアの提供 中程度の影響

2.5 不可欠なスキルに焦点を当てた人材の誘致及び育成 中程度の影響

   

3 管理実務リスク  
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3.1 ITシステム管理 中程度の影響

3.2 価格戦略 低影響

 

1. 事象により引き起こされるリスク

1.1 当社のインフラストラクチャー及びデジタル・エコシステムにおけるサイバーセキュリティのリスク

リスクの内容

当社は、類似のグローバルの拠点とプレゼンスを持つ他の組織と同様に、サイバー攻撃やデータ・プライバシー侵害のリ

スクにさらされている。

当社は、産業及びテクノロジー企業として25以上の拠点に分散したIT及びオペレーショナルテクノロジー活動を展開して

おり、数十の研究開発拠点と200以上の生産及び物流部門を有している。これらの拠点では、オペレーショナルテクノロ

ジーシステムとITシステムとの融合がますます進んでおり、特にInternet of Things（IoT）の利用を通じて、全体的な

攻撃の対象領域が拡大している。さらに、製品を中心としたビジネスモデルから、ソフトウェアを伴うサービス指向のビ

ジネスモデル（「アドバイザー」ソフトウェアスイートやマネージド・デジタル・サービスなどのデジタルオファー）へ

の移行及びデータの増大は、データ侵害や知的財産権盗難などのサイバーセキュリティリスクを必然的にに増大させる。

リスクの監視及び管理

・　NISTフレームワーク（識別、保護、検知、応答、復旧）は、サイバーリスク登録及び高価値資産プログラムで使用さ

れる。

・　サイバーの脅威は、サイバープラクティスと能力、政策主導のコントロール、及び執行メカニズムを実施することに

より軽減されている。例えば、当社はデータ保護プログラム、ソースコード管理フレームワーク、システム＆ソ

リューションセキュリティプログラムを実施している。

・　グローバルなサイバーインシデント管理及び対応手続が整備されている。事象及びインシデントは、当社のパート

ナーと共同で推進するセキュリティ運用センターを通じて監視される。

・　2021年には、従業員の99％がサイバーセキュリティに関するトレーニングを受けた。特定のカテゴリーの従業員は、

その活動に関連するリスクに関し必須のトレーニングを受講した。

・　当社のサイバーセキュリティ・コンサルティング・パートナーにより、2021年に複数のサイバーリスク評価が完了し

た。さらに、当社は異なるシナリオに基づく定期的な危機シミュレーション演習を実施した。

・　当社の態勢は、当社全体の緊急事態及び改善計画並びにサイバースコアリング・プラットフォームを含む「現実性

チェック」を通じて継続的に見直され、適合されている。

・　3つの横断的内部監査と外部評価という独立した「現実性チェック」が行われた。

1.2 輸出管理

リスクの内容

国際、外国、及び国内の輸出管理法及び規則は、国内又は国際及び/又はその国民間の物品、サービス及び技術の譲渡を

定める。制限やライセンス要件を発生させる可能性のある要素には、国、当事者、製品、及び最終用途が含まれるが、こ

れらに限定されるものではない。

当社は、世界100カ国以上の異なる国々にまたがる国際的な事業を展開する多国籍企業（MNC）であり、強固な企業輸出管

理コンプライアンス・プログラムを実施することにより、そのような法律及び規則の完全な遵守を常に確保しなければな

らない。当社の業務、業績、評判及び財政状態に重大な影響を及ぼす結果となる可能性がある。
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当社の製品ポートフォリオは、軍民両用の商品特徴を有する可能性のある並びに機密用途で使用される可能性のある軍民

両用以外の商品（例えば、ブレイカー）を限られた範囲でしか有していないとはいえ、特に政治的に機微な国及び目的地

と関連している場合には、これらの製品に制限又はライセンス要件が適用される可能性がある。

リスクの監視及び管理

当社は、適用される輸出管理法規を確実に順守し、上述のリスクを軽減するための包括的な方針とプロセス（「シュナイ

ダー・エレクトリック輸出管理プログラム」）を有している。シュナイダー・エレクトリック・グローバル法務及びリス

ク管理機能の一環として、「グローバル輸出管理センター・オブ・エクセレンス」が、シュナイダー・エレクトリック輸

出管理プログラムの監視及び実施を監督している。

シュナイダー・エレクトリック輸出管理プログラムには、禁止国及び制限国、取引禁止対象先、軍民両用商品及び機微な

エンドユーザーの審査、基本販売・調達契約テンプレートへの輸出管理規定の組込み、並びに全ての関係する当社従業員

のための定期的な意識啓発並びにオンライン及び教室での研修会の実施が含まれるが、これらに限定されない。

シュナイダー・エレクトリック輸出管理プログラムは、適用される輸出管理法及び規則を確実に遵守するため、その強化

と更新を継続する。

1.3 電気・電子機器分野における化学物質・資源関連規制の強化

リスクの内容

当社の工場や製品は、厳しい環境法規制の対象となっている。

多くの国では、製造プロセスにおいても、製品の原材料明細書においても、化学物質と資源の使用に関する法的要求事項

を増やしている。

2019年には、すなわちRoHS (電気・電子機器中の有害物質規制）指令及びWEEE (電気・電子機器の廃棄に関する規制）と

いった、特に電気・電子機器(EEE)に特有な主要製品環境規制が強化された。RoHSは当社が販売する多くの製品カテゴ

リーで使用される10種の化学物質を禁止している。これは代替品を必要とする可能性があり、非遵守の場合かなりのリス

クとなる可能性がある。WEEEは、グループ拡大生産者責任に関するものであり、特に回収ルートへの出資という点で、製

品の最終消費の枠組みにおいて積極的な役割を義務づけている。2021年、追加の物質を規制するため、有害物質規制法

（TSCA）が制定された。

規制は、特定の化学物質や資源を非常に迅速に段階的に廃止する可能性があり、測定可能な方法で適切な代替物を見つけ

られない可能性がある。

合併買収（M＆A）に関連して、当社は、買収した企業のすべての製品についてそれらが取引される全ての市場における厳

格な環境コンプライアンスを確保するために、買収したすべての企業の製品ポートフォリオの環境リスクを厳密に評価す

る必要がある。

また、注記21（「第６　経理の状況」の連結財務諸表注記を参照）に記載されているとおり、350百万ユーロの引当金が

環境リスクに備えて積み立てられている。これらの引当金は、主に施設に関する浄化費用（潜在的なペナルティではな

い。）を賄うために積み立てられている。予想される将来のアウトフローの見積りは、独立した専門家からの報告に基づ

いている。

フランスの「注意義務」と各国固有のイニシアティブ（例えば、中国）は、環境上のリスク軽減の取り組みにサプライ

ヤーを関与させることへの期待を再確認した。

現地の規制により、関連するリサイクル資源が利用できない、又はIEC、NEMA若しくはその他の電気基準によって、リサ

イクル含有物を含む製品について認証若しくは承認が得られない場合、一部の製品カテゴリーにおいて、リサイクル含有

物の割合を強いられる可能性がある。

リスクの監視及び管理
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安全、エネルギー、品質及び環境を網羅した当社の統合マネジメントシステム（IMS）は、引き続き、全工業拠点、主要

商業オフィスに展開している。第三者のコンサルタントや社内の専門家による「環境・安全」コンプライアンス監査を、

各国で定期的に実施している。

オファー・クリエーション・プロセス（OCP）は厳格であり、：資源の選択、重要物質の特定、ライフサイクルアセスメ

ント、その後REACH及びRoHS報告書の作成といった、各ステップ及び成果物にはエコデザインの精神及び原則が組み込ま

れている。

当社のエコデザイン・ビジネス・パートナーのコミュニティは、全ての新たな、来るべき環境規制について、研究開発

チームを訓練し、これを的確な指導で補佐する。

当社は循環型経済に関するタスクフォースの一員であり、欧州、中国及び米国の複数の利害関係者の対話において指導的

役割を果たし、規制、環境への影響、顧客利益の保護、雇用創出などの機会と障害について議論してきた。当社はフラン

スのサーキュラー・エコノミー・ロードマップ(循環型経済工程表)に取り組んでおり、循環型経済に関して中国において

MIITと共に取り組んでいる。当社は、FIEEC、Gimélec、IGNES、ORGALIMその他各界との間で、当社の業界に関連した循環

型経済に関する議論を行っている。

1.4 B2B及びプロジェクト業務と関連した汚職

リスクの内容

当社の汚職リスクへのエクスポージャーは、オーガニック成長とM&Aを通じた、アジアとアフリカを中心とする新たな経

済における当社の活動の拡大により、数年間増加している。

当社のビジネスモデルは、120億ユーロを超える調達量を占める世界中の52,000以上のサプライヤー、さらには再販業者

やディストリビューターを含むパートナーから成る大規模なエコシステムに依存している。このエコシステムは、利益相

反や非倫理的な勧誘の可能性に関し、当社を代理して行われる活動に対して説明責任を負い、当社のリスクを代表する可

能性がある。

さらに、当社は、石油、ガスなどリスクのあるセクターの広範なパートナーが関与する複雑なプロジェクトに参加してお

り、リスクのある国では公的部門のエンドユーザーが関与している。

過去数年間、公的機関による法執行の増加、会社に課せられた罰金の報道取材の増加、強力なコンプライアンス・プログ

ラムを必要とする新たな規制によって、汚職リスクの潜在的な影響が大きく変化している。

リスクの監視及び管理

このリスクを軽減するため、当社は、コーポレート・コンプライアンス・カウンセルと地域のコンプライアンス・オフィ

サーで構成される専属のグループ・コンプライアンス・チームを設置した。2020年8月以降、新たに倫理・コンプライア

ンス部が、特に「詐欺行為審査チーム」を監督する部署として設置されている。

また、このリスクに対処するため、従業員や外部の利害関係者が利用できるグローバルな内部通報制度を運用している。

2021年には、585名の従業員と70名の外部利害関係者からの通報を受領し、フォローアップの質問を通じて管理されてい

る。

さらに、2021年9月には、グループ倫理憲章「責任原則」を改定し、信頼性憲章へと名称を変更し、当社の新しい行動規

範として汚職防止に関する取組みを強化した。最近の「業務エージェント方針」の更新（2019年8月）及び「汚職防止方

針」の更新（2019年11月）とは別に、新たな「利益相反方針」が2021年に導入され、さらに「贈答及び接待方針」の更新

版並びに「慈善活動方針」といった新たな2つの方針が2022年初めの導入に向けて2021年末に完成した。

また、2021年下半期にグループ全体での倫理及びコンプライアンス・リスク評価が実施され、これは汚職に関し、地域及

び当グループ全体のレベルでのリスクマップにつながるものであった。2021年には、世界及び地域レベルの汚職リスクに

関連した行動計画が導入され、いくつかの監査が実施され、コンプライアンス・リスクに関する内部統制及び内部監査

ミッションが強化された。
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汚職リスクにさらされている従業員の98％は、毎年必須の汚職防止eラーニングにより訓練を受けている。このe－ラーニ

ングの内容は毎年更新されている。

汚職防止に関し当社の第三者を審査する新たなプロジェクトが2021年に開始され、2022年末までに段階的な地域展開が計

画されており、2021年第4四半期中に審査の第1段階が実施された。

当社の主要ERPにおいて、システムに組み込まれた業務管理の分離が実施されている。

コンプライアンスに関する全ての事項は、2020年2月に整備された具体的なM&Aコンプライアンス・フレームワークに沿っ

てM&Aに関して当社が実施するデュー・デリジェンスの一部である。

1.5 バリューチェーンを通じた人権・環境・安全に関する課題

リスクの内容

人権に関する規制の枠組みが少ない国での当社の活動が拡大したことにより、当社の人権リスクへのエクスポージャーは

この数年間拡大している。

具体的には、当社の調達規模は12十億ユーロ超を占め、52,000以上のサプライヤーを抱えている。サプライチェーンにお

ける警戒プログラムの一環として、当社は当社のサプライヤーのネットワークを通じてリスク分析を行い、以下の分野で

潜在的なリスクを特定した：

・　人権

・　環境

・　倫理的な業務遂行

・　サイバーセキュリティ及びデータプライバシー

これらの第三者とのリスクの発生は、当社に以下のような影響を与える可能性がある：

評判

当社のイメージは、以下の第三者によって悪影響を受けるかもしれない：

・　労働者の人権や安全規則を尊重しない。

・　環境の汚染及び損傷に責任がある。

・　法の不遵守又は違法な業務を行っている。

サプライチェーンの寸断

以下により生じる可能性がある：

・　サプライヤーとの関係の短期的な終了。

・　部品の供給に影響を及ぼす可能性のある、安全の欠如又は不十分な保護対策（例えば火災防止）から生じる事象。

・　サプライヤーと交換されたデータ又はデジタルシステムの損傷（例えばウイルス、マルウェアなど）。

法律

過去2年間で、オーストラリアにおける現代の奴隷問題又は重大な人権侵害や虐待に対する制限措置に関する欧州連合の

新しい枠組みといった、人権保護に関する法律が増加している。会社に課せられる罰金の対象範囲の拡大や、強力なコン

プライアンス・プログラムを必要とする新たな規制により、人権侵害リスクの影響は大きく変化している。
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当社は、現在の欧州レベルでの注意義務指令の草案や、この分野における今後5年間の抱負と優先事項を定めた「人権と

民主主主義に関する欧州行動計画2020－2024年」を参考に、このリスクは引き続き増加すると見込んでいる。さらに、当

社が参加しているグローバル・コンパクトが支持する、国連レベルでの人権デュー・ディリジェンスの枠組みに関する現

在の議論は、サプライチェーンにおける人権問題に取り組む民間部門への圧力を確実に高めるであろう。

2021年の具体的な事象

2021年10月21日、フランスにおける共同委員会により、注意責任法に関する訴訟の管轄裁判所が決定された（当該委員会

は7名の代議士及び7名の上院議員からなる）。専属の法律専門家で構成される司法裁判所が、かかる訴訟の管轄権を有す

ることとなる。

注意責任法の不遵守に関する訴訟について、その概要に関し更新すべき事項はなく、管轄裁判所に関する疑問は保留され

ている。

2021年、関係者団体及び複数のNGOは、繊維分野の4つの会社（当社を除く。）の中国におけるサプライヤー／下請業者を

通じた人権侵害への潜在的関与についてフランス国内で当該会社を提訴した。

リスクの監視及び管理

人権は、「倫理・コンプライアンス委員会」及び「法務・コーポレートシチズンシップ部」が管理する「倫理・コンプラ

イアンス・プログラム」の一部である。より具体的には、リスク評価によるリスクの洗い出しやリスクの発見について

は、倫理・コンプライアンス委員会の支援を得て、コーポレートシチズンシップ部が人権管理を行い、従業員や外部利害

関係者にも内部通報制度を設けている。

研修については、全社員が受講必須の「信頼性憲章」に関するeラーニングにおいて、2021年には倫理及びコンプライア

ンスのテーマの中で特に人権に焦点を当てて実施している。2021年末までに93％の従業員が受講を完了した。

サプライヤーは、サプライヤーの総評価に15％の加重をした持続可能な開発基準を含む「シュナイダー・エレクトリッ

ク・サプライヤー品質管理」システムに従い、選任される。かかる基準には人権に関する項目が含まれる。

2019年、当社はGlobal Suppliers Dayを創設した。この日に、サプライヤーに対して「信頼性憲章」を紹介した。

2021年－2025年の当社の5ケ年目標の一環として、戦略的サプライヤーはISO26000の評価に自身が従うことを要請されて

いる。継続的な改善努力に従い、これらのサプライヤーは2018年から2020年の間に平均して＋6.3ポイントの増加を達成

し、2021年には+1.2ポイント増加し平均スコア58.6を達成した。

当社は、サプライヤーの地理的位置、テクノロジー、使用されるプロセスを考慮した基準を用いて、リスクの高いサプラ

イヤーを特定するサプライヤー監視プランを構築した。その後、現地でのサプライヤーの監査又は遠隔での自己評価のい

ずれかを実施するために監査計画が構築される。不適合が確認された場合は、是正処置が展開される。その結果、サプラ

イヤーは再監査を受け、行動により不適合が是正されたかどうかを確認する。2021年において、2021年－2025年SSE目標

No.17「サプライヤー4,000社を当社の監視プログラムに基づき評価する」に基づき、当社は180の現地監査及び629の遠隔

での自己評価を実施した。2021年度末現在、2020年以降の不適合のうち94％が解消されている。サプライヤー監視プラン

には、シュナイダー・エレクトリック調達チームの社内研修プログラム及びサプライヤーとのワークショップも含まれて

いる。

当社はまた、SSI指標No.6に基づき、2021年において、当社の戦略的サプライヤーの100％が自社の従業員に対し適正な仕

事を提供することを確保するための目標について個別のプログラムも策定した。当該プログラムは2022年に開始される。

また現在当社は、当社のサプライヤーのための「ソーシャル・エクセレンス」を確保するためのプログラムも開発中であ

る。

1.6当社の顧客及びパートナーを攻撃するためのゲートウェイとして使用される当社に接続された製品

リスクの内容
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エネルギー管理と産業オートメーションの分野は、他の多くの分野と同様、ますますデジタル化が進んでおり、IoTの普

及と拡張データは、モビリティ、クラウド、普及センシング、ビッグデータ、分析の主要な推進力となっている。

ネイティブ・コネクティビティを含む製品のデジタル化の進展は、サイバーセキュリティリスクのエクスポージャーを増

大させており、当社又は顧客のサイトにおける接続された製品及びデジタルオファー（例えば、「アドバイザー」のよう

に遠隔管理されたサービス）が悪質なサイバー攻撃のゲートウェイとして使用される可能性がある。

シュナイダー・エレクトリック・エクスチェンジは、5万人を超えるユーザー、約300の使用可能アプリ、150以上のサー

ビスプロバイダー、約100のコミュニティを有するエコシステム連携プラットフォームである。

この種のデジタルオファーやプラットフォームは、妥協すれば、顧客の事業に悪影響を及ぼし、その結果当社のサービス

品質、収益性及び評判に悪影響を与える可能性がある。

リスクの監視及び管理

プロダクト・システム・セキュリティー・オフィス（PSO）は、ISO 27000スイート及びIEC 62443などのサイバーセキュ

リティ基準に準拠して製品を開発し、エコシステムを確保する強力な権限によって強化されている。実例としてIoT クラ

ウド・プラットフォーム (EcoStruxure™ Technology Platform) では、ISO27001 規格に対してマッピング可能なコント

ロールが実装されている。

当社は、設計段階の前でも、自社製品にサイバーセキュリティを組み込むために、セキュア開発ライフサイクル・プロセ

スに従う。2019年には、セキュリティとプライバシーの設計が新しい「セキュア開発ライフサイクル」で強化され、

IEC62443－4－1 に対して認証された。

2020年より、すべてのデジタルオファー（主に「アドバイザー」ソフトウェアスイート）が、デジタルセキュリティとプ

ライバシー適合の枠組みで評価された。

当社は、製品、システム、ソフトウェア、プラットフォーム、アプリケーションおよびデジタルオファーに関するデジタ

ルセキュリティ及びプライバシー適合を、セキュリティレビュー及び場合によりデジタル認証プロセスを通じて強化して

いる。

当社は、製品、ソフトウェア及びシステムに影響を与えるサイバーセキュリティ上の脆弱性に対処し、当社の顧客のセ

キュリティ及び安全性をサポートしている。当社は、研究者、サイバー緊急対応チーム（CERTs）及び資産所有者と協力

し、顧客におけるインストールを適切に保護するために正確な情報が適時に提供されることを確保している。サイバー・

インシデントの場合、対応、接続、結果報告のプロセスがパートナー及び顧客と共に整理される。

1.7 製品品質

リスクの内容

当社は、世界46カ国に広がる191の工場で生産された26万点以上の関連製品を有している。

当社は基幹産業で業務を運営し、製品の不具合又は欠陥により、当社が有形、無形の損害、人的傷害に対して責任を負う

可能性があるため、製品の品質と安全性は、当社にとって重要事項である。製品、システム又はソリューションの欠陥

は、製品回収に関連する費用を伴う可能性があり、その結果、新たな開発費用が発生し、技術的及び経済的資源を消費す

る可能性がある。

当社の製品もまた、複数の品質、安全管理及び規制の対象となっており、国内及び国際的な基準の両方によって統制され

ている。新しい若しくはより厳しい基準又は規制は、設備投資やコンプライアンスのための特定の対策費用をもたらす可

能性がある。

上記の費用は、当社の収益性及び現金同等物に大きな影響を及ぼす可能性がある。当社の事業の評判も悪影響を受ける可

能性がある。事実、当社は最近いくつかの製品回収の影響を受けており、ケースによるが、これは概ね10百万ユーロから

40百万ユーロの範囲であった。

リスクの監視及び管理
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2019年、当社は、製造ツールとプロセスの強化を継続するため、Phoenix（フェニックス）という特別なプログラムを開

始した。これは、物流プロセスやサプライヤーにも拡大され、サプライヤーの現場や当社におけるプロセスのデジタル化

を活用する。

設計面での改善を確実にするため、当社は2020年半ばに、新たな顧客の期待（品質から信頼性へ）を完全に統合し、ファ

ンダメンタルズを確保するための専用プログラム「ReeD(Reliability End to End by Design)」を導入した。

当社は、顧客を守り続けるために、まず5つの重要な製品範囲を定義し、現在では一部の社内「ネット」を実装する15の

製品範囲を規定した。その目的は、社内の弱点を特定し、顧客がそうした弱点に直面しないようにすることである。

当社は、絶え間ない学習、現在のオファーからの洞察、「機動性」などの方法論を活用し、品質をあらゆる設計段階に組

み込むことで、新しいデザインのオファーを成長させている。

高度な分析のおかげで、当社は、社内の情報又は顧客の経験からの弱いシグナルに積極的に耳を傾け始めている。

1.8 競争法

リスクの内容

当社の製品は、世界中の市場で販売されており、国内及び国際的な競争法や独占禁止法の適用を受けている。

パキスタン、ベルギー、フランス及びスペインの事業体を含むが、これらに限定されない世界中の当社のグループ事業体

の中には、独占禁止法手続又は調査において直接又は間接的に名前を挙げられたものもある。

パキスタンとベルギーでは、当社はAREVAから現地事業を継承し、その後廃止した。これらの業務は、それぞれ世界銀行

とベルギー競争当局によって調査され、制裁を受けた。

フランスでは、2018年9月、フランス国内の電気配電業務に関して、当社の本社等において、フランス警察及び独占禁止

当局による調査が行われた。当社は、フランス当局の調査に協力している。いずれの調査でもそうであるように、これら

の調査が将来的に当社に対する正式な手続につながる可能性がある。かかる手続及び潜在的な結果は現時点では判断する

ことはできないが、その性質上重大である可能性がある。

スペインでは、現地子会社が、以前所有していた子会社に関連した反競争的行為を指摘された。この調査は2020年2月

に、当社に重大な影響を与えることなく終了した。

リスク監視及び管理

従業員及びサプライヤーなどの外部利害関係者向けのの内部通報システムである「トラストライン」を運用し、通報され

る可能性のある競合他社や取引先への不適切な行為や行動を把握している。

さらに、競争リスクや独占禁止リスクを含むコンプライアンス・リスクに関する内部統制及び内部監査ミッションを強化

した。

買収候補企業のコンプライアンス上の問題の事前特定を強化するため、M&Aに関する改訂版コンプライアンス・デュー・

デリジェンス・プログラムが発行された。

2021年9月には、当社は「信頼性憲章」を整備し、競争規則及び独占禁止規則に関するガイダンスを強化するとともに、

競争及び汚職防止に関する各種方針と指針を公表した。

1.9 取引先リスク

リスクの内容

当社は特に幅広い国際的なプレゼンス（115ケ国以上）を有しており、収益は4つの地域（アジア太平洋、西ヨーロッパ、

北米、残りの地域)にほぼ均等に分散しており、収益の43％は新興経済国で生み出されている。
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従って、当社は、何らかの景気後退が顧客からの現金回収及び支払遅延を伴う現地の流動性の問題につながり、当社の現

金回収率に悪影響を与える可能性があるため、多数の取引先リスクに直面している。

当社はまた、金融機関との金融取引によって生じる取引先リスクにもさらされている。それには預金や資産運用などの活

動並びに将来の起算日におけるフローを予想する取引が含まれる。

2021年12月31日現在、売上債権の10.8％が期限を超過しており、そのうち2.5％が3ケ月を超えて超過している（「第６　

経理の状況」に含まれる「連結財務諸表注記16」を参照）。

リスクの監視及び管理

金融取引は、厳選された取引相手との間で締結され、顧客との契約には適応した条件が含まれている。

銀行業務の取引先は、独立した格付機関が発行する信用格付を含む通常の基準に従って選定される。当社の方針として

は、取引先リスクの多様化を図るとともに、関連規則の遵守状況を定期的に管理している。

また、売上債権の損失に備えるため、当社は、実質的な信用保険及びその他の種類の保証（信用状及び銀行保証）を利用

している。

2021年12月31日現在、債権の減損引当金の金額は498百万ユーロである（「第6　経理の状況」に含まれる「連結財務諸表

注記16」に記載されている）。

1.10 為替リスク

リスクの内容

国際事業及び特に国際的なプレゼンスの広さにより、当社は為替レートの変動リスクにさらされている。

当社の事業体の報告通貨と取引通貨との間の為替レートの変動は、当社の業績に影響を与え、前年同期比のパフォーマン

ス比較をゆがめる可能性がある。ユーロと報告通貨間の変動についても同様であり、より大きな割合を占めている。

当社の為替リスクに関する主なエクスポージャーは、米ドル、中国元、及び米ドルに連動する通貨に関連するものであ

る。

2021年の外貨建て収益は23.01十億ユーロに達し、その内米ドルが約7.4十億ユーロ、中国元が4.4十億ユーロに相当し

た。

当社は、現在の事業構造において、米ドルに対してユーロが10％上昇した場合、調整後EBITAについて約-96百万ユーロの

換算効果が生じると見積もっている。

2021年の為替差損益は、8百万ユーロの損失である（「第6　経理の状況」に含まれる「連結財務諸表注記7」に記載され

る）。

リスクの監視及び管理

当社は、為替レートの変動に対する損益の感応度を軽減するために、取引通貨のリスクを管理している。当社の子会社の

債権債務で当該子会社の機能通貨以外の通貨建てのものは、主に通貨ごとの資産・負債のリバランス（ナチュラル・ヘッ

ジ）によりヘッジされている。

これらのリスクの最も重要な源泉である、米ドル、シンガポール・ドル、中国元、ロシア・ルーブル、日本円、メキシ

コ・ペソ及びカナダ・ドルなど、20種類以上の通貨が関係している。

市場の状況に応じて、主要通貨のリスクは、12ヶ月以内に満期を迎える契約を用いたキャッシュ・フロー予測に基づいて

ヘッジすることができる。
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為替相場の変動リスクをヘッジするための金融商品については、「第6　経理の状況」に含まれる「連結財務諸表注記

23」に記載されている。

2. トレンドに影響されるリスク

2.1 世界的な脱グローバリゼーションと分裂

リスクの内容

安定した貿易は経済成長に役に立つ。重商主義的傾向の高まりは、米国、中国、ロシア、欧州、インドの各極の貿易の地

域化に向かっている。グローバルにバランスの取れたものではなく、デジタル化、循環化、炭素、サプライチェーン・マ

ネジメントなどに関する地域化された政府の規制や政策（これらに限定されない）は、努力が重複することにより開発効

率のオファーにハンディキャップを与える可能性がある。これらの開発オファーの重複努力が当社の収益性に潜在的に影

響を与える可能性がある。貿易地域化の傾向に加えて、規制の増加により、特に米国と中国の間での技術の分断が見られ

るようになった。

さらに、このような地域的対世界的な貿易及び技術政策の加速は、関税障壁と非関税障壁の両方の形で、グローバル企業

のサプライチェーンへの圧力を強めている。そのため、貿易戦争はシュナイダー・エレクトリックの事業とグローバルな

サプライチェーンを混乱させる可能性がある。上述のように、国別関税と非関税の両方の負担が重なった場合、市場コス

トが上昇し、当社の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。

リスクの監視及び管理

サプライチェーンの効率性と関税の影響に対するリスクを軽減するために、当社はマルチハブの組織を導入した。当社

は、北米、EMEA及びアジアを主要な国際ハブとして、研究開発及びサプライチェーン活動、サプライヤー、商業ネット

ワークを有している。このような多地域的な状況で、当社は地域を越えてその活動の再調整を行うことができる。

この体制は、当社が2020年及び2021年に確固たる回復力を示したことから、妥当であることが証明されている。

当社は、地政学と貿易に焦点を当て、将来のシナリオ計画を立てている。外部環境の変化のペースは歴史的にも前例のな

い規模で地域的に続いているが、グローバル・チームは事業部門、地域業務部門及び横断的な機能（すなわち、財務、サ

プライチェーン、法務、マーケティング、研究開発、人事）からの利害関係者を横断して活動している。

2.2エネルギー効率化及び再生可能エネルギー分野に参入する新プレーヤー（デジタル大手、ソフトウェア・プレー

ヤー、大手エネルギー企業等）

リスクの内容

当社は、新たなプレーヤーを引きつけ、新たな競争環境を作り出すエネルギー市場で活動している。実際のところ、エネ

ルギー業界は以下の主要な傾向により大きな変革と混乱を経験している。

・　ネット・ゼロの世界：気候変動と持続可能性への圧力は、ビジネス慣行の変革を求める。

・　オール電化の世界：石油メジャーは、炭素排出への影響を減らすよう促された。

・　オールデジタルの世界：デジタル大手及びソフトウェア・プレーヤーの影響力の増大。

この文脈において、当社の競争状況は進化しており、当社は、いくつかのデジタル大手、ソフトウェア・プレーヤー、又

はエネルギー・メジャーのような大企業を、直接又は間接的に、エネルギー効率のプロバイダーとして位置づけている。

これらは現在当社が開発しているデジタル・サービス「バリュー・プロポジション」と競合する可能性がある。

リスクの監視及び管理

当社は、競争のパフォーマンス分析と組織変更及びM＆Aニュースのフォローアップを推進し、競合他社のグループ及びそ

の環境における全ての主要プレーヤーを見直している。
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このような競争環境の変化を予測するために、当社は、気候変動及び持続可能性に関する当社の価値と位置づけをより広

く伝えている。

当社はまた、2020年におけるRIBソフトウェア、2021年におけるAVEVAによるOSIsoftなど、ソフトウェア企業を買収又は

それらに投資することで、オファー・ポートフォリオを強化している。

当社は、顧客のためのソリューション（ハードウェア及びソフトウェア）－EcoStruxure™ソリューション－と、効率性と

持続可能性のためのエネルギーと自動化デジタルソリューションの完全なポートフォリオを提供する。

また、当社のパートナーのネットワークの整備及び戦略的技術提携の強化も進めている。

2.3 サプライチェーンのレジリエンス

リスクの内容

COVID-19のパンデミックの発生以来、労働力の利用可能性の制約、世界的な原材料の不足及び不安定な輸送がサプライ

ヤーに困難をもたらし、産業界全体にわたる世界的及び地域的なサプライチェーンに圧力をかけてきた。こうした制約

は、市場のダイナミクスにより、特に半導体などの電子部品を中心に2022年上半期中に緩和されるとは考えにくい。

リスクの監視及び管理

当社のサプライチェーン戦略チームは、サプライチェーンの柔軟性を確保するために世界的なサプライチェーンの危機に

対応しており、レジリエンスは継続的に改善している。

当社は、需要の増加を支え、供給の継続性を改善するために、サプライヤー及び研究開発チームと緊密に協力し、代替部

品の認定を行っている。選定された設備投資の80％以上が、「製造におけるパワー・オブ・ツー」プロジェクトに従事し

ており、複数の工場やサプライヤーを活用してより高いレジリエンスを強化している。上位リスクの84％は戦略的在庫に

より確保されており、特定のマルチソーシング・プロジェクトでは上位リスクの51％が確保されている。

当社は、世界中の190以上の工場と90の流通センターからなるネットワーク及び（各地域に）7つの司令塔のネットワーク

を活用し、世界的な流通の信頼性、労働力の利用可能性及び市場のダイナミクスをリアルタイムで監視し、リードタイム

を可能な限り確実に短縮するための措置を講じながら必要に応じてリードタイムを調整している。

チームには、顧客及び顧客の業務を継続的にサポートするために、顧客との積極的なコミュニケーションを行う権限が与

えられている。

2.4 デジタルの進化とソフトウェアの提供

リスクの内容

いくつかの分野での大きな変革は、当社が事業を展開している市場に影響を与えており、それにはエネルギー業界のデジ

タル化が含まれる。

IoT時代に入り、オープンインターフェースを搭載したよりスマートな製品により、より複雑化するソフトウェアベース

のソリューションにしっかりと組み込まれ、人工知能や高度なアルゴリズムを活用した新たなサービスの恩恵を受けるこ

とが顧客から期待されている。

当社はデジタルトランスフォーメーションの道筋に投資しており、デジタルオファーのシェアを増やしている。2021年に

は、ソフトウェアとデジタル・サービスは力強い成長を遂げた。そのため、当社は、より多くのデジタル・サービスを提

供し、より多くの経常収益を生み出し、顧客維持を高めることに注力している。

また、2021年には、配電網のデジタル化における基本的な要素であるETAPを買収した。この買収により、当社がネット

ワーク・デジタルツイン・ソフトウェア・ポートフォリオを構築し、デジタルで持続可能なソリューションにおける主導

的地位を獲得することが促進される。
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このトランスフォーメーション・リスクは、この多数顧客及び製品の接続性から安定した収益の流れを生み出すために、

この新しいデジタル・ポートフォリオの収益化及び規模に結びつくであろう。

リスクの監視及び管理

当社は、以下を含むが、これに限定されない、いくつかの取組みを開始した：

・　強固な戦略、構造化したオファー・ポートフォリオ及びセグメント市場アプローチを活用する明確な野心をもってデ

ジタル・サービスの成長に専念する新しい組織の創設

・　人工知能とアルゴリズムを使用した、インストールベースによる高度なアドバイザーオファーでの重要な接続資産の

収益化

・　パートナーと直接市場開拓のための一貫した接続経路の定義

・　設備投資から営業費用事業へデジタル・サービスの付加の促進

2.5 不可欠なスキルに焦点を当てた人材の誘致及び育成

リスクの内容

世界中の市場における当社の事業の成長、デジタルトランスフォーメーション、そして「ネクスト・ノーマル」という急

速に進化する背景においては、人材への一層の注力が必要とされている。将来の労働力の構築は、最高の人材を引きつ

け、雇用し、受け入れ、育成し、維持する当社の能力にかかっている。特に技術、ソフトウェア、サービス、持続可能

性、サプライチェーン及びエレクトロニクスの分野における重要なスキルが優先されなければならない。重要なスキルに

加えて、すべての場所で、すべての人に平等な機会を確保するために労働力の多様性、衡平性及び包摂（特にジェン

ダー、世代及び国籍／民族性）も優先される必要がある。

逼迫した労働市場において人材を引きつけ、採用するための競争は激しく、特に主要な市場における重要なデジタル及び

技術のスキルセットに関する競争は激しい。また、従業員のスキル開発（スキルアップ及び再教育）を加速し、デジタル

世界で人的つながりを構築できるリーダーの育成も、スキルギャップのリスクを軽減し、組織の機動性を高めるために必

要である。

リスクの監視及び管理

当社は、これらのリスクを軽減するために、従業員価値提案、コア・バリュー及びリーダーシップ期待値2.0を中心とす

る当社の人材戦略を中心に、数多くの取り組みとプログラムを実施している。当社のアプローチは、従業員の規模、質、

多様性及び速度の観点から、採用から報奨、全従業員及び重要な人材セグメントのための開発までの、エンドツーエンド

の人材パイプラインに焦点を当てている。この組織的アプローチにより、主要なギャップとリスクに関するデータ主導に

よる監視が可能となる。支援の取組み及びプログラムには以下のものが含まれる。

・　年次の業績及び育成目標の設定及び評価、並びに人材のレビューは、会長兼CEO及び最高人事責任者による各事業体

の年度末のパイプライン、継承、多様性及びスキルの評価につながる。人材確保及び育成戦略、リーダーシップ・パ

イプライン並びに主要な人材及び役職の継承の全般的な健全性は、経営委員会で毎月レビューされる。

・　インターンシップ、研修生、実習生及び新卒者を含め、早期キャリアパイプラインの成長を2倍にするという5か年目

標。例えば、シュナイダー・グローバル・スチューデント・エクスペリエンス及びシュナイダー・ゴー・グリーン年

次大会は、毎年数千人の大学の人材を引きつけている。

・　シームレスなデジタルエクスペリエンスを提供し、優秀な人材を獲得する市場での競争を可能にする、有望な人材と

採用プロセスを管理するための新しい人材獲得プラットフォームに投資すること。これまでに、人材ネットワークに

参加する人材が1,000％増加した。

・　ジェンダーに関する50/40/30目標：採用において50％を女性とし、最前線の管理職者において40％を女性とし、副社

長以上のリーダーの30％を女性とする。
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・　多様性、公平性及び包摂性を加速させ、従業員の福利厚生、とりわけメンタルヘルスに焦点を当てるための強力な活

動プログラムで補完した、家族休暇、給与の公平性及び柔軟な「新しい働き方」に関する方針。

・　顧客近接性、イノベーション、スピード、コラボレーション及び多様な人材機会を可能にするマルチハブ業務モデ

ル。

・　社内における配置転換のためのオープン・タレント・マーケットを活用し、年次業績及び育成評価を基軸とした、全

従業員に焦点を当てたキャリア開発。

・　初期の人材、専門家、潜在能力の高い人材、及び職業キャリアの後半における人材を含む、特定の人材セグメントの

ためのプログラム。

・　グローバルな専門家学習機関の指導による、デジタルスキル、技術スキル、コマーシャル・エクセレンス及び機能的

専門知識に焦点を当てた現在及び将来のためのスキルアップ。

・　文化を変容させ素晴らしいチームを構築するために、破壊し、加速し、指導し、協働するリーダーのための集合的な

焦点。

・　雇用ライフサイクルを通じて、従業員からのフィードバックを求めるための継続的な聞き取り戦略。

3. 管理実務リスク

3.1 ITシステム管理

リスクの内容

当社は、販売及び製造プロセスの効率化に不可欠なサーバー、ネットワーク、データ保存場所、アプリケーション、及び

3つのターゲットランディングゾーンを持つデータベースなどの非常に複雑な情報システムを施設、コロケーションハブ

及びクラウドで、並びにEcoStruxure™のようなデジタルオファーを可能にするプラットフォームで、直接又はサービス提

供者を通じて、幅広く運用している。当社は、商業経験、従業員の経験、サプライチェーンの効率性を高め、デジタル商

業的オファーを可能にすることを目的とした様々なアプリケーションを展開している。

サービス提供者による実行の重大な失敗の場合、又は大規模なネットワーク停止、ハードウェア及び／又はシステムの障

害が発生した場合、当社が提供するサービスの品質に悪影響を及ぼす可能性がある。

また、デジタルオファーや顧客とのやりとりの継続的な拡大のためには、安全で安心な基盤情報システムの提供が不可欠

である。当社は、より多くのデジタルオファー、サービス及びソフトウェアへ移行するのに伴い、多様なレガシーシステ

ムが進化及び拡大をより困難かつ複雑にしている。

ガバナンス体制やコンティンジェンシープランを確立するという当社の方針にもかかわらず、情報システムプロジェクト

が技術的な問題及び／又は実行の遅延にさらされないという保証はない。これらの問題、データの損失又は遅延の影響を

正確に定量化することは困難であるが、それらが在庫水準、サービスの質、ひいては当社の財務成績に悪影響を及ぼす可

能性がある。

リスクの監視及び管理

当社は、これらのリスクから保護するための代替ソリューションを定期的に検討し、サービスプロバイダーのサービスレ

ベル合意について定期的にコンプライアンスチェックを行い、システムの監視を行い、情報システム障害の影響を軽減す

るためのコンティンジェンシープランとインシデント対応能力を開発している。

当社は、情報システムに関する進化と計画を続けているが、その範囲は以下を含むがこれらに限定されるものではない：

・　ERPトランスフォーメーション、デジタルオファーに備えた当社の金融システムの進化

・　環境を単純化し、陳腐化に関連するリスクを軽減するためのレガシーITアプリケーション及び関連ハードウェアの除

去
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・　ハードウエアとソフトウエアの事業継続性と災害復旧計画に継続的に焦点を当てながら、IT環境の持続可能性を確保

するための取組みにおいて、高い利用可能性を有する地域的なコロケーションハブを構築及び運営する。

新しいアプリケーションはシステムの脆弱性を除去するために、全て認証テストの対象となる。これらのシステムは、

データセンター（当社内で若しくはサービス提供者により管理される）若しくはコロケーションハブに格納されるか、又

はクラウドベースのアプリケーションとなる。

2021年、当社は専用の「技術債務削減」プログラムを通じて、レガシーITアプリケーションの削減を継続した。

3.2 価格戦略

リスクの内容

原材料や為替レートの変動が当社のコスト基盤に重大な影響を及ぼしただけでなく、輸送費の高騰及び世界的な部品不足

にもつながっている。このような変動は、国内法及び国際法に準拠した戦術的な価格決定によって相殺されない場合、当

社の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。当社は、当該サイクル全体で適切に対応することにより、かかる費用への影

響を克服することができた。また、当社の戦略的価格設定プログラムが大きく貢献した。

リスクの監視及び管理

収益性への悪影響を予測するため、当社は、強固なコンプライアンス、販売方針、価格設定及び見積もりツールを備えた

包括的なグローバル価格設定プログラムを強化した。

2021年の特別な事象　－　COVID-19

2020年から継続して、COVID-19のパンデミックは、この地域化の傾向を強め加速させた。パンデミックの複数の波は、世

界の様々な地域に複雑な影響を与えてきた。2021年、当社は、例えば、多くの不足や出荷の遅れといった、サプライ

チェーンへの間接的な影響を経験した。このような複雑で新しい環境には強力なレジリエンスが必要とされる。

2022年の特別な事象　－　ロシア－ウクライナ

2022年2月末に始まったロシア・ウクライナ間の敵対行為及び不安定な地政学的状況の結果として、当社は従業員、利害

関係者及び事業においていくつかの直接的及び間接的な影響を受けた。継続的なリスクの特定、評価及び軽減策が実施さ

れている。まず、当社は、社員とその家族への支援を含む人道的側面に焦点を当てている。さらに、特に順序はなく、制

裁や反制裁の結果生じる財務上及び業務上の影響、サイバーセキュリティによる当グループの資産及び取引先の安全性と

製品の双方に対する脅威の増大、重要なサプライヤーを利用できない可能性や喪失などが含まれる。2021年には、ウクラ

イナにおける売上高は70百万ユーロ、ロシアにおける売上高は約640百万ユーロであった。これは当社の全世界の売上高

の約2％であり、当社の連結貸借対照表に大きな影響はない。2022年2月現在、当社は、この急速に進展する環境に対応す

るため、幅広いシナリオに効果的に対応する体制を整えるための危機管理計画及び準備計画を発動した。

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 
2021年の主要な財務指標

 

2021年は進行中の持続可能な成長のための基礎を築いた重要な年であった。当社は過去最高の売上高、調整後EBITAマー

ジン及び純利益を計上した。営業キャッシュ・フローは引続き堅調であったが、フリー・キャッシュ・フローは運転資本

の必要性により影響を受けた。

当社の製品、システム、ソフトウェア及びサービスに対する需要は、2021年を通じて依然として高水準であった。全ての

会社がそうであったように、当社は世界的なサプライチェーンのひっ迫によるプレッシャーに直面したが、顧客の利益の

ために独自のデジタル化モデルを活用しながら機動性をもって対応した。

売上高
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売上高は、両事業セグメント及び4地域全てにおける力強い成長によりオーガニックで＋12.7％（報告ベースで＋

14.9％）の増加となった。当社の4つのエンド市場にまたがる強い需要があり、売上高はオーガニック・ベースで2019年

の水準を上回る回復となった。為替の影響は、米ドルに対するユーロ高により-1.3％となった。最近の買収による影響の

範囲は＋3.5％であった。

調整後EBITAマージン

調整後EBITAは5.0十億ユーロ、マージンは17.3％に達し、＋140ベーシスポイントのオーガニック成長であった。マージ

ンの上昇は、インフレによる費用を補うための価格設定措置、業界の生産性、及び当社の業務効率化計画の実行を通じて

促進された。両事業セグメントがマージンの上昇に寄与した。

 

当期純利益（親会社持分）

当期純利益（親会社持分）は、前年から51％増の3.2十億ユーロであった。再編費用は、前年から196百万ユーロ減少して

225百万ユーロとなった。その他の営業利益及び費用は、主に処分利益がM&A及び統合費用により相殺され、－21百万ユー

ロとなった。金融費用（純額）は102百万ユーロ減少し、実効税率は23.2％となり、予想と一致した。

フリー・キャッシュ・フロー

当社のフリー・キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローが4.5十億ユーロと堅調であったことを反映して、2.8十

億ユーロとなった。運転資本の変化は－853百万ユーロであり、これは強い外的な資金需要環境を反映したものである。

設備投資純額は817百万ユーロであり、収益の約3％を維持し、安定的に推移した。

調整後1株当たり利益

調整後1株当たり利益は、力強い業績に牽引され6.13ユーロ（前年比30％増）となった。加重平均発行済株式数は、前年

と比較して概ね横ばいであった。

1株当たり配当金

提案されている配当金は、2022年5月5日の年次株主総会で承認されることを条件に、前年比12％増の1株当たり2.90ユー

ロである。当該配当金は2022年5月19日に支払われる予定であり、20年間にわたり連続している当社の増配方針に基づく

ものである。

 
 
４【経営上の重要な契約等】

 
　該当なし

 
 
５【研究開発活動】

 
環境方針において言及されるとおり、当社は革新的なグリーンオファーを通じて差別化を図っている。かかる熱意は、下

記を通じて明確化されている。

 

・省エネで二酸化炭素の排出が少なく実用的かつ安全な製品の設計。

・顧客の環境パフォーマンス向上の手助け。

・製品の環境情報のデジタル化の提供。

 

かかる熱意に到達するために、当社は下記にコミットしている。

 

・省エネかつ環境にやさしいソリューションの創出に向けた研究開発投資。

・エコデザイン製品及びソリューションの創出並びにライフサイクル思考の展開。
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・再利用、修理、改良、改造及びリサイクルが可能な製品並びに製品寿命サービスを通じた循環する製品提供及びビジネ

スモデルの発明。

・環境情報及び製品提供の利点に関する透明性がありかつデジタル化された情報の提供。

・Green Premiun™ポートフォリオを通じたプロダクト・スチュワードシップの継続的な向上。

 
2021年に発表された革新には以下が含まれる：

未来の産業：

・UniversalAutomation.org(UAO)は、産業オートメーションの世界を発展させるために業界を横断するリーダー及びパ

イオニアによって形成された。当社が共同設立したUAOは、ベンダー、エンドユーザー、OEM及び学者が、ブランドに

関係なく彼らのオートメーション技術全体で共通のオートメーション・ソフトウェアレイヤーを共有する初めてのも

のである。

・EcoStruxure™ Automation Expert v21は、当社独自のユニバーサル・オートメーション・オファーであり水及び廃水

市場に拡大されている。

・次世代Lexium MC12マルチ・キャリア・システムは、当社のOEM、機械製造業者、エンドユーザーに対し、導入及び統

合から運用及び維持まで前例のない簡素さ及び柔軟性を提供する。

・Motor Managementにおける技術革新は、「設計及び構築」から「運用及び維持」まで、先進的な資産管理及びエネル

ギー効率性に関するライフサイクル全体におけるソリューションを提供する。次世代のデジタル・シミュレーション

及びデザイン・ツールを用いて、安全性、性能及び持続性を最適化し、これらの前進が産業の将来の繁栄に役立つ。

・当社とWilo社は、持続可能な建物、自治体、ユーティリティ、工業用水用途のためのエネルギー効率と節水のための

完全なソリューションを提供するために提携した。

未来の建築

・ホテルのためのEcoStruxure™ Connected Room Solutions ：客室レベルでの照明、ブラインド、室温及びその他の客

室アメニティの統合及び制御を可能にする。エネルギー及び炭素削減目標に貢献しつつ、個別化され、人を中心とし

た環境を可能にする。

・EcoStruxure™ Building Graph：人と建物が相互に作用し複雑なネットワークを結び付ける建物オペレーティング・

システムであり、システムを横断するデータとモノのインターネット（IoT）機器を接続し、データへのアクセス可

能性及びアプリケーション開発を可能にする。

・EcoStruxure™ Building Advisor：Building Advisorは、HVACシステムのデジタル・ツインとして、顧客のHVAC資産

とBMSの健全性を監視し、入居者の快適性、メンテナンスの優先順位付け及び建物全体の性能を最適化する機会を特

定する。

未来の住宅

・Square D エナジーセンター：復旧力のあるエネルギーとより効率的な住宅のためのスマートパネルで、グリッド・

トゥ・プラグの住宅エネルギー管理を提供する。全国住宅建設業協会グローバル・イノベーション賞を受賞。

・Merten System スイッチ：完全循環型（Cradle to Cradle Certified® Silver）を実現する世界初のスイッチ

・Square D：北米におけるスマートホームを可能にするスイッチ、調光スイッチ及びセンサー。

・Wiser home automationの追加機能：プレゼンス検知、カメラ及び水漏れ検知。

未来のインフラストラクチャー：

・SM AirSeT及びRM AirSeTは、空気清浄技術を用いたデジタルMVスイッチギア・レンジであり、SF6温室効果ガスの需

要を削減する。
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・EcoStruxure™ ADMS（アドバンスト・ディストリビューション・マネジメント・システム）は、最近リリースされ、

広範な気候変動の影響に対処するにあたり新たな能力をユーティリティに提供する。

・EcoStruxure™ DERMS（ディストリビューテッド・エナジー・リソース・マネジメント・システム）は、より広域の送

電網のためのアクティブなネットワーク管理を提供する。

・EcoStruxure™ Power Automation Systemは、より効率的な運用及びメンテナンス・プログラムのためのデジタル・

オートメーションを提供する。

・EcoStruxure™ EV Advisorは、建物の所有者及びEVドライバーがEVの充電を遠隔で制御するためのプラットフォーム

である。

・ETAP Train Power Simulation - eTraX™は、AC及びDC鉄道インフラを設計、分析及び管理するためのソフトウェアで

ある。

未来のデータセンター

・Galaxy VL：エネルギー効率の高い新型Galaxy VLは、フットプリントと所有コストを最小限に抑えながら、データセ

ンターの成長を支援するように設計されている。Green Premium™商品として、トップパフォーマンスを実現し、持続

可能性目標をサポートし、ミッドレンジ電力セグメント市場における以前のギャップを埋める。

・監視及び派遣サービス: 先端環境内の単相システム用に設計された監視及び派遣サービスは、高度な遠隔トラブル

シューティングとオンサイトサポートを顧客とパートナーの双方に提供する。エンドユーザーは、営業費用を削減

し、コストの予測可能性を向上させ、コストのかかる事業中断を削減できる。

・Smart-UPS Ultra: 前例のない、APC Smart-UPS Ultra は、単相UPSを再定義するものであり、軽量化とパワフル化を

実現している。これは、アップタイムと回復力を確保するために、リチウムイオン技術を利用して分散型IT及びエッ

ジコンピューティングサイトを駆動する。

・データセンター業界をリードする変更

「データセンター業界には、特殊な測定基準を必要とする高いエネルギー集約度、急速な成長、大量の電力消費、水の

使用など、独自の特性がある。これらの測定基準を標準化することで、業界内での採用、ベンチマーキングの改善及

び持続可能性の向上に役立つ。」

　シュナイダー・エレクトリック・エネルギー管理研究センター、データセンターのための環境持続可能性測定指標ガ

イド

 

研究開発費用は、下記のとおりである。

 

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

「売上原価」に含まれる研究開発費 (377) (378)

「研究開発費」に含まれる研究開発費* (855) (718)

資産化された開発プロジェクト費用 (307) (311)

合計研究開発費 ** (1,539) (1,407)

 

*　研究開発税額控除を含んでおり、その金額は、2021年通期で44百万ユーロ及び2020年通期で50百万ユーロであった。

** 資産化された開発プロジェクト費用の償却を除く。

 

資産化された開発プロジェクト費用の償却費の償却費用は、2021年は239百万ユーロ、2020年は245百万ユーロであった。
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第４【設備の状況】
 
１【設備投資等の概要】

 

2021年度における有形固定資産の変動は、主に「第６　経理の状況」に含まれる連結財務諸表注記2に言及する連結範囲

の変更に関連しており、IFRS第16号- リース の適用による影響を含んでいる。

 

取得原価  

(百万ユーロ) 土地 建物 機械装置 その他

使用権資産

(IFRS 16) 合計

2019年12月31日 141 1,943 4,565 1,154 1,407 9,210

取得 3 44 91 361 296 795

売却 (2) (41) (158) (78) (57) (336)

為替換算差額 (12) (79) (183) (64) (71) (409)

再分類 (2) 66 193 (262) - (5)

連結範囲の変更及びその他 53 57 89 35 44 278

2020年12月31日 181 1,990 4,597 1,146 1,619 9,533

取得 1 32 102 401 349 885

売却 (3) (81) (198) (109) (113) (504)

為替換算差額 7 64 170 52 61 354

再分類 4 48 150 (234) - (32)

連結範囲の変更及びその他 9 (10) (26) (3) 53 23

2021年12月31日 199 2,043 4,795 1,253 1,969 10,259

償却及び減損  

 

(百万ユーロ) 土地 建物 機械装置 その他

使用権資産

(IFRS 16) 合計

2019年12月31日 (18) (1,070) (3,568) (582) (292) (5,530)

減価償却及び減損 (1) (85) (245) (67) (306) (704)

戻入 1 29 137 46 4 217

為替換算差額 (3) 29 130 25 16 197

再分類 - (4) 2 10 - 8

連結範囲の変更及びその他 (2) (21) (49) (24) (6) (102)

2020年12月31日 (23) (1,122) (3,593) (592) (584) (5,914)

減価償却及び減損 (7) (93) (255) (79) (310) (744)

戻入 1 67 178 77 18 341

為替換算差額 (1) (35) (125) (23) (14) (198)

再分類 1 2 26 (2) - 27

連結範囲の変更及びその他 1 14 30 11 (1) 55

2021年12月31日 (28) (1,167) (3,739) (608) (891) (6,433)

帳簿価額  

 

(百万ユーロ) 土地 建物 機械装置 その他

使用権資産

(IFRS 16) 合計

2019年12月31日 123 873 997 572 1,115 3,680

2020年12月31日 158 868 1,004 554 1,035 3,619

2021年12月31日 171 876 1,056 645 1,078 3,826
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２【主要な設備の状況】

 

Schneider Electric Real Estateは、当社の事業ポートフォリオ（当社が法的な及び運営上の権利を有する用地）の管

理及び運営に対する責任を有する。

当社の本店はパリ近郊のリュエイユ・マルメゾンに所在する。住所は35 Rue Joseph Monier、92500 Rueil-Malmaison,

Franceである。当社の本店は「Le Hive」と呼ばれ、約1,900名の人員を擁している。かかる施設は、ボストン、香港、シ

ンガポール、バンガロールなどの他の拠点と共に、当社の複数の世界的拠点のひとつである。

当社は5つのグローバル地域（フランス、ヨーロッパ、北米、中国及び海外）て組織される一連の工業用地及び商業オ

フィスを通じて事業を展開している。

工業用地の区分には、当社の全ての工場、製造及び物流活動が含まれる。商業用地の区分には、全てのオフィス、研究

開発センター及びフィールド・サービス・センターが含まれる。

上記の例外には、非統合子会社、ジョイント・ベンチャー用地、仮想工場、データセンター、顧客用地及び第三者の物

流現場が含まれる。

 

年次財務指標:

・　リース費用：約220百万ユーロ

・　施設管理：150百万ユーロ

・　水道光熱費：50～80百万ユーロ

・　設備投資：60～100百万ユーロ

・　減価償却費：50～90百万ユーロ

 

地域別拠点数及び広さ

地域 拠点数 平方メートル（百万）

ヨーロッパ 314 1.5

海外 277 1.2

北米 218 1.3

フランス 73 0.7

中国 81 0.4

合計 963 5.05

 

種類別用地

 拠点数

工業 261

商業 702

合計 963

 

リース／所有の構成

 割合

リース 83％

所有 17％

 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 
該当なし
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第５【提出会社の状況】
 
１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

  （2021年12月31日現在）

授権株数 発行済株式総数 未発行株式数

普通株式 下記（注）を参照。 569,033,442株 下記（注）を参照。

(注) 日本で用いられている「授権株式」の概念はフランス法の下では存在しないものの、株主は取締役会に対し、一定の金

額及び期間内に新株又は持分証券を発行することを授権することができる。当社の場合、取締役会は、2023年6月までに最大

200百万株の新株を発行する権限を付与されている。

 
②【発行済株式】

（2021年12月31日現在）

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別
種類 発行数

上場金融商品取引所名又

は登録認可金融商品取引

業協会名

内　容

記名式額面普通株式（1株

の額面金額4ユーロ）
普通株式 569,033,442株 ユーロネクスト・パリ

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式。

 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当なし

 

（３）【発行済株式総数及び資本金の推移】

 

年月日
発行済株式総数（株） 資本金（ユーロ（日本円））

増減数 残高 増減額 残高

2017年12月31日 - 596,916,242 -
2,387,664,968

(343,632,742,195)

2018年12月31日 (17,747,473) 579,168,769
(70,989,892)

((10,216,865,257))

2,316,675,076

(333,415,876,938)

2019年12月31日 2,899,786 582,068,555
11,599,144

(1,669,348,804)

2,328,274,220

(335,085,225,742)

2020年12月31日 (15,000,000) 567,068,555
(60,000,000)

((8,635,200,000))

2,268,274,220

(326,450,025,742)

2021年12月31日 1,964,887 569,033,442
7,859,548

(1,131,146,148)

2,276,133,768

(327,581,171,891)

 

 
（４）【所有者別状況】

（2021年12月31日現在）

株主の分布

機関投資家 当社に関係のある株主 その他

合計
西欧 北米 アジア太平洋 その他海外

従業員による

保有
自己株式

個人投資家そ

の他

株式数 275,110,512 170,545,898 29,057,621 1,607,172 20,321,627 12,456,882 59,933,730 569,033,442

保有割合 48.4% 30.0% 5.1% 0.3% 3.6% 2.2% 11.0% 100.00%
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（５）【大株主の状況】

 

   （2021年12月31日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数
発行済株式総数に対する所

有株式数の割合

Sun Life Financial,Inc.
(1)

カナダ、M5J 0B6、

オンタリオ州、トロント、

ヨークストリート1

39,681,766株 7.0％

BlackRock, Inc.

米国、10055、ニューヨーク州、

ニューヨーク、52番ストリート、

イースト、55

35,703,751株 6.3％

従業員 該当なし 20,321,627株 3.6％

自己株式 該当なし 12,456,882株 2.2％

一般株主 該当なし 460,869,416株 80.9％

合計 － 569,033,442株 100.0％

 

(1) これらの株式は、主にSun Life Financial, Inc.傘下のMFS InvestManagementが管理するファンドにより保有されている。

 

 
２【配当政策】

 

過年度からの繰越欠損金を控除した当期純利益は、次の順番で充当される。

 

・　5％を法定準備金に充当する（資本金の10分の1に達した場合には、かかる法定準備金への充当は必要なくなる。但

し、増資の場合は追加の充当を行うものとする。）。

 

・　適当な場合には任意準備金及び利益剰余金に充当する。

 

・　残預金を配当金支払いに充当する。

 

株主総会は、現金又は新株の形で配当を受け取る機会を株主に提供することを決定することができる。支払日から5年

以内に請求されなかった配当金は、法律に従い失効し、政府に支払われる。

 

定足数及び決議の要件を満たした定時株主総会において、当社の2021年12月31日に終了した会計年度は

1,498,235,274.60ユーロの利益で終了し、利益剰余金は444,779,838.35ユーロであることを考慮して、取締役会の提案に

基づき分配可能利益は1,943,015,112.95ユーロとなったことが述べられ、下記の決定がなされた。

 

・　分配可能利益から支払われる2021年12月31日現在の配当の権利を有する株式数に基づき、1株当たり2.90ユーロ、

すなわち1,614,075,092.20ユーロの配当を株主に分配すること

 

・　分配後の分配可能利益を利益剰余金へ割当てること。

 

2021年12月31日に終了した会計年度の配当については、2022年5月5日開催の当社定時株主総会において、1株につき2.9

ユーロとすることを決議した。
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３【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

（１） コーポレート・ガバナンスの概要

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、内部統制の発展及びリスク管理体制を統括する。監査及びリスク委員会は、特

に内部統制及びリスク管理体制の効率性を観察し、取締役会に報告する責任を負っている。

 

 

 

取締役会の任務及び権限

 

フランス法並びに当社の定款及びに内部取締役会規則に基づき、特定の権限が取締役会に付与されている。

 

取締役会

法律により付与される権限は以下のとおりである。

 

・　グループの戦略的方向性を決定し、その実施を確実にする際に、取締役会は企業の利益に沿って行動し、社会的及

び環境的側面を考慮する。

・　株主総会において株主のみが決議できることが法律で定められている事項を除き、会社の目的の範囲内において、

効率的な事業運営に関する全ての事項を調査し、当社に関する一切の事項を決定する。

・　個別及び連結財務諸表を承認する。

・　必要と判断する全ての監査及び統制を実施する。

・　規制契約を予備的に承認する。

・　必要な場合に取締役を共同で選出する。

・　当社の経営幹部の職務の遂行方法を決定する。

・　執行役員をCEO及び副CEO（もしあれば）の職に選任及びこれを解任し、株主の支配のもと、執行役員に付与される

報酬及び給付金並びに適用される報酬方針を決定する。

・　定時株主総会において決定される合計金額の上限の範囲内で取締役の報酬を設定し、取締役に適用される報酬方針

を定める。

・　定時株主総会を招集し、株主に提出された全ての報告を承認する。

・　とりわけ当社の資本金の増額、自己株式の取得、従業員持株取引の実施、パフォーマンス・シェアの付与による長

期インセンティブ・プランの実施並びに株式の消却などを中心とした株主総会で付与された権限に基づく決定をす

る。
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・　社債の発行を承認する。

・　担保、裏書き及び保証の発行を承認する。

 

定款又は内部取締役会規則に起因する追加権限は以下のとおりである。

 

・　副会長を選任することができる。

・　最大3名の取締役会オブザーバーを選任することができる。

・　定義した戦略に関連して、機会並びに財務リスク、法律上のリスク、業務リスク、社会的リスク及び環境リスクな

どのリスク並びにそれに従い講じられる措置を定期的に見直す。

・　汚職及び利益誘導の防止及び発見を目的としたプロセスの実施状況を確認する。

・　執行役員が執行機関における男女の均衡を保つなど差別のない多様な方針を実行しているかどうかを確認する。

・　当社若しくはグループ会社による総額250百万ユーロ超の持分又は資産の全ての処分若しくは買収、又は戦略的

パートナーシップ契約の締結に関し、事前の承認をする。

・　毎年その構成、組織及び運営方法を見直す。

・　グループ外の上場会社における指名について、CEO又は副CEOによる承認の前に報告を受け協議する。

・　市場の動向、競争環境並びに社会的及び環境的責任の分野を含む企業が直面する最も重要な課題についての報告を

受ける。

 

取締役会委員会

 

取締役会は、その内部規則において、監査及びリスク委員会、ガバナンス及び報酬委員会、人事及びCSR委員会、投資委

員会並びにデジタル委員会の5つの調査委員会の機能、任務及び資源を定義している。

 

委員会のメンバーは、ガバナンス及び報酬委員会の提案に基づき、取締役会により選任される。委員会は取締役会の他の

メンバーに対し会議を公開することができる。

 

副会長及び筆頭独立取締役は、自身がメンバーではない委員会の会議に出席することができる。委員会は、取締役会会長

と協議の上、外部コンサルタントに調査を委託することができる。委員会は、必要に応じて、他の者を会議に招待するこ

とができる。取締役委員会の秘書役は、委員会の業務を整理し、準備する。秘書役は委員会の議事録を作成し、委員会の

承認後、取締役会の全メンバーに送付する。委員会の秘書役は、当社経営陣のメンバーであり、各委員会の目的に沿った

専門家で構成されている。

 

 

監査及びリスク委員会

 

メンバー

 

セシル・カバニス、議長、独立

ウィリー・キスリング、メンバー、非独立

ジル・リー、メンバー、独立

アンナ・オールソン・レイジョン、2021年4月28日からメンバー、独立

フルール・ペルラン、メンバー、独立

 

責任

 

監査及びリスク委員会は、財務、非財務、会計、内部統制、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に関する事項に

ついて勧告を行うことにより、取締役会の業務を整理する責任を負う。その任務は以下のとおりである。

 

項目 任務の詳細

取締役会が承認する年次及び

中間財務諸表の作成

・連結及び個別財務書類の会計処理法の妥当性及び整合性を確認するとともに、グルー

プレベルでの重要な業務が適切に処理され、連結範囲に関する規則が遵守されている

ことを確認する。

・オフバランスシート・リスク（社会的及び環境的性質を有するリスクを含む。）及び

コミットメント並びに現金の状況を検証する。

・財務及び非財務情報の作成手順を検討する。

・ユニバーサル・レジストレーション・ドキュメント並びに中間財務諸表及びその他の

主要な計算書類を検討する。

監査役に関する事項 ・監査役の選任又は再任に関する推奨を行う。

・特に外部監査計画及び監査役による統制状況結果を調査することで、監査役による連

結及び法定会計の法的統制状況のフォローアップを行う。

・監査人の独立性を検証するために、特に当社が監査人及びそのネットワークに支払う

手数料を検討し、厳密には法定監査の範囲に含まれない任務について事前の承認を与

える。
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内部統制、リスク管理体制及

びコンプライアンス・プログ

ラムの効率性に関するフォ

ローアップ

・内部監査の組織及び資源並びに年間業務計画を調査し、実施した監査の結果について

四半期毎に取りまとめた報告を受ける。

・オペレーショナル・リスクの解析及びその前年比の進展を見直し、その防止及び低減

のための手続が確実に実施されるようにする。

・リスクの軽減及び範囲の最適化を見直す。

・当社の内部統制システムの導入を見直し、内部統制に関する事業体の自己評価の結果

を認識し、異常を特定し対処するための手続きが確実に実施されるようにする。

・競争、贈収賄防止、倫理及びデータ保護に関する当社のコンプライアンス方針の存在

を確認し、これらの方針の周知及び適用を確保するために実施される措置を確認す

る。

・当社の関連当事者取引に関する憲章の実施状況及び関連当事者取引が規制契約に該当

するか否かの要件の妥当性について取締役会に報告する。

・取締役会により委員会に提出される財務、会計、非財務に関する全ての質問並びに社

会的及び環境的性質を含むリスク管理に関する質問を検討する。

 

 

ガバナンス及び報酬委員会

 

メンバー

 

フレッド・キンドル、議長、独立

レオ・アポテカー、メンバー、非独立

ウィリー・キスリング、メンバー、非独立

リンダ・クノール、メンバー、独立

アンダース・ルネバード、2021年2月10日からメンバー、独立

グレッグ・スパイアーケル、メンバー、独立

 

責任

 

項目 任務の詳細

指名 ・以下の指名を考慮した取締役会への提案を策定する。

(i)　取締役会における取締役又はオブザーバー、取締役会会長、副会長若しくは副

会長兼筆頭独立取締役、議長又は委員会メンバーの指名。

(ii) 当社の上級管理職における指名。特に執行役員の選任案について取締役会に助

言を行う。

執行役員の報酬 ・執行役員（取締役会会長及び／又はCEO、並びに副CEO（もしあれば））並びに取締

役会メンバーの報酬方針に関する取締役会への提案を策定する。

・株主が承認した報酬方針に従い、当社の業績に対する該当する者の貢献を踏まえ、

執行役員に対する報酬の構成要素の決定について、取締役会に提言する。

取締役会が必要な全ての独立

性・客観性を備えて職務を執

行することを株主及び市場の

双方に対し保証することを目

的とする任務

・取締役会の年次評価を組織する。

・以下について取締役会への提言を行う。

- 取締役の独立性基準並びに当該基準に関する取締役の適格性の決定及び検討

- 取締役会委員会により遂行される任務

- 取締役会の組織及び運営形態の進化

- 国内外のコーポレート・ガバナンス慣行の適用

- 年次株主総会に提案される取締役会メンバーの報酬の総額及び割当てに関する規

則

- 副会長兼筆頭独立取締役の報酬

 

人事及びCSR委員会

 

メンバー

 

リンダ・クノール、議長、独立

リタ・フィリックス、メンバー、従業員取締役

ウィリー・キスリング、メンバー、非独立

シャオユン・マ、メンバー、従業員取締役

フルール・ペルラン、メンバー、独立

アンダース・ルネバード、メンバー、独立

 

責任
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項目 任務の詳細

従業員持株制度及び株式配分

制度

・従業員持株制度の実施及び無償株式又はパフォーマンス・シェアの割当て並びに執

行役員を含む適格執行役員全員に対する付与株式の規模に関し取締役会への提案を

策定する。

当社管理職の報酬 ・経営陣による提言に基づく以下に関する計画を策定する。

- 執行委員会メンバーの報酬

- 当社執行役員の報酬決定の原則及び条件

- ペイ・エクイティ比率

当社の主要な経営幹部の継承

計画

・当社の主要な経営幹部の承継計画を検討する。

・委員会は、執行委員会メンバー及び主要な経営幹部の指名に関する情報を受ける。

人事及びCSR方針 ・以下に関する取締役会の審議に備える。

- 従業員持株の進展

- 主要な組織再編プロジェクト及び主要な人事方針の社会的及び財務的影響につい

て取締役会が行う見直し

- 人的資源に関するリスク管理の監視

- 当社のCSR方針のさまざまな側面の検討

- 男女平等の処遇に関する方針を含むダイバーシティ及びインクルージョン方針

 

投資委員会

 

メンバー

 

レオ・アポテカー、議長、非独立

フレッド・キンドル、メンバー、独立

アンダース・ルネバード、メンバー、独立

グレッグ・スパイアーケル、メンバー、独立

リップブー・タン、メンバー、独立

ブルーノ・ターチェット、2021年4月28日からメンバー、独立

 

 

責任

 

項目 任務の詳細

投資方針に関する取締役会の

審議の準備

・委員会は、以下を行う。

- 主要な資本分散の決定に関する取締役会への勧告を詳述する。

- 資本分散戦略について経営陣に助言する。

- 取締役会の要請に基づき、当社の重要な投資（通常250百万ユーロ以上の資本分散

の決定）につながる調査プロジェクトを立ち上げる又は提案する。

- 戦略的意義が認められる場合又は取締役会／会長が特に求める場合には、小規模

案件の調査を実施する。

- 主要な合併、提携及び買収案件に関する推奨を行う。

- 当社が事業を行う又は事業を行う可能性のある分野で発生する再編又は統合のシ

ナリオに特別の注意を払う。

- 財務上又は戦略上重要なポートフォリオの最適化及び売却プロジェクトを検討す

る。

- イノベーション及び研究開発戦略又はあらゆる主要な内部成長投資など、当社の

長期的な位置に結びつく投資方針の精緻化において、経営陣を支援する。

- M&Aプロジェクトなど、委員会に提出された戦略プロジェクトの社会的及び環境

的側面を取締役会に提示する。

 

デジタル委員会

 

メンバー

 

グレッグ・スパイアーケル、議長、独立

レオ・アポテカー、メンバー、非独立

シャオユン・マ、2021年2月10日からメンバー、従業員取締役

フルール・ペルラン、メンバー、独立

リップブー・タン、メンバー、独立

 

責任
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項目 任務の詳細

・当社のデジタル化への取組

みを指導、支援及び管理

するために、デジタル関

連事項に関し取締役会を

支援する。

・デジタル関連事項に関する

取締役会の審議の準備

・デジタル委員会は、プロジェクトの見直し、評価及びフォローアップを行い、

一般的には、特に7つの分野について助言を行う。

- （i）接続性及び分析によるコアビジネスの強化、（ii）新しいデジタルオ

ファー及びビジネスモデルの構築並びに（iii）戦略全体への貢献及び戦略

との一貫性の確立を含む、EcoStruxure™デジタル事業の発展と成長

- 当社のデジタル顧客及びパートナーの体験の改善及び変革

- 情報技術及びデジタルオートメーション能力の有効活用による当社の業務効

率の向上

- サイバーリスクの評価及び当社のサイバーセキュリティ態勢の強化（監査及

びリスク委員会と共同）

- 当社のデジタル戦略に対する潜在的なM&A業務の貢献度の評価

- デジタルランドスケープ（競合他社及び破壊者、脅威及び機会）の監視並び

に分析

- 当社がデジタル変革のための適切な人材を備えていることの確認

 

 

（２） 役員の状況

 

取締役に関する情報

 

男性取締役8名、女性取締役7名（全体の47％）

 

（提出日現在）

氏名及び役職

（年齢）
略歴 任期

普通株式の実質

所 有 株 式 数

（株）

ジャン・パスカル・ト

リコワ

（Jean-Pascal

Tricoire）

会長兼CEO

(58歳)

トリコワ氏は2006年からシュナイダー・エレクト

リックの運営委員会会長並びに取締役会会長兼CEOを

継続して務めている。それ以前、同氏はAlcatel、

Schlumberger及びSaint-Gobainにおいて初期のキャ

リアを過ごし、1986年にシュナイダー・エレクト

リック・グループ (Merlin Gerin)に入社した。同氏

は、1988年から2001年にかけて、イタリア、中国、

南アフリカ及び米国のシュナイダー・エレクトリッ

クの海外業務機能に従事した。同氏は1999年から

2001年にかけて、戦略的グローバル・アカウント及

び戦略計画を担当する取締役を含む役職を歴任し

た。2002年1月から2003年末までは、シュナイダー・

エレクトリックの国際事業部の執行副社長として執

行委員会に加わった。同氏は2003年10月に副CEOに就

任した後、2006年5月3日付でシュナイダー・エレク

トリック・エスエーの運営委員会の会長に就任し

た。同氏は2013年4月25日、当社のガバナンスの変化

に伴い、会長兼CEOに就任した。同氏は、ESEO

Angersを卒業し、EM LyonからMBAを取得した。

当初指名：2013

年

任期満了：2025

年

793,239 株
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フレッド・キンドル

（Fred Kindle）

副会長兼筆頭独立取締

役

(62歳)

シュナイダー・エレクトリック・エスイーの副会長

兼筆頭独立取締役であるキンドル氏は、ABBの前CEO

である。同氏は、1984年から1986年にかけて、リヒ

テンシュタインのヒルティAGのマーケティング部で

キャリアをスタートさせた。同氏は、1988年から

1992年にかけて、ニューヨーク及びチューリッヒの

マッキンゼー・アンド・カンパニーでコンサルタン

トを務めた。その後、スイスのスルザーAGに入社

し、さまざまな管理職を歴任した。同氏は1999年に

スルザー・インダストリーズのCEOに就任し、2001年

にスルザーAGのCEOに就任した。2004年にABB Ltd.に

入社した後、同氏はABBグループのCEOに任命され、

2008年までかかる役職を務めた。その後、ロンドン

及びニューヨークを拠点とするプライベート・エク

イティ・ファンドであるクレイトン・ダビリアー・

ライスLLCのパートナーになった。同氏は現在、複数

の会社において独立したコンサルタン及び取締役を

務めている。同氏は2016年よりシュナイダー・エレ

クトリック・エスイーの取締役を務め、2020年4月よ

り副会長兼筆頭独立取締役に就任した。キンドル氏

は、チューリヒのスイス連邦工科大学（ETH）を卒業

し、米国エバンストンのノースウェスタン大学でMBA

を取得している。

当初指名：2016

年

任期満了：2024

年

40,000 株

レオ・アポテカー

（Léo Apotheker）

取締役

(68歳)

SAP及びヒューレット・パッカードの前CEO

であるアポテカー氏は、1978年に経営管理に携わる

キャリアをスタートさせた。同氏はその後、1988年

から1991年にかけて会長兼CEOを務めたSAP フランス

及びベルギーなど、情報システムを専門とする複数

の企業の管理及び執行責任者を歴任した。同氏は、

ECsoftの創立会長兼CEOであった。同氏は1995年に

SAPに戻り、SAPにおいてさまざまな地域のディレク

ターとして任命された後、2002年に執行委員会のメ

ンバー、カスタマー・ソリューション及びオペレー

ションの社長として任命され、2007年にはSAP AGの

副CEO、2008年にはSAP AGのCEOとして任命された。

2010年にはヒューレット・パッカードのCEO兼会長に

就任し、2011年秋までかかる役職を務めた。同氏は

2008年からシュナイダー・エレクトリック・エス

イーの取締役であり、2014年から2020年4月まで副会

長兼筆頭独立取締役を務めた。同氏は、2020年に、

Burgundy Technology

Acquisition Corporationと呼ばれるSPAC (特別目的

買収会社）を立ち上げ、同社は、ナスダック・キャ

ピタル・マーケットに上場した。同社は、技術部

門、特にエンタープライズ・ソフトウェア又は技術

関連サービスの企業における官民の機会に焦点を当

てることを意図している。同氏は、エルサレムのヘ

ブライ大学から国際関係及び経済学の学位を取得し

卒業した。

当初指名：2008

年

任期満了：2023

年

3,093 株
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セシル・カバニス

（Cécile Cabanis）

独立取締役

(50歳)

カバニス氏は、現在Tikehau Capitalの副CEOを務め

ている。同氏は、フランスで社内監査役として勤務

する前に、1995年に南アフリカのL'Oréalでロジス

ティクス・マネージャー兼経営管理責任者としてそ

のキャリアを開始した。2000年にはOrangeに入社

し、グループの合併買収部門のアシスタント・ディ

レクターを務めた。同氏は、2004年にコーポレー

ト・ファイナンシャル・オフィサーとしてダノンに

入社し、その後開発部門長となった。2010年、同氏

は生鮮乳製品部門の最高財務責任者に任命された。

2015年から2021年2月まで、同氏はダノンのテクノロ

ジー及びデータ、サイクル及び調達部門の最高財務

責任者を務めた。同氏は2018年よりダノンSAの取締

役を務め、2020年12月に副会長に就任した。2021

年、同氏はTikehau Capitalに入社し、グループの人

的資本、ESG/CSR、コミュニケーション及びブラン

ド・マーケティング機能を監督するグループ副CEOを

務めている。同氏はまた、気候及び最も弱い立場に

いる人々のためのパートナーの行動を有利な方向で

加 速 さ せ る た め に 創 設 さ れ た 基 金 で あ る 、

Livelihoods Fund SICAV SIFの理事長でもある。同

氏は、Agro Paris Grignonを卒業したエンジニアで

ある。

当初指名：2016

年

任期満了：2024

年

1,000 株

リタ・フィリックス

（Rita Felix）

従業員取締役

(39歳)

フィリックス氏は、2020年から欧州労使協議会に指

名される従業員取締役を務めている。同氏はデロイ

トでコンサルティングにおけるキャリアを開始し、

2006年から2008年まで勤務した。その後、COSEC

(ユーラーヘルメスが一部保有している信用保険会

社）のマーケティング部門に入社した。同氏は2012

年に卓越した業績を有する者としてシュナイダー・

エレクトリック・ポルトガルに入社した。2017年、

同氏はシュナイダー・エレクトリック・グループの

国際業務担当グローバル・マーケティングのプロ

ジェクト管理役員に任命された。同氏は2020年から

2021年までプロジェクト管理役員及びインサイド

セールスディレクターとして勤務し、最近マーケッ

ト及びコンペティティブ・インテリジェンス・リー

ダーとして新たな役職に指名された。2020年7月か

ら、同氏はシュナイダー・エレクトリック・エス

イーの従業員代表取締役に指名された。同氏は、ア

ムステルダム自由大学 (アムステルダム）での6か月

間を含み、ISCTE-IUL (リスボン大学研究所）を卒業

した。同氏はまた、マーケティング管理における修

士号も有している（2012年）。2020年11月、同氏は

国際経営開発研究所のHigh Performance Boardsに出

席し、最近、欧州経営大学院のStrategy in the Age

of Digital Disruptionトレーニングを終了した。

当初指名：2020

年

任期満了：2024

年

0株
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ウィリー・R・キスリン

グ

（Willy R. Kissling）

取締役

(77歳)

現在当社の取締役であるキスリング氏は、Landis＋

Gyr Corporationの前CEOである。同氏はAmiantus

Corporationでキャリアを開始し、1978年に石膏ボー

ドメーカーであるRigipsに入社した。同氏は1981年

にRigipsの執行委員会に任命され、その後CEOに就任

した。同氏は1987年から1996年にかけて、エネル

ギー管理、建物管理及び公衆電話オペレータ向けの

サービス、システム及び機器を提供するLandis＋Gyr

CorporationのCEOを務めた。同氏は1998年から2005

年 に か け て 、 Oerlikon Bührle Holding AG（OC

Oerlikon Corp.に社名変更された。）の会長及びSIG

Holding Ltd. の 会 長 並 び に Holcim Ltd

（LafargeHolcim Ltd.に社名変更された。)の副会長

を 務 め た 。 同 氏 は ま た 、 Kühne & Nagel

International Ltd並びにPratt & Whitney及びBooz

Allen Hamiltonの欧州諮問委員会のメンバーを含む

様々な取締役会のメンバーも務めた。同氏は、ベル

ン大学（政治学博士号）及びハーバード大学

（P.M.D）を卒業している。

当初指名：2001

年

任期満了：2022

年

1,600 株

リンダ・クノール

（Linda Knoll）

独立取締役

(61歳)

クノール氏は、現在当社の取締役であり、Fiat

Chrysler Automobilesの前最高人事責任者であっ

た。同氏は、General Dynamicsのランドシステム部

門でのキャリアを経て、1994年にCNH Industrialに

入社した。同社において様々な役職を担当し、複数

の上級管理職に指名された。1999年、同氏はグルー

プの作物生産グローバル製品ライン担当副社長兼ゼ

ネラル・マネジャーとなった。2003年から2005年に

おいて、同氏は北米農産業担当副社長を務めた。そ

の後、同氏は2007年までWorldwide Agricultural

Manufacturingの執行副社長を務め、10カ国における

20の工場を管理した。その後、同氏は農産物開発担

当執行副社長、パーツ・アンド・サービス（中間）

担当社長並びに世界農業生産担当執行副社長等に指

名された。同氏は、CNH Industrial (2007年から

2019年まで）及びFiat Chrysler Automobiles (2011

年から2021年3月まで）において最高人事責任者を務

めていた。同氏は、中央ミシガン大学で経営工学の

学士号を取得している。

当初指名：2014

年

任期満了：2022

年

1,000 株

ジル・リー

（Jill Lee）

独立取締役

(58歳)

リー氏は現在、Sulzer Ltd.の最高財務責任者であ

る。同氏は、1986年にシンガポールのシーメンス、

AT&T、タイコ・エレクトロニクスで財務分野におけ

るキャリアを開始した。同氏はシーメンスにおい

て、1997年から2010年にかけて数多くのリーダー職

を歴任した（シンガポールのシーメンスの最高財務

責任者兼上級副社長、中国のシーメンスの最高財務

責任者兼上級執行副社長、グループ最高ダイバーシ

ティ責任者等）。その後、シンガポールのネプ

チューン・オリエント・ラインズにおいて財務戦略

及び投資担当上級副社長（2010年から2011年まで）

を務めた後、2012年から2018年にかけてABBにおい

て、ABBの中国及び北アジア地域の上級副社長兼最高

財務責任者を務め、その後ABBグループの上級副社長

兼ネクスト・レベル・プログラム管理責任者を務め

た。2018年4月以降、同氏はスルザー・リミテッドの

グループ最高財務責任者を務めている。同社では、

以前に取締役会のメンバーを7年間務め、監査委員会

の議長を務めていた。同氏はシンガポール国立大学

の経営学士号及びシンガポールの南陽技術大学のMBA

を取得している。

当初指名：2020

年

任期満了：2024

年

1,000 株
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シャオユン・マ

（Xiaoyun Ma）

従業員株主取締役

(58歳)

現在、従業員株主を代表する取締役であるマ氏は、

シュナイダー・エレクトリックの中国オペレーショ

ン部門における最高財務責任者であり、中国の日々

の財務業務、組織の簡素化及び内部のデジタルトラ

ンスフォーメーションを担当している。中国トップ

の大学を卒業し、中国公認会計士資格を保有するマ

氏は、監査法人（PWC）で財務のプロフェッショナル

としてキャリアを開始した。同氏は1997年に北京の

Schneider (Beijing) Medium Voltage Co., Ltd.の

経理担当としてシュナイダー・エレクトリックに入

社した。その後、同氏は中国及びアジア太平洋地域

の製造、サプライチェーン及び営業部門などでさま

ざまな経理担当及び最高財務責任者の職務に従事す

る一方で、2004年にはニューヨーク市立大学のMBAを

取得した。

当初指名：2017

年

任期満了：2025

年

29,531 株

アンナ・オールソン・

レイジョン

（Anna Ohlsson-

Leijon）

独立取締役

（53歳）

レイジョン氏は、現在ABエレクトロラックスの欧州

担当最高執行役員及び執行副社長を務めている。同

氏は、1993年にプライスウォーターハウスクーパー

スでキャリアを開始し、ハイテク、産業及びメディ

ア企業に助言を行うさまざまな役職を歴任した。

2000年にEコマースプラットフォームであるKimodaに

最高財務責任者として入社した後、2001年にプロ

ジェクト管理ディレクターとしてABエレクトロラッ

クス(スウェーデン）に入社した。その後、同氏は、

2003年から2005年にかけて内部監査及びグローバ

ル・プログラム・マネージャー、サーベンス・オク

スリー法関連ディレクター、2008年までマネージメ

ント・アシュアランス及びスペシャル・アサインメ

ント責任者、2011年までグループ・トレジャラー、

2013年までコーポレート・コントロール兼サービス

部門長並びにその後はEMEA主要大型家電担当最高財

務責任者など、企業機能における様々な役職を歴任

した。同氏はその後、2016年にABエレクトロラック

スの最高財務責任者に昇格し、その後2018年に現職

であるABエレクトロラックスの欧州担当最高執行役

員兼執行副社長に就任した。同氏は、リンショーピ

ング大学（スウェーデン）で経営工学及び経済学の

学士号を取得している。

当初指名：2021

年

任期満了：2025

年

1,000 株

フルール・ペルラン

（Fleur Pellerin）

独立取締役

(48歳)

ペルラン氏は、Korelya Capitalの創設者であり、現

在そのCEOを務める。同氏は、2000年代初頭、会計検

査院の判事となった。さらに、同氏は外部監査人と

して国連に勤務した。2007年、ダイバーシティと機

会均等に取り組む非営利団体である「フランス21世

紀クラブ」に参画し、2010年から2012年まで会長を

務めた。同氏は、2012年に中小企業・イノベーショ

ン・デジタル経済担当大臣となり、「フレンチテッ

ク」と呼ばれるフランスのスタートアップの発展の

ためのプログラムを開始した。2014年4月には、対外

交易・観光開発・在外同胞担当長官に就任し、文化

通信省の大臣となった2014年8月まで同職を務めた。

同氏はさらに、ENAで講師を務め、2011年から2012年

にかけてPublic Sénat局のディレクターも務めた。

2016年、同氏は政治を離れ、フランス及びヨーロッ

パのテクノロジー新興企業への投資を促進及び支援

する330百万ユーロを管理する投資ファンドKorelya

Capitalを設立した。同氏は、エセック経済商科大学

院大学（ESSEC）、パリ政治学院（IEP-Sciences-Po)

及びフランス国立行政学院(ENA)を卒業した。

当初指名：2018

年

任期満了：2022

年

1,000 株

EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

 51/257



アンダース・ルネバー

ド

（Anders Runevad）

独立取締役

(62歳)

現在当社の取締役を務めるルネバード氏は、Vestas

Wind Systems A/Sの前CEOである。同氏は1984年にエ

リクソンにおいてデザインエンジニアとしてキャリ

アをスタートさせ、スウェーデン、シンガポール、

ブラジル、英国及び米国においてさまざまな管理職

を歴任し、1998年、エリクソン・シンガポールの社

長に就任した。2000年から2004年にかけて、エリク

ソン・モバイル・コミュニケーションズABの販売及

びマーケティング担当副社長を務めた。2004年には

エリクソン・ブラジルの社長に就任した。2007年か

ら2010年まで、同氏はソニー・エリクソン・モバイ

ル・コミュニケーションズABにおいて執行副社長兼

取締役を務めた。同氏はその後、2010年、テレフォ

ナクティーボラーゲLMエリクソン(上場会社）の西部

及び中部ヨーロッパ担当社長に就任した。2013年、

同氏はエリクソンを離れ、ヴェスタス・ウィンド・

システムズ A/SにCEO兼グループプレジデントとして

入社し、2019年に辞任した。同氏はルンド大学（ス

ウェーデン）の電気工学修士号を取得し、ビジネス

及び経済についても学んだ。

当初指名：2018

年

任期満了：2022

年

1,000 株

グレゴリー・スパイ

アーケル

（Gregory Spierkel）

独立取締役

(65歳)

現在当社の取締役であるスパイアーケル氏は、

Ingram Micro Inc.の前CEOである。同氏は、販売及

び製品開発においてベルカナダでキャリアを開始

し、続いてノーテル・インクにおいて市場調査に従

事した。同氏は4年間にわたりミテル・テレコムのマ

ネージングディレクターを務め、ヨーロッパ及びア

ジアを担当した。その後、ミテル・コープで5年間勤

務し、北米担当社長及びグローバルセールス及び

マーケティング担当社長を務めた。1997年8月、同氏

はアジア太平洋地域担当上級副社長としてイングラ

ム・マイクロに入社した。1999年6月に、同氏は執行

副社長及びイングラム・マイクロ・ヨーロッパの社

長に就任した。同氏は2004年にイングラム・マイク

ロ・インク・グループの社長に昇格し、2005年から

2012年にイングラム・マイクロ・インクのCEOを務め

た。同氏はカールトン大学（オタワ）で商学士号及

びジョージタウン大学で経営学修士号を取得してい

る。同氏はまた、INSEADのアドバンス・マニュファ

クチャリング・プログラムにも参加した。

当初指名：2015

年

任期満了：2023

年

1,000 株

リップブー・タン

（Lip-Bu Tan）

独立取締役

(62歳)

現在ケイデンス・デザイン・システムズ・インクの

執行会長であるタン氏は、チャペル& Coの副社長を

務める前に、EDS Nuclear及び ECHO Energyにおいて

管理職を務めた。同氏はまた、1987年に自らが設立

したベンチャーキャピタル企業であるウォールデ

ン・インターナショナルの会長も務めている。タン

氏は、2004年にケイデンス・デザイン・システムズ

の取締役会に参加したのち、同氏は2009年にCEOに指

名され、2021年12月までその役職を務めた。その時

点で、同氏は現在の役職であるケイデンス・デザイ

ン・システムズ・インクの執行会長となった。同氏

はマサチューセッツ工科大学で原子力工学の科学修

士号、サンフランシスコ大学でMBA及びシンガポール

の南洋大学で理学士号を取得している。

当初指名：2019

年

任期満了：2023

年

1,000 株
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ブルーノ・ターチェッ

ト

（Bruno Turchet）

従業員取締役

（48歳）

現在従業員取締役であるターチェット氏は、1999年

にAssystem Technologies（フランスのコンサルティ

ング及びエンジニアリング会社）で電気機械エンジ

ニアとしてそのキャリアをスタートし、産業市場の

キーアカウントマネージャーを務めた（2001年～

2005年）。同氏は2005年にシュナイダー・エレクト

リックに入社し、さまざまな業務に携わった。同氏

はフランスで低電圧機器のプロジェクト技術リー

ダーとして2年間勤務した後、シュナイダー・エレク

トリック中国に駐在し、低・中電圧機器の研究開発

マネージャーとして3年間勤務した。同氏は2011年に

フランスに戻り、グループの主要部門の1つである生

産性部門を率い、そこでサステナビリティプログラ

ムを展開した。2016年から2021年まで、同氏は最終

流通事業部門の新製品産業化ディレクターを務め

た。2021年7月より、同氏はホーム・アンド・ディス

トリビューション・ヨーロッパ部門の産業化担当副

社長を務めている。2021年4月、同氏はシュナイ

ダー・エレクトリックの従業員代表取締役に任命さ

れた。同氏は、ブザンソン大学（フランス）で品質

工学の理学修士号を取得している。同氏はまた、

2021年10月にローザンヌのIMDビジネススクール（ス

イス）のハイパフォーマンス・ボードプログラムを

受講した。

当初指名：2021

年

任期満了：2025

年

732 株

 

執行役員に関する情報

男性役員数：9名、女性役員数：7名（全体の44％）

 

（提出日現在）

氏名 年齢 責任

ジャン・パスカル・トリコワ

（Jean-Pascal Tricoire）

58歳 会長兼CEO

グエナエル・アヴィス・ユエ

（Gwenaelle Avice-Huet）

42歳 戦略及び持続可能性担当最高責任者

ローレント・バタイユ

（Laurent Bataille）

43歳 フランス事業担当執行副社長

オリヴィエ・ブルム

（Olivier Blum）

51歳 エネルギー管理担当執行副社長

アネット・クレイトン

（Annette Clayton）

58歳 北米事業担当執行副社長

エルベ・クレイル

（Hervé Coureil）

51歳 最高ガバナンス責任者兼秘書役

フィリップ・デローム

（Philippe Delorme）

51歳 欧州事業担当執行副社長

バーバラ・フレイ

（Barbara Frei）

51歳 産業オートメーション事業担当執行副社長

シャリース・リ

（Charise Le）

49歳 最高人事責任者

クリス・レオン

（Chris Leong）

54歳 最高マーケティング責任者兼執行副社長

ヒラリー・マクソン

（Hilary Maxson）

44歳 最高財務責任者

ナデージュ・プティ

（Nadège Petit）

42歳 最高イノベーション責任者

ラック・レモン

（Luc Rémont）

52歳 国際事業担当執行副社長

ムラッド・タモウド

（Mourad Tamoud）

50歳 グローバル・サプライチェーン担当執行副社長

ピーター・ウェクサー

（Peter Weckesser）

53歳 最高デジタル責任者

ゼン・イン

（Zheng Yin）

50歳 中国事業担当執行副社長
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取締役及び役員の報酬等

 

2021年度にかかる会長兼CEOの報酬

 

取締役会は、2021年4月の株主総会で承認された原則及び基準に基づき、また、2021年の役員報酬方針の妥当性及び公正

性並びに当社の業績との整合性の検討並びにガバナンス及び報酬委員会の助言に基づき、2022年2月6日の取締役会で2021

年の役員報酬を決定した。その結果は、報酬の各構成要素に対する業績の結果とともに、以下に詳記される。

 

2021年に会長兼CEOに支払われた又は付与された報酬の概要

以下の表は、AFEP-MEDEFガイドラインに従った報告ベースに基づく（履行条件評価が報告年度において終了した場合

の）、並びに実現ベースに基づく、2021年度及び2020年度に会長兼CEOに授与された又は支払われた報酬及び給付金を要

約したものである。

 

ジャン・パスカル・トリコワ

会長兼CEO

付与された報酬及び給付金

会計年度

実現された報酬及び給付金

会計年度

（単位：ユーロ） 2021年 2020年 2021年 2020年

A - 現金報酬     

固定報酬 1,000,000 875,000 1,000,000 875,000

年間変動報酬
（1）

1,990,300 1,048,775 1,99,300 1,048,775

取締役の職務に関する報酬 0 0 0 0

小計(A) (現金） 2,990,300 1,923,775 2,990,300 1,923,775

B - 長期インセンティブ     

パフォーマンス・シェアの評価 3,326,329
(2)

2,897,700
(2)

10,022,858
(3)

6,968,935
(3)

小計(B) 長期インセンティブ 3,326,329 2,897,700 20,022,858 6,968,935

C - 年金給付     

年金積立補完支払金（固定） 191,600 191,600 191,600 191,600

年金積立補完支払金（変動) 381,341 229,652 381,341 229,652

 小計(C) 年金現金給付 572,941 421,252 572,941 421,252

D - その他の給付金     

その他の給付金
（4）

56,637 36,124 56,637 36,124

小計(D) その他の給付金 56,637 36,124 56,637 36,124

報酬及び給付金の合計（A）+（B）+（C）+（D） 6,946,207 5,278,851 13,642,736 9,350,086

 

(1) 2020年度の年間インセンティブは、2020年度に関してジャン・パスカル・トリコワ氏に対して支払われる又は授与された報酬に関

する第6決議が2021年4月28日開催の定時株主総会で承認された後、2021年度に支払われた。したがって、ジャン・パスカル・トリコワ

氏に対して2021年度において実際に支払われた現金での報酬総額は、2,470,027ユーロ（2021年の固定報酬 + 2020年の年間インセン

ティブ + 2021年の年金給付の固定部分 + 2020年の年金給付の変動部分）になる。同様に、フランス商法第L.22-10-34Ⅱにしたがい、

ジャン・パスカル・トリコワ氏に授与された2021年度の現金の変動要素は、2022年5月5日開催の定時株主総会における第8決議の株主の

事前承認を条件に、2022年にのみ支払われる。

(2) 会計年度中に付与されたパフォーマンス・シェアの価値 - AFEP-MEDEFコーポレート・ガバナンス規範の方法論にしたがい、報酬は

報告ベースで表示される。当年度の長期インセンティブには、履行期間が経過していない会計年度中に付与されたパフォーマンス・

シェアが含まれる。パフォーマンス・シェアの価値は、付与された株式数（業績を加味した減少前）に、IFRSの会計基準に従い決定さ

れた株価を乗じた金額に相当する。

(3) 会計年度中に権利確定したとみなされるパフォーマンス・シェアの価値 - 分析を容易にするために、長期インセンティブは実現価

値ベースでも表示され、パフォーマンス・シェアの価値は、業績条件を加味した減少後、会計年度終了時点で権利確定したとみなされ

る実際の株式数（過年度に付与されたもの）に（場合に応じて）2020年12月31日若しくは2021年12月31日現在の株価を乗じた金額に相

当する。

(4) その他の給付金には、社用車、従業員に対する増資のための雇用主によるマッチング拠出又は従業員貯蓄制度への拠出金及び集団

年金貯蓄制度（PERCO）への拠出金並びにフランスの利益分配制度からの給付金が含まれる。

 

 

2021年度にかかる非業務執行取締役の報酬
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非業務執行取締役に付与される金額は、取締役会メンバーの責任、役割に対し期待されるコミットメント及び国際的な同

業他社間の競争市場相場等を考慮して決定される。固定額の基本報酬に加えて、取締役の報酬は、主に取締役の取締役会

及び委員会への出席に左右される。

 

ガバナンス及び報酬委員会の提言に基づき、取締役会は、2019年4月25日開催の定時株主総会において設定された取締役

報酬の上限金額である年間250万ユーロに沿った取締役報酬の配分を決定する責任を有しており、2021年4月28日開催の定

時株主総会において承認された2021年報酬方針では、非業務執行取締役に対する報酬の配分に関する規則を下記のとおり

定めている。

 

・非業務執行取締役の報酬は、下記のとおりに支払われる。

- 取締役会メンバーの固定基本額は25,000ユーロ。

- 取締役会出席1回当たり7,000ユーロ。

- 委員会出席1回当たり4,000ユーロ。

- 取締役会セッション出席1回当たり5,000ユーロ（大陸間出張の場合）又は3,000ユーロ（大陸内出張の場合）。

 

・委員会の議長を務める非業務執行取締役に対しては、追加の責任及び業務を反映させるために、追加の年間支払いが行

われる。

 

- 監査及びリスク委員会：20,000ユーロ。

- 人事及びCSR委員会、デジタル委員会及び投資委員会：15,000ユーロ

- ガバナンス及び報酬委員会の議長でもある副会長兼筆頭独立取締役：250,000ユーロ。

 

・オブザーバーには、次回株主総会において非業務執行取締役になる場合を除き、年間固定額20,000ユーロの支払いが行

われる。この場合、取締役会及び委員会会議への出席に対し非業務執行取締役と同額の報酬が支払われる。

 

・全ての支払いは、年間の役務提供時間に比例配分され、現金で支払われる。

 

2020年及び2021年に付与された取締役の報酬は以下のとおりであり、取締役会長であるジャン・パスカル・トリコワ氏及

び従業員株主代表であるシャオユン・マ氏は、取締役会のメンバーとして受領する権利のある報酬を放棄した。

 

 

 取締役報酬

（単位：ユーロ）

その他の報酬及び給付金

（単位：ユーロ）

合計

（単位：ユーロ）

 
2021年

(1)
2020年

(2)
2021年

(1)
2020年

(2)
2021年

(1)
2020年

(2)

レオ・アポテカー 155,000 272,479 - - 155,000 272,479

セシル・カバニス 118,000 147,000 - - 118,000 147,000

リタ・フィリックス
（3） 90,000 47,753 - - 90,000 47,753

フレッド・キンドル 368,000 353,973 - - 368,000 353,973

ウィリー・キスリング 144,000 192,000 - - 144,000 192,000

リンダ・クノール 121,000 174,000 - - 121,000 174,000

ジル・リー 104,000 133,000 - - 104,000 133,000

シャオユン・マ
(3）（4） - - - - - -

パトリック・モンティエ

（5）

33,082 129,000 - - 33,082 129,000

アンナ・オールソン・レイ

ジョン

100,000 - - - 100,000 -

フルール・ペルラン 112,000 166,000 - - 112,000 166,000

アンダース・ルネバード 120,000 152,000 - - 120,000 152,000

グレゴリー・スパイアーケ

ル

152,000 205,000 - - 152,000 205,000

リップブー・タン 106,000 150,000 - - 106,000 150,000

ブルーノ・ターチェット

(3）（6）

52,986 - - - 52,986 -

合計 1,776,068 2,122,205   1,776,068 2,122,205

(1)　2021年度に授与され、2022年に支払われた。

(2)　2020年度に授与され、2021年に支払われた。
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(3)　従業員取締役は、従業員としての職務を遂行するために付与される報酬を別途受ける権利を有するが、当該報酬は、取締役とし

ての職務に影響されることなく、開示されない。

(4)　シャオユン・マ氏は、受領する権利のある110,000ユーロの支払いを放棄した。

(5)　2021年に任期が終了した取締役。

(6)　ブルーノ・ターチェット氏は、同氏を指名した労働組合に賛成し、受領する権利のある金額の30％（すなわち15,896ユーロ）の

支払いを放棄した。

 

取締役会が通常のリズムに戻り、2021年のデジタル会議の使用が拡大したため、2021年に取締役会メンバーに授与された

総額は、2020年の2,122,205ユーロに対して、1,776,068ユーロとなった。副会長兼筆頭独立取締役に支払われる特別報酬

を除くと、その金額は約25％の固定報酬及び約75％の変動報酬で構成される。

 

 

（３） 監査の状況

 

監査委員会

 

上記「(1)コーポレート・ガバナンスの概要－監査及びリスク委員会」を参照のこと。

 

会計監査

 

業務を執行した公認会計士の氏名及び当社にかかる継続監査年数

 

Ernst & Young et Autres (1992年から30年間)

担当者：  Alexandre Resten

 

監査業務に係る補助者の構成：

充分な人数の公認会計士及びその他の専門家が関与した。

 

Mazars (2004年から18年間)

担当者：Loïc Wallaert及びMathieu Mougard

 

監査業務に係る補助者の構成：

充分な人数の公認会計士及びその他の専門家が関与した。

 

 

① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

当社から法定監査人及びそれらのネットワークに対し支払われた報酬は、以下のとおりである。

 
 2021年通期

(千ユーロ(千円)) EY % Mazars % 合計

監査証明業務に基づく報酬      

法定監査 12,290

(1,768,777)

90% 9,062

(1,304,203)

96% 21,892

(3,150,697)

うちシュナイダー・エレクトリック・エスイー 106

(15,256)

 106

(15,256)

 212

(30,511)

うち子会社 12,184

(1,753,521)

 9,496

(1,366,664)

 21,680

(3,120,186)

関連監査サービス（「SACC」） 1,368

(196,883)

10% 439

(63,181)

4% 1,807

(260,063)

うちシュナイダー・エレクトリック・エスイー 317

(45,623)

   317

(45,623)

うち子会社 1,051

(151,260)

 439

(63,181)

 1,490

(214,441)
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報酬合計 13,658

(1,965,659)

100% 10,041

(1,445,101)

100% 23,699

(3,410,760)

 
 2020年通期

(千ユーロ(千円)) EY % Mazars % 合計

監査証明業務に基づく報酬      

法定監査 11,241

(1,617,805)

95% 9,061

(1,304,059)

95% 20,302

(2,921,864)

うちシュナイダー・エレクトリック・エスイー 106

(15,256)

 106

(15,256)

 212

(30,511)

うち子会社 11,135

(1,602,549)

 8,955

(1,288,804)

 20,090

(2,891,353)

関連監査サービス（「SACC」） 540

(77,717)

5% 433

(62,317)

5% 973

(140,034)

うちシュナイダー・エレクトリック・エスイー 241

(34,685)

 -

(-)

 241

(34,685)

うち子会社 299

(43,032)

 433

(62,317)

 732

(105,349)

報酬合計 11,781

(1,695,522)

100% 9,494

(1,366,376)

100% 21,275

(3,061,898)

 

② その他重要な報酬の内容

 

該当なし

 

③ 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

 

上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」を参照のこと。

 

④ 監査報酬の決定方針

 

該当なし

 

（４） 役員の報酬等

 

該当なし

 

（５） 株式の保有状況

 

該当なし
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第６【経理の状況】
 

a.　本報告書に組込まれたシュナイダー・エレクトリック エスイー及びその子会社の連結財務諸表は、国際会計基準

審議会（「IASB」）が発行し、欧州連合（「EU」）が採択する国際会計基準（「IFRS」）に従い作成されている。

そして、本報告書に組込まれたシュナイダー・エレクトリック エスイーの財務諸表は、フランスにおいて一般に

公正妥当と認められる企業会計の基準に従い作成されている。日本における連結財務諸表及び財務諸表の開示にあ

たっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号「財務諸表等規則」）第

131条第1項の規定が適用される。

 

IFRS/フランスにおいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と、日本における会計基準及び報告慣行との

主な相違点は、第６の「４．フランスと日本との会計基準及び慣行における相違点」に記載されている。

 

b.　本連結財務諸表及び財務諸表は、フランスにおける独立監査人であるMazars及びErnst & Young et Autresにより

監査されている。同法人は、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項で定める外国監査法人等として

日本で届出がなされている。Mazars及びErnst & Young et Autresが実施する監査は、金融商品取引法（昭和23年

法律第25号）第193条の2第1項第1号に定める監査証明に対応している。

 

c.　本連結財務諸表及び財務諸表の原本はフランス語で作成され、ユーロ建で表示されている。円で表示される金額

は、財務諸表等規則第134条の規定に従い、2022年6月8日付で欧州中央銀行が公表した外国為替基準レートである1

ユーロ＝143.92円の為替レートでユーロから換算されている。円での金額は、便宜上の表記であり、上記為替レー

トでユーロを円に換算できることを意味するものではない。合計は端数処理のため一致しない場合がある。

 

d.　円で表示される金額及び第６の「４．フランスと日本との会計基準及び慣行における相違点」で言及する事項は、

本連結財務諸表及び財務諸表の原本には含まれておらず、上記b.に言及され記述される監査の対象ではなかった。
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１【財務書類】

 

1　連結損益計算書
 

（百万ユーロ（1株当たり当期利益除く）） 注記 2021年通期 2020年通期

売上収益 3 28,905 25,159

売上原価  (17,062) 15,003

売上総利益  11,843 10,156

研究開発費 4 (855) (718)

販売費及び一般管理費  (6,001) (5,512)

調整後EBITA
*

3 4,987 3,926

その他の営業収益及び費用 6 (21) (210)

事業構造改革費用  (225) (421)

EBITA
**

 4,741 3,295

企業結合で取得した無形資産の償却費及び減損損失 5 (410) 207

営業収益  4,331 3,088

金利収益  4 14

金利費用  (99) (126)

正味財務費用  (95) (112)

その他の金融収益及び費用 7 (81) (166)

正味金融収益/（損失）  (176) (278)

継続事業からの当期利益  4,155 2,810

法人所得税費用 8 (966) (638)

持分法による投資損益 12 84 66

当期純利益  3,273 2,238

親会社の所有者  3,204 2,126

非支配持分  69 112

基本的一株当たり当期利益（親会社の所有者への帰属）（一株当たり・ユー

ロ） 19 5.76 3.84

希薄化後一株当たり当期利益（親会社の所属者への帰属）（一株当たり・

ユーロ） 19 5.67 3.81

 

* 調整後EBITA（支払利息・税金・企業結合で取得した無形資産の償却費計上前利益)。調整後EBITAは、企業結合で取得した無形資

産の償却費及び減損損失、のれんの減損損失、その他の営業収益及び費用並びに事業構造改革費用計上前の営業利益に当たる。

** EBITA（支払利息・税金・企業結合で取得した無形資産の償却費計上前利益）。EBITAは、企業結合で取得した無形資産の償却費

及び減損損失、のれんの減損損失計上前の営業利益に当たる。

 

付属の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。
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その他の包括利益

 

（百万ユーロ） 注記 2021年通期 2020年通期

当期利益  3,273 2,238

その他の包括利益    

為替換算差額  1,839 (1,649)

キャッシュ・フロー・ヘッジ  130  (125)

キャッシュ・フロー・ヘッジの法人所得税への影響 19 (7)  (18)

金融資産に係る正味利得/（損失）  40  (5)

金融資産に係る正味利得/（損失）の法人所得税への影響 19 (9) 1

確定給付制度に係る数理計算上の差益/（損） 20 451 (123)

確定給付制度に係る数理計算上の差益/（損）の法人所得税への影響 19 (105) 21

その他の包括利益（税引後）  2,339 (1,898)

純損益に振り替えられる可能性のある項目  1,962 (1,792)

純損益に振り替えられることのない項目合計  377 (106)

当年度包括利益合計  5,612 340

親会社の所有者  5,212 271

非支配持分  400 69

 

付属の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。
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（百万円（1株当たり当期利益除く）） 注記 2021年通期 2020年通期

売上収益 3 4,160,008 3,620,883

売上原価  (2,455,563) 2,159,232

売上総利益  1,704,445 1,461,652

研究開発費 4 (123,052) (103,335)

販売費及び一般管理費  (863,664) (793,287)

調整後EBITA
* 3 717,729 565,030

その他の営業収益及び費用 6 (3,022) (30,223)

事業構造改革費用  (32,382) (60,590)

EBITA
**  682,325 474,216

企業結合で取得した無形資産の償却費及び減損損失 5 (59,007) 29,791

営業収益  623,318 444,425

金利収益  576 2,015

金利費用  (14,248) (18,134)

正味財務費用  (13,672) (16,119)

その他の金融収益及び費用 7 (11,658) (23,891)

正味金融収益/（損失）  (25,330) (40,010)

継続事業からの当期利益  597,988 404,415

法人所得税費用 8 (139,027) (91,821)

持分法による投資損益 12 12,089 9,499

当期純利益  471,050 322,093

親会社の所有者  461,120 305,974

非支配持分  9,930 16,119

基本的一株当たり当期利益（親会社の所有者への帰属）（一株当たり・円） 19 829 553

希薄化後一株当たり当期利益（親会社の所属者への帰属）（一株当たり・

円）

19
816 548

 

* 調整後EBITA（支払利息・税金・企業結合で取得した無形資産の償却費計上前利益）。調整後EBITAは、企業結合で取得した無形

資産の償却費及び減損損失、のれんの減損損失、その他の営業収益及び費用並びに、事業構造改革費用計上前の営業利益に当た

る。

** EBITA（支払利息・税金・企業結合で取得した無形資産の償却費計上前利益）。EBITAは、企業結合で取得した無形資産の償却費

及び減損損失、のれんの減損損失計上前の営業利益に当たる。
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その他の包括利益

 

（百万円） 注記 2021年通期 2020年通期

当期利益  471,050 322,093

その他の包括利益    

為替換算差額  264,669 (237,324)

キャッシュ・フロー・ヘッジ  18,710 (17,990)

キャッシュ・フロー・ヘッジの法人所得税への影響 19 (1,007) (2,591)

金融資産に係る正味利得/（損失）  5,757 (720)

金融資産に係る正味利得/（損失）の法人所得税への影響 19 (1,295) 144

確定給付制度に係る数理計算上の差益/（損） 20 64,908 (17,702)

確定給付制度に係る数理計算上の差益/（損）の法人所得税への影響 19 (15,112) 3,022

その他の包括利益（税引後）  336,629 (273,160)

純損益に振り替えられる可能性のある項目  282,371 (257,905)

純損益に振り替えられることのない項目  54,258 (15,256)

当年度包括利益合計  807,679 48,933

親会社の所有者  750,111 39,002

非支配持分  57,568 9,930
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2　連結キャッシュ・フロー計算書
 
（百万ユーロ） 注記 2021年通期 2020年通期

当期利益  3,273 2,238

持分法による投資損益（利益）  (84) (66)

キャッシュ・フローに影響しない収益及び費用    

有形固定資産の減価償却費 11 726 698

のれんを除く無形資産の減価償却費 10 688 512

非流動資産の減損損失  34 54

引当金の増加/（減少） 21 (54) 266

資産の処分に伴う損失（利益）   (184) (10)

支払税金と税金費用との差額   (38)  (137)

その他の非現金調整  108 96

営業活動による正味キャッシュ・フロー  4,469 3,651

営業債権の減少/（増加）  (577) 326

棚卸資産及び仕掛品の減少/（増加）   (955) (153)

営業債務の増加/（減少）  418 344

その他の流動資産及び負債の減少/（増加）  261 267

必要運転資金の増減  (853) 784

合計 Ⅰ - 営業活動によるキャッシュ・フロー  3,616 4,435

有形固定資産の取得による支出　 11 (543) (485)

有形固定資産の処分による収入  59 55

無形資産の取得による支出　 10 (333) (332)

事業用資産への投資によるキャッシュ・フロー   (817)  (762)

事業の買収による支出及び売却による収入（取得時の現金及び現金同等物受入額控除

後）　
2 (4,231) (2,393)

その他の長期投資による収入（支出）  16 11

長期年金資産の増加  (136) (106)

小計  (4,351) (2,488)

合計 Ⅱ - 投資活動によるキャッシュ・フロー  (5,168) (3,250)

社債の発行による収入　 22 - 2,444

社債の償還による支出　 22 (600) (500)

自己株式の処分による収入（取得による支出）  (262)  (50)

その他の金融負債の増加/（減少）   (444) 1,032

株式の発行による収入（払戻しによる支出）　 19 216 43

非支配持分との資本取引*　 2 (418) 1,141

親会社の所有者への配当金の支払額　 19 (1,447) (1,413)

非支配持分への配当金の支払額   (138) (112)

合計 Ⅲ - 財務活動によるキャッシュ・フロー  (3,093) 2,585

合計 Ⅳ - 現金及び現金同等物に係る換算差額  346 403

正味現金及び現金同等物の増加/（減少）Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ  (4,299) 3,367

現金及び現金同等物、期首　 18 6,762 3,395

現金及び現金同等物の増加/（減少）   (4,299) 3,367

現金及び現金同等物、期末　 18 2,463 6,762

 

*2020年度において、当社グループは、OSIsoft取得の資金調達にあたって、AVEVAの増資後に同社の非支配持分から11億4,100万ユーロの現金を受領した（注記2）。

*2021年度において、非支配持分との資本取引は、主にRIB Software SEに関連するものである（注記2）。

 
付属の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。
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（百万円） 注記 2021年通期 2020年通期

当期利益  471,050 322,093

持分法による投資損益（利益）  (12,089) (9,499)

キャッシュ・フローに影響しない収益及び費用    

有形固定資産の減価償却費 11 104,486 100,456

のれんを除く無形資産の減価償却費 10 99,017 73,687

非流動資産の減損損失  4,893 7,772

引当金の増加/（減少） 21 (7,772) 38,283

資産の処分に伴う損失（利益）  (26,481) (1,439)

支払税金と税金費用との差額  (5,469) (19,717)

その他の非現金調整  15,543 13,816

営業活動による正味キャッシュ・フロー  643,178 525,452

営業債権の減少/（増加）  (83,042) 46,918

棚卸資産及び仕掛品の減少/（増加）  (137,444) (22,020)

営業債務の増加/（減少）  60,159 49,508

その他の流動資産及び負債の減少/（増加）  37,563 38,427

必要運転資金の増減  (122,764) 112,833

合計 Ⅰ - 営業活動によるキャッシュ・フロー  520,415 638,285

有形固定資産の取得による支出 11 (78,149) (69,801)

有形固定資産処分による収入  8,491 7,916

無形資産の取得による支出 10 (47,925) (47,781)

事業用資産への投資によるキャッシュ・フロー  (117,583) (109,667)

事業の買収による支出及び売却による収入

（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） 2 (608,926) (344,401)

その他の長期投資による収入（支出）  2,303 1,583

長期年金資産の増加  (19,573) (15,256)

小計  (626,196) (358,073)

合計 Ⅱ - 投資活動によるキャッシュ・フロー  (743,779) (467,740)

社債の発行による収入 22 - 351,740

社債の償還による支出 22 (86,352) (71,960)

自己株式の処分による収入（取得による支出）  (37,707) (7,196)

その他の金融負債の増加/（減少）  (63,900) 148,525

株式の発行による収入（払戻しによる支出） 19 31,087 6,189

非支配持分との資本取引* 2 (60,159) 164,213

親会社の所有者への配当金の支払額 19 (208,252) (203,359)

非支配持分への配当金の支払額  (19,861) (16,119)

合計 Ⅲ - 財務活動によるキャッシュ・フロー  (445,145) 372,033

合計 Ⅳ -現金及び現金同等物に係る換算差額 49,796 58,000

正味現金及び現金同等物の増加/（減少）Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ (618,712) 484,579

現金及び現金同等物、期首 18 973,187 488,608

現金及び現金同等物の増加/（減少）  (618,712) 484,579

現金及び現金同等物、期末 18 354,475 973,187

 

*2020年度において、当社グループは、OSIsoft取得の資金調達にあたって、AVEVAの増資後に同社の非支配持分から11億4,100万ユーロ

の現金を受領した（注記2）。

*2021年度において、非支配持分との資本取引は、主にRIB Software SEに関連するものである（注記2）。
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3 　連結財政状態計算書

 
資産

 

（百万ユーロ） 注記 2021年12月31日 2020年12月31日

非流動資産：    

のれん 9 24,723 19,956

無形資産 10 6,486 5,033

有形固定資産 11 3,826 3,619

関連会社及び共同支配企業への投資 12 1,234 598

非流動金融資産 13 1,034 776

繰延税金資産 14 1,820 1,984

非流動資産合計  39,123 31,966

流動資産：    

棚卸資産及び仕掛品 15 3,971 2,883

売掛債権及びその他の営業債権 16 6,829 5,626

その他の債権及び前払費用 17 1,998 2,094

流動金融資産  4 18

現金及び現金同等物 18 2,622 6,895

流動資産合計  15,424 17,516

資産合計  54,547 49,482

 

付属の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。
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負債

 
（百万ユーロ） 注記 2021年12月31日 2020年12月31日

資本： 19   

資本金  2,276 2,268

資本剰余金  2,456 2,248

利益剰余金  19,694 17,648

為替換算差額  14 (1,541)

親会社の所有者に帰属する持分  24,440 20,623

非支配持分  3,669 3,104

資本合計  28,109 23,727

非流動負債：    

退職後給付債務に係る負債 20 1,395 1,708

その他の非流動引当金 21 1,091 930

非流動金融負債 22 7,554 8,196

繰延税金負債 14 997 917

その他の非流動負債  1,179 1,109

非流動負債合計  12,216 12,860

流動負債：    

買掛金及びその他の営業債務  5,715 4,664

未払の税金及び人件費  3,694 3,413

流動引当金 21 933 1,000

その他の流動負債  1,685 1,558

有利子負債 22 2,195 2,260

流動負債合計  14,222 12,895

資本及び負債合計  54,547 49,482

 

付属の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。
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資産

 

（百万円） 注記 2021年12月31日 2020年12月31日

非流動資産：    

のれん 9 3,558,134 2,872,068

無形資産 10 933,465 724,349

有形固定資産 11 550,638 520,846

関連会社及び共同支配企業への投資 12 177,597 86,064

非流動金融資産 13 148,813 111,682

繰延税金資産 14 261,934 285,537

非流動資産合計  5,630,582 4,600,547

流動資産：    

棚卸資産及び仕掛品 15 571,506 414,921

売掛債権及びその他の営業債権 16 982,830 809,694

その他の債権及び前払費用 17 287,552 301,368

流動金融資産  576 2,591

現金及び現金同等物 18 377,358 992,328

流動資産合計  2,219,822 2,520,903

資産合計  7,850,404 7,121,449

 

付属の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。
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負債

 

（百万円） 注記 2021年12月31日 2020年12月31日

資本： 19   

資本金  327,562 326,411

資本剰余金  353,468 323,532

利益剰余金  2,834,360 2,539,900

為替換算差額  2,015 (221,781)

親会社の所有者に帰属する持分  3,517,405 2,968,062

非支配持分  528,042 446,728

資本合計  4,045,447 3,414,790

非流動負債：    

退職後給付債務に係る負債 20 200,768 245,815

その他の非流動引当金 21 157,017 133,846

非流動金融負債 22 1,087,172 1,179,568

繰延税金負債 14 143,488 131,975

その他の非流動負債  169,682 159,607

非流動負債合計  1,758,127 1,850,811

流動負債：    

買掛金及びその他の営業債務  822,503 671,243

未払の税金及び人件費  531,640 491,199

流動引当金 21 134,277 143,920

その他の流動負債  242,505 224,227

有利子負債 22 315,904 325,259

流動負債合計  2,046,830 1,855,848

資本及び負債合計  7,850,404 7,121,449

 

付属の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。
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4　連結持分変動計算書
 

 

(百万ユーロ)

株数

（千株） 資本金 資本剰余金 利益剰余金

為替換算

差額

親会社の

所有者に

帰属する

持分

 

非支配持分 合計

2019年12月31日 582,069 2,328 3,134 16,034 65 21,561 1,579 23,140

当期利益 - - - 2,126 - 2,126 112 2,238

その他の包括利益 - - - (249) (1,606) (1,855) (43) (1,898)

         

当期包括利益 - - - 1,877 (1,606) 271 69 340

新株の発行 - - 43 - - 43 - 43

パフォーマンス・シェアの

行使 - - - - - - - -

配当金 - - - (1,413) - (1,413) (112) (1,525)

自己株式の変動 (15,000) (60) (929) 939 - (50)  (50)

         

株式報酬費用 - - - 140 - 140 5 145

その他 - - - 71 - 71 1,563 1,634

2020年12月31日 567,069 2,268 2,248 17,648 (1,541) 20,623 3,104 23,727

当期利益 - - - 3,204  3,204 69 3,273

その他の包括利益 - - - 453 1,555 2,008 331 2,339

         

当期包括利益 - - - 3,657 1,555 5,212 400 5,612

新株の発行 1,964 8 208 - - 216 - 216

パフォーマンス・シェアの

行使 - - - - - - - -

配当金 - - - (1,447) - (1,447) (138) (1,585)

自己株式の変動 - - - (262) - (262) - (262)

         

株式報酬費用 - - - 145 - 145 16 161

その他 - - - (47) - (47) 287 240

2021年12月31日  569,033 2,276 2,456 19,694 14 24,440 3,669 28,109

 

付属の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。
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（百万円）

株数

（千株） 資本金 資本剰余金 利益剰余金

為替換算

差額

親会社の

所有者に

帰属する

持分 非支配持分 合計

2019年12月31日 582,069 335,046 451,045 2,307,613 9,355 3,103,059 227,250 3,330,309

当期利益 - - - 305,974 - 305,974 16,119 322,093

その他の包括利益 - - - (35,836) (231,136) (266,972) (6,189) (273,160)

         

当期包括利益 - - - 270,138 (231,136) 39,002 9,930 48,933

新株の発行 - - 6,189 - - 6,189 - 6,189

パフォーマンス・シェアの

行使 - - - - - - - -

配当金 - - - (203,359) - (203,359) (16,119) (219,478)

自己株式の変動 (15,000) (8,635) (133,702) 135,141 - (7,196) - (7,196)

株式報酬費用 - - - 20,149 - 20,149 720 20,868

その他 - - - 10,218 - 10,218 224,947 235,165

2020年12月31日 567,069 326,411 323,532 2,539,900 (221,781) 2,968,062 446,728 3,414,790

当期利益 - - - 461,120 - 461,120 9,930 471,050

その他の包括利益 - - - 65,196 223,796 288,991 47,638 336,629

         

当期包括利益 - - - 526,315 223,796 750,111 57,568 807,679

新株の発行 1,964 1,151 29,935 - - 31,087 - 31,087

パフォーマンス・シェアの

行使 - - - - - - - -

配当金 - - - (208,252) - (208,252) (19,861) (228,113)

自己株式の変動 - - - (37,707) - (37,707) - (37,707)

株式報酬費用 - - - 20,868 - 20,868 2,303 23,171

その他 - - - (6,764) - (6,764) 41,305 34,541

2021年12月31日 569,033 327,562 353,468 2,834,360 2,015 3,517,405 528,042 4,045,447

 
付属の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。
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5 連結財務諸表に対する注記
 

目次  

注記 注記

1　会計方針 15 棚卸資産及び仕掛品　

2　連結範囲の変更　 16 売掛債権及びその他の営業債権　

3　セグメント情報　 17 その他の債権及び前払費用　

4　研究開発費　 18 現金及び現金同等物　

5　減損損失、減価償却費及び償却費 19 株主資本　

6　その他の営業収益及び費用　 20 年金及び他の退職後給付債務　　　

7　その他の金融収益及び費用　 21 偶発損失引当金　

8　法人所得税費用　 22 流動及び非流動金融負債合計　

9　のれん　 23 金融商品の分類　

10 無形資産　 24 従業員　

11 有形固定資産　 25 関連当事者取引　

12 関連会社及び共同支配企業への投資　 26 コミットメント及び偶発負債　

13 非流動金融資産　 27 後発事象　

14 繰延税金の発生原因別内訳 28 法定監査人報酬　

 29 連結会社

 

他の表示がない限り、金額は全て百万ユーロ。

 

以下の注記は、連結財務諸表の不可分の一部である。

 

2021年12月31日に終了する会計年度に係るシュナイダーエレクトリックS.E.グループの連結財務諸表は、

2022年2月16日付取締役会により発行が認められた。2022年5月5日の年次株主総会における承認のため、株主

に提出される。

 

当社グループの主要事業は、一括登録文書第1章に記載されている。
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COVID-19パンデミック
 

当社グループ活動に対するCOVID-19の影響
 

COVID-19パンデミック及びその拡大に対する各国政府の対応により、2020年度を通じて、当社グループの事業活動とサプライチェーン

に混乱が生じた。2021年度は、グローバルサプライチェーンの切迫が続く中、再び事業活動の成長が見られた。

 

リスク及び不確実性
 

当社グループは、迅速な意思決定及び柔軟な対応を可能とするサプライチェーン組織を2021年度において組成すると共にそれらを地域

レベルで管理し、そのグローバルサプライチェーンの機動性と回復力を示した。

 

財政状態計算書のポジション
 

当社グループの運転資本は、2020年度の連結財務諸表と同様の会計方針、原則及び方法によって評価された。2021年12月31日時点で、

損益計算書において重要な減損損失は計上されなかった。

 

資産の減損
 

当社グループは、注記1.11に記載されている過去の期間に適用された方法と同様の方法を用いて、全ての資金生成単位（CGU）の年次減

損テストを実施した。当該減損テストの結果、当社グループは、2021年12月31日において減損リスクは存在しないと結論付けた。
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注記 1：会計方針
 

1.1 - 会計基準

本連結財務諸表は、欧州連合が2021年12月31日現在で採択している国際会計基準（IFRS）に従って作成され

ている。2020年12月31日に終了する年度の連結財務諸表と同様の会計手法が適用された。

 

当期中に適用された以下の基準及び解釈指針は、2021年12月31日時点の連結財務諸表に重要な影響を及ぼさ

なかった：

 

・IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の改訂－金利指標改革・フェーズ2；

・IFRS第16号の改訂－COVID-19に関連した賃料減免；

 

当社グループは、適用義務が2021年12月31日より後である以下の基準及び解釈指針を適用しなかった。

 

・欧州連合が採択した基準：

- IFRS第16号 - 2021年6月30日より後のCOVID-19に関連した賃料減免 - リースの改訂

- IFRS第3号- 事業の定義 に対する修正:概念フレームワークへの参照の更新;

- IAS第16号－有形固定資産の改訂；意図した使用の前の収入;

- IAS第37号－引当金、偶発負債及び偶発資産の改訂；不利な契約 - 契約履行のコスト

- IFRS基準の年次改善 2018年-2020年サイクル

 

・欧州連合が未採択の基準:

- IAS第1号－負債の流動負債の改訂：負債の流動又は非流動区分の設定 - 発効日の延期;

- IAS第1号 - 財務諸表及びIFRS実務記述書2の表記の改訂：会計方針の開示;

- IAS第8号 - 会計方針、会計上の見積もりの変更及び訂正の改訂：会計上の見積もりの定義;

- IAS第12号 - 法人所得税の改訂:単一の取引から生じた資産と負債に係る繰延税金;

 

当社グループは現在、2021年12月31日時点で未適用の基準による、当社グループの連結財務諸表に対する潜

在的影響を評価しているところである。現段階の分析では、当社グループは連結財務諸表に対する重要な影

響を見込んでいない。

 

当社グループは、サービス（SaaS）提供契約書のソフトウェアの一部としてクラウド上で提供されるソフト

ウェアの設定及びカスタマイズ費用の認識に関して、2021年度上半期にIFRICが公表した最終的なアジェンダ

決定の潜在的影響を注視しているところである。

 

現段階の分析では、当社グループは連結財務諸表に対する重要な影響を見込んでいない。

 

IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の改訂－金利指標改革・フェーズ2

2019年9月26日及び2020年8月27日、IASBは、多くの金融商品に使用される金利指標の改革に関連するIFRS第9

号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の改訂を公表した。これらの改訂は、2段階に分けら

れる。
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・2020年1月1日から適用される第1段階では、ヘッジ関係の有効性の評価及び/又は高い蓋然性を伴うヘッジ

リスクの評価において、将来における参照レートの不確実性を考慮しないことを容認している。

・2021年1月1日から適用される第2段階では、金利指標の有効な代替がもたらす会計上の影響について規定し

ている。

2021年12月31日時点の当社グループの契約において指標指数に実質的な変更がないため、第2段階の適用によ

る当社グループへの影響はない。新しい指標への移行が、当社グループの財務諸表に重要な影響を及ぼすと

は見込んでいない。

 

IFRIC決定 - IAS第19号 給付の勤務期間への帰属 - 従業員給付

当社グループは、従業員給付債務を測定する際に、2021年4月に公表されたIFRICアジェンダ決定の影響を考

慮している。同決定は、IAS第19号の費用を配分する際に従業員給付を帰属させる期間を明確化するものであ

る。2021年12月31日時点において、当社グループのコミットメントに係る従業員給付債務の減少額に重要性

はなかった（注記 20）。

 

IFRS第16号 COVID-19に関連した賃料減免 - リースの改訂

2020年5月28日、国際会計基準審議会（IASB）は、COVID-19に関連した賃料減免 - IFRS第16号 - リース に

対する修正を公表した。同修正は、リースの借手に対し、COVID-19パンデミックの直接の影響として生じる

賃料減免について、IFRS第16号におけるリースの条件変更に係る会計処理の救済規定を定めている。

 

2021年3月31日、IASBは、IFRS第16号に対する追加の修正を公表し、2020年5月に発行されたIFRS第16号

COVID-19に関連した賃料減免 - リースの改訂の適用期間を1年間延長した。同修正は、2021年1月1日以降開

始する連結会計年度の期首から適用される。

 

当該修正により認められる簡便的な会計処理として、当社グループは、COVID-19に関連する賃料減免につい

て条件を満たす場合、リースの条件変更かどうかを評価しないことを選択した。

 

同修正は、当社グループの連結財務諸表に重大な影響を及ぼさなかった。

 

気候関連事項

財務諸表上の資産及び負債の測定に影響する可能性のある気候関連事項（リスク及び機会、並びに法規制の

変更など）の影響、及び2025年にカーボンニュートラルな営業活動を達成するという当社グループのカーボ

ン・プレッジによる影響を分析した。

当社グループは、使用価値計算及び感応度分析に使用する主要な仮定を変更する必要がある場合には、その

調整を行う。現時点では、気候関連事項が当社グループの財務諸表に与える影響は重要ではない。

 

1.2 - 表示基準

財務諸表は、公正価値で測定されるデリバティブ及び一定の金融資産を除き、取得原価基準に基づいて作成

される。金融負債は償却原価法を用いて測定される。公正価値ヘッジが適用されるヘッジ対象資産及び負債

の帳簿価額は、それらの公正価値と対応しており、その一部がヘッジ対象のリスクに対応する。

 

1.3 - 見積り及び仮定の使用

財務諸表の作成にあたって、当社グループ及び子会社の経営者は連結財政状態計算書において報告される資

産及び負債の金額、損益計算書における収益及び費用、並びに報告期間中に行ったコミットメントに反映さ

れる見積り及び仮定を行う必要がある。実際の結果は異なる可能性がある。
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これらの仮定は主として以下に関連する：

 

・のれん、有形固定資産及び無形資産（注記1.8及び1.9）の回収可能価額の測定、並びに減損損失の測定

（注記1.11）；

・非流動金融資産（注記1.12及び注記13）の回収可能価額の測定；

・棚卸資産及び仕掛品（注記1.13）の実現可能価額；

・売掛債権及びその他の営業債権（注記1.14）の回収可能価額；

・株式報酬の評価（注記1.19）；

・引当金又は偶発損失引当金の計算（注記1.20）；

・年金及び他の退職給付債務（注記1.19及び注記20）の測定）；

・税務上の繰越欠損金に関連する繰延税金資産の回収可能性（注記14)。

 

1.4 - 連結方針

当社グループが、直接的か間接的かに関わらず独占的に支配している子会社は全て連結される。

 

共同支配企業や当社グループが重要な影響力を有している会社（「関連会社」）のような、限られた当事者

によって共同支配されている事業体への投資は持分法により会計処理される。重要な影響力は、当社グルー

プが議決権の20％超を保有している場合に存在すると推定される。

 

当年度中に買収又は売却された会社は、有効な支配を獲得又は喪失した日時点で連結財務諸表に含める、又

は取り除かれる。

 

グループ内残高及び取引は消去される。

 

主な連結子会社、共同支配企業及び関連会社のリストは、注記29で確認できる。

 

連結範囲に含まれている全ての会社の報告基準日は12月31日であり、一定の重要でない関連会社は持分法で

会計処理されている。しかし、後者については9月30日までの期間の財務諸表が用いられている（最大3か月

の差異は基準と整合している）。

 

1.5 - 企業結合

企業結合は、IFRS第3号 - 企業結合に従って、取得法を用いて会計処理される。取得関連費用は、損益計算

書の「その他の営業収益及び費用」において表示される。

 

取得した資産、負債及び偶発負債は全て、取得日の公正価値で認識されており、公正価値は、取得日から12

か月以内の測定期間に調整されうる。

 

取得対価が取得日における資産及び負債の公正価値の当社グループ持分を超過する額は、のれんとして認識

される。取得対価が、識別された資産及び負債の公正価値を下回る場合、負ののれんが損益計算書において

直ちに認識される。

 

のれんは償却されないが、少なくとも年に一回、及び、減損している可能性を示す兆候がある場合はいつで

も減損テストの対象となる。（以下注記1.11参照）。減損損失は「企業結合で取得した無形資産の償却費及

び減損損失」において認識される。
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1.6 - 在外子会社の財務諸表の換算

連結財務諸表はユーロ建てで作成されている。

 

他の機能通貨を用いる子会社の財務諸表は、以下のとおりにユーロに換算される：

 

・資産及び負債は、公式決算日為替レートで換算される；

・損益計算書、受注残高及びキャッシュ・フロー項目は、年次の平均為替レートで換算される。

 

換算損益は資本の部における「為替換算差額」に計上される。

 

当社グループは、ハイパーインフレ国（ベネズエラ及びアルゼンチン）所在の子会社に対し、IAS第29号 ハ

イパーインフレ経済における財務報告を適用している。

2021年度において、その影響は当社グループにとって重要ではなかった。

 

1.7 - 外貨取引

外貨建取引は、取引日において有効な為替レート又はヘッジ為替レートを用いて計上される。財政状態計算

書日において、外貨建貨幣性項目（例えば、未払金、未収金等）は、決算日為替レート又はヘッジ為替レー

トで、事業体の機能通貨に換算される。外貨建取引の換算損益は「正味金融収益/（損失））において計上さ

れる。為替ヘッジに関する説明は、以下の注記1.23に記載されている。

 

しかし、一定の長期債権及び子会社への貸付金は、IAS第21号 - 外国為替レートの変動の効果で定義されて

いるように、在外営業活動体に対する純投資であるとみなされる。そのため、為替レート変動の影響は資本

の部で計上され、かつ、投資が処分される時、又は、長期債権及び貸付金が回収される時に損益計算書上で

認識される。

 

1.8 - 無形資産

個別又は企業結合の一部として取得した無形資産

個別に取得した無形資産は、財政状態計算書において取得原価で当初認識される。同無形資産はその後、IAS

第38号 - 無形資産 に従い、原価モデルを用いて測定される。

 

企業結合の一部として取得した無形資産（主に商標権、技術上の知識及び顧客リスト）は財政状態計算書に

おいて、特に重要な資産は外部の評価結果、その他の資産については内部の評価結果に基づく企業結合日の

公正価値で認識され、その価額が連結上の取得原価となる。評価は、広く受け入れられている方法を用いて

将来キャッシュ・フローに基づき行われている。

 

無形資産は一般に、耐用年数、又は法的に保護される期間に渡って定額法により償却される。償却された無

形資産は、回収可能価額が帳簿価額を下回る可能性を示す兆候が存在する場合、減損テストの対象となる。

 

企業結合で取得した無形資産の償却費及び減損損失は、損益計算書の個別の項目である「企業結合で取得し

た無形資産の償却費及び減損損失」において表示される。

 

商標権

商標権の公正価値は、取得日においてロイヤリティ免除法によって算定される。

 

企業結合の一部として取得した商標権は、耐用年数を確定できないとみなされる場合、償却されない。
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当該商標権の耐用年数が確定できないかどうか、また、状況に応じてその耐用年数を確定するために用いる

指標は以下の通り：

 

・ブランドの認知度；

・商標を既存のポートフォリオに統合する当社グループの戦略に照らした、ブランドの展望。

 

非償却の商標権は、少なくとも年に一回、及び、減損している可能性を示す兆候がある場合はいつでも減損

テストの対象となる。必要な場合は、減損損失が計上される。

 

内部創出無形資産

研究開発費

研究費は、発生した際に損益計算書上で費用処理される。新規のプロジェクトに係る開発費は、以下の場合

に、かつ以下の場合にのみ、資産計上される：

 

・プロジェクトが明確に識別され、関連費用が個別に識別され信頼性を持って監視されている；

・プロジェクトの技術的実行可能性が実証されており、かつ当社グループが同プロジェクトを完了させ、か

つ結果として生じる製品を使用又は販売するための意図及び資金を有している；

・当社グループが、開発完了のために必要な技術的、資本的及び他の資源を配分している；

・同プロジェクトに帰属する将来の経済的便益が当社グループに流入する確率が高い。

 

これらの規準を満たさない開発費は、発生した連結会計年度において費用計上される。

 

製品の販売開始までは、資産化された開発プロジェクト費用は少なくとも年に一回減損テストの対象とな

る。製品の販売開始以降、資産化された開発プロジェクト費用は対象技術の耐用年数にわたり償却される

が、それは通常3年から10年に及ぶ。資産化された開発プロジェクト費用の償却費は、関連する製品の製造原

価に含まれており、当該製品が販売された時「売上原価」に計上される。

 

償却中の資産化された開発プロジェクト費用は、減損リスクが識別される場合減損テストの対象となる。

 

ソフトウェア実装

企業資源計画（ERP）アプリケーションの実装に関連する外部及び内部費用は、それがプログラミング、コー

ディング及び試験フェーズに関連する場合は資産計上される。これらは、同アプリケーションの耐用年数に

わたり償却される。現在当社グループ内で展開しつつあるSAPブリッジ・アプリケーションは、資産の将来の

経済的便益の消費が見込まれるパターンを反映するため、IAS第38号98項に基づき生産高比例法を用いて償却

される。上記生産高は、展開しているソリューションのユーザ数を、展開終了時の目標ユーザ数で除したも

のに相当する。

 

1.9 - 有形固定資産

有形固定資産は、主に土地、建物及び生産設備から構成され、IAS第16号 - 有形固定資産 で推奨される処理

に従い、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で計上される。

 

有形固定資産の項目の各要素で、項目全体とは異なる耐用年数を持つものは、個別に定額法で減価償却され

る。主な耐用年数は以下の通り：
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・建物：20年から40年；

・機械設備:3年から10年；

・その他:3年から12年；

 

製造ラインなどの事業活動で用いる有形固定資産の耐用年数は、関連製品の推定ライフサイクルを反映す

る。

 

有形固定資産の項目の耐用年数は定期的に見直され、妥当な場合には将来に向かって調整されうる。減価償

却の対象となる金額は、残存価値が重要である場合は残存価値を控除して算定される。

 

減価償却費は会計期間に費用計上され、棚卸資産の製造原価又は内部創出無形資産の取得原価に含まれる。

これは、損益計算書において状況に応じて「売上原価」、「研究開発費」、又は、「販売費及び一般管理

費」として認識される。

 

有形固定資産の項目は、減損している可能性を示す兆候がある場合はいつでも減損テストの対象となる。減

損損失は、損益計算書において「その他の営業収益及び費用」として計上される。

 

2019年度以降、IFRS第16号- リース で推奨される処理に従い、また以下の注記で記載されている通り、有形

固定資産には使用権資産も

含まれている。

 

1.10- リース

当社グループは、修正遡及アプローチに従い、2019年1月1日付でIFRS第16号- リースを適用している。

 

対象となる当社グループの契約

全てのグループ事業体内で識別されたリース契約は、以下のカテゴリーに分類される：

 

・不動産：事務所建物、工場及び倉庫；

・車両：自動車及びトラック；

・主に工場又は貯蔵倉庫で使用されるフォークリフト。

 

当社グループは、少額資産（リース料が5,000米ドル未満の資産）について引き続き免除規定を適用してい

る。そのため、少額資産に該当する、小規模事務所又はIT機器、携帯電話又は他の小規模機材はスコープに

含まれていない。短期リース（つまり、購入オプションを含まない12か月未満のリース契約）もまた、基準

に従い免除規定を適用している。短期リースの例としては、時折使用する車両又は宿泊施設のレンタルがあ

る。

 

リース債務：

リース開始日において、当社グループは、リース期間におけるリース料総額の現在価値で測定したリース債

務を認識する。リース料総額の現在価値は借手所在国における契約日の追加借入利子率を用いて計算され

る。

 

リース料には、固定リース料（リース・インセンティブ控除後）、指数又は料率に応じて決まる変動リース

料、並びに、残価保証に基づいて支払うと見込まれる金額が含まれる。その他、当社グループは、サービス
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構成要素を区別しないことを認める実務上の便法を適用していない。そのため、リース料には賃料のみが考

慮されている。

 

リース料には、該当する場合、購入オプションを当社グループ借手が行使することが合理的に確実である場

合の当該オプションの行使価格、及び、リース期間が当社グループによるリース解約オプションの行使を反

映している場合におけるリースの解約に対するペナルティの支払額が含まれている。

 

指数又は料率に応じて決定されない変動リース料は、支払いが発生する契機となった事象又は状況が生じた

期間の費用として認識される。

 

契約開始日後において、リース債務の金額は金利の影響を反映することで増加し、かつ、リース料の支払い

により減少する。

 

さらに、リース債務の帳簿価額はリースの再評価又は修正を生じさせる事象（例えば、リース期間の変化、

リース料の改訂、指数の年次改訂など）が発生した場合に再測定される。

 

同債務は、その他の流動負債及びその他の非流動負債として計上されている。

 

使用権資産：

当社グループは、リース開始日（つまり、原資産が使用可能となる日）に使用権資産を計上している。使用

権資産は取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除し、リース債務の再測定による影響を調整

した金額で測定される。

使用権資産の取得原価は、リース債務の当初測定の金額、当初直接コスト、並びに、リース開始日以前に支

払ったリース料から、受け取ったリース・インセンティブを控除したものを含む。これらは財政状態計算書

上で有形固定資産として認識される。

 

原資産の所有権がリース期間の終了時において当社グループに移転することが合理的に確実でない限り、計

上された使用権資産は原資産の推定耐用年数又はリース期間の終了時のいずれか短い期間に渡って定額法により減価償却され

る。使用権資産は、減価償却の対象である。

 

リース期間の決定：

当社グループが締結している契約の期間は各国で様々である。

 

不動産契約の契約期間は国及び現地の規制により多岐に渡る。車両及びフォークリフトについて、契約期間

は通常3年から6年である。

 

一定の地域において、当社グループが締結している不動産契約は制限のない契約解除条項を含んでいる。

（特に、3年目、6年目、9年目で無制限に契約解除可能なフランス）

 

当社グループは、IFRICで推奨される処理に従い、状況に応じた分析及び不動産チームの知識、経験戦略及び

プロジェクトに基づき、リース負債を計算するにあたって使用する最も可能性が高いリース期間を決定して

いる。多くの場合、特にほとんどの戦略的建物及び工場に関して決定されるリース期間は、不動産契約が強

制可能である期間となる。

 

IFRS第16号に基づく支払年限別リース負債:
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(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

2021年 - 250

2022年 248 208

2023年 235 165

2024年 181 122

2025年 132 86

2026年 102 67

2027年 72 55

2028年 50 39

2029年以降 112 86

合計 1,132 1,078

 

1.11 - 資産の減損

IAS第36号 - 資産の減損 に従い、当社グループは長期性資産の回収可能価額を以下の通り評価している：

 

・当社グループは、減価償却の対象となる有形固定資産及び償却の対象となる全ての無形資産について、減

損している可能性を示す兆候が存在するかどうかを評価するための検討を毎期財政状態計算書日において

実施している.減損の兆候は、外部情報又は内部情報に基づき識別する。減損の兆候が存在する場合、当社

グループは、資産の帳簿価額と、公正価値から処分費用を控除した価額と使用価値のいずれか高い方とを

比較することで減損テストを行う；

・非償却の無形資産及びのれんは、少なくとも年に一回、及び、減損している可能性を示す兆候がある場合

はいつでも減損テストの対象となる。

 

使用価値は、減損テストの対象資産が生み出す将来のキャッシュ・フローを割り引くことで算定される。こ

の将来のキャッシュ・フローは、事業計画において提示されている、通常5年を超えない期間に対する当社グ

ループの経営者の経済見通し及び事業予測に基づいており、それ以降の期間については、永久成長率に基づ

き推定される。割引率は、測定日における当社グループの加重平均資本コスト（WACC）に当たる。WACCは

2021年12月31日では 6.8％ であった（2020年12月31日は 6.8％）。この率は、(i) 過去数年の10年物OAT国

債の平均金利に対応している、0.0％の長期金利、(ii) 当社グループが2021年に調達した資金適用される平

均プレミアムに基づき、また資金生成単位（CGU）WACCのみについては、(iii) 検討中の国々における当社グ

ループの事業に対する加重カントリー・リスク・プレミアム、に基づいている。

永久成長率は2.0％であり、前連結会計年度から変化はない。

 

減損テストは、資産が属する資金生成単位（CGU）のレベルで実施される。資金生成単位は、他の資産又は資

産グループのキャッシュ・インフローからおおむね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資産

グループである。資金生成単位は、低電圧 、中電圧、産業オートメーション及びセキュアパワーである。

CGUの正味資産は、資産が帰属するCGUの活動に基づく最も細かいレベルで配分された；複数の活動に帰属す

る資産は、各CGUに配分された（主に低電圧、中電圧及び産業オートメーション ）。

 

各CGUの使用価値を算定するために使用されたWACCは、低電圧については7.5％、中電圧については7.8％、セ

キュアパワーについては7.6％、及び産業オートメーションについては7.6％であった。
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のれんは、当初認識時に配分される。CGUの配分は、当社グループの経営者が、事業を監視し、買収から生じ

るシナジーを評価する際と同様の基礎に基づいて行われる。

 

資産又はCGUの回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額が回収可能価額を超過する部分について減損

損失が認識される。回収可能価額は、使用価値と売却コスト控除後の公正価値のいずれか高い価額として定

義される。減損テストを実施したCGUがのれんを含む場合、減損損失は第一にのれんから控除される。

 

1.12 - 非流動金融資産

非連結会社への投資は、取得原価で当初認識され、その後公正価値で測定される。

活発な市場に上場している投資の公正価値は、信頼性を持って算定可能であり、財政状態計算書日における

表示価格に当たる

（IFRS第7号による公正価値ヒエラルキーのレベル1）。

 

IFRS第9号は、資本性金融商品について2種類の会計処理を認めている：

 

・公正価値の変動は、包括利益計算書における「その他の包括利益」を通じ、また財政状態計算書における

「その他の剰余金」の下で資本において認識され、その後は売却に際してさえも純損益に振り替えられるこ

とはない；

・公正価値の変動及び売却時の損益は、損益計算書上で認識される。

 

これら2つの方法の選択は、資本性金融商品への投資開始時に行われ、取消不能である。

 

ベンチャー・キャピタル（FCPR）/投資信託（SICAV）は、IFRS第9号に従い、損益計算書を通じ公正価値で認

識される。

 

「非流動金融資産」下で計上される貸付金は償却原価で計上される。IFRS第9号に従い、12ヶ月以内の生じう

る予想信用損失を反映するために、取引開始日から損失評価引当金が計上される。信用が著しく毀損してい

る場合、損失評価引当金の当初計上額は、貸付金の残存期間にわたる予想信用損失全体に対応するよう調整

される。

 

1.13-棚卸資産及び仕掛品

棚卸資産及び仕掛品は、当初認識時の原価（通常、総平均法によって算定する取得原価又は製造原価）と、

正味実現可能価額のうち、いずれか低い方で測定される。

 

正味実現可能価額は、見積売価から、完成までに要する原価の見積額及び／又は販売に要するコストの見積

額を控除した額にあたる。棚卸資産評価損は「売上原価」として認識される。

 

仕掛品、半製品及び完成品の原価には、直接材料費及び直接労務費、外注費、通常の製造能力に基づく全て

の製造間接費、並びに、製造プロセスに直接に関連する研究開発費の一部（製造プロセスや製品に係る資産

化した開発プロジェクト費用の償却、及び、製品の維持関連費用も含まれる）が含まれる。

 

1.14-売掛金及びその他の営業債権

売掛債権及びその他の営業債権は、IFRS第9号における簡素化モデルに従って貸倒引当金が計上される。売掛

債権については、残存期間にわたる予想信用損失額に対応する貸倒引当金が取引開始時点から計上される。
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売掛債権の信用リスクは、売掛債権の発生地がリスクプロファイルを表すとみなされるため、国ごとに一括

して評価される。

各国は外部機関が提供する評価を用いてリスクプロファイルごとに分類される。予想信用損失は、以下を用

いて評価される。(i) 信用調査機関によって伝えられる債務不履行の可能性、(ii) 債務不履行の実績率、

(iii) 滞留残高、(iv) 並びに実際の保証及び信用保険を考慮した、信用リスクに関する当社グループの評

価。

 

貸倒懸念債権について、回収不能であることが確実性をもって判明した場合、当該債権と対応する貸倒引当

金の帳簿価額は損益計算書を通じて切り下げられる。

 

未収金は、回収期限が1年超であり、かつ、割引の影響が重要である場合に割り引かれる。

 

1.15 -売却目的で保有する資産及び非継続事業負債

売却目的で保有する資産はもはや減価償却されず、財政状態計算書において「売却目的保有資産」として計

上される。

 

1.16 - 繰延税金

連結財政状態計算書上の資産及び負債に係る税務と会計の一時的な差異に関する繰延税金は、財政状態計算

書日までに制定された税率及び税法に基づき、資産負債法を用いて計上される。税率変動の影響は、直接資

本に当初認識した項目に係る変動を除き、損益計算書において認識される。

 

税務上の繰越欠損金（期限なく繰越可能な金額を含む）の利用から生じる将来の税務上の便益は、実現が合

理的に予測できる場合にのみ認識される。繰延税金の帳簿価額は各財政状態計算書日において回収可能性テ

ストの対象となり、評価性引当金は繰延税金資産と完全又は部分的に相殺される十分な課税所得が生じる可

能性が高いとはもはや言えない範囲で認識される。

 

繰延税金資産及び負債は、割り引かれず、財政状態計算書において非流動資産及び負債の下で計上される。

同一の事業体に関連し、かつ、同一会計期間に解消することが見込まれる繰延税金資産及び負債は相殺され

る。

 

1.17 - 現金及び現金同等物

財政状態計算書に表示される現金及び現金同等物は、現金、銀行預金、3ヶ月以下の定期預金、並びに組織化

された市場で取引される市場性有価証券から構成される。市場性有価証券は、満期において一定の金額に容

易に換金可能である短期の流動性の高い投資である。とりわけ、銀行預金、コマーシャル・ペーパー、投資

信託及び同等物で構成される。その性質及び満期に鑑みると、これら金融商品は、価値の変動リスクがわず

かであり、現金同等物として扱われる。

 

1.18 - 自己株式

親会社又は連結子会社が保有するシュナイダーエレクトリックS.E.の株式は、取得原価で測定され、資本か

ら控除される。

 

自己株式売却による利得/（損失）は、税引後の金額で連結剰余金から控除される。

 

1.19 - 年金及び他の従業員給付債務
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当社グループの子会社は、現地の慣習及び法令により、年金、退職給付及びその他の長期給付制度に加入し

ている。これらの制度に基づき支払われる給付は、勤続年数、報酬水準及び定年退職プログラムに対する支

払といった要因の影響を受ける。

 

確定拠出制度

確定拠出制度に基づく支払額は、支払われた年度の損益計算書に計上され、当社グループの負債を減少させ

る。当社グループは拠出額を上回る支払い義務を負っていないため、これらの制度に関連する引当金は計上

されていない。

 

ほとんどの国において、当社グループは加入が強制される一般的な退職給付制度に加入しており、確定拠出

制度として処理されている。

 

確定給付制度

確定給付制度債務は、予測単位積増方式を用いて測定される。

 

損益計算書で認識される費用は、「営業費用」（当会計期間に費消した勤務費用）及び「正味金融収益/（損

失））

（金融費用及び制度資産に係る期待運用収益について）の間で分割して計上される。

 

財政状態計算書で認識される金額は、制度資産控除後の退職給付債務の現在価値である。

 

この金額が資産となる場合、認識される資産は、将来掛金の減額又は現金の返還という形で流入する経済的

便益の現在価値に限定される。

 

一般的な金融及び事業状況又は人口動態（例えば、割引率の変動、給与の年次上昇、制度資産の運用収益

率、勤続年数等）に関連する数理計算上の仮定に対する定期的な調整並びに実績による調整から生じる変動

は、「その他の剰余金」における資本の個別要素として、及び包括利益における「その他の包括利益/損失」

として、財政状態計算書上で直ちに認識される。

 

その他のコミットメント

当社グループの欧州及び米国における一定の退職者に医療給付を提供するための支出に関連して、引当金が

及び対応する費用が認識される。これらの制度に適用される会計方針は、確定給付制度を会計処理する際に

適用される会計方針と類似している。

 

当社グループはまた、全ての子会社における勤続年数に基づく給付（主に、フランスにおける子会社におけ

る長期勤務報奨金）に関連して

引当金を計上している。

これらの給付債務に係る数理計算上の差異は、純損益において全て認識されている。

 

1.20 - 株式に基づく報酬

当社グループは、上級幹部及び一定の従業員に対しパフォーマンス・シェアを付与している。

 

IFRS第2号 - 株式に基づく報酬 の適用に従い、この制度は付与日において測定され、従業員給付費用は、付

与される国によって通常3年又は4年にわたる権利確定までの期間において定額法で認識される。
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当社グループは、これらの制度の測定にBlack & Scholesモデルを使用している。

 

パフォーマンス・シェア及びストック・オプションについて、認識される費用は資本の部において相殺され

る。株式増価受益権の場合、受け取った便益の金額で負債が計上され、各財政状態計算書日において再測定

される。

 

シュナイダーエレクトリックS.E.は、従業員持株制度へのコミットメントの一部として、従業員に対し、割

引価格で株式を購入する機会を提供した（注記19）。

 

1.21-引当金及び偶発損失引当金

当社グループが過去の事象の結果として現在の法的又は推定的債務を負う可能性が高く、当該債務を決済す

るために経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼性のある見積りが

できる場合、引当金が認識される。損失又は負債が発生する可能性が低く、かつ信頼性をもって見積ること

ができないが、依然として可能性がある場合、当社グループは偶発負債として開示している。引当金は状況

に応じて又は統計的に計算され、割引の影響が重要である場合に割引かれる。

 

引当金は主に以下に対応するために計上される：

 

・経済リスク：この引当金は、当社グループ又はその子会社が取るポジションから生じる、可能性の高い税

務リスクに関連する.各ポジションは個別に評価され相殺はされず、報告期末におけるリスクの最善の見積

りを反映する。該当する場合には、

支払いが遅れた金利及び罰金を含む。IFRIC第23号 - 法人所得税務処理に関する不確実性 に従い、法人所

得税務処理に関する不確実性に対応する引当金は、2019年1月1日時点で「未払の税金及び人件費」に再分

類されている；

・顧客リスク：顧客リスクに関連する引当金は、主にいくつかの長期契約について完了時に見込まれる損失

引当金を統合している。

予想損失に係る引当金は、識別され次第全て認識される。

・製品リスク：この引当金は、以下から構成される

- 統計的な製品保証引当金：当社グループは、保険で補償されないシュナイダーエレクトリックS.E.の製

品保証の残余原価について、統計に基づき引当金を計上している。引当金は、過去の請求実績及び保証

期間を考慮して見積もられる；

- 欠陥のある製品及び明確に識別された製品リコールに関する係争に対応する引当金

・環境リスク：この引当金は、主に浄化処理コストに対応するために計上されている。予想される将来の流

出額の見積りは、独立の専門家からの報告書に基づく；

・事業構造改革費用：当社グループが事業構造改革のための詳細な計画を作成し、当年度末より以前に当該

計画を公表又は実行する場合に計上される。負債の見積りには、事業構造改革から生じる直接支出のみが

含まれる。

 

1.22 - 金融負債

金融負債は、主に、社債、短期及び長期の銀行借入から構成される。これらの負債は公正価値で当初認識さ

れ、直接取引費用を控除する。その後、実行金利に基づき償却原価で測定される。

 

1.23-金融商品及びデリバティブ

リスクヘッジ活動は集中的に管理されている。当社グループの方針では、為替レート、金利又は一定の原材

料価格の変動を管理及びヘッジする目的でのみデリバティブ金融商品を使用する。当社グループは、ヘッジ
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するクスポージャーの性質によって、為替先物、為替オプション、通貨スワップ、金利スワップ及び商品先

物、スワップ又はオプションといった金融商品を使用している。

 

デリバティブは全て公正価値で財政状態計算書に計上され、適格なヘッジ関係にある場合を除き、公正価値

の変動は損益計算書で計上される。

 

金融商品から生じるキャッシュ・フローは、対象となる取引と整合的な方法で、連結キャッシュ・フロー計

算書で認識される。

 

外貨ヘッジ

当社グループは、外貨建取引に関連する通貨リスクをヘッジするため、定期的に為替デリバティブを実施し

ている。

 

グループ会社の財政状態計算書に計上された外貨建貨幣性項目（資金調達に関連する特定の項目を除く）

は、可能な場合はいつでも、財務部により実行される為替スポット取引を通じて資産及び負債を通貨ごとに

均衡させることでヘッジされている。（ナチュラル・ヘッジ）従って、為替リスクはグループ・レベルで集

約され、為替デリバティブによってヘッジされている。為替リスクを集中的に管理できない場合、当社グ

ループはグループ会社の財政状態計算書で計上される営業債権債務をヘッジするため、為替先物を契約す

る。いずれの場合でも、為替デリバティブに係る損益は、「正味金融収益/（損失）」において、外貨建営業

債権債務を決算日レートで換算する際に生じる損益と自然に相殺されるため、当社グループはヘッジ会計を

適用していない。

 

当社グループはまた、繰返し発生する予定取引及び予定された投資の取得と売却を含む、将来のキャッ

シュ・フローもヘッジしている。

IFRS第9号に従い、これらはキャッシュ・フロー・ヘッジとして処理される。これらのヘッジ手段は、財政状

態計算書において公正価値で認識される。ヘッジ手段に係る損益のうち、有効なヘッジであると判定される

部分は、資本の部の「その他の剰余金」に累積し、その後ヘッジ対象が純損益に影響を与える際に損益計算

書上で認識される。

 

当社グループはまた、デリバティブの性質に応じてキャッシュ・フロー・ヘッジか公正価値ヘッジのいずれ

かで記帳される為替デリバティブを用いて、資金調達に関連する債権債務（経常勘定及び子会社に対する貸

付金を含む）に係る為替リスクをヘッジしている。

 

当社グループはまた、為替デリバティブ又は外貨建借入を、在外営業活動体への投資に対するヘッジ手段と

して指定している。（純投資ヘッジ）   これらのヘッジ手段の価値の変動は資本の部に累積し、ヘッジ対

象と対称的に損益計算書上で認識される。

 

当社グループは、スポットレートに基づき為替デリバティブを記帳している。当社グループはフォワード・

ポイントに関連する損益計算書上の変動を抑えるために、IFRS第9号が提供するヘッジのコストに係る取扱い

を採用した。

 

・財政状態計算書上の貨幣性項目をヘッジする為替デリバティブについて：フォワード・ポイントは損益計

算書上で定額法により償却される。資金調達取引をヘッジする為替デリバティブに関連するフォワード・ポ

イントは「正味財務費用」に含まれる；
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・財政状態計算書で記帳されていない予定取引をヘッジする為替デリバティブについて：フォワード・ポイ

ントは、ヘッジ対象が損益計算書に影響を与える際に損益計算書上で認識される。

 

金利ヘッジ

金利スワップにより、当社グループは金利リスクへのエクスポージャーを管理することができる。使用され

るデリバティブは、対応する借入の返済期限、金利及び通貨に応じて調整される。このようなデリバティブ

は固定金利と変動金利の利払額を交換する取引に関係する。支払う（又は受取る）差額は、契約期間にわた

り受取利息又は支払利息に対する調整として繰り延べられる。当社グループは、金利スワップについてIFRS

第9号で定められているヘッジ会計を適用している。財政状態計算書における金利スワップの公正価値での再

測定に係る損益は、資本の部（キャッシュ・フロー・ヘッジについて）又は純損益（公正価値ヘッジについ

て）で認識される。

 

公正価値ヘッジにおいて金利デリバティブによりヘッジされている借入は、ヘッジされているリスクに対応

する部分について公正価値で再測定され、損益計算書でヘッジ手段の損益と相殺される。

 

通貨スワップは、デリバティブの特性により、為替ヘッジと金利ヘッジのいずれとしても表示されうる。

 

商品ヘッジ

当社グループはまた、将来の購入予定の全て又は一部に係る価格変動リスクをヘッジするために、先物購入

契約、スワップ及び

オプションを含む商品デリバティブを購入している。これらはIFRS第9号に基づきキャッシュ・フロー・ヘッ

ジとして適格である。これらの金融商品は、財政状態計算書において年度末の公正価値で認識される。（時

価評価）有効なヘッジと判断される部分は、資本の部（「その他の剰余金」において）で個別に認識され、

その後ヘッジ対象が純損益に影響を与える際に損益（売上総利益）として認識される。このヘッジの効果

は、販売される製品の原価に含まれることとなる。

 

1.24-収益の認識

 

当社グループの収益は、主に販売取引及びサービスからの収益、並びにシステム契約（プロジェクト）を含

む。

 

契約の中には、顧客に対して別個の財又はサービス（例えば、建設とその後の操業及び維持管理を組み合わ

せた契約）を提供することを含む場合がある。そのような状況において、契約は分析を経て複数の要素に分

解され（「履行義務」）、各要素は各々の収益認識基準と利益率で個別に処理される。販売価格は、基礎と

なる財又はサービスの販売価格の比率でそれぞれの履行義務に配分される。この配分は、これらの財又は

サービスの移転と交換にシュナイダーエレクトリックS.E.が権利を得ると見込む対価の割合を反映すべきで

ある。

 

契約において識別される各履行義務に配分された収益は、当該履行義務が充足される時、つまり、約束した

財又はサービスの支配が顧客に移転する時に、認識される。

 

以下の収益認識法が適用されうる：

 

一定時点での収益認識
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販売による収益は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転する時点で認識される。この方法は、全て

の販売取引、及び交換部品配送といった特定のサービス、又はオンデマンド・サービスについて適用され

る。

 

一定期間にわたる収益認識

財の移転が漸進的であることを示し一定期間にわたって収益を認識する場合、以下の基準をいずれも満たす

必要がある：

・販売された財が他に転用できる資産を創出せず、かつ

・契約が顧客都合で早期解約される場合に、現在までに完了した履行に対する支払（発生原価に合理的な利

益を加えた金額）を受ける強制可能な権利が存在すること.

 

これらの基準を満たす場合、収益は履行義務の見積総原価に対する発生原価の割合で進捗度を測定する方法

に基づいて認識される。発生原価には、契約に関連する直接及び間接原価が含まれる。

 

契約に係る予想損失は、識別され次第速やかに全て認識される。

 

納期の遅延又は契約を適切に遂行できないことに伴う違約金は、収益の控除項目として認識される。

 

システム契約（プロジェクト）については、構築された資産が高度にカスタマイズされているため、この収

益認識の方法を適用しており、従って、構築済みのソリューションを他の顧客向けに再構成する場合、当社

グループに重大な経済的損失が発生する可能性がある。

 

サービス契約の大部分から生じる収益は、提供したサービスの便益が顧客によって同時に受領及び消費され

るため、一定期間にわたって認識される。原価が契約期間にわたって安定的に発生する場合、収益は契約期

間にわたって線形的に計上される。販売業者に対する値引きに係る引当金は、製品が販売業者に販売される

時に引き当てられ、かつ、収益の控除項目として認識される。

 

当社グループ内の一定の子会社はまた、販売業者に対し現金値引きを実施している。これらの値引き及びリ

ベートは収益から控除される。グループの一定の子会社はまた、販売業者に対し現金割引を提案している。

これら割引及びリベートは、売上から控除される。

 

連結収益は、これらの値引き及びリベートを控除して表示される。

 

受注残及び財政状態計算書の表示

受注残（注記3で開示）は、決算日において未だ充足されていない（又は部分的に充足されていない）履行義

務に配分される販売価格の金額にあたる。

 

計上された収益から前受金及び売掛債権（財政状態計算書で個別に表示される）を控除した累積金額は契約

ごとに算定される。この金額が正の数値である場合、残高は財政状態計算書で「契約資産」として認識され

る。負の数値である場合、残高は「契約負債」として認識される。（注記16参照）。不利な契約に係る引当

金

（いわゆる工事損失引当金）は、契約資産及び負債から除外され、「顧客リスク引当金」内で表示される。

 

1.25 - 一株当たり当期利益

一株当たり利益は、IAS第33号- 一株当たり利益に従い算出される
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希薄化後一株当たり利益は、親会社株主に帰属する純利益及び加重平均された発行済株式数を、財政状態計

算書日において未行使の

ストック・オプションを行使する際に生じる希薄化効果で調整することにより算出される。ストック・オプ

ションの希薄化効果は、「自己株式」法を適用して算定され、ストック・オプションの権利行使による払込

額を用いて当年度の平均株価に基づき購入可能な株式数が考慮される。

 

1.26 - キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書は、純利益から営業活動による正味現金収支に調整を行う間接法によって作

成されている。期首及び期末の資金残高には、市場性有価証券、当座借越及び信用枠の利用高から成る現金

及び現金同等物が含まれている。
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注記 2：連結範囲の変更
 

連結されている主な会社の一覧は、注記29で確認できる。

 

2.1 - 連結範囲の変動

当期における取得及び売却

取得

OSIsoft LLC.

2021年3月19日に発表されたとおり、シュナイダーエレクトリックS.Eが議決権の過半数を保有する子会社で

あるAVEVA Group Plcは、取得対価45億ユーロ（51億米ドル）で、OSIsoftの買収を完了した。OSIsoftは、取

得日以降連結され、産業オートメーションセグメントにおいて報告している。

 

支払対価は、39億ユーロ（44億米ドル）の現金及び、AVEVA Group PlcからEstudillo Holdings Corp.への5

億ユーロ（6億米ドル）の普通株式13,655,570株の発行によって調達された。

 

IFRS第3号に基づく取得法会計処理は、2021年12月31日時点で完了していない。OSIsoftの取得日における識

別可能正味資産の帳簿価額は、（100）万ユーロであった。取得時の財政状態計算書における正味調整額は、

14億6,000万ユーロであり、これは主に識別可能無形資産（技術資産9億9,800万ユーロ、顧客関連資産2億

8,800万ユーロ及び商標権1億5,000万ユーロ）の計上、及びIFRS第3号に定める企業結合に伴い繰延収益を再

測定したことによる契約負債の減少7,100万ユーロによるものである。暫定的に算定されたのれんの金額は、

取得日において30億100万ユーロである。

 

ETAP

2021年6月28日、 当社グループは、Operation Technology Inc.（ETAP）の支配権を取得する取引を完了し

た。2021年6月30日時点で、当社グループはETAPの持分の80％を全額現金で2億1,600万ユーロの対価で取得し

た。

ETAPは、エネルギー管理セグメントにおいて連結されている。当社グループは、2025年度において残余の非

支配持分20％を取得する契約を締結している。

関連する負債は、「その他の非流動負債」において計上されている。

 

IFRS第3号に基づく取得法会計処理は、2021年12月31日時点で完了していない。ETAPの取得日の識別可能正味

資産の帳簿価額は、1,300万ユーロであった。取得時の財政状態計算書における正味調整額は、2,600万ユー

ロであり、これは主に暫定的に算定された識別可能無形資産（技術資産、顧客関連資産及び商標権）の計上

によるものである。暫定的に算定されたのれんの金額は、取得日において2億6,000万ユーロであり、2025年

度において残余の非支配持分20％を取得する先渡契約も含んでいる。

 

Uplight Inc.

当社グループは、2021年7月27日にUplight Inc. の29.6％の持分を3億7,800万ユーロの対価で取得した。

2021年10月に、Uplight Inc.によるAgentisの取得のための増資2,000万ユーロを引受けた結果、当社グルー

プの持分比率は29.4％に希薄化した。

Uplight Inc.は、2021年8月1日から持分法で会計処理されている。

 

I.G.E + X.A.O.
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2021年11月24日、金融市場庁（AMF）に提出したIGE+XAOの株式に対する簡易公開買付が終了した。公開買付

終了時点で、当社グループはIGE+XAOの持分の83.93％を保有している。

 

Qmerit

2021年12月20日、当社グループはQmeritの持分の85.85％を取得し、同社はエネルギー管理セグメントにおい

て連結されている。Qmeritは、従来の化石燃料を使用したシステムから、より持続可能で耐障害性の高い電

力技術へのシフトを加速させている。当社グループは、残余の非支配持分14.15％を取得する契約を締結して

いる。関連する負債は、「その他の非流動負債」において計上されている。IFRS第3号に基づく取得法会計処

理は、2021年12月31日時点で完了していない。

 

売却

2021年度において、当社グループは主に以下に関連する事業売却益として総額1 億9,600万ユーロを計上し

た。

 

Cable Support

2021年4月27日、当社グループは、エネルギー管理セグメントにおいて連結されていたCable Support事業を

売却する契約を締結したことを発表した。この取引は、2021年6月30日に完了した。

 

IMServ

2021年7月28日、当社グループは、エネルギー市場向けの計測データサービスプロバイダーであるIMServの売

却を完了した。同社は、産業オートメーション報告セグメントにおいて連結されていた。

 

US Motion

2021年7月9日、当社グループは、オートメーション機器向けモーションコントロール部品メーカーであるUS

Motion Industrialの売却を完了した。同社は、産業オートメーション報告セグメントにおいて連結されてい

た。

 

2020年度中に発生し2021年度に重要な影響を及ぼす取得及び投資の撤退に関する追跡報告

取得

RIB Software SE

2020年2月13日、当社グループは、RIB Software SEの株式100％を総額15億ユーロで取得するための任意公開

買付を開始する意向を発表した。2020年5月25日、当社グループは上記の公開買付とは別の取引によって同社

持分の約9.99％を取得した。2020年7月10日、当社グループは、任意公開買付を完了した旨を公表した。2020

年12月31日時点で、当社グループは、RIB Softwareの資本金の87.64％を保有しており、エネルギー管理セグ

メント内で連結している。当社グループは、非支配持分9.1％について2024年を行使期限とするプット・オプ

ション契約を保有しており、評価額は1億3,700万ユーロであった。

 

2021年6月10日、当社グループは、2億2,300万ユーロの対価で非支配持分の9.1％を取得した。前述のプッ

ト・オプション契約及び関連する負債は取り消された。

 

2021年7月5日、当社グループは、RIB Software SEに対し、RIB Software SEの株主総会において、残存株主

（少数株主）の株式を

Schneider Electric Investment AGに譲渡し、適切な金銭補償を行うこと（株式会社法上のいわゆるスク

イーズアウト）を決議するよう
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正式に要請した。

 

2021年12月31日時点で、スクイーズアウトは完了し、当社グループはRIB Software SEの株式を100％保有し

ている。

買収に伴う取得会計処理は、クロージング日において完了している。2021年12月31日時点で、取得法会計処

理による調整額は、2億1,100万ユーロであり、主に無形資産（技術資産、商標権及び顧客関連資産）が識別

された。認識されたのれんの金額は、2021年12月31日時点で11億2,800万ユーロである。

 

Larsen & Toubro

2018年5月1日、シュナイダーエレクトリックS.E.は、シンガポールに本社を置く世界的投資会社である

Temasekとパートナーシップを組み、Larsen & Toubroの電力及びオートメーション事業の買収合意に至っ

た。

 

2020年8月31日、当社グループは、Schneider Electric Indiaの低電圧及び産業オートメーション事業と、

Larsen and Toubro（「L&T」）の電力及びオートメーション事業を、15億7,100万ユーロの支払対価で結合す

る取引を完了した。

 

Temasekは結合後事業の35％の持分を5億3,000万ユーロで取得した。Temasekとのパートナーシップによっ

て、Schneider Electric Indiaの低電圧及び産業オートメーション製品事業に関する当社グループの持分が

希薄化したことに伴い、2020年度に1億9,100万ユーロの利益を認識した。

 

L&Tは2020年9月1日より連結され、エネルギー管理及び産業オートメーションの両セグメントで報告してい

る。

 

IFRS第3号に基づく取得法会計処理は、2021年12月31日時点で完了している。取得日において、財政状態計算

書における正味調整額は、2億8,600万ユーロである。2021年12月31日時点で認識された主な識別可能無形資

産は、技術資産1億1,100万ユーロ、顧客関連資産3億8,000万ユーロ、及び商標権8,300万ユーロである。

引き受けた偶発負債は、主に環境・健康・安全（EHS）リスクに関連し、2021年12月31日時点で7,800万ユー

ロである。2021年12月31日時点で認識されたのれんの金額は、11億1,700万ユーロである。

 

2.2 - 当社グループのキャッシュ・フローに対する連結範囲の変更の影響

当社グループの資金残高は、2021年12月31日における連結範囲の変更に伴う42億3,100万ユーロの純資金流出

によって減少した：

 

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

取得 (4,577) (2,441)

うちOSISoft LLC  (3,534) -

うちRIB Software SE - (1,075)

うちL&T -  (983)

うちUplight  (398) -

うちETAP  (205) -

その他  (440) (383)

売却 346 48

純額の金融投資 (4,231) (2,393)
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OSIsoftの買収に伴う純資金流出は35億3,400万ユーロであり、これには、2021年度を通じて支払われた37億

900万ユーロの現金及び取得した1億7,500万ユーロの正味現金が含まれている。その他の資金流出は、Qmerit

及びその他の個別に重要性のない買収によるものである。資金流入は、主に注記2.1に記載された売却による

ものである。

 

注記 3：セグメント情報
 

当社グループは、2つの報告セグメントから構成されており、以下のように組織化されている。

 

エネルギー管理は、EcoStruxure™ により可能となる、完全なエンドトゥエンドの技術提供を活用し、以下の

3つの事業活動セグメントを束ねている:低電圧、中電圧及びセキュアパワーは全て、エネルギーを効率よ

く、かつ確実に管理するという同じ目的を共有しており、また類似の経済的特徴を有している。当社グルー

プの市場戦略は、建物、データセンター、産業及びインフラの4つの最終市場を横断的に、世界中のパート

ナー・ネットワークと連携して顧客のニーズに取り組むことを目指している。

産業オートメーションは、産業オートメーション及び産業コントロール事業を含んでおり、ディスクリート

型産業、プロセス型産業及びその混合産業を横断的に活動している。特定のセグメントに配分できない全般

管理に関する経費は、「中央機能及びデジタル費用」において表示される。

 

事業活動及び報告セグメント・データは、取締役会に提示されたものと同一であり、取締役会は、資源配分

及びセグメント業績の評価のための主要な意思決定機関とみなされている。業績及び資源配分に関する意思

決定は、とりわけ調整後EBITAに基づき取締役会によって評価される。

 

株式報酬の支払額は、「中央機能及びデジタル費用」において表示される。取締役会は、事業別の資産及び

負債をレビューしない。

連結財務諸表に適用されるものと同じ会計方針が、セグメント・データに適用される。

 

詳細は経営者報告に提示される。

 

3.1 - 報告セグメント別情報

2021年通期   

 

(百万ユーロ)

エネルギー

管理

産業オート

メーション

中央機能及び

デジタル費用

 

合計

受注残 9,088 2,688 - 11,776

売上収益 22,179 6,726 - 28,905

調整後EBITA 4,501 1,242 (756) 4,987

調整後EBITA（％） 20.3％ 18.5％  17.3％

 

2021年12月31日において、実行までの期間が1年超と見込まれる受注残の総額は6億4,000万ユーロであった。

 

2020年通期

 

 

(百万ユーロ)

エネルギー

管理

産業オート

メーション

中央機能及び

デジタル費用

 

合計
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受注残 7,231 1,765 - 8,996

売上収益 19,344 5,815 - 25,159

調整後EBITA 3,634 992 (700) 3,926

調整後EBITA（％） 18.8％ 17.1％  15.6％

 

2020年12月31日において、実行までの期間が1年超と見込まれる受注残の総額は6億3,900万ユーロであった。

 

3.2 - 地域別情報

当社グループが展開している地理的地域は以下の通り：

 

・西欧;

・北米（メキシコ含む);

・アジア太平洋;

・それ以外の地域（東欧、中東、アフリカ、南米).

 

非流動資産には、のれん、無形資産及び有形固定資産の帳簿価額が含まれる。

 

(百万ユーロ) 欧州

うち

フランス

アジア

太平洋 うち中国 北米 うち米国

それ以外の

地域 合計

地域別の収益 7,382 1,749 8,995 4,701 8,267 7,148 4,261 28,905

非流動資産

（2021年12月31日時点） 12,779 2,604 5,866 1,154 15,094 12,721 1,296 35,035

(百万ユーロ) 欧州

うち

フランス

アジア

太平洋 うち中国 北米 うち米国

それ以外の

地域 合計

地域別の収益 6,636 1,512 7,509 4,009 7,241 6,303 3,773 25,159

非流動資産

（2020年12月31日時点） 12,676 1,889 5,517 960 9,103 6,651 1,312 28,608

 

2021年度の北米及び米国における非流動資産の増加は、主にOSIsoftの取得に起因する。

 

さらに、当社グループは、新興国市場における収益が占める割合を注視している：

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

収益 -先進国市場 16,590 57％ 14,763 59％

収益 -新興国市場 12,315 43％ 10,396 41％

合計 28,905 100％ 25,159　 100％

 

先進国市場は主に西欧及び北米諸国を集約している。

 

注記 4：研究開発
 

研究開発費は以下の通り：

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

「売上原価」に含まれる研究開発費 (377) (378)

「研究開発費」に含まれる研究開発費* (855) (718)

資産化された開発プロジェクト費用 (307) (311)

合計研究開発費 ** (1,539) (1,407)

*　 研究開発税額控除を含んでおり、その金額は、2021年通期で4,400万ユーロ及び2020年通期で5,000万ユーロであった。
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** 資産化された開発プロジェクト費用の償却を除く。

 

資産化された開発プロジェクト費用の償却費の償却費用は、2021年は2億3,900万ユーロ、2020年は2億4,500

万ユーロであった。

 

注記 5：減損損失、減価償却費及び償却費
 

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

「売上原価」に含まれる減価償却費及び償却費 (539) (534)

「販売費及び一般管理費」に含まれる減価償却費及び償却費 (486) (469)

企業結合で取得した無形資産の償却費 (389) (207)

企業結合で取得した無形資産の減損損失 (21) -

減損損失、減価償却費及び償却費 (1,435) (1,210)

 

2021年度に計上した減損損失は、主にAVEVAが2021年7月に発表したスチール製作ソフトウェア事業からの撤

退に関連付けられる無形資産（開発技術資産及び顧客関連資産）に係るものである。

 

注記 6：その他の営業収益及び費用
 

その他の営業収益及び費用は以下の通り：

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

資産の処分に伴う利益（損失） (11) (4)

事業の売却及び資産の減損に伴う利益（損失） 175 (13)

取得及び統合関連費用 (166) (169)

その他 (19) (24)

その他の営業収益及び費用 (21) (210)

 

2021年度における、取得及び統合関連費用は、主に最近発生し、かつ、継続中の買収に関連している。処分

益は、主に注記2に記載された2021年度における投資の撤退に関連している。

 

注記 7：その他の金融収益及び費用
 

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

為替差損益（純額） (8) (36)

確定給付制度に係る金融費用 (39) (47)

受取配当金 3 5

金融資産の公正価値調整 8  (3)

利息費用 - IFRS第16号  (38)  (37)

その他の金融費用（純額）  (7) (48)

その他の金融収益及び費用 (81) (166)

 

注記 8：法人所得税費用
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規制上の要件を満たす場合、当社グループの事業体は連結納税申告書を作成している。シュナイダーエレク

トリックS.E.が直接的、又はSchneider Electric Industries SASを通じて間接的に支配するフランス所在の

子会社について連結納税申告書を作成している。

 

8.1-法人所得税費用の分析

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

当期税金 (861) (785)

繰延税金 (105) 147

法人所得税費用 (966) (638)

 

8.2 - 税率差異

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

親会社の所有者に帰属する当期利益 3,204 2,126

法人所得税費用 (966) (638)

非支配持分  (69)  (112)

持分法による投資損益 84 66

税引前利益 4,155 2,810

グループ全体の国別加重平均税率 23.1％ 23.2％

理論上の法人所得税費用 (959) (652)

調整項目：   

税額控除及びその他の減税項目 89 31

税務上の繰越欠損金による影響 (55) 8

その他の永久差異  (41) (25)

法人所得税費用 (966) (638)

実効税率 23.2％ 22.7％

 

当社グループの継続事業に係る連結収益は、主にフランス国外から生じているため、継続事業に係る理論上

の税金費用は当社グループの加重平均されたグローバル税率（フランス国内の法定実効税率ではなく）から

上記の通り調整している。

 

注記 9：のれん
9.1 - のれんの主な項目

のれんは、CGUごとに以下の通り分類される:

（百万ユーロ） 2021年12月31日 2020年12月31日

エネルギー管理： 13,944 12,831

低電圧 8,496 7,981

中電圧 2,245 1,780

セキュアパワー 3,203 3,070

産業オートメーション 10,779 7,125

のれん合計 24,723 19,956

 

当社グループは、注記1.11に記載されている過去の期間に適用された方法と同様の方法を用いて、全ての資

金生成単位（CGU）の年次減損テストを実施した。
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2021年度に実施された減損テストの結果、資金生成単位（CGU）の資産について減損損失は認識されなかっ

た。

 

テストに使用された仮定に関して実施された以下のシナリオに基づく感応度分析において、減損損失は認識されないことが示されてい

る：

 

・割引率の0.5％上昇;

・成長率の1.0％下落;

・利益率の0.5％下落.

 

9.2-当年度内の変動

当年度内の変動の概要は以下の通り：

（百万ユーロ） 2021年12月31日 2020年12月31日

期首の正味のれん 19,956 18,719

取得 3,717 2,287

売却 (118) -

再分類 - -

為替換算差額 1,168 (1,050)

期末の正味のれん 24,723 19,956

うち減損損失累計額 (367) (367)

 

取得及び売却

取得及び売却による変動は、注記2.1に記載されている。

 

その他の変動

為替換算差額は、基本的に米ドル及び英ポンド建てののれんに関連している。

 

注記 10：無形資産
10.1- 無形資産の変動

取得原価

 

商標権 ソフトウェア

 

開発

プロジェクト

企業結合の

結果取得した

技術資産及び

顧客関連資産 その他 合計(百万ユーロ)

2019年12月31日  2,590 918 3,315 2,691 202 9,716

取得 - 19 311 - 2 332

為替換算差額 (166) (31) (100) (223) (48) (568)

再分類 - 53 (64) - 11 -

連結範囲の変更及びその他 71 5 16 824 (1) 915

2020年12月31日 2,495 964 3,478 3,292 166 10,395

取得 - 22 307 4 - 333

為替換算差額 162 17 61 338 18 596

再分類 41 19 (14) (101) 28 (27)

連結範囲の変更及びその他 163 19 (9) 1,253 4 1,430

2021年12月31日 2,861 1,041 3,823 4,786 216 12,727

 

償却及び減損
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(百万ユーロ)

 

 

商標権

 

 

ソフトウェア

 

 

開発

プロジェクト

企業結合の

結果取得した

技術資産及び

顧客関連資産

 

 

その他

 

 

合計

2019年12月31日  (420) (801) (2,111) (1,538) (199) (5,069)

減価償却 (4) (53) (245) (201) (9) (512)

減損 - - (8) - (9) (17)

為替換算差額 - 23 72 93 54 242

再分類 - - - - - -

連結範囲の変更及びその他 - (3) - (3) - (6)

2020年12月31日 (424) (834) (2,292) (1,649) (163) (5,362)

減価償却 (30) (59) (241) (353) (5) (688)

減損 - - (3) (20) - (23)

為替換算差額 (3) (13) (45) (143) (8) (212)

再分類 (29) 38 (74) 90 2 27

連結範囲の変更及びその他 - 10 1 6 - 17

2021年12月31日 (486) (858) (2,654) (2,069) (174) (6,241)

 

簿価額

 

開発

プロジェクト

企業結合の結

果取得した技

術資産及び顧

客関連資産

 

(百万ユーロ) 商標権 ソフトウェア その他 合計

2019年12月31日  2,170 117 1,204 1,153 3 4,647

2020年12月31日 2,071 130 1,186 1,643 3 5,033

2021年12月31日 2,375 183 1,169 2,717 42 6,486

 

2021年度における無形資産の変動は主にOSIsoft及びETAPの取得に関連している。

 

キャッシュ・フロー計算書において別掲されたのれんを除く無形資産の償却費及び減損損失は以下の通り：

 

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

のれんを除く無形資産の減価償却費 688 512

のれんを除く無形資産の減損損失 23 17

合計* 711 529

* 取得対価の配分の結果識別された無形資産の償却費及び減損損失（2021年度において4億1000万ユーロ）を含む（2020年度において2

億700万ユーロ）。

 

10.2 - 商標

2021年12月31日において、識別されている主な商標権は以下の通り：

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

APC (セキュアパワー) 1,637 1,512

Clipsal (低電圧) 163 160

OSIsoft (産業オートメーション) 146 -

Asco (低電圧) 110 102

Aveva (産業オートメーション) 91 78

Invensys - Triconex及びFoxboro (産業オートメーション) 49 45

L&T (低電圧/中電圧/産業オートメーション) 65 58

Digital (産業オートメーション) 42 43

その他 72 73

商標権 2,375 2,071
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2021年度、当社グループは、注記1.8 - 無形資産 に記載されている評価モデルに従い、主要な商標権の評価

額について検討した。特に、APCブランドは、ロイヤリティ免除法を用いてテストされた。使用された将来

キャッシュ・フローは、セキュアパワーの事業計画で示されている業績予測と経営者による経済的な仮定に

基づいており、その後2％の永久成長率に基づき推定される。

 

主な商標権について2021年度に実施した減損テストの結果、減損リスクは示されなかった。

 

テストに使用された仮定に関して実施された以下のシナリオに基づく感応度分析において、減損損失は認識

されないことが示されている：

 

・割引率の0.5％上昇；

・成長率の1.0％下落；

・ロイヤリティ率の0.5％下落。

 

注記 11：有形固定資産
 

2021年度における有形固定資産の変動は、主に注記2に言及する範囲の変更に関連しており、IFRS 第16号 -

リース の影響を含む。

 

取得原価

(百万ユーロ) 土地 建物 機械装置 その他

使用権資産

（IFRS第16号） 合計

2019年12月31日  141 1,943 4,565 1,154 1,407 9,210

取得 3 44 91 361 296 795

売却 (2) (41) (158) (78) (57) (336)

為替換算差額 (12) (79) (183) (64) (71) (409)

再分類 (2) 66 193 (262) - (5)

連結範囲の変更及びその他 53 57 89 35 44 278

2020年12月31日 181 1,990 4,597 1,146 1,619 9,533

取得 1 32 102 401 349 885

売却 (3) (81) (198) (109) (113) (504)

為替換算差額 7 64 170 52 61 354

再分類 4 48 150 (234) - (32)

連結範囲の変更及びその他 9 (10) (26) (3) 53 23

2021年12月31日 199 2,043 4,795 1,253 1,969 10,259

 

償却及び減損

(百万ユーロ) 土地 建物 機械装置 その他

使用権資産

（IFRS第16号） 合計

2019年12月31日  (18) (1,070) (3,568) (582) (292) (5,530)

減価償却及び減損 (1) (85) (245) (67) (306) (704)

戻入 1 29 137 46 4 217

為替換算差額 (3) 29 130 25 16 197
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再分類 - (4) 2 10 - 8

連結範囲の変更及びその他 (2) (21) (49) (24) (6) (102)

2020年12月31日 (23) (1,122) (3,593) (592) (584) (5,914)

減価償却及び減損 (7) (93) (255) (79) (310) (744)

戻入 1 67 178 77 18 341

為替換算差額 (1) (35) (125) (23) (14) (198)

再分類 1 2 26 (2) - 27

連結範囲の変更及びその他 1 14 30 11 (1) 55

2021年12月31日 (28) (1,167) (3,739) (608) (891) (6,433)

 

帳簿価額

 

(百万ユーロ) 土地 建物 機械装置 その他

使用権資産

（IFRS第16号）

 

合計

2019年12月31日  123 873 997 572 1,115 3,680

2020年12月31日 158 868 1,004 554 1,035 3,619

2021年12月31日 171 876 1,056 645 1,078 3,826

再分類は主に事業の用に供したことに伴う

本勘定への振替と対応している。       

 

2021年度中の有形固定資産の購入による資金への影響は以下の通り：

 

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

有形固定資産の増加 (885) (795)

うちIFRS第16号に関連する資金への影響がないもの 349 296

有形固定資産に係る未収金及び負債の変動 (7) 14

合計 (543) (485)

 

キャッシュ・フロー計算書において別掲された有形固定資産の減価償却費及び減損損失は以下の通り：

 

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

有形固定資産の減価償却費 726 698

有形固定資産の減損損失 18 6

合計 744 704
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注記 12：関連会社及び共同支配企業への投資
 

関連会社及び共同支配企業への投資は以下の通り分析できる：

 

 

 

(百万ユーロ)

Delixi

Sub-Group Uplight Planon 富士電機

Electroshield

Samara

Sunten

Electric

Equipments その他 合計

持分比率         

2020年12月31日 50.0％   36.8％ 60.0％ 25.0％   

2021年12月31日 50.0％ 29.4％ 25.0％ 36.8％ 60.0％ 25.0％   

2019年12月31日における帳簿価額 320 - - 141 - 42 30 533

正味収益/（損失） 73 - - 5 (15) 4 (1) 66

配当金の支払 (18) - - (2) - - (2) (22)

持分の変動 - - - - 33 - 3 36

為替換算差額及びその他 (8) - - (4) (8) (2) 7 (15)

2020年12月31日における帳簿価額 367 - - 140 10 44 37 598

正味収益/（損失） 81 (7) (1) 13 (4) 2 - 84

配当金の支払 (22) - - (2) - (2) (3) (29)

持分の変動 - 398 113 - - - - 511

為替換算差額及びその他 38 (1) - - 1 (6) 38 70

2021年12月31日における帳簿価額 464 390 112 151 7 38 72 1,234

 

2021年7月に、シュナイダーエレクトリックS.E.は、Uplight Inc. の29.6％の戦略的持分を3億7,800万ユー

ロの対価で取得した。2021年10月に、Uplight Inc.によるAgentisの取得のための資金調達にあたって行われ

た増資2,000万ユーロを引受けた結果、シュナイダーエレクトリックS.E.の持分比率は29.4％に希薄化した。

 

12.1 - 持分法による主な連結事業体

Delixi Electric Ltd.

2007年、シュナイダーエレクトリックS.E.は、Delixi GroupとWin-Winのパートナーシップを確立するため、

Delixi Electricとしても知られる共同支配企業、Delixi Electric Ltd.を設立した。Delixi Electricは、

低電圧製品の製造、小売及び流通の専門企業である。

 

Delixi Electricサブ連結グループの主要な財務指標（100％ベース）は、以下のとおりである：

 

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

非流動資産 895 690

流動資産 677 409

資産合計 1,573 1,099

株主資本 586 408

非流動負債 168 17

流動負債 819 675

資本及び負債合計 1,573 1,099

売上収益 1,418 1,145

調整後EBITA 201 170

当期利益 162 145

支払配当金 45 36

 

Uplight
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シュナイダーエレクトリックS.E.は、デジタル化及び成長戦略の一環としてUplightの戦略的持分を取得し

た。Uplightは、米国を中心とする世界的な電力及びガス事業者に公益業界向け顧客エンゲージメントを実現

する包括的なデジタルプラットフォームを提案すると共に、ソフトウェア及びサービスを提供しており、そ

のミッションはエネルギーユーザー及び事業者がよりクリーンなエネルギーエコシステムへ移行することを

後押しし実現するものである。

 

Uplightの業績は、新規顧客の増加率及び既存顧客に対する追加サービスの拡充を原動力とする。

 

注記 13：非流動金融資産
 

投資残高を構成する主な非流動金融資産の明細は以下の通り：

  2021年12月31日  2020年12月31日

(百万ユーロ) 持分比率

取得及び

売却

損益計算書

を通じて測

定された公

正価値変動

損益計算書

を通じて測

定された公

正価値変動

為替換算

差額及び

その他 公正価値  公正価値

上場金融資産：         

Gold Peak Industries Holding Ltd 4.4％ - - -  2 2

その他

（1銘柄あたりの帳簿価額が

300万ユーロ未満）  - - - 13 13 -

上場金融資産合計  - - - 13 15 2

非上場金融資産：         

基金         

Foundries  98 22 29 (17) 278 146

FCPR Aster II (part A、B、C及びD)

 38.3％ 2 (5) - - 33 36

Sensetime & Stalagnate Fund China 51.0％ - - - 4 44 40

FCPR SEV1 100.0％ (5) (9) - - 6 20

SICAV SESS 63.1％  - - - 11 11

FCPI Energy Access Ventures Fund 28.6％ - 1 - - 14 13

SICAV Livehoods Fund SIF 15.2％ 1 (1) - - 3 3

直接投資         

Planon 25.0％ - - - (113) - 113

Alpi 100.0％ - - - (26) - 26

Star Charge 1.5％ - - 11 3 29 15

Raise Fundation 4.8％ - - - - 9 9

Schneider Electric Energy Access 81.1％ 1 - - - 5 4

Itris Automation  100.0％ -  - (3) - 3

その他

（1銘柄あたりの帳簿価額が

300万ユーロ未満）  -  - (6) 2 8

非流動金融資産合計  97 8 40 (158) 434 447

年金資産  17 (5) 193 19 370 146

その他  4 - - 30 215 181

非流動金融資産合計  118 3 233 (96) 1,034 776

 

活発な市場において参照される投資の公正価値は、財政状態計算書日の株価にあたる。「その他」は、主に

非連結会社への貸付及び担保預り金を含む。
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注記 14：繰延税金の発生原因別内訳
 

繰延税金の発生原因は以下の通り分析できる：

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

税務上の繰越欠損金（純額） 689 738

年金及び他の退職後給付債務についての引当金（純額） 240 371

損金に算入されない引当金及び未払費用（純額） 515 405

有形固定資産の減価償却費に係る税務と会計との間の差額（純額） 10 37

無形固定資産の減価償却費に係る税務と会計との間の差額（純額） (1,040) (934)

運転資本に係る差額（純額） 187 171

その他の繰延税金資産/（負債）（純額） 222 279

正味繰延税金資産/（負債）合計 823 1,067

うち繰延税金資産合計 1,820 1,984

うち繰延税金負債合計 997 917

 

2021年12月31日において税務上の繰越欠損金に関し計上されている繰延税金資産は、大部分がフランスに関

連している（5億ユーロ）。この欠損金は無期限に繰越すことが可能であり、予定利用期間の7年間に適用さ

れるレートに基づく25.83％で計上されている。2021年12月31日時点で繰延税金資産が認識されていない税務

上の繰越欠損金は1億4,300万ユーロであり、主にスペインに関連している。

 

注記 15：棚卸資産及び仕掛品
 

棚卸資産及び仕掛品の変動は以下の通り：

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

取得原価：   

原材料 1,832 1,240

仕掛品 295 235

製品 1,323 1,085

商品 696 516

仕掛ソリューション 199 167

棚卸資産及び仕掛品の取得原価 4,345 3,243

評価減：   

原材料 (187) (191)

仕掛品  (9)  (6)

製品  (165)  (151)

商品  (8) (8)

仕掛ソリューション (5)  (4)

評価損 (374) (360)

帳簿価額：   

原材料 1,645 1,049

仕掛品 286 229

製品 1,158 934

商品 688 508
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仕掛ソリューション 194 163

正味棚卸資産及び仕掛品 3,971 2,883

 

注記 16：売掛金及びその他の営業債権
 

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

売掛債権 5,141 4,482

未請求の収益 1,500 1,231

受取手形 510 308

前渡金 176 115

売掛債権 7,327 6,136

貸倒引当金 (498) (510)

正味売掛債権 6,829 5,626

期限内 6,091 4,906

1ヶ月未満の期限経過 324 389

1ヶ月から2ヶ月の期限経過 163 150

2ヶ月から3ヶ月の期限経過 79 85

3ヶ月から4ヶ月の期限経過 100 46

4ヶ月超の期限経過 72 50

 

売掛金は、地理的にも経済的にも多様な最終顧客に対する販売の結果生じる。従って、当社グループは、信

用リスクの著しい集中はないと判断している。

 

さらに当社グループは、売掛債権に係る損失リスクを抑えるために取引信用保険を締結しているほか、その

他の保証も利用している。

 

短期及び長期売掛債権に対する貸倒引当金の変動は以下の通りであった：

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

1月1日における貸倒引当金 (510) (459)

繰入 (82) (141)

目的使用 30 91

戻入 67 51

為替換算差額 (25) 37

連結範囲の変更及びその他 22 (89)

12月31日における貸倒引当金 (498) (510)

 

それぞれ「売掛金及びその他の営業債権」及び「買掛金及びその他の営業債務」内で報告される契約資産及

び負債は以下の通り：

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

未請求の収益（契約資産） 1,500 1,231

契約負債 (1,570) (1,193)

正味契約資産 (70) 38

 

注記 17：その他の債権及び前払費用
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(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

その他の未収金 550 632

その他の未収税金 1,227 1,198

デリバティブ商品 48 107

前払費用 173 157

その他の債権及び前払費用 1,998 2,094

 

注記 18：現金及び現金同等物
 

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

市場性有価証券 551 1,942

譲渡性債務債券及び短期預金 438 2,275

現金 1,633 2,678

現金及び現金同等物合計 2,622 6,895

当座借越 (159) (133)

正味現金及び現金同等物 2,463 6,762

 

売掛債権のノンリコース・ファクタリングの実行額は2021年度において5,000万ユーロであったのに対し、

2020年度は1億ユーロであった。

 

注記 19：株主資本
19.1 - 資本

資本金

2021年12月31日における当社の資本金は、2,276,133,768ユーロであり、全額払込済みである額面価額4ユー

ロの569,033,442株から成る。

 

2021年12月31日において、合計595,320,658の議決権が、発行済みの569,033,442株に付与されていた。シュ

ナイダーエレクトリックS.E.の資本管理戦略は、以下の目的で設計されている：

 

・当社グループの流動性を保証すること；

・その財務構造を最適化すること；

・加重平均資本コストを最適化すること。

 

当該戦略はまた、当社グループが可能な最高の条件で異なった資本市場にアクセス権を持つことも保証しな

ければならない。意思決定にあたって考慮される要因には、一株当たり利益、格付け又は財政状態計算書の

安定性によって表される目標が含まれる。最終的に、意思決定は市場環境を考慮して行われる。

 

資本金の変動及び株数の累計

2019年12月31日以降の資本金の変動は以下の通り：

 

（株数及びユーロ） 累計株数 資本金

2019年12月31日における資本 582,068,555 2,328,274,220

自己株式の消却* (15,000,000) (60,000,000)
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従業員に対する株式発行 - -

2020年12月31日における資本 567,068,555 2,268,274,220

自己株式の消却 - -

従業員に対する株式発行 1,964,887 7,859,548

2021年12月31日における 資本 569,033,442 2,276,133,768

* 2020年5月31日付の自己株式1,500万株の消却

 

2020年5月31日、当社グループは1,500万株の自己株式を消却することを決定し、資本剰余金を9億2,900万

ユーロ減少させた。2020年11月24日、当社グループは、額面価額6億5,000万ユーロのサステナビリティ・リ

ンク転換社債（新株又は既存株式（OCEANEs）に転換可能又は交換可能）を発行した。2026年を満期とするこ

のゼロクーポン債では、当社がサステナビリティ指標を達成できない場合に投資家に対しプレミアム（額面

価格の0.5％）を支払う必要がある。本転換社債の資本部分は、4,300万ユーロと評価され、「資本剰余金」

において認識されている。

 

2021年度において、増資に伴い、資本余剰金が2億800万ユーロ増加した。

 

19.2 - 一株当たり当期利益

（千株及び一株当たりユーロ）

2021年通期   2020年通期

基本的 希薄化後   基本的 希薄化後

発行済株式（自己株式控除後) 556,432 556,432 553,767 553,767

パフォーマンス・シェア - 4,566 - 135

株式に転換可能な社債 - 3,684 - 3,684

加重平均株数 556,432　 564,682 553,767 557,586

税引前一株当たり利益 7.47 7.36 5.07 5.04

一株当たり利益 5.76 5.67 3.84 3.81

 

19.3 - 支払配当金及び支払予定額

2021年度において当社グループは、一株あたり2.60ユーロ、合計14億4,700万ユーロの2020年度に係る配当金

を支払った。

 

2022年5月5日開催予定の株主総会において、株主に対し、2021連結会計年度に係る一株当たり2.90ユーロの

配当金支払を承認するよう依頼する。2021年12月31日時点で、シュナイダーエレクトリックS.E.は、当期利

益を含まずに、28億5,600万ユーロの配当可能剰余金（前年末は41億2,600万ユーロ）を有している。

 

19.4 - 株式に基づく報酬

現在のパフォーマンス・シェア制度

シュナイダーエレクトリックS.E.の取締役会、及びその後、経営会議によって、当社グループの上級幹部及

び一定の従業員に対するストック・オプション及びパフォーマンス・シェア制度が導入された。2021年12月

31日において、これらの制度に関する主な事項は以下の通りであった：

 

制度番号 取締役会開催日 権利確定日

譲渡制限

期間終了

当初付与された

株数

目標未達のため

取消された付与

制度30 2018/03/26 2021/03/26 2022/03/26 25,800 2,808

制度31 2018/03/26 2021/03/26 2021/03/26 2,318,140 281,629
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制度31 bis 2018/10/24 2021/10/24 2021/10/24 28,000 3,313

制度32 2019/03/26 2022/03/28 2023/03/28 25,800 4,983

制度33 2019/03/26 2022/03/28 2022/03/29 2,313,650 224,198

制度34 2019/07/24 2022/07/25 2022/07/26 87,110 6,390

制度35 2019/10/23 2022/10/24 2022/10/25 17,450 -

制度36 2020/03/24 2023/03/24 2024/03/24 18,000 -

制度37 2020/03/24 2023/03/24 2023/03/27 2,095,740 98,950

制度37 bis 2020/10/21 2023/10/23 2023/10/24 103,051 4,300

制度38 2021/03/25 2024/03/25 2025/03/25 11,371 -

制度39 2021/03/25 2024/03/25 2024/03/25 1,463,997 14,873

制度39 bis 2021/07/29 2024/07/29 2024/07/29 48,720 380

制度39 ter 2021/10/26 2024/10/26 2024/10/26 33,082 -

合計    8,589,911 641,824

 

パフォーマンス・シェア制度に係る規定は以下の通り：

 

・株式を受取る際、受取人は通常当社グループの従業員又は役員でなければならない。権利確定もまた、業

績目標の達成を条件とする；

・権利確定期間は3年から4年である；

・譲渡制限期間は0年から1年である。

 

発行済株式

シュナイダーエレクトリックS.E.は、ストック・オプション及びパフォーマンス・シェア制度の権利確定条

件に関連して2021年度に新株を発行せず、既存の自己株式を使用した。

 

2021年の発行済株数の数の変動は以下の通りであった：

制度番号

2020年12月31日に

おけるパフォーマンス・

シェア数

付与済み、又は

今後付与される株数

2020年に消去された

株数

2021年12月31日に

おけるパフォーマンス・

シェア数

制度30 23,417 (22,992) (425) -

制度31 2,086,639 (2,036,511) (50,128) -

制度31 bis 28,000 (24,687) (3,313) -

制度32 0,817 - - 20,817

制度33 2,185,422 (1,800) (94,170) 2,089,452

制度34 84,080 - (3,370) 80,710

制度35 17,450 - - 17,450

制度36 18,000 - - 18,000

制度37 2,068,990 (800) (71,400) 1,996,790

制度37 bis 102,861 - (4,110) 98,751

制度38 - 11,371 - 11,371

制度39 - 1,463,997 (14,873) 1,449,124

制度39 bis - 48,720 (380) 48,340

制度39 ter - 33,082 - 33,082

合計 6,635,676 (529,620) (242,169) 5,863,887
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パフォーマンス・シェアの権利確定に際して、受取人は通常当社グループの従業員又は役員でなければなら

ない。さらに、いくつかのパフォーマンス・シェアの権利確定は、通常、財務指標に基づく年次目標の達成

を条件とする。

 

パフォーマンス・シェアの評価

注記1.20に記載されている会計方針に従い、パフォーマンス・シェア制度は、以下の仮定を置いて3年から5

年の平均見積対象期間に基づいて評価されている：

 

・2.2％から3.5％の間の付与率；

・制度の耐用年数にわたるリスク・フリー・レートに当たる(0.8)％から1.0％の間の割引率（情報源：ブ

ルームバーグ）。

 

これらの仮定に基づき「販売費及び一般管理費」で計上される費用の内訳は以下の通り：

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

制度 2016 - 11

制度 2017 - 10

制度 2018 6 41

制度 2019 40 43

制度 2020 37 28

制度 2021 35 -

合計 118 133

 

2021年度において、当社グループはまた、主にAVEVAサブ連結グループにおけるパフォーマンス・シェア制度

に関連する3,600万ユーロを含む追加費用を4,300万ユーロ計上し、費用計上額はグループ全体で1億6,100万

ユーロとなった。

 

グローバル従業員持株制度

毎年、シュナイダーエレクトリックS.E.は、その従業員に対し、従業員に対する株式発行によってグループ

の株主になる機会を提供している。法的及び財政的な要件を満たす国の従業員は、伝統的な従業員持株制度

を利用することができる。

 

当該制度に基づき、従業員は株式市場のおける時価から15％割引いた価格でシュナイダーエレクトリック

S.E.株を購入できる。従業員は、法が定める一定の場合を除き、その後5年間その株式を保有しなければなら

ない。IFRS第2号に従い計上される株式報酬費用は、譲渡制限付株式に対する割引額の公正価値に基づき測定

される。譲渡制限による価値は、まず先物市場で譲渡制限付株式を売却し、その後、満期一括返済方式融資

を用いて同数の株式（つまり、いつでも売却できる株式）を現物市場で購入するという二段階戦略に基づき

算出される。

 

この戦略は、当該制度に基づき引受けた株式を保有することで生じるリスクを回避するために、譲渡制限期

間中に従業員が負担するであろう費用を反映させるために設計されている。借入費用は、従業員が市場にお

ける唯一の潜在的買手であることから、当該従業員にとっての借入費用にあたる。これは、平均的な信用格

付けを有する自然人に対する最大5年満期の個人向けノンリボルビングローンについて、銀行が請求する平均

金利に基づく。
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2021年

以下の表は、2021年度について、同制度に関する主な事項、引受額、評価する際の仮定、並びに、関連する

費用を示している：

(百万ユーロ)

2021年通期

持分 価値

制度の主な事項：   

満期 (年)  5

参照価格 (ユーロ)  129.64

引受価格 (ユーロ)  110.19

割引 15.0％  

従業員の引受額  216.5

引受総額  216.5

引受株総数 (百万株)  2

評価する際の仮定：   

市場参加者に適用される金利（満期一括返済方式融資） 2.4％ -

* 5年リスク・フリー・レート (ユーロ圏) 0,0％ -

年間金利 (レポ) 1.0％ -

割引価値 (a) 15.0％ 38.2

市場参加者にとっての譲渡制限期間の価値(b) 26.4％ 44.6

当社グループの費用合計 (a) - (b)   

感応度  -

市場参加者に適用される金利の低下
**

(0.5)％ 6.9

*
 平均的な信用格付けを有する自然人に対する最大5年満期の個人向けノンリボルビングローンについて、銀行が請求する平均金利。

**
市場参加者に適用される金利の低下は、譲渡制限による価値を減少させ、発行者が計上する費用を増加させる。

 

2021年4月19日付で、シュナイダーエレクトリックS.E.は、従業員持株制度へのコミットメントの一部とし

て、従業員に対し、一株当たり110.19ユーロの価格で株式を購入する機会を提供した。これは、従業員に対

する株式発行を行うという経営会議の決定前20日間における始値の平均価格として算出された参照価格

129.64ユーロから15％割引いた価格であった。

 

合計200万株が引受けられた結果、当社の資本金は2021年7月6日時点で2億1,600万ユーロ増加した。とりわけ

市場参加者に適用される金利等、評価する際の仮定における重要な変動により、2012年度以降、譲渡制限に

よる価値は割引額を上回っている。従って、当社グループは当該取引に関連する費用を認識しなかった。

 

2020年

2020年4月20日、経営会議においてCOVID-19のパンデミックによる影響に対応するための戦略の一部として、

例外的に本年の従業員持株発行を取り止めることが決定された。

 

19.5 - シュナイダーエレクトリックS.E.の株式

2021年12月31日において当社グループは、自己株式として12,456,882株のシュナイダーエレクトリックS.E.株を保有しており、利益剰

余金から控除している。

 

当社グループは2021年度において、1,809,054株を総額2億6,200万ユーロで買い戻した。
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19.6 - 資本に計上される法人所得税

2021年12月31日時点で、資本に計上されている法人所得税の合計は1億3,000万ユーロであり、以下の通り分

析できる：

 

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日 税金の変動

キャッシュ・フロー・ヘッジ 23 30 (7)

売却可能金融資産 (15) (6) (9)

確定給付債務に係る数理計算上の差益/（損） 125 230 (105)

その他 (3) (3) -

合計 130 251 (121)

 

19.7 - 非支配持分

主にAVEVAサブ連結グループに関連しており、その持分の41％が当社グループの非支配持分にあたる。AVEVA

は上場を維持しており、その財務諸表を定期的に公表している。

 

注記 20：年金及び他の退職後給付債務
 

当社グループは、従業員に対し、年金、退職給付、医療、生命保険及び他の給付をカバーする様々な退職後

給付制度、並びに在職従業員に対する長期給付制度を設定している。

 

確定給付年金制度

当社グループの主な確定給付年金制度は、英国及び米国に所在しており、当社グループの年金に係る確定給

付債務（DBO）総額の、それぞれ62％（2020年：64％）と22％（2020年：21％）を占めている。これらの制度

に基づく給付債務の大部分は2021年12月31日における当社グループのコミットメント総額の93％を占めてい

るが、大部分は外部基金への支払いにより部分的又は完全に積立てられている。当該積立金がグループ資産

に投資されることはない。

 

英国

当社グループの会社は、英国において複数の確定給付年金制度を運営している。主たるものは、Invensys年

金制度である。従業員に支払われる年金は、当社グループ内の退職時平均給与及び勤続年数に応じて決定さ

れる。これらの制度は英国税法に基づき登録されており、独立した評議会によって管理されている。これら

の制度は新規加入を停止しており、そのほとんどが確定拠出年金制度に置き換わっているため受給権は凍結

されている。

 

確定拠出年金制度に対する掛金は従業員が負担しており、当該掛金は独立アクチュアリーが行う制度評価に

基づき、長期的な金融サービスが保証されるよう3年毎に見直される。

 

リスク・マネジメント及び資産配分に関し、評議会は制度がその受取人に対する義務を短期的にも長期的に

も確実に充足できるようにすることを目指している。

評議会は制度の長期投資戦略に責任を負っており、金利リスク及び長寿リスクを含むリスクを減少させるた

め、長期投資戦略を決定し管理する。資産の一定割合は、金利の上昇から生じる負債価値の変動をヘッジし

ている。これらの資産は、主に確定利付投資、特に中長期金融商品に投資されている。
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2014年2月におけるInvensys年金制度の運営会社との合意を受け、シュナイダーエレクトリックS.E.は、同制

度に参加しているInvensysの子会社の全ての債務について最高17億5,000万英ポンドまで保証した。

2021年12月31日時点で、制度資産は保証の対象となる債務価額を超過しているため、本保証は執行されな

い。

 

Schneider UK年金制度には、最低保証年金（「GMP」）と呼ばれる年金条項が含まれている。GMPは、1997年4

月6日より前に国家第二年金に加入していた個人に対して計上されていた。歴史的に、GMPに関しては男性と

女性の加入者の間で給付額が平等でなかった。

 

2018年10月26日に結審した高等法院の裁判で、英国の全ての年金制度は、男性と女性の間でGMPを等しくしな

ければならないことが確認された。当社グループはこれらの事象や新たな情報に基づき関連する仮定を更新

した結果、5,600万ユーロの正味実績調整が「その他の包括利益」に計上された。2020年11月における高等法

院の追加的な裁定に従い、2020年度のその他の包括利益において追加的に700万ユーロの正味実績調整が認識

された。

 

米国

米国の子会社は、複数の確定給付年金制度を運営している。これらの制度は新規加入を停止し、かつ、将来

の給付債務発生は凍結されており、確定拠出年金制度に置き換わっている。従業員に支払われる年金は、当

社グループ内の退職時平均給与及び勤続年数に応じて決定される。

 

当社グループの会社は毎年、確定給付年金制度に一定の金額を拠出している。この金額は数理計算により決

定され、勤務費用、管理費用及び積立不足に対応するための支払で構成されている。同制度は閉鎖かつ凍結

されているため、勤務費用は通常発生しない。

 

会社は、年金委員会に様々な責任を委譲している。これらの委員会は、金利リスク及び長寿リスクを含むリ

スクを減少させるため、長期投資戦略を決定し管理する。資産の一定割合は、金利の上昇から生じる負債価

値の変動をヘッジしている。これらの資産は、主に確定利付投資、特に中長期金融商品に投資されている。

 

仮定

数理計算は通常毎年実施される。使用される仮定は関連する国における経済状況に応じて以下の通り異なっ

ている：

 グループ加重平均率   うち英国   うち米国

 2021年12月31日 2020年12月31日   2021年12月31日 2020年12月31日   2021年12月31日 2020年12月31日

割引率 2.12％ 1.57％   2.05％ 1.40％   2.77％ 2.42％

賃金上昇率 2.60％ 2.52％   3.64％ 3.46％   該当なし 該当なし

 

割引率は、投資適格（AA）社債の金利、又は、流動性のある市場が存在しない場合は、給付債務のデュレー

ションと一致する満期の国債に基づき算定される。米国において、平均割引率はAA及びAAAの投資適格社債に

関するイールド・カーブに基づき算定される。

 

ユーロ圏では、割引率は現在0.80％である。

 

20.1 - 年金及び他の退職後給付債務の引当金の変動

 

財務諸表で認識される債務、制度資産の公正価値並びに対応する資産及び引当金は、以下の通り分析でき

る：
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(百万ユーロ) DBO給付債務 制度資産

アセット・

シーリング

 

正味負債

2019年12月31日  (10,065) 8,633 (123) (1,555)

勤務費用 54 - - 54

過去勤務費用 - - - -

縮小及び清算 1 (1) - -

利息費用 (204) - (2) (206)

金利収益 - 159 - 159

損益計算書における正味影響、（費用）/利益 (257) 158 (2) (101)

うち英国 (119) 118 (2) (3)

うち米国 (69) 38 - (31)

支払給付 554 (500) - 54

制度加入者の拠出 (6) 6 - -

雇用主の拠出 - 106 - 106

連結範囲の変更 (8) - - (8)

資本で認識される数理計算上の差益 (796) 621 52 (123)

為替換算差額 562 (503) 6 65

その他の変動 - - - -

2020年12月31日 (10,016) 8,521 (67) (1,562)

うち英国 (6,370) 6,459 (67) 22

うち米国 (2,140) 1,535 - (605)

勤務費用 (66) - - (66)

過去勤務費用 2 - - 2

縮小及び清算 25 (1) - 24

利息費用 (159) - (1) (160)

金利収益 - 121 - 121

損益計算書における正味影響、（費用）/利益 (198) 120 (1) (79)

うち英国 (94) 86 (1) (9)

うち米国 (52) 30 - (22)

支払給付 532 (478) - 54

制度加入者の拠出 (6) 6 - -

雇用主の拠出 - 136 - 36

連結範囲の変更 9 - - 9

資本で認識される数理計算上の差益 701 (117) (133) 451

為替換算差額 (631) 606 (9) (34)

その他の変動 (77) 77 - -

2021年12月31日 (9,686) 8,871 (210) (1,025)

うち英国 (6,017) 6,524 (184) 323

うち米国 (2,170) 1,692 - (478)

 

当社グループの確定給付債務96億8,600万ユーロ（2020年度:100億160万ユーロ）の内訳は、退職後給付94億

7,000万ユーロ（2020年度:98億200万ユーロ）及びその他退職後及び長期給付2億1,600万ユーロ（2020年度:2

億1,400万ユーロ）である。
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確定給付債務の現在価値合計は、全部または一部積立型の制度と非積立型の制度の間で、以下の通り分類さ

れる。

 

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

全部又は一部非積立型制度の給付債務の現在価値 (9,052) (9,356)

制度資産に係る公正価値 8,871 8,521

アセット・シーリングの影響 (210) (66)

全部又は一部積立型制度の給付債務の正味残高 (391) (901)

全部又は一部非積立型制度の給付債務の現在価値 (634) (661)

積立型制度及び非積立型制度の正味債務 (1,025) (1,562)

財政状態計算書への影響   

資産として認識される制度の剰余金* 370 146

負債として認識される引当金 (1,395) (1,708)

* 資産として認識される制度の剰余金はアセット・シーリングを適用し、負債を超過する資産のうち回収可能であると通常想定される

金額である。

 

資本で認識される金額の内訳は以下の通り：

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

人口動態上の仮定から生じる確定給付債務に係る数理計算上の（利益）/損失 (121) (6)

財政上の仮定から生じる確定給付債務に係る数理計算上の（利益）/損失 (522) 853

実績調整から生じる確定給付債務に係る数理計算上の（利益）/損失 (58) (51)

制度資産に係る数理計算上の（利益）/損失 117 (621)

アセット・シーリングの影響 133 (52)

資本において当期中に認識された合計 (451) 123

うち英国 259 (111)

うち米国 116  (5)
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制度資産の配分：

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

株式 6％ 9％

債券 80％ 80％

その他 14％ 11％

合計 100％ 100％

 

20.2 - 感応度分析

2021年度において、割引率が±0.5％変動した場合に確定給付債務に与える影響は以下の通り：

 合計  英国  米国  それ以外の地域

(百万ユーロ) +0.5％ -0.5％  +0.5％ -0.5％  +0.5％ -0.5％  +0.5％ -0.5％

DBOの影響 (591) 660  (385) 431  (117) 129  (89) 100

 

注記 21：偶発損失引当金
 

 

(百万ユーロ) 経済リスク 顧客リスク 製品リスク 環境リスク 事業構造改革

その他の

リスク

 

引当金

2019年12月31日  292 76 499 293 151 423 1,734

うち長期の部分 155 50 139 256 11 329 940

追加 35 33 322 8 324 128 850

目的使用 (43) (26) (172) (17) (208) (132) (598)

戻入 (10) - (11) (3) (2) (7) (33)

為替換算差額 (19) (12) (24) (22) (7) (30) (114)

連結範囲の変更及びその他 20 83 16 - (8) (20) 91

2020年12月31日 275 154 630 259 250 362 1,930

うち長期の部分 161 103 137 226 15 288 930

追加 52 12 206 8 130 126 534

目的使用 (48) (21) (150) (13) (194) (100) (526)

戻入 (6)  -  (39) - (26) (15) (86)

為替換算差額 13 9 31 23 5 21 102

連結範囲の変更及びその他 (16) (7) (3) 73 (5) 28 70

2021年12月31日 270 147 675 350 160 422 2,024

うち長期の部分 169 104 150 315 12 341 1,091

 

引当金は、注記1.21に記述する原則に従い認識される。

 

キャッシュ・フロー計算書の調整

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

繰入 534 850

目的使用 (526) (598)

戻入 (86) (33)

税引当を含むが従業員給付債務を除く引当金の変動 (78) 219

制度資産への拠出金を除く従業員給付債務の正味変動 24 47

EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

113/257



キャッシュ・フロー計算書における引当金の増額/（減額） (54) 266

 

注記 22：流動及び非流動金融負債合計
 

正味債務の分類は以下の通り：

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

社債　 8,234 8,773

その他の銀行借入 51 32

従業員利益分配 - -

社債の短期部分  (706) (600)

長期債務の短期部分 (25) (9)

非流動金融負債 7,554 8,196

コマーシャル・ペーパー 950 1,302

未払利息 38 43

その他の短期借入 317 173

信用供与枠の利用 - -

当座借越 159 133

転換社債及び非転換社債の短期部分 706 600

長期債務の短期部分 25 9

短期債務 2,195 2,260

流動及び非流動金融負債合計 9,749 10,456

現金及び現金同等物 (2,622) (6,895)

正味債務 7,127 3,561

 

22.1 - 返済期限ごとの分類

(百万ユーロ)

2021年12月31日  2020年12月31日

額面 金利  額面

2021年 - -  2,260

2022年 2,195 78  673

2023年 1,325 58  1,295

2024年 996 49  996

2025年 1,045 41  1,045

2026年 1,397 35  1,396

2027年 1,240 19  1,240

2028年以降 1,551 2  1,551

合計 9,749 282  10,456

 

22.2-通貨ごとの分類

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

ユーロ 8,803 9,537

米ドル 737 698

ブラジル・レアル 13 13

インド・ルピー 84 112

アルジェリア・ディナール 22 23
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その他 90 73

合計 9,749 10,456

 

22.3-社債

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日 金利 満期

Schneider Electric SE 2021 - 600 2.500％固定 2021年9月

Schneider Electric SE 2022 706 651 2.950％固定 2022年9月

Schneider Electric SE 2023 499 498 0.000％固定 2023年6月

Schneider Electric SE 2023 798 797 1.500％固定 2023年9月

Schneider Electric SE 2024 997 996 0.250％固定 2024年9月

Schneider Electric SE 2025 746 745 0.875％固定 2025年3月

Schneider Electric SE 2025 300 300 1.841％固定 2025年10月

Schneider Electric SE 2026(OCEANEs) 651 651 0.000％固定 2026年6月

Schneider Electric SE 2026 746 745 0.875％固定 2026年12月

Schneider Electric SE 2027 497 496 1.000％固定 2027年4月

Schneider Electric SE 2027 744 743 1.375％固定 2027年6月

Schneider Electric SE 2028 757 758 1.500％固定 2028年1月

Schneider Electric SE 2029 793 793 0.250％固定 2029年3月

合計 8,234 8,773   

 

シュナイダーエレクトリックS.E.は様々な市場で社債を発行している：

 

・米国において、（証券取引委員会（SEC）規則144A）に従った私募債発行を通じ、2012年9月に金利2.95％

で2022年9月を満期とする8億米ドル相当の社債を発行した；

 

・ユーロ中期債（EMTN）プログラムの一部として社債を発行し、ルクセンブルク証券取引所で取引されてい

る.2021年12月31日時点で満期が到来していない社債は以下の通り：

- 2020年6月に金利0.0％、満期2023年6月で発行した5億ユーロ相当の社債；

- 2015年9月に金利1.50％、満期2023年9月で発行した8億ユーロ相当の社債；

- 2016年9月に金利0.25％、満期2024年9月で発行した8億ユーロ相当の社債；

- 2019年7月に金利0.25％、満期2024年9月で発行した2億ユーロ相当の社債；

- 2015年3月に金利0.875％、満期2025年3月で発行した7億5,000万ユーロ相当の社債；

- 2015年10月及び12月に金利1.841％、満期2025年10月で発行した2億ユーロ及び1億ユーロ相当の気候社

債；

- 2017年12月に金利0.875％、満期2026年12月で発行した7億5,000万ユーロ相当の社債；

- 2020年4月に金利1.00％、満期2027年4月で発行した5億ユーロ相当の社債；

- 2018年6月に金利1.375％、満期2027年6月で発行した7億5,000万ユーロ相当の社債；

- 金利1.50％、満期2028年1月で、2019年1月に5億ユーロ相当、2019年5月に2億5,000万ユーロ相当で発行

した社債；

- 2020年3月に金利0.25％、満期2029年3月で発行した8億ユーロ相当の社債。

 

更に、当社グループは、金利0.00％で2026年6月を満期とする、新規または既存の株式に転換又は交換可能な

社債（OCEANEs）6億5,000万ユーロを発行した。OCEANEは負債要素を含んでおり、同等の非転換社債に適用さ

れる市場金利に基づく発行日時点の評価額で非流動金融負債において認識され、オプション要素は資本で認
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識される。2021年12月31日時点で、負債要素は6億5,100万ユーロ、オプション要素は4,200万ユーロで評価さ

れている。

 

同社債の初回転換及び／又は交換比率は、一社債当たり一株で、額面価格が176.44ユーロで設定されてい

る。サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークに基づき、平均サステナビリティ業績スコ

ア（3つの主要業績指標のスコアの算術平均）が2025年12月31日までに一定水準に達しない場合、当社グルー

プは、額面価額の0.50％に等しい金額を支払うことになる。

 

11の新たなシュナイダー・サステナビリティ・インパクト（SSI）2021-2025指標のうち、以下の3つが主要業

績指標である：

 

・気候:顧客のCO2排出低減・排出回避に貢献し、800メガトンのCO2排出量削減を実現する；

・平等:一般社員から現場の管理職及び経営層に至るまで、ジェンダー・ダイバーシティを向上させる

（50/40/30）；

・世代:延べ100万人に対するエネルギー管理の研修を通じて、人材育成に貢献する。

 

詳細な格付け手法及びアプローチは、当社グループのサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレーム

ワークで示されている。

これら全ての取引について、発行時の額面超過額及び発行費用は実効金利法に従い償却される。

 

22.4 - キャッシュ・フロー計算書の調整

   現金を伴わない変動  

（百万ユーロ） 2020年12月31日

現金の

変動

連結範囲の

変更による

影響

外国為替

の影響 2021年12月31日

社債 8,773 (600) - 61 8,234

当座借越及びその他の短期借入 1,683 (8) 3 (163) 1,515

流動及び非流動金融負債合計 10,456 (608) 3 (102) 9,749

 

22.5-その他の情報

2021年12月31日時点で、当社グループは、2022年12月以降にいずれも満期を迎える25億5,000万ユーロの信用

枠を保有しており、

全て未使用であった。

 

借入契約及びコミットメントラインには、財務制限条項又は当社の長期債務格付けが下がった場合に発動す

るレーティング・トリガーは含まれていない。

 

注記 23：金融商品の分類
 

当社グループは、金利、為替レート及び金属価格の変動に対するエクスポージャーを管理するため、金融商

品を使用している。金融資産及び負債は、公正価値ヒエラルキーのレベル別に以下の通り分類される。

 

1.レベル1：類似の資産及び負債について、当社が所定の測定日で入手可能な活発な市場における取引価格

（非調整）；
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2.レベル2：直接又は間接に市場で観察可能である、レベル1で入手可能な取引価格以外のデータ；

3.レベル3：市場で観察可能ではない資産又は負債に係るデータ。

 

23.1 - 財政状態計算書におけるエクスポージャー及び公正価値ヒエラルキー

 2021年12月31日

(百万ユーロ) 帳簿価額

損益計算書

を通じて公

正価値で測

定される資

産/負債 

資本を通じ

て公正価値

で測定され

る資産/負債

償却原価で

測定される

金融資産/

負債 公正価値

公正価値

ヒエラルキー

資産：       

上場金融資産 15 - 15 - 15 レベル1

ベンチャー・キャピタル（FCPR）/投資信託 111 111 - - 111 レベル3

（SICAV）その他の非上場金融資産 323 79 244 - 323 レベル3

その他の非流動金融資産 585 - - 585 585 レベル2

非流動資産合計 1,034 190 259 585 1,034  

売掛債権 6,829 - - 6,829 6,829 レベル2

流動金融資産 4 - 4 - 4 レベル2

市場性有価証券 551 551 - - 551 レベル1

譲渡性債務債券及び短期預金 438 438 - - 438 レベル2

現金 1,633 1,633 - - 1,633 レベル2

デリバティブ商品 - 外貨 41 40 1 - 41 レベル2

デリバティブ商品 - 金利 - -  - - レベル2

デリバティブ商品 - 商品 7 - 7 - 7 レベル2

デリバティブ商品 - 株式 - -  - - レベル2

流動資産合計 9,503 2,662 12 6,829 9,503  

負債：       

非転換社債の長期部分
*

(6,877)
- -

(6,877)
(7,126)  レベル1

転換社債の長期部分
*

(651)
- -

(651)
 (636)  レベル 2

その他の長期債務 (26) - - (26) (26) レベル2

非流動負債合計 (7,554) - - (7,554) (7,788)  

社債の短期部分
* (706) - - (706) (719)  レベル1

短期債務  (1,489) - - (1,489)  (1,489)  レベル2

買掛金  (5,715) - - (5,715)  (5,715)  レベル2

その他  (63) - - (63)  (63) レベル2

デリバティブ商品 - 外貨 (104)  (55) (49) - (104) レベル2

デリバティブ商品 - 金利 - - - - - レベル2

デリバティブ商品 - 商品 - - - - - レベル2

デリバティブ商品 - 株式 - - - - - レベル2

流動負債合計 (8,077) (55) (49) (7,973) (8,090) 

*  
財政状態計算書で表示される金融商品の大部分は、公正価値が簿価に近似しているが、社債については、財政状態計算書における償

却原価が82億3,400万ユーロであるのに対し、公正価値は84億8,100万ユーロである。
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 2020年12月31日

(百万ユーロ) 帳簿価額

損益計算書

を通じて公

正価値で測

定される資

産/負債 

資本を通じ

て公正価値

で測定され

る資産/負債

償却原価で

測定される

金融資産/

負債 公正価値

公正価値

ヒエラルキー

資産：       

上場金融資産 2 - 2 - 2 レベル1

ベンチャー・キャピタル（FCPR）/投資信託 84 84 - - 84 レベル3

（SICAV）その他の非上場金融資産 363 - 363  363 レベル3

その他の非流動金融資産 327 - - 327 327 レベル2

非流動資産合計 776 84 365 327 776  

売掛債権 5,626 - - 5,626 5,626 レベル2

流動金融資産 18 18 - - 18 レベル2

市場性有価証券 1,942 1,942 - - 1,942 レベル1

譲渡性債務債券及び短期預金 2,275 2,275 - - 2,275 レベル2

現金 2,678 2,678 - - 2,678 レベル2

デリバティブ商品 - 外貨 84 60 24 - 84 レベル2

デリバティブ商品 - 金利 - - - - - レベル2

デリバティブ商品 - 商品 23 - 23 - 23 レベル2

デリバティブ商品 - 株式 1 - 1 - 1 レベル2

流動資産合計 12,647 6,973 48 5,626 12,647  

負債：       

非転換社債の長期部分
*  (7,522) - - (7,522) (7,956) レベル1

転換社債の長期部分
*  (651) - - (651) (652) レベル2

その他の長期債務  (23) - - (23) (23) レベル2

非流動負債合計 (8,196) - - (8,196) (8,631)  

社債の短期部分
*  (600) - - (600) (611) レベル1

短期債務  (1,660) - - (1,660) (1,660) レベル2

買掛金 (4,664) - - (4,664) (4,664) レベル2

その他 (54) - - (54) (54) レベル2

デリバティブ商品 - 外貨  (19) (19) - - (19) レベル2

デリバティブ商品 - 金利 - - - - - レベル2

デリバティブ商品 - 商品  - - - - - レベル2

デリバティブ商品 - 株式 - - - - - レベル2

流動負債合計 (6,997) (19) - (6,978) (7,008)  

*
財政状態計算書で表示される金融商品の大部分は、公正価値が簿価に近似しているが、社債については、財政状態計算書における償

却原価が87億7,300万ユーロであるのに対し、公正価値は92億1,900万ユーロである。

 

23.2 - デリバティブ商品

 2021年12月31日

(百万ユーロ)

会計上の

適格性 期限

名目販売

価格

名目購入

価格 公正価値

資産における

帳簿価額

負債における

帳簿価額

その他包括

利益（OCI）に

における

帳簿価額

先物契約 CFH 1年未満 393 (305) 2 12 (10) -

先物契約 CFH 2年未満 55 (24) - 1 (1) -

先物契約 CFH 2年未満 3 (3) - - - -

先物契約 FVH 1年未満 1,005 (539) (22) 12 (34) -

先物契約 NIH 1年未満 410 - (10) - (10) (10)

先物契約 売買目的 1年未満 456 (2,402) 11 14 (3) -

通貨スワップ CFH 1年未満 88 (39) (3) 2 (5) 1

為替スワップ NIH 2年未満 750 - (41) - (41) (39)

為替デリバティブ合計   3,160 (3,312) (63) 41 (104) (48)

先物契約 CFH 1年未満 - (400) 7 7 - 7

商品デリバティブ   - (400) 7 7 - 7

オプション CFH 1年未満 - - - - - -

株式デリバティブ   - - - - - -
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合計   3,160 (3,712) (56) 48 (104) (41)

 

 2020年12月31日

(百万ユーロ)

会計上の

適格性 期限

名目販売

価格

名目購入

価格 公正価値

資産における

帳簿価額

負債における

帳簿価額

その他包括

利益（OCI）に

における

帳簿価額

先物契約 CFH 1年未満 242 (147) 1 10 (9) 1

先物契約 CFH 2年未満 19 (24) - 1 (1) -

先物契約 CFH 2年未満 7 (1) - - - -

先物契約 FVH 1年未満 997 (1,098) 25 30 (5) 1

先物契約 NIH 1年未満 1,102 - 21 21 - 22

先物契約 売買目的 1年未満 536 (2,425) 7 11 (4) -

為替スワップ CFH 2年未満 - (159) 11 11 - -

為替デリバティブ合計   2,903 (3,854) 65 84 (19) 24

先物契約  CFH 1年未満 - (249) 23 23 - 23

商品デリバティブ   - (249) 23 23 - 23

オプション  CFH 1年未満 - (1) 1 1 - 1

株式デリバティブ   - (1) 1 1 - 1

合計   2,903 (4,104) 89 108 (19) 48

 

23.3 - 外貨ヘッジ

関係会社取引の大部分が、関係会社の機能通貨以外の通貨建てで行われているため、当社グループは通貨リ

スクに晒されている。当社グループがこのリスクをヘッジ出来ない場合、機能通貨と他の通貨間の為替レー

ト変動が損益に重要な影響を及ぼす可能性があり、また前年度との業績比較を歪める可能性がある。そのた

め、当社グループは為替レートへのエクスポージャーをヘッジするためにデリバティブ商品を使用してお

り、主に為替予約及びナチュラル・ヘッジを利用している。関係会社に対する長期貸付金及び借入金の中に

は、IAS第21号に従い在外営業活動体に対する純投資とみなされるものもある。

 

シュナイダーエレクトリックS.E.の通貨ヘッジ方針は、機能通貨以外の通貨建ての取引に係るリスクから子

会社を保護することである。ヘッジのアプローチは注記1.23に記載されている。

 

営業活動及び財務活動に関連する為替デリバティブの契約額は以下の通り：

 2021年12月31日

(百万ユーロ) 売却 購入 正味

米ドル 2,022 (685) 2,926

中国元 4 (529) 656

ユーロ 264 (206) 859

デンマーク・クローネ 3 (120) 156

シンガポール・ドル 383 (383) 599

スウェーデン・クローナ 16 (206) 152

日本円 14 (114) 53

スイス・フラン 4 (136) 253

UAEディルハム 1 (67) 77

カナダ・ドル 66 (15) 107

オーストラリア・ドル 17 (65) 87

サウジアラビア・リアル 11 (17) 46

ロシア・ルーブル 82 (4) 68

ノルウェー・クローネ - (14) 19

英ポンド 15 (455) 202
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南アフリカ・ランド 38 (6) 48

香港ドル 4 (34) 54

その他 216 (256) 470

合計 3,160 (3,312) (152)

 

23.4 - 金利ヘッジ

借入に係る金利ヘッジは、全体の借入費用を最適化するため、連結上の債務残高に基づき、かつ市況を考慮

に入れて、グループ・レベルで管理される。当社グループは、金利へのエクスポージャーをヘッジするため

にスワップ又は通貨スワップを通じた金利商品を利用している。通貨スワップは、デリバティブの特性によ

り、為替ヘッジと金利ヘッジのいずれとしても表示されうる。

 

当社グループは2021年度において、金利へのエクスポージャーをヘッジするためにデリバティブ商品を使用

しなかった。

 

 2021年12月31日 2020年12月31日

(百万ユーロ) 固定金利 変動金利 合計 固定金利 変動金利 合計

流動及び非流動金融負債合計 8,234 1,515 9,749 8,773 1,683 10,456

現金及び現金同等物 - (2,622) (2,622) - (6,895) (6,895)

ヘッジ前正味債務 8,234 (1,107) 7,127 8,773 (5,212) 3,561

ヘッジの影響 - - - - - -

ヘッジ後正味債務 8,234 (1,107) 7,127 8,773 (5,212) 3,561

 

23.5 - 商品ッジ

当社グループは、エネルギー及び原材料価格、特に鉄鋼、銅、アルミニウム、銀、鉛、ニッケル、亜鉛及び

プラスチックの価格変動に晒されている。当社グループが価格の増分をヘッジ、補償又は顧客に対して転嫁

できない場合、損益にマイナスの影響を与えうる。しかしながら、当社グループは、非鉄金額及びレアメタ

ル価格の上昇に対するエクスポージャーを限定する一定の対応策を講じている。事業体の調達部は、本社経

理部及び財務部に購買予測を報告している。調達コミットメントは、先物契約、スワップ、並びに利用率は

低いがオプションを用いてヘッジされている。

 

コモディティ商品は全て、IFRS基準に基づきキャッシュ・フロー・ヘッジに指定される先物契約及びオプ

ションであり、その内容は以下の通り：

 

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

帳簿価額 7 23

契約金額 (400) (249)

 

23.6 - ネッティング対象の金融資産及び負債

本セクションは、IFRS第7号に基づくネッティング契約の対象である金融商品を開示している。

 

2021年12月31日  

財務状態計

算書で相殺

されている

総額

財務状態計

算書で表示

される正味

金額

財務状態計

算書で相殺

されていな

い関連金額

 

IFRS第7号に

基づく正味

金額(百万ユーロ) 総額
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金融資産 48 - 48 17 31  

金融負債 104 - 104 17 87  

 

 

2021年12月31日  

財務状態計

算書で相殺

されている

総額

財務状態計

算書で表示

される正味

金額

財務状態計

算書で相殺

されていな

い関連金額

 

IFRS第7号に

基づく正味

金額(百万ユーロ) 総額

 

金融資産 107 - 107 15 92  

金融負債 19 - 19 15 4  

 

当社グループは、契約当事者の一方による債務不履行が発生した場合に未払金及び未収金を相殺することを

定める契約に基づき、ティア1銀行と店頭デリバティブを取引している。資産及び負債として計上されるデリバティブ商品を相殺

することに関して、これらの条件付相殺契約はIAS第32号で定義されている適格要件を満たしていない。しかし、相殺に関するIFRS第7

号に基づく開示の範囲には含められている。

 

23.7 - 取引先リスク

金融取引は、慎重に選定した取引先と契約している。取引銀行は、独立格付機関が発行する信用格付けを含

む通例的な基準に従い選定される。

 

当社グループの方針は取引先リスクを分散させることであり、関連規則の遵守を確かめるための統制活動が

定期的に実施されている。さらに当社グループは、売掛債権に係る損失リスクを抑えるために取引信用保険

を締結しているほか、その他の保証も利用している。

 

23.8 - 金融リスク管理

為替リスクは、営業活動において相当数の外貨取引を当社グループが実施していることによって生じる。こ

れらのエクスポージャーは、当社グループの表示通貨であるユーロ以外の通貨による販売取引から生じてい

る。

 

通貨の交換リスクに関する当社グループの主なエクスポージャーは、米ドル、中国元及び米ドル連動通貨に

関連している。2021年、外貨建の収益は230億ユーロ（2018年は201億ユーロ）であり、約74億ユーロ相当の

米ドル及び約44億ユーロ相当の中国元が含まれる（2020年はそれぞれ66億ユーロ及び37億ユーロ）。

 

当社グループは、為替レートの変動に対する利益の感応度を低減するために、通貨リスクに対するエクス

ポージャーを管理している。為替レートの変動に対する当社グループのエクスポージャーをヘッジするため

に使用される金融商品は上述の通り。

 

以下の表は、米ドル及び中国元がユーロに対し10％変動した際の、収益及び調整後EBITAに対する影響を示し

ている。これには、財務諸表を当社グループの表示通貨に換算するによって生じる影響が含まれており、連

結範囲の変更による影響を想定していない。

 

 2021年12月31日

(百万ユーロ）

平均レートの上昇

（下落） 収益 調整後EBITA
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米ドル (10)％ 743 106

 (10)％ (676) (97)

中国元 (10)％ 438 109

 (10)％ (398) (99)

 

 2020年12月31日

(百万ユーロ）

平均レートの上昇

（下落） 収益 調整後EBITA

米ドル (10)％ 665 86

 (10)％ (604) (78)

中国元 (10)％ 372 95

 (10)％ (338) (87)

 

注記 24：従業員
 

24.1 - 従業員

当社グループの常勤及び臨時従業員の平均人数は以下の通り：

(従業員数) 2021年通期 2020年通期

製造　

管理

91,519

74,506

81,470

73,996

平均従業員数合計 166,025 155,466

うち欧州、中東、アフリカ及び南米 66,214 67,549

うち北米 34,427 32,633

うちアジア太平洋 65,384 55,284

 

24.2 - 従業員給付費用

（百万ユーロ） 2021年通期 2020年通期

給料手当 (8,207) (7,082)

利益配分及び業績連動賞与 (66) (57)

ストック・オプション及びパフォーマンス・シェア  (161)  (145)

従業員給付費用 (8,434) (7,284)

 

24.3 - 上級幹部に対し付与する給付

2021年度において当社グループは、取締役に対する報酬として180万ユーロを支払った。2021年度において当

社グループから取締役を除く上級幹部に支払った、現物給付を含む報酬総額は2,520万ユーロであり、その内

550万ユーロは変動部分に相当する。

 

直近3会計期間において、執行役員を除く上級幹部に対して、696,839株のパフォーマンス・シェアが割当て

られている。直近3会計期間において、ストック・オプションは付与されていない。2021年度において、パ

フォーマンス・シェアは、2021年度長期インセンティブ制度39に基づき割り当てられた。2011年12月16日以

降、全てのパフォーマンス・シェアには経営会議の参加者に対する業績目標の達成条件が付されている。

 

上級幹部に対する正味年金債務は、2021年12月31日において1,500万ユーロであった（2020年12月31日には

1,700万ユーロ）。上級幹部に関する情報については、一括登録文書第4章を参照のこと。
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注記 25：関連当事者取引
 

25.1 - 関連会社

当社グループが重要な影響力を有する会社は、持分法により会計処理される。これらの関連当事者との取引

は、独立第三者間取引と同様の条件で実施される。

 

2021年度において、重要な関連当事者取引は実施されなかった。

 

25.2 - 絶大な影響力を持つ関連当事者

監査委員会又は取締役会の参加者との間で、当年度中に実施された取引はなかった。当社グループの上級幹

部に対して支払われた報酬及び給付は注記24.5に記載されている。

 

注記 26：コミットメント及び偶発負債
 

26.1 - 保証及び保証類似行為

以下の表は、差入れた、或いは差入れられた保証に係る最大エクスポージャーを開示している。

(百万ユーロ) 2021年12月31日 2020年12月31日

念書
*

3,702 3,367

担保、抵当権及び保証書
**

81 117

その他差入れたコミットメント 314 253

差入れた保証 4,097 3,737

差入れられた裏書及び保証 64 54

差入れられた保証 64 54

*
 当社グループの子会社により契約が完全に履行されることを保証する何らかのコミットメントを顧客が求めることがある。当該コ

ミットメントに関連するリスクを評価した結果発生可能性が高いとみなされ、かつ合理的に見積ることができる場合、偶発損失引当

金が計上される。念書には年金制度に対する保証債務が含まれている。

**
借入の中には、担保として差し入れられる有形固定資産や有価証券によって保全されているものがある。

 

26.2 - 偶発負債

当社グループは、通常の営業過程で多くの潜在的な請求及び訴訟に晒されている。当社グループに債務が発

生する可能性が高いもの、及び当該結果に対し引当金が設定されているもの（注記21参照）を除き、潜在的

に重要な請求及び訴訟は識別されていない。

 

2018年9月にフランスの司法当局および反トラスト当局により、フランスにおける配電活動に関するシュナイ

ダーエレクトリックS.E.の本社等への調査が行われた。シュナイダーエレクトリックは、フランス当局に協

力している。このような調査は、当社グループに対する正式な手続きにつながり、シュナイダーエレクト

リックS.E.の財務諸表に重大な影響を及ぼす恐れがあるが、その可能性及び潜在的な影響について現時点で

は判断することができない。

 

注記 27：後発事象
 

27.1-IGE+XAO
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簡易公開買付の完了に伴い、当社グループは現在、IGE+XAO社の発行済み株式の83.93％を保有している。当

社グループは、年次株主総会の参考情報に示された当社グループの意図、及びエネルギー管理ソフトウェア

部門の様々な独立ソフトウェア事業体を統合するという前述の戦略に従い、2022年度中にIGE+XAOのシュナイ

ダーエレクトリックS.E.との合併を実行する予定である。

 

シュナイダーエレクトリック及びIGE+XAOの取締役会は2022年2月16日に開催され、IGE+XAOの3株につきシュ

ナイダーエレクトリックの5株の割合とする合併比率を含む、経済的、財務的、法的条件を承認した。合併契

約及び合併に関する第三者算定機関の報告書は、シュナイダーエレクトリック及びIGE+XAOのウェブサイトで

公表される予定である。

 

当社グループは、本合併に伴い、金融市場庁（AMF）に対してシュナイダーエレクトリックがIGE+XAO株式の

買取を申請する必要がないことを確認する予定である。加えて、この合併は、2022年5月4日及び5月5日にそ

れぞれ開催されるIGE+XAO及びシュナイダーエレクトリックの年次株主総会において承認される必要がある。

 

注記 28：法定監査人報酬
 

当社グループが法定監査人及びそのネットワークに対し支払った報酬：

 2021年通期

（千ユーロ） EY ％ Mazars ％ 合計

法定監査 12,290 90％ 9,602 96％ 21,892

うちシュナイダーエレクトリックS.E. 106  106  212

うち子会社 12,184  9,496  21,680

関連監査サービス（「SACC」） 1,368 10％ 439 4％ 1,807

うちシュナイダーエレクトリックS.E. 317    317

うち子会社 1,051  439  1,490

報酬合計 13,658 100％ 10,041 100％ 23,699

 

 2020年通期

（千ユーロ） EY ％ Mazars ％ 合計

法定監査 11,241 95% 9,061 95% 20,302

うちシュナイダーエレクトリックS.E. 106  106  212

うち子会社 11,135  8,955   20,090

関連監査サービス（「SACC」） 540 5% 433 5% 973

うちシュナイダーエレクトリックS.E. 241  -  241

うち子会社 299  433  732

報酬合計 11,781 100% 9,494 100% 21,275
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注記 29：連結会社
 

シュナイダーエレクトリックS.E.グループの連結範囲に含まれる主な会社は以下の通り：

（持分比率）  2021年12月31日 2020年12月31日

欧州    

連結子会社    

NXT Control GmbH オーストリア 100 100

Schneider Electric Austria GmbH オーストリア 100 100

Schneider Electric Power Drives GmbH オーストリア 100 100

Schneider Electric Systems Austria GmbH オーストリア 100 100

Schneider Electric Bel LLC ベラルーシ 100 100

Schneider Electric Belgium NV/SA ベルギー 100 100

Schneider Electric Energy Belgium SA ベルギー 100 100

Schneider Electric ESS BVBA ベルギー 100 100

Schneider Electric Services International SPRL ベルギー 100 100

Schneider Electric Bulgaria EOOD ブルガリア 100 100

Schneider Electricd.o.o クロアチア 100 100

Schneider Electrica.s. チェコ共和国 98.3 98.3

Schneider Electric CZ sro チェコ共和国 100 100

Schneider Electric Systems Czech Republic sro チェコ共和国 100 100

Ørbaekvej 280 A/S デンマーク 100 100

Schneider Electric Danmark A/S デンマーク 100 100

Schneider Electric IT Denmark ApS デンマーク 100 100

Schneider Electric Eesti AS エストニア 100 100

Schneider Electric Finland Oy フィンランド 100 100

Schneider ElectricFire & Security OY フィンランド 100 100

Schneider Electric Vamp Oy フィンランド 100 100

Behar sécurité フランス 100 100

Boissière Finance フランス 100 100

Construction Electrique du Vivarais フランス 100 100

Dinel フランス 100 100

Eckardt フランス 100 100

Eurotherm Automation フランス 100 100

France Transfo フランス 100 100

IGE+XAO SA (サブ連結グループ) フランス 84.2 67.9

Merlin Gerin Alès フランス 100 100

Merlin Gerin Loire フランス 100 100

Muller & Cie フランス 100 100

Newlog フランス 100 100

Rectiphase フランス 100 100

Sarel - Appareillage Electrique フランス 99 99

Scanelec フランス 100 100

Schneider Electric Alpes フランス 100 100

Schneider Electric Energy France フランス 100 100

Schneider Electric France フランス 100 100

Schneider Electric Industries SAS　　 フランス 100 100

Schneider Electric International フランス 100 100

Schneider Electric IT France フランス 100 100

Schneider Electric Manufacturing Bourguebus フランス 100 100

Schneider Electric SE (親会社) フランス 100 100

Schneider Electric Solar France フランス 100 100

Schneider Electric Systems France フランス 100 100

Schneider Electric Telecontrol フランス 100 100

Schneider Toshiba Inverter Europe SAS フランス 60 60

Schneider Toshiba Inverter SAS フランス 60 60

Société d’Appareillage Electrique Gardy フランス 100 100

Société d’Application et d’Ingenierie Industrielle et

Informatique SAS - SA3I フランス 100 100
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（持分比率）  2021年12月31日 2020年12月31日

Société Electrique d’Aubenas フランス 100 100

Société Française de Construction Mécanique et Electrique フランス 100 100

Société Française Gardy フランス 100 100

Systèmes Equipements Tableaux Basse Tension フランス 100 100

Transfo Services フランス 100 100

Transformateurs SAS フランス 100 100

ABN GmbH ドイツ 100 100

Eberle Controls GmbH ドイツ 100 100

Merten GmbH ドイツ 100 100

ProLeiTAG(サブ連結グループ) ドイツ 100 100

RIB GmbH (サブ連結グループ) ドイツ 100 87.6

Schneider Electric Automation GmbH ドイツ 100 100

Schneider Electric Holding Germany GmbH ドイツ 100 100

Schneider Electric DMSGmbH ドイツ 100 100

Schneider Electric Investment AG ドイツ 100 100

Schneider Electric Real Estate GmbH ドイツ 100 100

Schneider Electric Sachsenwerk GmbH ドイツ 100 100

Schneider Electric Systems Germany GmbH ドイツ 100 100

Schneider Electric AEBE ギリシャ 100 100

Schneider Electric Energy Hungary LTD ハンガリー 100 100

Schneider Electric Hungaria Villamossagi ZRT ハンガリー 100 100

SE - CEE Schneider Electric Közep-Kelet Europai KFT ハンガリー 100 100

Schneider Electric Ireland Ltd アイルランド 100 100

Schneider Electric IT Limited アイルランド 100 100

Schneider Electric IT Logistics Europe Ltd アイルランド 100 100

Validation technologies (Europe) Ltd アイルランド 100 100

Eliwell Controls S.r.l. イタリア 100 100

Eurotherm S.r.l. イタリア 100 100

Schneider Electric Industrie Italia Spa イタリア 100 100

Schneider Electric Spa イタリア 100 100

Schneider Electric Systems Italia Spa イタリア 100 100

Uniflair Spa イタリア 100 100

Lexel Fabrika SIA ラトビア 100 100

Schneider Electric Baltic Distribution Center ラトビア 100 100

Schneider Electric Latvija SIA ラトビア 100 100

UAB Schneider Electric Lietuva リトアニア 100 100

Industrielle de Réassurance SA ルクセンブルグ 100 100

American Power Conversion Corporation (A.P.C.)BV オランダ 100 100

APC International Corporation BV オランダ 100 100

APC International Holdings BV オランダ - 100

Clovis Systems B.V. オランダ 70 -

Schneider Electric Logistic Centre BV オランダ 100 100

Schneider Electric Manufacturing The Netherlands BV オランダ - 100

Schneider Electric Systems Netherlands BV オランダ 100 100

Schneider Electric The Netherlands BV オランダ 100 100

ELKO AS ノルウェー 100 100

Eurotherm AS ノルウェー 100 100

Lexel Holding Norge AS ノルウェー 100 100

Schneider Electric Norge AS ノルウェー 100 100

Elda Eltra Elektrotechnika S.A. ポーランド 100 100

Eurotherm Poland Sp.Z.o.o. ポーランド 100 100

Schneider Electric Industries Polska Sp.Z.o.o. ポーランド 100 100

Schneider Electric Polska Sp.Z.o.o. ポーランド 100 100

Schneider Electric Systems Sp.Z.o.o. ポーランド 100 100

Schneider Electric Transformers Poland Sp.Z.o.o. ポーランド 100 100

Schneider Electric Portugal LDA ポルトガル 100 100

Schneider Electric Romania SRL ルーマニア 100 100

AO　Schneider Electric ロシア 100 100
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（持分比率）  2021年12月31日 2020年12月31日

DIN Elektro Kraft OOO ロシア 100 100

FLISR LLC ロシア 100 100

OOO Potential ロシア 100 100

OOO Schneider Electric Zavod Electromonoblock ロシア 100 100

Schneider Electric Innovation center LLC ロシア 100 100

Schneider Electric Systems LLC ロシア 100 100

Schneider Electric URAL LLC ロシア - 100

Schneider Electric DMS NS セルビア 100 100

Schneider Electric Srbija doo Beograd セルビア 100 100

Schneider Electric Slovakia Spol SRO スロバキア 100 100

Schneider Electric Systems Slovakia SRO スロバキア 100 100

Schneider Electric d.o.o. スロベニア 100 100

Manufacturas Electricas SA スペイン 100 100

Schneider Electric Espana SA スペイン 100 100

Schneider Electric IT Spain, SL スペイン 100 100

Schneider Electric Systems Iberica S.L. スペイン 100 100

AB Crahftere 1 スウェーデン 100 100

AB Wibe スウェーデン - 100

Elektriska AB Delta スウェーデン 100 100

Elko AB スウェーデン 100 100

Eurotherm AB スウェーデン 100 100

Lexel AB スウェーデン 100 100

Schneider Electric Buildings AB スウェーデン 100 100

Schneider Electric Distribution Centre AB スウェーデン 100 100

Schneider Electric Sverige AB スウェーデン 100 100

Telvent Sweden AB スウェーデン 100 100

Feller AG スイス 83.7 83.7

Gutor Electronic GmbH スイス 100 100

Schneider Electric (Schweiz) AG スイス 100 100

Schneider Electric Ukraine ウクライナ 100 100

Andromeda Telematics Ltd 英国 100 100

Aveva Group plc(サブ連結グループ) 英国 59 61.4

Avtron Loadbank Worldwide Co., Ltd 英国 100 100

BTR Property Holdings Ltd 英国 100 100

CBS Group Ltd 英国 100 100

Eurotherm Ltd 英国 100 100

Imserv Europe Ltd 英国 - 100

Invensys Holdings Ltd 英国 100 100

M&C Energy Group Ltd 英国 100 100

N.J. Froment & Co. Limited 英国 100 100

Samos Acquisition Company Ltd 英国 100 100

Schneider Electric (UK) Ltd 英国 100 100

Schneider Electric Buildings UK Ltd 英国 100 100

Schneider Electric Controls UK Ltd 英国 100 100

Schneider Electric IT UK Ltd 英国 100 100

Schneider Electric Ltd 英国 100 100

Schneider Electric Systems UK Ltd 英国 100 100

Serck Control and Safety Ltd 英国 100 100

持分法による会計処理    

Aveltys フランス 51 51

Delta Dore Finance SA (サブ連結グループ) フランス 20 20

Energy Pool Development フランス 25 25

Schneider Lucibel Managed Services SAS フランス 47 47

Planon Beheer B.V. オランダ 25 -

Möre Electric Group A/S ノルウェー 34 34

Custom Sensors & Technologies Topco Limited 英国 30 30

AO Gruppa Kompaniy “Electroshield” - TM Samara ロシア 60 60
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（持分比率）  2021年12月31日 2020年12月31日

北米    

連結子会社    

Power Measurement Ltd. カナダ 100 100

Schneider Electric Canada Inc. カナダ 100 100

Schneider Electric Solar Inc. カナダ 100 100

Schneider Electric Systems Canada Inc. カナダ 100 100

Viconics Technologies Inc. カナダ 100 100

Electronica Reynosa, S. de R.L. de C.V. メキシコ 100 100

Industrias Electronicas Pacifico, S.A. de C.V. メキシコ 100 100

Invensys Group Services MexicoS.C. メキシコ - 100

Schneider Electric IT Mexico, S.A. de C.V. メキシコ - 100

Schneider Electric Mexico, S.A. de C.V. メキシコ 100 100

Schneider Electric Systems Mexico, S.A. de C.V. メキシコ 100 100

Schneider Industrial Tlaxcala, S.A. de C.V. メキシコ 100 100

Schneider Mexico, S.A. de C.V. メキシコ 100 100

Schneider R&D, S.A. de C.V. メキシコ 100 100

Square D Company Mexico, S.A. de C.V. メキシコ 100 100

Telvent Mexico, S.A. de C.V. メキシコ 100 100

Adaptive Instruments Corp. 米国 100 100

American Power Conversion Holdings Inc. 米国 100 100

ASCO Power GP, LLC 米国 - 100

ASCO Power Services, Inc. 米国 100 100

ASCO Power Technologies, L.P. 米国 100 100

Charge Holdings, LLC 米国 85.9 -

Echo HoldCo LLC 米国 90.8 -

ETAP Automation Inc. (サブ連結グループ) 米国 80 -

Foxboro Controles S.A. 米国 100 100

Invensys LLC 米国 100 100

Lee Technologies Puerto Rico, LLC 米国 - 100

OSISoft (サブ連結グループ) 米国 59 -

Power Measurement, Inc. 米国 - 100

Pro-Face America, LLC 米国 100 100

Schneider Electric Buildings Americas, Inc. 米国 100 100

Schneider Electric Buildings Critical Systems, Inc. 米国 100 100

Schneider Electric Buildings, LLC 米国 100 100

Schneider Electric Digital, Inc. 米国 100 100

Schneider Electric Engineering Services, LLC 米国 100 100

Schneider Electric Grid Automation, Inc. 米国 100 100

Schneider ElectricHoldings, Inc. 米国 100 100

Schneider Electric IT America Corp. 米国 - 100

Schneider Electric IT Corporation 米国 100 100

Schneider Electric IT Mission Critical Services, Inc. 米国 100 100

Schneider Electric IT USA, Inc. 米国 - 100

Schneider ElectricMotion USA, Inc. 米国 - 100

Schneider Electric Solar Inverters USA, Inc. 米国 100 100

Schneider Electric Systems USA, Inc. 米国 100 100

Schneider Electric USA, Inc. 米国 100 100

SE Vermont Ltd 米国 100 100

Siebe Inc. 米国 100 100

SNA Holdings Inc. 米国 100 100

Square D Investment Company 米国 100 100

Stewart Warner Corporation 米国 100 100

Summit Energy Services, Inc. 米国 100 100

Veris Industries LLC 米国 100 100

持分法による会計処理    

Uplight Inc. 米国 29.4 -
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（持分比率）  2021年12月31日 2020年12月31日

アジア太平洋    

連結子会社    

Clipsal Australia Pty Ltd オーストラリア 100 100

Clipsal Technologies Australia Pty Limited オーストラリア 100 100

Nu-lec Industries Pty.Limited オーストラリア 100 100

Scada Group Pty Limited オーストラリア 100 100

Schneider Electric (Australia) Pty Limited オーストラリア 100 100

Schneider Electric Australia Holdings Pty Ltd オーストラリア 100 100

Schneider Electric IT Australia Pty Ltd オーストラリア 100 100

Schneider Electric Solar Australia Pty Ltd オーストラリア 100 100

Schneider Electric Systems Australia Pty Ltd オーストラリア 100 100

Serck Controls Pty Limited オーストラリア 100 100

Tamco Electrical Industries Australia Pty Ltd オーストラリア 65 65

Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co. Ltd 中国 100 100

CITIC Schneider Electric Smart Building Technology (北京) Co. Ltd 中国 51 51

Clipsal Manufacturing (恵州) Ltd 中国 - 100

FSL Electric (東莞) Limited 中国 54 54

Proface China International Trading (上海) Co. Ltd 中国 100 100

Schneider (北京) Medium & Low Voltage Co., Ltd 中国 95 95

Schneider (北京) Medium Voltage Co. Ltd 中国 95 95

Schneider (陝西) Baoguang Electrical Apparatus Co. Ltd 中国 70 70

Schneider (蘇州) Drives Company Ltd 中国 90 90

Schneider (蘇州) Enclosure Systems Co Ltd 中国 100 100

Schneider (蘇州) Transformers Co. Ltd 中国 100 100

Schneider Automation & Controls Systems (上海) Co., LTD 中国 100 100

Schneider Busway (広東) Ltd 中国 95 95

Schneider Electric (中国) Co. Ltd 中国 100 100

Schneider Electric (廈門) Switchgear Co. Ltd 中国 100 100

Schneider Electric (廈門) Switchgear Equipment Co., Ltd 中国 100 100

Schneider Electric Equipment an Engineering (西安) Co., Ltd 中国 100 100

Schneider Electric IT (中国) Co., Ltd 中国 100 100

Schneider Electric IT (廈門) Co., Ltd. 中国 100 100

Schneider Electric Low Voltage (天津) Co. Ltd 中国 75 75

Schneider Electric Manufacturing (重慶) Co. Ltd 中国 100 100

Schneider Electric Manufacturing (武漢) Co. Ltd 中国 100 100

Schneider Great Wall Engineering (北京) Co. Ltd 中国 100 100

Schneider Shanghai Apparatus Parts Manufacturing Co. Ltd 中国 100 100

Schneider Shanghai Industrial Control Co. Ltd 中国 80 80

Schneider Shanghai Low Voltage Term.Apparatus Co. Ltd 中国 75 75

Schneider Shanghai Power Distribution Electric Apparatus Co. Ltd 中国 80 80

Schneider Smart Technology., Ltd 中国 100 100

Schneider South China Smart Technology (広東) Co. Ltd. 中国 100 100

Schneider Switchgear (蘇州) Co, Ltd 中国 58 58

Schneider Wingoal (天津) Electric Equipment Co. Ltd 中国 100 100

Shanghai ASCO Electric Technology Co., Ltd 中国 100 100

Shanghai Foxboro Co., Ltd 中国 100 100

Shanghai Invensys Process System Co., Ltd 中国 100 100

Shanghai Schneider Electric Power Automation Co. Ltd 中国 100 100

Shanghai Tayee Electric Co., LTD 中国 74.5 74.5

Wuxi Proface Co., Ltd 中国 100 100

Zircon Investment (上海) Co., Ltd 中国 74.5 74.5

Clipsal Asia Holdings Limited 香港 100 100

Clipsal Asia Limited 香港 100 100

Fed-Supremetech Limited 香港 54 54

Himel Hong Kong Limited 香港 100 100

Schneider Electric(香港) Limited 香港 100 100

Schneider Electric Asia Pacific Limited 香港 100 100

Schneider Electric IT Hong Kong Limited 香港 100 100
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（持分比率）  2021年12月31日 2020年12月31日

Eurotherm India Private Ltd インド 100 100

Luminous Power Technologies Private Ltd インド 100 100

Schneider Electric India Private Ltd インド 65 65

Schneider Electric Infrastructure Limited インド 75 75

Schneider Electric IT Business India Private Ltd インド 100 100

Schneider Electric President Systems Ltd インド 79.5 79.5

Schneider Electric Private Limited インド 100 100

Schneider Electric Solar India Private Limited インド 100 100

Schneider Electric Systems India Private Limited インド 100 100

PT Schneider Electric Indonesia インドネシア 100 100

PT Schneider Electric IT Indonesia インドネシア 100 100

PT Schneider Electric Manufacturing Batam インドネシア 100 100

PT Schneider Electric Systems Indonesia インドネシア 95 95

PT Tamco Indonesia インドネシア 65 65

Schneider Electric Japan Holdings Ltd. 日本 100 100

Schneider Electric Japan, Inc. 日本 100 100

Schneider Eletcric Solar Japan Inc. 日本 100 100

Schneider Electric Systems Japan Inc. 日本 100 100

Toshiba Schneider Inverter Corp. 日本 60 60

Eurotherm Korea Co., Ltd. 韓国 100 100

Schneider Electric Korea Ltd. 韓国 100 100

Schneider Electric Systems Korea Limited 韓国 100 100

Clipsal Manufacturing (M) Sdn.Bhd. マレーシア 100 100

Gutor Electronic Asia Pacific Sdn.Bhd. マレーシア 100 100

Henikwon Corporation Sdn Bhd マレーシア 65 65

Huge Eastern Sdn.Bhd. マレーシア 100 100

Schneider Electric (Malaysia) Sdn.Bhd. マレーシア 30 30

Schneider Electric Industries (M) Sdn.Bhd. マレーシア 100 100

Schneider Electric IT Malaysia Sdn.Bhd. マレーシア 100 100

Schneider Electric Systems (Malaysia) Sdn.Bhd. マレーシア 100 100

amco Switchgear (Malaysia) Sdn Bhd マレーシア 65 65

Schneider Electric (NZ) Limited ニュージーランド 100 100

Schneider Electric Systems New Zealand Limited ニュージーランド 100 100

American Power Conversion Land Holdings Inc. フィリピン 100 100

Clipsal Philippines, Inc. フィリピン 100 100

Schneider Electric (Philippines) Inc. フィリピン 100 100

Schneider Electric IT Philippines Inc. フィリピン 100 100

Schneider Electric Asia Pte.Ltd. シンガポール 100 100

Schneider Electric Export Services Pte Ltd シンガポール 100 100

Schneider Electric IT Logistics Asia Pacific Pte.Ltd. シンガポール 100 100

Schneider Electric IT Singapore Pte.Ltd. シンガポール 100 100

Schneider Electric JV2 Holdings Pte.Ltd. シンガポール 65 65

Schneider Electric Overseas Asia Pte Ltd シンガポール 100 100

Schneider Electric Singapore Pte.Ltd. シンガポール 100 100

Schneider Electric South East Asia (HQ) Pte.Ltd. シンガポール 100 100

Schneider Electric Systems Singapore Pte.Ltd. シンガポール 100 100

Schneider Electric Lanka (Private) Limited スリランカ 100 100

Schneider Electric Systems Taiwan Corp. 台湾 100 100

Schneider Electric Taiwan Co., Ltd. 台湾 100 100

Pro-Face South-East Asia Pacific Co., Ltd. タイ - 100

Schneider (Thailand) Limited タイ 100 100

Schneider Electric CPCS (Thailand) Co., Ltd. タイ 100 100

Schneider Electric Solar Thailand タイ 100 100

Schneider Electric Systems (Thailand) Co. Ltd. タイ 100 100

Clipsal Vietnam Co. Ltd ベトナム 100 100

Invensys Vietnam Ltd ベトナム 100 100

Schneider Electric IT Vietnam Limited ベトナム 100 100

Schneider Electric Manufacturing Vietnam Co., Ltd ベトナム 100 100

Schneider Electric Vietnam Co. Ltd ベトナム 100 100
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（持分比率）  2021年12月31日 2020年12月31日

持分法による会計処理    

Delixi Electric LTD (サブ連結グループ) 中国 50 50

Sunten Electric Equipment Co., Ltd 中国 25 25

富士電機機器制御（サブ連結グループ） 日本 36.8 36.8

Foxboro (Malaysia) Sdn.Bhd. マレーシア 49 49

それ以外の地域    

連結子会社    

Himel Algerie アルジェリア - 100

Schneider Electric Algerie アルジェリア 100 100

Schneider Electric Argentina S.A. アルゼンチン 100 100

Schneider Electric Systems Argentina S.A. アルゼンチン 100 100

Eurotherm Ltda. ブラジル 100 100

Schneider Electric Brasil Automação de Processos Ltda. ブラジル 100 100

Schneider Electric Brasil Ltda. ブラジル 100 100

Schneider Electric IT Brasil Industria e Comercio de Equipamentos

Eletronicos Ltda. ブラジル 100 100

Steck da Amazonia Industria Electrica Ltda. ブラジル 100 100

Steck Industria Electrica Ltda. ブラジル 100 100

Telseb Serviços de Engenharia e Comércio de Equipamentos

Eletrônicos e Telecomunicações Ltda ブラジル 100 100

Inversiones Schneider Electric Uno Limitada チリ 100 100

Marisio S.A. チリ 100 100

Schneider Electric Chile S.A. チリ 100 100

Schneider Electric Systems Chile Limitada チリ 100 100

Schneider Electric de Colombia S.A.S. コロンビア 100 100

Schneider Electric Systems Colombia Ltda. コロンビア 100 100

Schneider Electric Centroamerica Limitada コスタリカ 100 100

Invensys Engineering & Service S.A.E. エジプト 51 51

Schneider Electric Distribution Company エジプト 87.4 87.4

Schneider Electric Egypt SAE エジプト 91.9 91.9

Schneider Electric Systems Egypt S.A.E エジプト 60 60

L&T Electricals & Automation FZE アラブ首長国連邦 65 65

Schneider Electric DC MEA FZCO アラブ首長国連邦 100 100

Schneider Electric FZE アラブ首長国連邦 100 100

Schneider Electric Systems Middle East FZE アラブ首長国連邦 100 100

Schneider Electric (Kenya) Ltd ケニア 100 100

Kana Controls General Trading & Contracting Company W.L.L クウェート 31.9 31.9

Schneider Electric Services Kuweit クウェート 49 49

Schneider Electric East Mediterranean SAL レバノン 96 96

Delixi Electric Maroc SARL AU モロッコ 100 100

Schneider Electric Maroc モロッコ 100 100

Schneider Electric CFC モロッコ 100 -

Schneider Electric Free Zone Enterprise ナイジェリア 100 100

Schneider Electric Nigeria Ltd ナイジェリア 100 100

Schneider Electric Systems Nigeria Ltd ナイジェリア 100 100

Schneider Electric O.M LLC オマーン 100 100

Schneider Electric Pakistan (Private) Limited パキスタン - 80

Schneider Electric Peru S.A. ペルー 100 100

Schneider Electric Systems del Peru S.A. ペルー 100 100

Electrical & Automation Saudi Arabian Manufacturing Company (LLC) サウジアラビア 65 65

Schneider Electric Saudi Arabia Limited サウジアラビア 100 100

Schneider Electric Saudi Arabia For Solutions & Services Co サウジアラビア - 100

Schneider Electric System Arabia Co., LTD サウジアラビア 100 100

Schneider Electric South Africa (Pty) Ltd 南アフリカ 74.9 74.9

Uniflair South Africa (Pty) Ltd 南アフリカ 100 100

Gunsan Elektrik トルコ 100 100

Himel Elektric Malzemeleri Ticaret A.S トルコ 100 100

EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

131/257



 
（持分比率）  2021年12月31日 2020年12月31日

Schneider Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.S トルコ 100 100

Schneider Enerji Endustrisi Sanayi Ve Ticaret A.S トルコ 100 100

Schneider Electric Uganda Ltd ウガンダ - 100

Schneider Electric Systems de Venezuela, C.A. ベネズエラ 100 100

Schneider Electric Venezuela, S.A. ベネズエラ 93.6 93.6
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1　貸借対照表
 
資産の部

 

（千ユーロ） 注記 総額

償却及び

減価償却

又は引当

2021年12月31日

正味

2020年12月31日

正味

非流動資産      

無形資産 1.1     

無形財産権  27,429 (27,429) - -

有形固定資産 1.2     

土地  2,784 - 2,784 2,785

建物  48 (48) - -

その他  1,221 - 1,221 1,226

無形資産及び有形固定資産合計  31,483 (27,477) 4,006 4,011

金融投資      

子会社及び関連会社株式 2.1 5,377,099 (19,468) 5,357,631 5,346,631

その他の投資有価証券 2.2 637,409 - 637,409 457,964

子会社及び関連会社に対する貸付金 2.3 3,218,096 - 3,218,096 3,982,656

その他  10 - 10 10

金融投資合計  9,232,615 (19,468) 9,213,146 9,787,261

非流動資産合計  9,264,097 (46,945) 9,217,153 9,791,272

流動資産      

未収金      

売掛金  351,799 - 351,799 574,675

その他 3 136,480 - 136,480 129,770

未収金合計  488,279 - 488,279 704,445

市場性有価証券及び現金      

市場性有価証券 4 348,250 - 348,250 389,727

当社グループのキャッシュ・プールへの貸付金 5 6,878,822 - 6,878,822 6,522,060

その他  306 - 306 207

市場性有価証券及び現金合計  7,227,378 - 7,227,378 6,911,993

流動資産合計  7,715,657 - 7,715,657 7,616,439

前払金及びその他の資産      

前払費用 6.1 1,151 - 1,151 1,280

繰延費用 6.2 17,021 - 17,021 21,933

償還プレミアム 6.3 21,246 - 21,246 26,894

為替換算差損 9 84,928 - 84,928 30,533

資産合計  17,104,101 (46,945) 17,057,156 17,488,350

 

注記はこの親会社財務諸表の不可分の一部である。
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資本及び負債の部

 

（千ユーロ）   注記 2021年12月31日 2020年12月31日

資本   7   

資本金   7.1 2,276,134 2,268,274

資本剰余金   7.2 2,411,613 2,203,758

準備金      

法定準備金    243,027 243,027

利益剰余金   7.3 444,780 1,922,675

当期利益    1,498,235 (31,273)

非課税引当金    2 2

資本合計    6,873,791 6,606,463

偶発損失引当金   8   

偶発損失引当金    350,596 391,880

偶発損失及び負債性引当金    350,596 391,880

負債      

転換社債   9 650,000 650,000

社債   9 7,700,665 8,246,269

その他の借入   10 80,249 84,814

子会社及び関連会社に対する未払金    - -

借入及び金融負債   11 1,150,000 1,302,000

買掛金    31 680

未払の税金及び人件費    109,426 107,252

その他    5,998 5,677

負債合計    9,696,369 10,396,692

繰延収益    - 40

償還プレミアム   6.3 51,472 62,743

為替換算差益   2.3 84,928 30,533

資本及び負債合計    17,057,156 17,488,350

 
注記はこの親会社財務諸表の不可分の一部である。
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資産の部

 

（千円） 注記 総額

償却及び

減価償却

又は引当

2021年12月31日

正味

2020年12月31日

正味

非流動資産      

無形資産 1.1     

無形財産権  3,947,582 (3,947,582) - -

有形固定資産 1.2     

土地  400,673 - 400,673 400,817

建物  6,908 (6,908)  -

その他  175,726 - 175,726 176,446

無形資産及び有形固定資産合計  4,531,033 (3,954,490) 576,544 577,263

金融投資      

子会社及び関連会社株式 2.1 773,872,088 (2,801,835) 771,070,254 769,487,134

その他の投資有価証券 2.2 91,735,903 - 91,735,903 65,910,179

子会社及び関連会社に対する貸付金 2.3 463,148,376 - 463,148,376 573,183,852

その他  1,439 - 1,439 1,439

金融投資合計  1,328,757,951 (2,801,835) 1,325,955,972 1,408,582,603

非流動資産合計  1,333,288,840 (6,756,324) 1,326,532,660 1,409,159,866

流動資産      

未収金      

売掛金  50,630,912 - 50,630,912 82,707,226

その他 3 19,642,202 - 19,642,202 18,676,498

未収金合計  70,273,114 - 70,273,114 101,383,724

市場性有価証券及び現金      

市場性有価証券 4 50,120,140 - 50,120,140 56,089,510

当社グループのキャッシュ・プールへ

の貸付金
5 990,000,062 - 990,000,062 938,654,875

その他  44,040 - 44,040 29,791

市場性有価証券及び現金合計  1,040,164,242 - 1,040,164,242 994,774,033

流動資産合計  1,110,437,355 - 1,110,437,355 1,096,157,901

前払金及びその他の資産      

前払費用 6.1 165,652 - 165,652 184,218

繰延費用 6.2 2,449,662 - 2,449,662 3,156,597

償還プレミアム 6.3 3,057,724 - 3,057,724 3,870,584

為替換算差損 9 12,222,838 - 12,222,838 4,394,309

資産合計  2,461,622,216 (6,756,324) 2,454,865,892 2,516,923,332

 

注記はこの親会社財務諸表の不可分の一部である。
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資本及び負債の部

 

（千円）   注記 2021年12月31日 2020年12月31日

資本   7   

資本金   7.1 327,581,205 326,449,994

資本剰余金   7.2 347,079,343 317,164,851

準備金      

法定準備金    34,976,446 34,976,446

利益剰余金   7.3 64,012,738 276,711,386

当期利益    215,625,981 (4,500,810)

非課税引当金    288 288

資本合計    989,276,001 950,802,155

偶発損失引当金   8   

偶発損失引当金    50,457,776 56,399,370

偶発損失及び負債性引当金    50,457,776 56,399,370

負債      

転換社債   9 93,548,000 93,548,000

社債   9 1,108,279,707 1,186,803,034

その他の借入   10 11,549,436 12,206,431

子会社及び関連会社に対する未払金    - -

借入及び金融負債   11 165,508,000 187,383,840

買掛金    4,462 97,866

未払の税金及び人件費    15,748,590 15,435,708

その他    863,232 817,034

負債合計    1,395,501,426 1,496,291,913

繰延収益    - 5,757

償還プレミアム   6.3 7,407,850 9,029,973

為替換算差益   2.3 12,222,838 4,394,309

資本及び負債合計    2,454,865,892 2,516,923,332

 

注記はこの親会社財務諸表の不可分の一部である。
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2　損益計算書
 
（千ユーロ）　 注記 2021年通期 2020年通期

サービス及びその他の売上  - 325

引当金、減価償却費及び償却費の戻入並びに経費の付替請求  - -

営業収益  - 325

仕入高及び外注費  (11,317) (9,666)

法人所得税以外の租税  (2,014) (2,604)

人件費  (1,922) (2,606)

減価償却費及び引当金繰入額  (4,943) -

その他の営業費用及び共同支配企業関連損失  (2,127) (2,000)

営業費用  (22,322) (16,875)

営業利益/（損失）  (22,322) (16,550)

受取配当金 14 1,500,363 1,553

金利収益  41,008 48,010

長期未収金及びその他に関する損失引当金の戻入  - -

金融収益  1,541,371 49,563

金利費用  (87,130) (112,516)

引当金繰入額  5,358 (6,766)

金融費用  (81,772) (119,282)

正味金融収益/（損失)　 14 1,459,598 (69,719)

税引前当期損益  1,437,276 (86269)

固定資産の売却による収入  267 138894

パフォーマンス・シェアの再請求  82,245 121013

引当金の戻入及び経費の付替請求  149,627 280004

その他  154 23197

営業外収益  232,293 563,107

売却された固定資産の簿価  (1) (219,983)

繰入額、減価償却費及び償却費  (97,153) (134,516)

その他  (126,522) (185,901)

営業外費用  (223,676) (540,400)

正味営業外収益/（損失)　 15 8,617 22,708

法人所得税利益　 16 52,342 32,287

当期純利益  1,498,235 (31,273)

 

注記はこの親会社財務諸表の不可分の一部である。
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（千円）　 注記 2021年通期 2020年通期

サービス及びその他の売上  - 46,774

引当金、減価償却費及び償却費の戻入並びに経費の付替請求  - -

営業収益  - 46,774

仕入高及び外注費  (1,628,743) (1,391,131)

法人所得税以外の租税  (289,855) (374,768)

人件費  (276,614) (375,056)

減価償却費及び引当金繰入額  (711,397) -

その他の営業費用及び共同支配企業関連損失  (306,118) (287,840)

営業費用  (3,212,582) (2,428,650)

営業利益/（損失）  (3,212,582) (2,381,876)

受取配当金　 14 215,932,243 223,508

金利収益  5,901,871 6,909,599

長期未収金及びその他に関する損失引当金の戻入  - -

金融収益  221,834,114 7,133,107

金利費用  (12,539,750) (16,193,303)

引当金繰入額  771,123 (973,763)

金融費用  (11,768,626) (17,167,065)

正味金融収益/（損失)　 14 210,065,344 (10,033,958)

税引前当期損益  206,852,762 (12,415,834)

固定資産の売却による収入  38,427 19,989,624

パフォーマンス・シェアの再請求  11,836,700 17,416,191

引当金の戻入及び経費の付替請求  21,534,318 40,298,176

その他  22,164 3,338,512

営業外収益  33,431,609 81,042,359

売却された固定資産の簿価  (144) (31,659,953)

繰入額、減価償却費及び償却費  (13,982,260) (19,359,543)

その他  (18,209,046) (26,754,872)

営業外費用  (32,191,450) (77,774,368)

正味営業外収益/（損失)　 15 1,240,159 3,268,135

法人所得税利益　 16 7,533,061 4,646,745

当期純利益  215,625,981 (4,500,810)

 

注記はこの親会社財務諸表の不可分の一部である。
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3　財務諸表に対する注記
 

（他の表示がない限り、金額は全て千ユーロ）

 

3.1 当事業年度における重要事象

 

当事業年度において、(i) PEG に加入する従業員向けに確保された株式の新規発行に伴う増資、及び (ii)

フランス国外のグループ従業員及び従業員持株制度または貯蓄制度に加入する事業体向けに確保された株式

の新規発行に伴う増資を行った。

 

i.　額面価額4ユーロの株式55万株の新規発行により、資本金が220万ユーロ、資本剰余金が5,850万ユーロ、

それぞれ増加している。（引受価額は1株110.19ユーロ）

ii.　額面価額4ユーロの株式141万株の新規発行により、資本金が570万ユーロ、資本剰余金が1億5,010万

ユーロ、それぞれ増加している。（引受価額は1株110.19ユーロ）

 

当社は、2021年9月に満期を迎えた6億ユーロの社債を償還した。

 

2021年5月に、2020年度に係る配当金が14億4,700万ユーロ支払われた。

 

当社はまた、2億6,200万ユーロで180万株の自己株式を取得した。

 

最後に、パフォーマンス・シェア制度30、31及び31bisが2021年度中に満了したことに伴い、当社は210万株

を関連するグループ会社に対して割当てると共に1億2,400万ユーロを再請求した。

 

2021年12月31日、当社は既存の自己株式をいくつかのパフォーマンス・シェア制度に割当てると共に、関連

費用を当社グループの複数の事業体に対して再請求することを決定した。その結果、株式交付関連引当金の

残高は3億4,800万ユーロとなった。

 

3.2 会計方針

 

2021年12月31日に終了する事業年度の財務諸表は、フランスにおいて一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準及び2016年11月4日に国家会計基準庁規則第2016-07号により改訂された同規則第2014-03号に従って作

成している。

 

非流動資産

 

すべての非流動資産は取得原価をもって貸借対照表価額としている。

 

無形資産

 

無形財産権は、最大5年間にわたり償却される。

 

有形固定資産
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有形固定資産の各項目は

3年～10年の見積耐用年数にわたり、定額法で減価償却される。土地は減価償却されない。

 

子会社及び関連会社株式

 

子会社及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としている。

 

損失引当金は、帳簿価額が事業年度の末日で見積もられた使用価値を上回る場合に計上される可能性があ

る。使用価値は、主として基礎となる純資産、収益予測及び経済の見通しに基づき算出される。上場有価証

券の評価では、決算前月の平均株価が使用されている。

 

引当金は、見積もられた価額が帳簿価額を上回った場合に戻入れる可能性がある。

 

見積もった使用価値に基づく未実現利益は認識されない。

 

自己株式

 

自己株式は、分類（子会社及び関連会社株式、市場性有価証券）ごとに先入先出（FIFO）法に従って評価さ

れる。

 

自己株式は、保有目的に応じて会計上以下のように分類される：

・　パフォーマンス・シェア制度の対象株式として明示的に保有する株式である場合、又は当社グループの

株価を調整する目的で購入される場合、自己株式は市場性有価証券に分類される。

・　パフォーマンス・シェアの対象として明示的に保有する株式でない場合、又は投資サービス・プロバイ

ダーとの流動性契約の範疇で使用するために購入される場合、若しくは減資を行うにあたって取得後消

却する意図をもって購入される場合、自己株式は長期投資に分類される。

 

自己株式の評価損はその保有目的に応じて以下のように会計処理される：

・　パフォーマンス・シェア制度の対象株式として明示的に保有する場合、損失引当金は計上されない；

・　その他の場合では、決算前月の平均株価が平均取得原価を下回る場合、評価損を計上する必要がある。

 

年金債務

 

退職給付の現在価値は、予測単位積増方式を用いて測定される。当社が提供する補完的な年金給付に関連し

て一般的な制度を超える給付水準を付与する「上乗せ」契約の契約条件に基づき引当金が計上されている。

当社は、見積りの変動から生じる数理計算上の損益に対し、回廊アプローチを適用している。当該アプロー

チに基づき、予測給付債務の10％を超える数理計算上の正味累積損益は、10年にわたり償却される。
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通貨リスク

 

未実現為替差損には必要に応じて偶発損失引当金が計上される。しかし、同じ通貨及び同じ満期でのバッ

ク・トゥ・バック取引に係る未実現為替差損益がある場合、引当金額は正味損失に限定される。

 

社債

 

償還プレミアム及び社債発行費用は、社債の償還までの期間にわたり償却され、「繰延資産」において計上

される。社債発行差金は「償還プレミアム」において計上され、社債の償還までの期間にわたり償却され

る。

 

転換社債（OCEANE）の場合、転換時に額面転換価格で資本として再分類される。

 

3.3注記

 

注記 1：非流動資産

 

1.1-無形資産

この項目は、主に株式発行費用及び合併関連費用から構成され、全て償却される。

 

1.2-有形固定資産

 

（千ユーロ）     

有形固定資産 2020年12月31日 取得 売却 2021年12月31日

取得原価 4,301 - (247) 4,054

減価償却 (290) - 242 (48)

正味金額 4,011 - (5) 4,006

 

有形固定資産は主に建設用土地から構成される。

 

注記 2：投資

 

2.1-子会社及び関連会社株式

 

（千ユーロ）     

子会社及び関連会社株式 2020年12月31日 取得 売却 2021年12月31日

取得原価 5,377,099 - - 5,377,099

損失引当金 (30,468) - 11,000 (19,468)

正味金額 5,346,631 - 11,000 5,357,631

 

当事業年度において、当社は、Schneider Electric Japan Holdingの引当金の一部を400万ユーロ、Muller

SAの引当金の一部を700万ユーロ戻入れた。
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2021年12月31日において、主な投資先は以下の通りであった：

子会社及び関連会社株式    簿価

Schneider Electric Industries SAS    5,343,544

Schneider Electric Japan Holding    6,049

Muller SAS    8,038

合計    5,357,631

 

2.2-その他の投資有価証券

 

（千ユーロ）     

その他の投資有価証券 2020年12月31日 増加 減少 2021年12月31日

シュナイダーエレクトリックS.E.の株式 457,964 261,660 (82,215) 637,409

その他 - - - -

その他の株式及び自己株式に関する損失引当金 - - - -

正味金額 457,964 261,660 (82,215) 637,409

 

その他の投資有価証券には、主にパフォーマンス・シェア制度の対象株式として取得されたシュナイダーエ

レクトリックS.E.の株式が含まれる。

 

2021年7月29日付の取締役会決議に従い、当社は総額2億6,200万ユーロで1,809,054株の自己株式を取得し

た。

 

自己株式をパフォーマンス・シェア制度30、31、31bis、33及び39に割り当てるという2021年2月、2021年3

月、2021年4月及び2021年7月の取締役会決議に従い、総額9,700万ユーロの当社株式 1,521,169株が市場性有

価証券に計上された。

受益者の制度脱退に伴い、238,101株、1,500万ユーロが、市場性有価証券から「その他の投資有価証券」に

再分類された。

 

2.3-子会社及び関連会社に対する貸付金

 

（千ユーロ）     

子会社及び関連会社に対する貸付金 2020年12月31日 増加 減少 2021年12月31日

取得原価 3,982,656 54,868 (819,428) 3,218,096

正味金額 3,982,656 54,868 (819,428) 3,218,096

 

2021年12月31日において、この項目は主に、Schneider Electric Industries SASに対する2022年を返済期限

とする25億ユーロの貸付、当事業年度末のユーロ建て評価額が7億600万ユーロで、2022年を返済期限として

2012年に実施されたBoissière Financeに対する8億米ドルの貸付、及び、総額1,200万ユーロの未払利息から

構成される。

 

当事業年度において、Schneider Electric Investment AGに対する8億1,900万ユーロの貸付は、2021年3月5

日に満期を迎えた。
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米ドル建ての貸付を再評価した結果、8,500万ユーロの為替差益が生じた。

 

注記 3：未収金

 

（千ユーロ）    

  2021年12月31日 2020年12月31日

売掛金  351,799 574,675

その他  136,480 129,770

正味金額  488,279 704,445

 

売掛金は主に、Schneider Electric Industries SASに対するパフォーマンス・シェアの再請求額を含んでい

る。

 

2021年12月31日において、「その他の未収金」は主に、未収税金及び研究開発費の税額控除に係る未収金か

ら成る。

 

注記 4：市場性有価証券

 

 2020年12月31日  取得  売却  2021年12月31日

（千ユーロ） 株数 帳簿価額  取得価額  売却価額  帳簿価額 株数

自己株式          

取得原価 6,381,401 389,727  97,153  (138,630) 348,250 5,570,816

損失引当金 - -    -  - -

正味金額 - 389,727  97,153  (138,630) 348,250 -

 

市場性有価証券は主に、パフォーマンス・シェア制度、及び適切な場合にはストック・オプションに将来割

当てるために当社が保有する自己株式から構成されている。

 

2021年度において、自己株式をパフォーマンス・シェア制度30、31、31bis、33及び39に割当てるという取締

役会決議に従い、総額9,700万ユーロの当社株式1,521,169株が市場性有価証券に再分類された。

パフォーマンス・シェア制度30、31及び31bisが2021年度中に満了したことに伴い、当社は200万株を関連す

るグループ会社に対して割当てると共に1億2,400万ユーロを再請求した。

 

退職した従業員の権利喪失に従い、1,500万ユーロの当社株式 238,101 株を、市場性有価証券から「その他

の投資有価証券」に再分類した。

 

注記 5：現金及び現金同等物グループ

 

この項目は、当社グループのキャッシュ・プール（Boissière Finance）に対する要求に応じ即時引出可能な

有利子貸付から構成される。

 

 

注記 6：前払金及び他の資産
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6.1-前払費用

前払費用は、主に保険料及び保険費用に関連している。

 

6.2-社債発行費用

 

（千ユーロ）     

社債発行費用 2020年12月31日 増加 減少 2021年12月31日

2012年9月27日、2022年満期（8億米ドル） 576 - (450) 126

2013年9月6日、2021年満期（6億ユーロ） 235 - (235) -

2015年3月11日、2025年満期（7.5億ユーロ） 1,353 - (317) 1,036

2015年9月8日、2023年満期（8億ユーロ） 1,111 - (408) 703

2015年10月13日、2025年満期（2億ユーロ） 468 - (95) 373

2015年10月13日、2025年満期（1億ユーロ） 190 - (39) 151

2016年9月9日、2024年満期（8億ユーロ） 1,653 - (445) 1,208

2017年12月13日、2026年満期（7.5億ユーロ） 1,762 - (294) 1,468

2018年6月21日、2027年満期（7.5億ユーロ） 1,644 - (254) 1,390

2019年9月9日、2024年満期（2億ユーロ） 503 - (136) 367

2019年1月15日、2028年満期（2.5億ユーロ） 630 - (89) 541

2019年1月15日、2028年満期（5億ユーロ） 1,413 - (200) 1,213

2020年3月11日、2029年満期（8億ユーロ） 2,212 - (270) 1,942

2020年4月9日、2027年満期（5億ユーロ） 1,388 - (221) 1,167

2020年6月12日、2023年満期（5億ユーロ） 1,027 - (412) 615

2020年11月24日、2026年満期（6.5億ユーロ） 5,767 - (1,046) 4,721

合計 21,933 - (4,912) 4,721

 

6.3-償還プレミアム

 

（千ユーロ）     

償還プレミアム 2020年12月31日 増加 減少 2021年12月31日

2012年9月27日、2022年満期（8億米ドル） 216 - (200) 16

2013年9月6日、2021年満期（6億ユーロ） 141 - (141) 0

2015年3月11日、2025年満期（7.5億ユーロ） 3,808 - (894) 2,914

2015年9月8日、2022年満期（8億ユーロ） 1,549 - (568) 981

2015年10月13日、2025年満期（1億ユーロ） (730) - 148 (582)

2016年9月9日、2024年満期（8億ユーロ） 3,752 - (1,011) 2,741

2017年12月13日、2026年満期（7.5億ユーロ） 3,446 - (579) 2,867

2018年6月21日、2027年満期（7.5億ユーロ） 5,230 - (808) 4,422

2019年9月9日、2024年満期（2億ユーロ） (2,164) - 585 (1,579)

2019年1月15日、2028年満期（2.5億ユーロ） (10,408) - 1,479 (8,929)

2019年1月15日、2028年満期（5億ユーロ） 98 - (14) 84

2020年3月11日、2029年満期（8億ユーロ） 5,090 - (621) 4,469

2020年4月9日、2027年満期（5億ユーロ） 2,585 - (412) 2,173

2020年6月12日、2023年満期（5億ユーロ） 979 - (400) 579

2020年11月24日、2026年満期（6.5億ユーロ） (49,441) - 9,059 (40,382)
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合計 (35,849) - 5,623 (30,226)

 

注記 7：株主資本及び利益剰余金

 

(百万ユーロ) 資本金 資本剰余金

準備金及び

利益剰余金 当期純利益 法定準備金 合計

2019年12月31日、当期純利益配分前 2,328 3,133 3,489 57 - 9,007

払込資本の変動 - - - - - -

2019年度の純利益の配分 - - 57 (57) - -

2019年度の支払配当金 - - (1,413) - - (1,413)

自己株式の消却 (60) (929) - - - (989)

2003年度に支払った源泉所得税の払戻し - - 33 - - 33

2020年度の純利益 - - - (31) - (31)

2020年12月31日、当期純利益配分前 2,268 2,204 2,166 (31) - 6,607

払込資本の変動 8 209 - - - 217

2019年度の純利益の配分 - - (31) 31 - -

2020年度の支払配当金 - - (1,447) - - (1,447)

2021年度全世界従業員持株制度（WESOP）の

変動 - (1) - - - (1)

2021年度の純利益 - - - 1 498 - 1,498

2021年12月31日、当期純利益配分前 2,276 2,412 688 1,498 - 6,874
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7.1-資本

資本金

2021年12月31日における当社の資本金は2,276,133,768ユーロであり、全額払込済みである額面価額4ユーロ

の569,033,442株から成る。

 

資本金の変動

(i) PEG に加入する従業員向けに確保された株式の新規発行に伴う220 万ユーロの増資、及び (ii) フラン

ス国外のグループ従業員及び従業員持株制度または貯蓄制度に加入する事業体向けに確保された株式の新規

発行に伴う565 万ユーロの増資の結果、当事業年度において資本金が800万ユーロ増加した。

 

自己株式

当社が保有する自己株式の総数は報告日において、12,455,824株であり、その帳簿価額は6億3,800万ユーロ

である。。

 

7.2-資本剰余金

資本剰余金は当事業年度において2億800万ユーロ増加したが、これは増資によるものである。

 

7.3-前年度純利益の配分

2021年4月28日に開催された定時及び臨時株主総会における第3決議に基づき、2020年度の純利益3,100万ユー

ロは利益剰余金に配分された。14億7,400万ユーロの配当が行われたが、自己株式に対応する2,700万ユーロ

は外部に配当されなかった。

 

注記 8：偶発損失引当金及び負債性引当金

 

（千ユーロ） 2020年12月31日 増加 減少 2021年12月31日

偶発損失引当金     

株式交付関連引当金 389,72 97,154 (138,600) 348,281

その他 2,153 162 162 2,315

合計 391,880 97,316 (138,600) 350,596

 

経営者は、現在認知しており、かつ当社が関与している紛争について貸借対照表上で計上されている引当金

全体が、当該紛争が当社の財政状態又は収益に重要な影響を与えないことを保証するために十分であると確

信している。

 

シュナイダーエレクトリックS.E.の自己株式をパフォーマンス・シェア制度に割当てるという取締役会の決

議に関連して、3億4,800万ユーロのリスク引当金が計上された。
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注記 9：社債

 

（千ユーロ）

帳簿価額  

2021年12月31日 2020年12月31日 金利 満期

Schneider Electric SE 2019 94,325 94,325 Euribor+0.60%変動 2022年7月23日

Schneider Electric SE 2022 706,340 651,944 2.95%固定 2022年9月27日

Schneider Electric SE 2021 - 600,000 2.50%固定 2021年9月6日

Schneider Electric SE 2025 750,000 750,000 0.875%固定 2025年3月11日

Schneider Electric SE 2023 800,000 800,000 1.50%固定 2023年9月8日

Schneider Electric SE 2025 200,000 200,000 1.841%固定 2025年10月13日

Schneider Electric SE 2025 100,000 100,000 1.841%固定 2025年10月13日

Schneider Electric SE 2024 800,000 800,000 0.25%固定 2024年9月9日

Schneider Electric SE 2024 200,000 200,000 0.25%固定 2024年9月9日

Schneider Electric SE 2026 750,000 750,000 0.875%固定 2026年12月13日

Schneider Electric SE 2027 750,000 750,000 1.375%固定 2027年6月21日

Schneider Electric SE 2028 500,000 500,000 1.5%固定 2028年1月15日

Schneider Electric SE 2028 250,000 250,000 1.5%固定 2028年1月15日

Schneider Electric SE 2029 800 000 800,000 0.25%固定 2029年3月11日

Schneider Electric SE 2027 500 000 500,000 1%固定 2027年4月9日

Schneider Electric SE 2023 500,000 500,000 0%固定 2023年6月12日

合計 7,700,665 8,246,269   

固定：固定金利

変動：変動金利

 

米ドル建てのSchneider Electric SE 2022社債の換算替えにより、8,500万ユーロの換算差損が計上された。

 

転換社債（OCEANE）

 

（千ユーロ）

帳簿価額   

2021年12月31日 2020年12月31日 金利 満期

Schneider Electric SE 2026 650,000 650,000 0% 2026年6月15日

合計 650,000 650,000   

 

シュナイダーエレクトリックS.E.は過去数年間で様々な市場において社債を発行している：

・　米国において、（証券取引委員会（SEC）規則144A）に従った私募債発行を通じ、2012年9月に金利

2.950％で2022年9月を満期とする8億米ドル相当の社債を発行した；

・　ユーロ中期債（EMTN）プログラムの一部として社債を発行し、ルクセンブルク証券取引所で取引されて

いる。

 

当社は、当事業年度において2021年9月6日付で満期を迎えた6億ユーロの社債を償還した。

 

当社グループは、2020年11月において、金利0.00％で2026年6月を満期とする、新規または既存の株式に転換

又は交換可能な社債（OCEANEs）6億5,000万ユーロを発行した。
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同社債の初回転換及び／又は交換比率は、一社債当たり一株で、額面価格が176ユーロで設定されている。サ

ステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークに基づき、平均サステナビリティ業績スコア（3つ

の主要業績指標のスコアの算術平均）が2025年12月31日までに一定水準に達しない場合、当社グループは、

額面価額の0.50％に等しい金額を支払うことになる。

 

11の新たなシュナイダー・サステナビリティ・インパクト（SSI）2021-2025指標のうち、以下の3つが主要業

績指標である：

・　気候：顧客のCO2排出低減・排出回避に貢献し、800メガトンのCO2排出量削減を実現する；

・　平等:一般社員から管理及び経営層に至るまで、ジェンダー・ダイバーシティを向上させる

（50/40/30）；

・　世代:延べ100万人に対するエネルギー管理の研修を通じて、人材育成に貢献する。

 

詳細な格付け手法及びアプローチは、当社グループのサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレーム

ワークで示されている。これら全ての取引について、発行時の額面超過額及び発行費用は実効金利法に従い

償却される。

 

2021年12月31日において未償還となっているその他の社債は以下の通り：

・　2015年10月に発行された、金利1.841%で2025年10月13日を満期とする、1億ユーロ相当の社債；

・　2016年9月に発行された、金利0.25％で2024年9月9日を満期とする、8億ユーロ相当の社債（上記）；

・　2015年10月に発行された、金利1.841%で2025年10月13日を満期とする、2億ユーロ相当の社債；

・　2015年9月に発行された、金利1.50％で2023年9月8日を満期とする、8億ユーロ相当の社債；

・　2015年3月に発行された、金利0.875％で2025年3月11日を満期とする、7.5億ユーロ相当の社債；

・　2017年12月に発行された、金利0.875％で2026年12月13日を満期とする、7.5億ユーロ相当の社債；

・　2018年6月に発行された、金利1.375％で2027年6月21日を満期とする、7.5億ユーロ相当の社債；

・　2019年9月に発行された、金利0.25％で2024年8月9日を満期とする、2億ユーロ相当の社債；

・　2019年1月に発行された、金利1.5％で2028年1月15日を満期とする、5億ユーロ相当の社債；

・　2020年3月に発行された、金利0.25％で2029年3月11日を満期とする、8億ユーロ相当の社債；

・　2020年4月に発行された、金利1％で2027年4月9日を満期とする、5億ユーロ相当の社債；

・　2020年6月に発行された、金利0％で2023年6月12日を満期とする、5億ユーロ相当の社債；

・　2020年7月に発行された、金利Euribor +0.60%で2022年7月23日を満期とする、9400万ユーロ相当の社

債；

・　2019年1月に発行された、金利1.5％で2028年1月15日を満期とする、2.5億ユーロ相当の社債；

 

発行時の額面超過額及び発行費用は実効金利法に従い償却される。

 

注記 10：その他の借入

 

2021年12月31日におけるその他の借入には、社債の未払利息及び当社が発行したその他の負債が含まれてい

る。

未払利息は、2020年度末が4,300万ユーロであったのに対し3,800万ユーロであった。

その他の債務は、関係会社貸付金に対応するものであり、残高は4,200万ユーロであった。
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注記 11：借入及び金融負債

 

有利子負債

（千ユーロ） 2020年12月31日 増加 減少 2021年12月31日

コマーシャル・ペーパー 1,302,000 6,454,000 (6,806,000) 950,000

借入 - 200,000  200,000

当座借越 - - - -

その他 - - - -

正味金額 1,302,000 6,654,000 (6,806,000) 1,150,000

 

当事業年度において、2022年1月10日に満期を迎える2億ユーロの無保証型融資を2021年12月9日付でHSBCから

受けた。

 

注記 12：未収金及び未払金の満期

 

（千ユーロ） 合計 1年以内 1年から5年 5年超

非流動資産     

子会社及び関連会社に対する貸付金 3,218,096 3,218,096   

流動資産     

売掛金 351,799 351,799 - -

その他の未収金 136,480 104,754 31,726 -

市場性有価証券 348,250 348,250 - -

前払費用 1,151 1,151 - -

負債     

社債　 8,350,865 706,340 4,844,525 2,800,000

その他の借入 80,249 80,249 - -

コマーシャル・ペーパー 1,150,000 1,150,000 - -

買掛金 31 31 - -

未払の税金及び人件費 112,569 112,569 - -

その他 5,998 5,998 - -

繰延収益 - - - -

 

当期中に受領及び発行した請求書について支払遅延は生じていない。

 

注記 13：関連当事者取引（10%以上の議決権を有する場合）

 

（千ユーロ）  総額 正味

子会社及び関連会社株式  5,377,099 5,357,631

子会社及び関連会社に対する貸付金  3,218,096 3,218,096

未収金  351,799 351,799

現金及び現金同等物  6,878,936 6,878,936

収益：    

・　再請求されたパフォーマンス・シェア   82,245
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・　金利   1,541,212

 

注記 14：正味金融収益/（損失）

 

（千ユーロ） 2021年通期 2020年通期

配当金 1,500,362 1,553

正味金利収益（費用） (46,122) (64,355)

その他 5,358 (6,917)

正味金融収益/（損失） 1,459,598 (69,719)

 

2021年度において、Schneider Electric Industries SASから15億ユーロの配当金を受領した。2020年度にお

いて、Schneider Electric Japan Holding Ltdから160万ユーロの配当金を受領した。

 

注記 15：正味営業外収益/（損失）

 

（千ユーロ） 2021年通期 2020年通期

固定資産の売却による正味収益/（損失） 35 (81,089)

引当金繰入額（戻入控除後） 11,000 80,897

その他の正味営業外収益/（損失） (2,418) 22,900

正味営業外収益/（損失） 8,617 22,708

 

当社は2020年12月31日時点で源泉所得税の還付金に係る利息として2,300万ユーロを受領済みである点を念の

ため記載する。

 

注記 16：法人所得税利益

 

損益計算書の「法人所得税費用」は、主にシュナイダーエレクトリックS.E.率いる連結納税グループによっ

て計上された税額控除から構成されており、当該税額控除の金額は2021年度に支払うべき法人所得税控後で

5,400万ユーロである。

 

シュナイダーエレクトリックS.E.は、議決権の95％超を所有する全てのフランス子会社からなる連結納税グ

ループの親会社である。当該グループの枠内で当社が利用可能な税務上の繰越欠損金は、2021年12月31日に

おいて合計19億3,900万ユーロであった。

 

注記 17：年金給付コミットメント

 

当社は、役員、マネージャー及び退職者に対してコミットメントをおこなってきた。2015年度において、当

社は役員に対する割増年金制度を停止した。2015年度以降、当該制度の新規受益権者は発生しない。当社

は、退職した受益権者の当該制度に対するコミットメントの運営をAXA France VIEに委託している。
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注記 18：オフバランスのコミットメント

 

18.1-パートナーシップ債務

事業パートナーとしてシュナイダーエレクトリックS.E.に帰属する、商社以外の「合資会社（SC）」の債務

持分に重要性はない。

 

事業パートナーとしてシュナイダーエレクトリックS.E.に帰属する、フォロースルー事業体である「合名会

社（SNC）」の債務持分に重要性はない。

 

18.2-差入れた、或いは差入れられた保証

差し入れたコミットメント

銀行保証に関する念書：該当なし。

 

その他の差し入れた保証：21億2,700万ユーロ、主にグループ会社に対するもの。

 

差し入れられたコミットメント

銀行保証に関する念書：該当なし。

 

18.3-金融商品

シュナイダーエレクトリックS.E.グループのヘッジ取引、荷為替手形の取組み及び金融商品の設定は、当社

グループのキャッシュ・プールの管理者であるBoissière Financeが実施している。同社は、シュナイダーエ

レクトリックS.E.の100%子会社であるSchneider Electric Industries SASの100％子会社である。

 

シュナイダーエレクトリックS.E.は、2021年12月31日においてヘッジ取引のための金融商品を保有していな

い。

 

注記 19：偶発事象

 

当社グループは、通常の営業過程で多くの潜在的な請求及び訴訟に晒されている。当社に債務が発生する可

能性が高いもの、及び当該結果に対し引当金が設定されているものを除き、潜在的に重要な請求及び訴訟は

識別されていない。

 

2018年9月にフランスの司法当局および反トラスト当局により、フランスにおける配電活動に関するシュナイ

ダーエレクトリックの本社等への調査が行われた。シュナイダーエレクトリックは、フランス当局に協力し

ている。このような調査は、当社グループに対する正式な手続きにつながり、シュナイダーエレクトリック

S.E.の財務諸表に重大な影響を及ぼす恐れがあるが、その可能性及び潜在的な影響について現時点では判断

することができない。

 

注記 20：その他の情報

 

20.1-従業員

2021年度における平均従業員数は1名である。
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20.2-連結財務諸表

シュナイダーエレクトリックS.E.は、当社グループの親会社であり、従ってシュナイダーエレクトリック

S.E.の連結財務諸表を公表している。

 

20.3-後発事象

シュナイダーエレクトリックの商標

シュナイダーエレクトリックS.E.が2007年にベルギーの会社、Schneider Electric Services International

に行ったシュナイダーエレクトリックの商標権の一時的な譲渡が、契約に基づき2021年12月31日に終了した

ため、シュナイダーエレクトリックS.E.は、シュナイダーエレクトリックの商標の完全な所有権を再び保有

することになった。その結果、2022年1月1日時点で、シュナイダーエレクトリックの商標の使用料は、シュ

ナイダーエレクトリックS.E.によりすべてのグループ会社に請求されることになる。

 

IGE+XAO

簡易公開買付けの完了に伴い、当社グループは現在、IGE+XAO社の発行済み株式の83.93％を保有している。

当社グループは、年次株主総会の参考情報に記載された当社グループの意図、及びエネルギー管理ソフト

ウェア部門の様々な独立ソフトウェア事業体を統合するという公表済みの戦略に従い、2022年度中にIGE+XAO

とシュナイダーエレクトリックの合併を行う予定である。

 

シュナイダーエレクトリック及びIGE+XAOの取締役会は2022年2月16日に開催され、IGE+XAOの3株につきシュ

ナイダーエレクトリックの5株の割合とする合併比率を含む、経済的、財務的、法的条件を承認した。合併契

約及び合併に関する第三者算定機関の報告書は、シュナイダーエレクトリック及びIGE+XAOのウェブサイトで

公表される予定である。

 

当社グループは、本合併に伴い、金融市場庁（AMF）に対してシュナイダーエレクトリックがIGE+XAO株式の

買取を申請する必要がないことを確認する予定である。加えて、この合併は、2022年5月4日及び5月5日にそ

れぞれ開催されるIGE+XAO及びシュナイダーエレクトリックの年次株主総会において承認される必要がある。

 

 

次へ

EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

152/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

153/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

154/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

155/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

156/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

157/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

158/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

159/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

160/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

161/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

162/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

163/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

164/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

165/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

166/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

167/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

168/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

169/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

170/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

171/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

172/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

173/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

174/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

175/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

176/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

177/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

178/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

179/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

180/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

181/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

182/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

183/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

184/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

185/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

186/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

187/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

188/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

189/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

190/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

191/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

192/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

193/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

194/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

195/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

196/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

197/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

198/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

199/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

200/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

201/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

202/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

203/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

204/257



次へ

EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

205/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

206/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

207/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

208/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

209/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

210/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

211/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

212/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

213/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

214/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

215/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

216/257



EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

217/257



２【主な資産・負債及び収支の内容】

 

「１．財務書類」に記載した財務書類の注記を参照のこと。

 

 

３【その他】

 

(イ）後発事象

 

シュナイダー・エレクトリック商標

2007年に当社によってなされた、ベルギーの会社であるSchneider Electric Services Internationalに対するSchneider

Electric商標に関する使用権の一時的な譲渡の契約が2021年12月31日に終了したため、当社は再びSchneider Electric商

標の完全な所有権を保有している。したがって、2022年1月1日現在、Schneider Electric商標の使用料は、当社によって

すべてのグループ会社に請求されることになる。

 

IGE+XAO

簡素化された公開買付けの完了により、当社は現在、IGE+XAOの発行済資本の83.93%を保有している。当社は、

Information Noteに記載されている当社の意図及び前述のエネルギー管理ソフトウェア部門内の様々な独立したソフト

ウェア事業体を統合するための戦略に基づき、2022年度中にIGE+XAOと当社との合併を実施する意向である。

 

当社とIGE+XAOの取締役会は2022年2月16日に会合を開き、本合併においてIGE+XAO株式3株に対しSchneider Electric株式

5株を等価とすることを含む、合併に関する経済的、財務的、法的条件を承認した。合併契約及び合併査定会社報告書

は、当社及びIGE+XAOのウェブサイトで入手可能となる。

 

当社は、本合併によりシュナイダー・エレクトリックがIGE+XAO株の買取り提案を提出することを求められないことをフ

ランス金融市場庁に確認を求める。さらに、本合併は、2022年5月4日及び5日に開催されるIGE+XAO及び当社それぞれの年

次株主総会の承認を前提としている。

 

(ロ）訴訟等

 

当社は、通常の営業過程で多くの潜在的な請求及び訴訟に晒されている。当社に債務が発生する可能性が高いもの、及び

当該結果に対し引当金が設定されているものを除き、潜在的に重要な請求及び訴訟は識別されていない。

 

2018年9月、フランスにおける電力販売活動に関し、フランスの本社及びその他の施設においてフランス司法当局及び独

禁法規制当局による調査が行われた。当社はフランスの当局と協力している。このような調査は、当社の財務諸表に影響

を及ぼす確率と潜在的な影響が重大なものとなる可能性があるが、現時点で確定できない当社に対する正式な訴訟につな

がる可能性がある。

 
 
４【フランスと日本との会計基準及び慣行における相違点】

 

本連結財務諸表は、国際会計基準審議会（「IASB」）が発行し、欧州連合が採択 するIFRSに従い作成されてい

る。「IFRS」という用語は、国際会計基準（IAS及びIFRS）並びに解釈指針委員会（SIC及びIFRIC）の解釈を包

括的に意味する。本財務諸表 は、フランスにおいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に従い作成さ

れている。

 

会計基準は、日本で有効なものと一定の面で異なる。本連結財務諸表及び財務諸表 に関連する主要な相違点は

下記の通りである。

 

a.　IFRSと日本の会計基準との相違点

 

(1)　企業集団内の会計方針の統一

 

IFRS第10号「連結財務諸表」に従い、親会社は、類似の取引及び類似の状況における他の事象について統一した

会計方針を用いて連結財務諸表を作成する。在外子会社の財務諸表が、現地で一般に公正妥当と認められている
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会計基準を用いて作成されている場合、同在外子会社の会計方針が、IFRSに基づく親会社の会計方針と適合する

よう、必要な再分類及び調整が連結前に行われる。また、国際会計基準書（「IAS」）第28号「会計処理される

関連会社及び共同支配企業」に従い会計処理される関連会社及び共同支配企業が、類似の取引及び類似の状況に

おける事象について投資会社とは異なる会計方針を使用している場合で、関連会社又は共同支配企業の財務諸表

が、持分法の適用にあたって投資会社によって使用される際には、関連会社又は共同支配企業の会計方針が投資

会社のものと適合するように調整される。

 

企業会計基準委員会（「ASBJ」）の企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に従い、連結財務諸

表作成のためには、類似の取引及び類似の状況における事象について、親会社及びその子会社に適用される会計

方針は、原則として統一されるべきである。しかし、実務対応報告（「PITF」）第18号「連結財務諸表作成にお

ける在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に基づき、在外子会社の財務諸表が、IFRS又は米国で一般

に公正妥当と認められている企業会計原則（「US GAAP」）に従い作成されており、かつ、国内子会社が指定国

際会計基準（「指定IFRS」）又は修正国際基準（「JMIS」）に従ってその財務諸表を作成し、かつその有価証券

報告書においてそれを開示している場合、当該財務諸表は、のれんの非償却、損益外で認識される確定給付年金

の数理計算上の差異、及び開発段階で生じる自家創出無形資産の資産計上といった一定の項目を日本において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に適合するよう調整する条件で、連結財務諸表作成における使用が認

められる。

 

関連会社については、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、類似の取引及び類似の状況にお

ける事象に関して投資会社（その子会社を含む）及び持分法を用いて会計処理される被投資会社に適用される会

計方針は、原則として統一することが求められる。しかし、PITF第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」に基づき、外国関連会社がIFRS又はUS GAAPに従いその財務諸表を作成し、かつ国内関連会社

が指定IFRS又はJMISに従ってその連結財務諸表を作成し、かつその有価証券報告書においてそれを開示している

場合、当該関連会社は、PITF第18号に基づき定められる在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱いを適用で

きる。

 

(2)　企業結合

 

IFRS第3号「企業結合」に従い、企業結合は全て（共同支配の取決めの形成及び共通支配下の企業又は事業の結

合の会計処理を除く）、取得法を適用して会計処理をするものとされる。取得法に基づき、取得企業は、取得し

た識別可能資産及び引受けた識別可能負債を、その取得日の公正価値で認識する。

 

同様に、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に従い、企業結合は全て（共同支配企業の形成及び

共通支配下の取引を除く）、パーチェス法を適用して会計処理されるが、これは取得法と実質的に同様の手法で

ある。

 

IFRSと日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準との主な相違点は以下の通り：

 

(a)　条件付対価の会計処理

 

IFRSでは、取得企業は条件付対価の取得日公正価値を、被取得企業との交換で移転された対価の一部として認識

しなければならない。一定の場合を除き、条件付対価の公正価値の事後的な変動はのれんに対する調整として取

り扱われない。

 

日本では、条件付取得対価の交付、引渡しまたは返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点

で、取得企業は追加的な取得原価又は取得原価の減額として認識しのれんの金額を調整する。

 

(b)　のれんの当初認識及び非支配持分の測定

 

IFRSでは、取得企業は、各企業結合について以下の方法のいずれかを選択できる。
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・　被取得企業は、非支配持分を含め全体として公正価値で測定され、のれんは非支配持分を含む公正価値に基

づき測定される。（「全部のれん方式」）

・　被取得企業に対する非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取

り分を所有者に与えているものは、被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する比例的な取り分で測定

され、取得企業の持分に関連するのれんのみが認識される。（「部分のれん方式」）

 

日本では、IFRSとは異なり、非支配株主持分の公正価値での測定（「全部のれん方式）」は認められていない。

のれんは、被取得企業の取得原価が、受入資産及び引受負債に配分された純額を上回る金額で測定される。

（「購入のれん方式」）

 

(c)　のれんの償却

 

IAS第36号「資産の減損」に従い、のれんは償却されないが、毎年及びのれんが減損している可能性を示す兆候

がある場合はいつでも減損テストの対象となる。

 

日本では、のれんは定額法又は他の合理的な方法を用いて、20年以内の期間にわたって償却される。しかし、の

れんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた年度の費用として処理することができる。のれんの

未償却残高は、減損会計の適用対象である。
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(3)　リース

 

企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」は、リース取引がファイナンス・リース取引と判定される

ためには解約不能性及びフルペイアウトの規準を満たす必要があり、リース取引がファイナンス・リース 取引

か否かの判断は、経済的実態に基づいてなされる、と定めている。しかし、リース 取引の解約不能 期間がリー

ス物件の経済的耐用年数の概ね75%以上である場合、若しくは、解約不能 期間中のリース料総額の現在価値が、

当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上である場合のいず

れかであれば、リース取引はファイナンス・リース 取引とみなされる。ファイナンス・リース取引は、負債と

して認識される金額をもって借手の財務諸表において資産として計上される。少額（個別のリース契約から生じ

るリース料総額が300万円以下であり、所有権が移転しないファイナンス・リース取引）、又は短期（1年以内）

のファイナンス・リース 取引は、オペレーティング・リース取引の場合と同様に、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じて会計処理することができる。

 

(4)　ヘッジ会計

 

IFRS第9号「金融商品」に従い、ヘッジ会計は、適格要件（リスク・マネジメント戦略の文書化等）を満たす場

合、以下の3種のヘッジ関係に対して適用される：

 

(a)　公正価値ヘッジ：特定のリスクに起因し、純損益に影響を与えうる、認識された資産又は負債若しくは認

識されていない確定約定、若しくはこれら項目の要素の、公正価値の変動に対するエクスポージャーの

ヘッジ。特定のリスクに起因する、ヘッジ対象項目の公正価値の変動、及びヘッジ手段の公正価値の変動

は、いずれも損益で認識される。しかし、ヘッジ対象項目が、公正価値の変動をその他の包括利益に表示

することを企業が選択した資本性金融商品である場合、ヘッジ手段及びヘッジ対象に係る公正価値の変動

はいずれもその他の包括利益に認識される。

 

(b)　キャッシュフロー・ヘッジ：認識された資産又は負債、若しくは発生する可能性が非常に高い予定取引の

全て又はその要素に関連する特定のリスクに起因し、純損益に影響を与えうるキャッシュ・フローの変動

性に対するエクスポージャーのヘッジ。ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち、有効なヘッジと判断され

る部分はその他の包括利益に認識され、非有効部分は純損益に認識される。

 

(c)　在外営業活動体に対する純投資のヘッジ：在外営業活動体に対する純投資のヘッジにおいて、ヘッジ手段

から生じる為替差額のうち、有効なヘッジと判断される部分はその他の包括利益に認識され、非有効部分

は純損益に認識される。

 

企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、繰延ヘッジが原則として適用されるが、これは貸借

対照表の純資産の部に計上されるヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象項目（相場変動等による損

失の可能性がある資産又は負債で、予定取引により発生が見込まれる資産又は負債を含む）に係る損益が認識さ

れるまで繰延べるものである。ヘッジ対象資産又は負債の相場変動から生じる損益とヘッジ手段に係る損益をい

ずれも認識する時価ヘッジは、その他有価証券についてのみ認められている。在外営業活動体に対する純投資の

ヘッジについては、実質的に類似の会計処理が、企業会計審議会が発行する「外貨建取引等会計処理規準」及び

関連の実務指針に定められている。

 

ヘッジ会計に基づき会計処理される金融商品について、ヘッジ手段に係る損益の非有効部分は、ヘッジ全体が有

効と判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合には、繰延べることができる（ただし、非有効部分を合

理的に区分できる場合、非有効部分を当期の純損益に認識することができる）。

 

対象となる資産又は負債に係る金利の受払条件を変換する目的で実施されている金利スワップが、ヘッジ会計の

要件を満たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件及び契約期間が対象となる資産又は負債とほぼ同一

である場合には、「特例処理」が認められる。この特例処理に基づき、金利スワップを時価評価する必要はな

い。むしろ、金利スワップに起因する金銭の受払の純額を対象となる資産又は負債に係る利息に加減して処理す

ることが認められる。ヘッジ会計の要件を満たす為替予約契約について、外貨建取引及び外貨建金銭債権、金銭

EDINET提出書類

シュナイダー・エレクトリック・エス・イー(E37718)

有価証券報告書

221/257



債務、並びに、有価証券が予約レートで換算される場合、その金額と直物レートで換算された金額との差額を、

為替予約等の契約締結日から外貨建金銭債権債務の決済日までの期間にわたり配分することが時限的な措置とし

て認められている。（「振当処理」）。

 

(5)　金融資産の認識の中止

 

IFRS第9号「金融商品」に従い、企業は以下の場合に金融資産の認識を中止する。1) 金融資産からのキャッ

シュ・フローに対する契約上の権利が消滅する場合、若しくは2) 企業が金融資産を譲渡し、かつi) 金融資産の

所有に係るリスクと経済価値のほとんど全てを契約の相手方に移転する場合、又はii) 金融資産の所有に係るリ

スクと経済価値のほとんど全てを移転したわけでも、ほとんど全てを保持しているわけでもなく、かつ、当該金

融資産に対する支配を保持していない場合。

 

企業が、金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんど全てを移転したわけでも、ほとんど全てを保持し

ているわけでもなく、かつ、当該金融資産に対する支配を保持している場合には、保持している資産に関連し

て生じうる負債を認識する。企業が譲渡資産の所有に係るリスクと経済価値を実質的に保持している場合、当

該譲渡資産の認識を継続する。

 

企業会計基準第10号｢金融商品に関する会計基準｣に従い、金融資産の認識の中止は、金融資産の各金融要素

に対する支配が第三者に移転したか否かに関する判定に基づいている。

 

(6)　退職給付（確定給付制度）

 

(a)　退職給付見込額の期間帰属

 

IAS第19号「従業員給付」に従い、企業は、原則として給付算定式基準に基づき退職給付見込額を勤務期間

に帰属させる。

 

企業会計基準第26号 「退職給付に関する会計基準」に従い、企業は、退職給付見込額について全勤務期間で

除した額を各期の発生額とする期間定額基準、又は給付算定式基準のいずれかを適用して、給付を勤務期間に

帰属させる。

 

(b)　数理計算上の仮定

 

・　割引率

 

IFRSでは、割引率は、優良社債に係る報告期末の市場利回りを参照して算定される。そのような優良社債につ

いて厚みのある市場が存在しない通貨については、当該通貨建国債の（報告期末の）市場利回りが用いられ

る。割引率は毎年末に見直される。

 

日本では、割引率は、安定性の高い債券の期末時点の利回りに基づき算定されるが、これには期末における国

債、政府機関債及び優良社債の利回りが含まれ、企業はこれらの中から選択することができる。割引率は、数

理計算上の仮定における重要な変更が生じない限り、見直しを求められない。

 

・　制度資産に係る金利収益（長期期待運用収益率）

 

IFRSでは、制度資産に係る金利収益は、制度資産の公正価値に年次報告期間開始時点で算定される上記割引率

を乗ずることで算定される。制度資産に係る金利収益は、正味確定給付負債（資産）に係る正味金利に含ま

れ、確定給付債務に係る金利費用と相殺される。

 

日本では、長期期待収益は期首の制度資産に合理的な期待運用収益率を乗じて算定される。

 

(c)　数理計算上の差異（再測定）及び過去勤務費用
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IFRSでは、数理計算上の差異は全て、発生次第、その他の包括利益で認識される。その他の包括利益から純損益

に振り替えること（組替調整）は禁止されている。過去勤務費用は、制度の改定又は縮小に起因する確定給付債

務の現在価値の変動に対応するものであるが、直ちに純損益に認識される。

 

日本では、遅延認識が認められており、数理計算上の差異及び過去勤務費用は、原則として残存平均勤務期間内

の一定期間にわたり償却される。1) 当期純損益に計上されない数理計算上の差異（未認識数理計算上の差

異）、及び2) 当期純差異に計上されない過去勤務費用（未認識過去勤務費用）のいずれも、連結財務諸表のそ

の他の包括利益として認識される。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分については、その他の包括

利益から純損益へ振り替える。（組替調整が必要である）

 

(d)　確定給付資産に係る制限

 

IFRSでは、企業の確定給付制度が積立超過である場合、以下のうち低い方で正味確定給付資産を測定する：

 

・　確定給付制度における積立超過額；及び

 

・　制度からの返還又は制度への将来掛金の減額の形で利用可能な経済的便益の現在価値。

 

日本では、このような確定給付資産に係る制限はない。

 

(7)　株式に基づく報酬

 

IFRS第2号「株式に基づく報酬」は、株式に基づく報酬取引全てに適用される。IFRS第2号は、以下の通り、持分

決済型の株式に基づく報酬取引、現金決済型の株式に基づく報酬取引、及び現金選択権付の株式に基づく報酬取

引の3種類の株式に基づく報酬を定めている：

 

(a)　持分決済型の株式に基づく報酬取引：原則として、企業は、受領した財又はサービス、及び対応する資本

の増加を、受領した財又はサービスの公正価値で測定する。従業員及び類似のサービスを提供するその他

の者との取引については、企業は受領したサービスを、付与された資本性金融商品の付与日の公正価値で

測定する。

(b)　現金決済型の株式に基づく報酬取引：企業は、取得した財又はサービス及び発生した負債を、負債の公正

価値で測定する。

(c)　現金選択権付の株式に基づく報酬取引：企業は、株式に基づく報酬取引又は当該取引の要素を、企業に現

金（又は他の資産）で決済する負債が発生している場合にはその範囲で現金決済型の株式に基づく報酬取

引として、そのような負債が発生していない場合にはその範囲で持分決済型の株式に基づく報酬取引とし

て会計処理する。

 

さらに、持分決済型の株式に基づく報酬取引については、株式に基づく報酬費用の金額が、付与された資本性金

融商品及び権利確定が予想される株式数に基づく公正価値で認識された後は、当該費用は、権利確定した資本性

金融商品が権利確定日以降に失効した場合でも戻入れられない。

 

企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」に従い、ストック・オプションの報酬費用

は、ストック・オプションの付与日の公正価値に基づき測定され、付与日から権利確定日までの期間にわたり認

識され、その金額は資本の部（純資産）に新株予約権として別個に計上される。

 

しかし、企業会計基準第8号は、持分決済型の株式に基づく報酬取引のみを扱っており、現金選択権付の株式に

基づく報酬取引又はその他の種類の株式に基づく報酬については具体的な規定がない。持分決済型の株式に基づ

く報酬取引以外の株式に基づく報酬 は、実務上、発生した対応する負債と共に費用として認識される。さら

に、企業会計基準第8号に基づく会計処理は、IFRSとは異なり、企業は、オプションが権利確定日以降に失効す

る場合、失効したオプションに対応する新株予約権を利益として戻入れる。
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(8)　資産の減損

 

(a)　固定資産の減損

 

IAS第36号「資産の減損」に従い、資産又は資金生成単位が減損している可能性を示す兆候が存在し、かつ、そ

の回収可能価額（処分費用控除後の公正価値と、資産又は資金生成単位から生じると見込まれる将来キャッ

シュ・フローの現在価値である使用価値のいずれか高い方）が、帳簿価額を下回ると見込まれる場合、当該差額

が減損損失として認識される。過去の期間にのれん以外の資産について認識した減損損失について、一定の基準

が満たされる場合戻入れをしなければならない。また、減損の兆候が存在するか否かにかかわらず、耐用年数を

確定できない無形資産及びのれんは、各年次において減損テストを実施しなければならない。

 

企業会計審議会が発行する「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産又は資産グループが減損している

可能性がある兆候が存在し、かつ、割引前 将来キャッシュ・フローの総額（20年を超えない合理的な期間に基

づく）が簿価を下回る場合、回収可能価額（正味売却価額と使用価値（資産又は資産グループの継続的使用及

び使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値）のいずれか高い方）と帳簿

価額との差額が、減損損失として認識される。減損損失の戻入れは認められていない。

(b)　金融資産の減損

 

IFRS第9号「金融商品」に従い、企業は、事後に償却原価で測定される、又はその他の包括利益を通じて公正価

値で測定される金融資産、リース債権、契約資産又はローン・コミットメントに係る予想信用損失について、

同基準に基づく減損の要求事項を適用して損失評価引当金を認識する。その他の包括利益を通じて公正価値で

測定される金融資産の損失評価引当金は、その他の包括利益に認識しなければならず、財務状態計算書におけ

る当該金融資産の帳簿価額を減額してはならない。

 

各報告日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大した場合、企業は、全期間の予想

信用損失に等しい金額で当該金融商品の損失評価引当金を測定する。各報告日において、金融商品に係る信用

リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合、企業は、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で、当該金

融商品の損失評価引当金を測定する。

 

各報告日において、企業は、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したがどうかを評価す

る。この評価を行う際に、企業は、予想信用損失の変動ではなく、当該金融商品の予想存続期間にわたる債務

不履行発生のリスクの変動を使用する。この評価を行うために、企業は、報告日現在での当該金融商品に係る

債務不履行発生のリスクと、当初認識日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクを比較し、当初

認識以降の信用リスクの著しい増大を示す、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な

情報を考慮する。

 

企業は、金融商品の予想信用損失を、次のものを反映する方法で測定する：

 

・　一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額；

 

・　貨幣の時間価値；及び

 

・　過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力を

掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報。

 

企業は、IFRS第9号に従い報告日現在の損失評価引当金を調整するために必要となる予想信用損失（又は戻入

れ）の金額を、減損利得又は減損損失として、純損益に認識する。

 

企業会計基準第10号｢金融商品に関する会計基準｣及び関連指針に従い、満期保有目的の債券、子会社及び関連

会社株式、並びにその他有価証券で、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券以外のもの（企

業会計基準第30号等の適用以降は、市場価格のない株式等を除くその他有価証券）について、時価が著しく下

落した場合、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額
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は、当期の損失として処理される。時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券（企業会計基準第

30号等の適用以降は、市場価格のない株式等）について、発行会社の財務状態の悪化により実質価値が著しく

低下した場合、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として認識される。貸付金及びその他の債権は、債

務者の財政状態及び経営成績等に応じて、一般債権、貸倒懸念債権、並びに破産更生債権等の3区分に分類され

る（金融機関は5区分）。貸倒引当金は、各債権区分に応じた手法に基づき見積られる。

 

さらに日本では、株式について評価損の戻入れは禁止されており、満期保有目的の債券及びその他有価証券に

ついても認められていない。貸付金及びその他の債権に係る貸倒引当金の戻入れによる利益は、当該貸倒引当

金が貸付金及びその他の債権の帳簿価額を直接減少させている場合は認識してはならない。

 

(9)　リベート及び割引

 

IFRSでは、リベート及び割引は売上から控除される。

 

日本では、リベートは収益の控除項目として表示されるべきである一方、割引は費用として表示され

る。

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」は2018年3月30日に公表され、2021年4月1日以降に開始する

連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用となり、早期適用も認められている。同会計基準の適用後、リ

ベート及び割引は、IFRSで求められる方法と同じ方法で会計処理されることになる。

 

(10)　研究開発費

 

IFRSでは、内部研究費は発生時に費用として認識される。無形資産の認識規準を満たす内部開発費は資産計

上され、耐用年数にわたって定額法で償却される。

 

企業結合を通じ取得された仕掛中の研究開発は、IAS第38号「無形資産」及びIFRS第3号「企業結合」に従

い識別可能な規準が満たされる場合、企業結合日における公正価値で資産計上される。

 

日本では、「研究開発費等に係る会計基準」に従い研究開発費は発生時に費用として認識される。

 

企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」及び企業会計基準第23号「『研究開発費等に係る会計基

準』の一部改正」は、企業結合に対する取得対価の一部を研究開発費に配分し費用とすることを認める規定を

消去している。取得された仕掛中の研究開発は、企業結合日時点で識別可能である場合には、企業結合日の時

価で資産計上される。

 

(11)　補助金及び助成金

 

IFRSに基づくと、固定資産に関連して受け取った補助金及び助成金は繰延収益として取り扱い、資産の耐用年

数にわたり規則的かつ合理的に収益として認識するか、若しくは資産の帳簿価額から控除して、当該償却資産

の耐用年数にわたって減価償却費を減少させる方法によって認識される。

 

日本では、固定資産に関連して受け取った国庫補助金及び助成金は、受領時に収益として認識される。しか

し、企業会計原則等に従い、受領した国庫補助金及び助成金はまた、取得した資産の取得原価から直接控除す

る方法、又は利益剰余金の処分により積立金として会計処理することも認められている。

 

(12)　借入費用

 

適格資産の取得、建設又は製造に直接起因する借入費用は、資産の取得原価の一部として資産計上することが求

められる。適格資産は、使用又は販売が可能となるまでに相当の時間が必要となる資産である。

 

日本では、借入費用は原則として、発生時に費用として認識される。しかし、一定の規準を充足する借入費用

は、(a) 不動産開発業の場合は日本公認会計士協会業種別監査調査研究部会建設業部会及び不動産業部会「不動
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産開発事業を行う場合の支払利子の監査上の取扱い」、若しくは(b) 自家建設資産の場合は「企業会計原則と関

係諸法令との調整に関する連続意見書」第3号のいずれかに従い、資産計上できる。

 

(13)　金融商品の公正価値の開示

 

IFRSでは、企業はIFRS第7号「金融商品：開示」に従い、全ての金融資産及び金融負債に関し、主に以下の項目

を開示することが求められる：

 

(a)　金融商品の重要性に関する情報、及び

 

(b)　金融商品から生じるリスクの性質及び程度に関する情報。

 

同基準はまた、公正価値ヒエラルキー（つまり、全ての金融商品を関連定義に基づきレベル1、2及び3に区分す

るもの）を含む、公正価値測定及び流動性リスクに関する詳細な開示も求めている。

 

企業会計基準第10号｢金融商品に関する会計基準｣及び企業会計基準適用指針第19号 「金融商品の時価等の開示

に関する適用指針」に従い、企業には、その金融商品のすべての公正価値の開示、及び金融商品から生じるリス

クの開示が求められる。しかし、金融商品から生じるリスクの一種である市場リスクに係る量的情報の開示は、

金融商品から生じるリスクが重大である企業のみを想定している。

 

企業会計基準適用指針第19号は2019年7月4日に公表され、2021年4月1日以降に開始する結会計年度及び事業年度

の期首から原則適用となり、早期適用も認められている。企業会計基準適用指針第19号（2019年改訂）は、公正

価値ヒエラルキーの開示を求めている。

 

(14)　公正価値測定

 

IFRS第13号「公正価値測定」は、他のIFRSが公正価値又は公正価値測定（及び、売却費用控除後の公正価値のよ

うな、公正価値に基づく測定、又はそういった公正価値測定に関する開示））を求める、又は認める際に適用さ

れるが、特定の例外及び適格性がある。IFRS第13号は、公正価値を、測定日時点で市場参加者間の秩序ある取引

において、資産を売却するために受取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格と定義して

いる。IFRS第13号はまた、公正価値の測定に使用するインプット情報を、その性質に基づき3レベルのヒエラル

キーに分類すること、並びにヒエラルキー内のレベルごとの公正価値測定を開示することを、企業に求めてい

る。

 

日本では、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及びその適用指針である企業会計基準適用指針

第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」並びに関連会計基準及び適用指針の改訂（「時価の算定に関

する会計基準等」）が、2019年7月4日に公表され、2021年4月1日以降に開始する連結会計年度及び事業年度の期

首から原則適用となり、早期適用も認められている。時価の算定に関する会計基準等は、基本的にIFRS第13号の

基本的原則を組込み、財務諸表間の比較可能性が損なわれない範囲で、日本における過去の慣行等を考慮して、

個別項目の追加的な会計処理を定めている。同会計基準の範囲には、(1) 企業会計基準第10号｢金融商品に関す

る会計基準｣（2019年改訂）、及び(2) 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」（2019年改訂）

に基づくトレーディング目的で保有する棚卸資産が含まれる。

 

時価の算定に関する会計基準等が発行されるまでは、公正価値測定を包括的に扱う会計基準はなかった。その代

わりに、適用される会計基準それぞれが、公正価値算定のための独自の指針を定めていた。金融商品について

は、企業会計基準第10号｢金融商品に関する会計基準｣において、公正価値は、市場価格又は市場価格が入手可能

でない場合は合理的に算定された価値として定義され、評価技法で用いられるインプット情報に基づく公正価値

の分類の要件はなかった。

 

(15)　金融商品の分類及び測定

 

IFRS第9号「金融商品」に従い、企業は、金融資産の管理に関する企業の事業モデル及び契約上のキャッシュ・

フローの特性に基づき、金融商品を以下のように分類し、事後的に測定する。：
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(a)　償却原価で測定するもの：金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有す

ることを目的とする事業モデルの中で保有されており、かつ、同金融資産の契約条件により、元本及び元

本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。

 

(b)　その他の包括利益を通じて公正価値で測定するもの：金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と

売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有されており、かつ、同金融資産の契約条件に

より、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。

 

(c)　純損益を通じて公正価値で測定するもの：金融資産が上記に従って測定されない場合。

 

ただし、企業は当初認識時に、売買目的保有でなく企業結合において取得企業が認識した条件付対価でもない場

合は、事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能の選択を行うことができる。

 

企業は、公正価値で測定される負債であるオプション又はデリバティブを除き、全ての金融負債を償却原価で事

後測定するものに分類する。

さらに、会計上のミスマッチを排除する、又はそれを顕著に減少させるために行う場合を含め一定の規準が充足

される場合、IFRS第9号は企業に対し、その金融資産及び金融負債を、純損益を通じた公正価値で測定するもの

と取消不能な形で指定することを認めている。

 

日本では、金融資産及び金融負債は、企業会計基準第10号｢金融商品に関する会計基準｣に従い、以下の通り評価

される：

 

・　売買目的有価証券は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。

・　子会社株式及び関連会社株式は、個別財務諸表において取得原価をもって貸借対照表価額とする。

・　満期保有目的の債券は、取得原価又は償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とす

る。

・　売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券（「その他有価

証券」）は、時価をもって貸借対照表価額とする。評価差額は以下のいずれかの方法により処理する：

(a)　純資産の部に計上し、売却、評価損を計上する又は回収される時に損益計算書に振り替えられる、若

しくは、

(b)　時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に

係る評価差額は当期の損失として処理する。

・　時価を把握する事が極めて困難と認められる有価証券：

(a)　社債その他の債券の貸借対照表価額は、取得原価又は償却原価法に基づいて算定された価額とする。

若しくは、

(b)　社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

時価を把握する事が極めて困難と認められる有価証券に関する規定は、企業会計基準第30号「時価の算定

に関する会計基準」等の適用にあたって削除される。企業会計基準第30号等の適用にあたって、改訂企業

会計基準第10号は、市場価格のない株式等を取得原価をもって貸借対照表価額とすることを求めている。

・　貸付金及びその他の債権は、取得原価又は償却原価法に基づいて算定された価額とする。

・　金融負債は、債務額をもって貸借対照表価額とする。しかし、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額

で発行した場合など、収入に基づく金 額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された

価額をもって借対照表価額とする。

 

日本では、IFRSで認められる公正価値オプションについての規定はない。

 

(16)　非支配持分

 

IFRS第3号「企業結合」に従い、企業結合ごとに、取得企業は、取得日現在で、被取得企業に対する非支配持分

のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているものを、

以下のいずれかで測定する：
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(a)　取得日現在の公正価値；若しくは、

 

(b)　取得日現在の、被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する比例的な取り分。

 

非支配持分の他のすべての内訳項目は、他の測定基礎がIFRSで要求されている場合を除き、取得日の公正価値で

測定される。

 

支配喪失につながらない、子会社における親会社の所有持分の変動（非支配持分との取引 ）は、資本取引とし

て会計処理される。

 

日本では、非支配株主持分の公正価値での測定は認められていない；むしろ、非支配株主持分は、企業結合日時

点の被取得企業の識別可能な純資産の時価の持分で評価される。

 

(17)　他の企業への関与の開示

 

IFRS第12号「他の企業への関与の開示」に従い、企業は以下を開示する：

 

(a)　支配、共同支配及び重要な影響力の判定において企業が行った重要な判断及び仮定。

 

(b)　子会社への関与- グループの構成、非支配持分が企業集団の活動及びキャッシュ・フローに対して有して

いる関与、企業集団の資産等へのアクセス能力に関する重大な制約の性質及び程度、連結している組成さ

れた企業への関与に関連したリスクの変動の性質及びその影響、並びに子会社における所有持分の変動の

影響。

 

(c)　共同支配の取決め及び関連会社への関与- 共同支配の取決め及び関連会社への関与の性質、程度及び財務

上の影響、並びに関与に関連するリスク

 

(d)　連結されていない組成された企業への関与- 連結されていない組成された企業への関与の性質及び程度、

並びに関与に関連するリスクの性質及び変動。

 

日本では、上記項目を包括的に扱う会計基準がない。しかし、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計

基準」に従い、連結範囲から除外された特定目的会社に関する説明の開示、及び連結範囲に含まれる子会社、非

連結子会社及びその他の重要な連結方針並びに、該当する場合にはその方針の重要な変更についての事実及び状

況又は理由の開示が、企業には求められる。

 

(18)　収益の認識

 

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に従い、企業は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財

又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額を描写するために、収益を認識す

る。この基本原則に基づき収益を認識するため、企業は以下の5ステップのモデルを適用する：

 

ステップ1：顧客との契約の識別。

このIFRS 15の要件は、顧客と合意した、特定の規準を充足する各契約又は契約の組合せに適用され

る。

ステップ2：契約における履行義務の識別。

契約には、顧客に対して財又はサービスを移転する約束が含まれる。この財又はサービスが、契約の

文脈におけるものも含め区別できる場合に、当該約束は別個の履行義務となり、個別に会計処理され

る。

ステップ3：取引価格の算定。
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取引価格は、財又はサービスの顧客への移転と引き換えに企業が権利を得ることを見込んでいる契約

上の対価の金額である。取引価格は顧客からの対価として固定金額でありうるが、変動対価又は現金

以外の形式での対価を含む場合もある。

ステップ4：契約における履行義務に対する取引価格の配分。

取引価格は、契約書上で約束された区別できる財又はサービスそれぞれの相対的な独立販売価格で、

各履行義務に配分される。独立販売価格が観察できない場合には、企業はそれを見積もる。

ステップ5：企業による履行義務の充足時における収益の認識。

企業は、約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足する際（つまり顧客が

当該財又はサービスの支配を獲得する際）に（又は充足するにつれて）、収益を認識する。履行義務

は、一時点で（典型的には財の顧客への移転の約束について）、又は一定期間にわたり（典型的には

サービスの顧客への移転の約束について）、充足されうる。

 

IFRS第15号はまた、契約獲得の増分費用に関する要件を含んでおり、また本人か代理人かの検討といった他の事

項に係る指針を定めている。

 

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び適用指針である企業会計基準適用指針第30号「収益認識

に関する会計基準の適用指針」は、2018年3月30日に公表され、2021年4月1日以降に開始する連結会計年度及び

事業年度の期首から原則適用となり、早期適用も認められている。この会計基準及び適用指針は、基本的にIFRS

第15号の基本的原則を組込むため、また財務諸表間の比較可能性が損なわれない範囲で、日本における過去の慣

行等を考慮して、一定の項目に関する代替的な会計処理を追加するために作成された。

 

この会計基準及び適用指針が発行されるまでは、収益認識に関する包括的な会計基準は存在しなかった。収益は

一般に、企業会計原則に基づく実現主義の原則に従い認識される。財の販売について、出荷日基準での収益認識

が実務上広く採用されている。さらに、割賦販売については、企業会計原則に基づき、回収基準及び回収期限到

来基準での収益認識が認められる。しかし、企業会計基準第29号では、割賦販売について回収基準及び回収期限

到来基準に基づく収益認識は認められていない。

 

b.　フランスの会計基準と日本の会計基準との相違点

 

(1)　固定資産の減損

 

フランスにおいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では、償却可能な固定資産について減損テストが

実施され、貸借対照表日時点で潜在的な減損の兆候が存在するかどうかが判定される。非償却資産については年

次減損テストが実施される。減損の兆候が存在する場合、回収可能価額が帳簿価額と比較される。資産が減損し

たと認められる場合、減損損失が損益計算書上で認識される。減損損失は、のれん及び買収プレミアムを除き、

資産の回収可能価額の見積りに変動がある場合、又は減損の兆候がもはや存在しない場合に、戻入れられる。

日本では、資産又は資産グループが減損している可能性がある兆候が存在し、かつ、割引前将来キャッシュ・フ

ローの総額（20年を超えない合理的な期間に基づく）が簿価を下回る場合、回収可能価額（正味売却価額と使用

価値（資産又は資産グループの継続的使用及び使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フ

ローの現在価値）のいずれか高い方）と帳簿価額との差額が、減損損失として認識される。減損損失の戻入れは

認められていない。

 

(2)　市場性有価証券

 

フランスにおいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では、市場性有価証券は取得原価で当初認識さ

れ、事業年度末時点の使用価値で再評価される。上場有価証券の使用価値は、事業年度末の株式市場における株

価に等しい。非上場有価証券の使用価値は、会社の成長見通しを考慮した見積取引価値である。未実現損失があ

る場合には、未実現利益と相殺せず、当該損失の全額を引当てる。

日本では、有価証券（子会社株式及び関連会社株式を除く）は、その保有目的及び能力に応じて、経営者によっ

て以下の通り分類され、会計処理される：

(a)　売買目的有価証券
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短期の価格変動から利益を得る目的で保有されるもの。時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当

期の損益として処理する。

(b)　満期保有目的の債券

債券を満期まで保有するという積極的な意思及び能力に基づき、満期まで保有することが予想される債

券。取得原価又は償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とする。

(c)　その他の有価証券

上記区分のいずれにも分類されない有価証券。その他有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とし、評

価差額は税効果会計を適用し純資産の部に計上される。時価が著しく下落したときは、回復する見込があ

ると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、 評価差額は当期の損失として処理する。

 

(3)　自己株式

 

フランスでは、自己株式は資産として計上され、必要に応じ引当金の設定の対象となる。従業員に対して分配す

る目的で取得された自己株式は、市場価格に基づく減損処理の対象とはならない。

日本では、自己株式は自己株式として取得原価で表示され、これは純資産の部の株主資本の最後で一括して控除

される。

 

(4)　リスク及び経費引当金

 

フランスにおいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では、企業が第三者に対して経営資源の提供を求

められる可能性が高く、かつ、提供した経営資源と同等の経済的便益を享受する可能性が低いような、第三者に

対する債務を事業年度末時点で有する場合にのみ、引当金が認識される。

日本では、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生 の可能性が高く、

かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として

引当金に計上される。また、引当金の現在価値への割引に関する包括的な規定は存在しない。

 

(5)　年金及びその他の退職後給付

 

フランスにおいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準では、制度資産に係る数理計算上の差異及び制限

の影響は損益計算書上で即時認識される。投資の期待運用収益は、対応するコミットメントに係る割引率 を用

いて算出される。

日本では、財務諸表における未認識数理計算上の差異は、原則として、平均残存勤務期間以内の一定の年数にわ

たって比例的に償却される金額に基づき、毎年費用として認識される。制度資産に係る期待運用収益は、通常、

制度資産の期首金額に長期期待収益率を乗じて算出される。

 

(6)　法人所得税の会計処理

 

フランスの会計基準では、繰延税金は財務諸表において認識されない。

日本では、税金費用は税引前利益に基づいており、また繰延税金は、連結財務諸表と財務諸表の両方で計上され

る。

 

 

第７【外国為替相場の推移】
 

ユーロと円の為替相場は日本国内において時事に関する事項を掲載する２紙以上の日刊新聞紙に最近５年間の事業年度

及び最近６か月間において掲載されているため省略する。
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第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
 

以下は、本株式に関する株式事務、権利行使の方法及び関連事項の概要である。

 

１．本邦における株式事務等の概要

(1)　株式の名義書換取扱場所及び名義書換代理人

　日本においては、本株式の名義書換取扱場所又は名義書換代理人は存在しない。

　本株式の取得者（以下「実質株主」という。）は、その取得窓口となった証券会社（以下「窓口証券会社」とい

う。）との間に外国証券取引口座約款（以下「約款」という。）を締結する必要があり、当該約款により、実質株

主の名義で外国証券取引口座（以下「取引口座」という。）が開設される。売買取引の実行、売買代金の決済、証

券の保管及び本株式に関するその他の取引に関する事項は全てこの取引口座を通じて処理される。ただし、機関投

資家で窓口証券会社に本株式の保管の委託をしない場合は、約款に代えて外国証券取引約諾書を窓口証券会社と締

結する必要がある。この場合、取引の実行、売買代金の決済、証券の保管及び本株式の取引に関するその他の支払

についての各事項は全て当該約諾書の各条項に従い処理される。

 

(2)　株主に対する特典

なし

 

(3)　株式の譲渡制限

原則として、投資家は一定の限られた状況を除き、シュナイダー・エレクトリック・グループ国際従業員持株プランに基

づいて発行された本株式を約5年間保有しなければならない。

 

(4)　その他株式事務に関する事項

(a)　株券の保管

取引口座を通じて保有される本株式は、窓口証券会社を代理するフランスにおける保管機関（以下「現地保

管機関」という。）又はその名義人の名義で登録され、現地保管機関により保管される。

(b)　配当等基準日

当社から配当等を受取る権利を有する実質株主は、当社の取締役会が配当支払等のために定めた基準日現

在、本株式を実質的に所有する者である。

(c)　事業年度の終了

毎年12月31日

(d)　公告

日本においては本株式に関する公告は行わない。

(e)　実質株主に対する株式事務に関する手数料

実質株主は、窓口証券会社の定めるところにより、約款に規定された手続き及び行為のための手数料及び費

用として、取引口座を維持するための管理料を支払う。さらに、実質株主は、約款に規定されたその他の費用

を支払う可能性もある。

 

２．日本における実質株主の権利行使方法

(1)　実質株主の議決権の行使に関する手続

議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。た

だし、実質株主が指示をしない場合、現地保管機関又はその名義人は実質株主のために保管されている本株式につ

いて議決権を行使しない。

 

(2)　配当請求に関する手続

(a)　現金配当の交付手続

約款に従い、現金配当は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて

実質株主に交付する。

 

(b)　株式配当等の交付手続
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株式分割により割当てられた本株式は、現地保管機関又はその名義人の名義で登録され、窓口証券会社はか

かる本株式を取扱口座を通じて処理する。ただし、実質株主から別段の要請がない限り、売買数がフランスに

おける売買単位未満の端数の本株式については、窓口証券会社を代理する現地保管機関によりフランスで売却

され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質

株主に支払う。

株式配当により割当てられた本株式は、実質株主から別段の要請がない限り、窓口証券会社を代理する現地

保管機関によりフランスで売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括

受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。

 

(3)　株式の譲渡に関する手続

実質株主がその持ち株の売却注文をなす際の実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨又は窓口証券会社が応

じうる範囲内の外貨による。窓口証券会社は、国内店頭取引についての本株式の決済を口座の振替によって行い、

本株式の取引の結果として現地保管機関の本株式数残高に増減が生じた場合には、本株式の名義書換の手続に従っ

てフランスの登録機関において当該本株式の譲渡手続がとられる。

 

(4)　新株引受権

本株式について新株引受権が与えられる場合には、新株引受権は、通常、窓口証券会社を代理する現地保管機関

によりフランスで売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引

口座を通じて実質株主に支払う。

 

(5)　本邦における配当等に関する課税上の取扱い

本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。

 

(a)配当

ⅰ　日本において実質株主に対して支払われる配当金は、個人については配当所得となり、法人については益金とな

る。

 

ⅱ　個人の配当控除及び法人の益金不算入の適用は原則として認められない。個人の配当控除は内国法人からの配当に

のみ認められる。法人の益金不算入の適用は外国子会社から受ける配当についても適用があるがポートフォリオ投

資の場合には持株割合要件・保有期間要件を充足せず適用がない。

 

ⅲ　本株式について日本の居住者たる個人又は日本の法人が日本における支払の取扱者を通じて交付を受ける配当金に

ついては、外国において当該配当の支払の際に徴収された源泉徴収税がある場合にはこの額を外国における当該配

当の支払額から控除した後の金額に対して、2014年１月１日からは、軽減税率の延長措置の終了と復興特別所得税

（2013年１月１日から2037年12月31日まで所得税額に対する2.1％付加税率）の適用により、個人の場合は

15.315％（他に地方税５％）、法人の場合は15.315％の税率が課される。上場株式等の配当を受ける日本の居住者

たる個人（ただし、一定の大口株主を除く）については、当社株式が上場株式等である限り、原則として、一銘柄

につき一回の配当支払金額の多寡にかかわらず、源泉徴収により配当に係る課税を完了させ、確定申告をしないこ

とを選択することができるため、かかる選択をした場合には、別途確定申告を要しない。確定申告を行わない場合

には、総合課税又は申告分離課税の場合に認められる二重課税を調整するための外国税額控除制度の適用は原則と

して認められない。内国法人である株主の場合には、普通株式について支払いを受けた配当は法人税法上益金とし

て課税されるが、日本における支払の取扱者による支払いの際に源泉徴収された税額については適用ある法令にし

たがって所得税額の控除を受けることができる。

 

ⅳ　日本の居住者たる個人が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税か申告分離課税を選択でき

る（ただし、その年において申告する上場株式等の配当所得の全額について、申告分離課税又は総合課税のいずれ

かを選択する必要がある）。

 

(b）売却損益

ⅰ　本株式の売却による損益は、原則として、日本の内国法人の上場株式の売買損益課税と同様である。

ⅱ　日本の居住者たる個人納税者が有する特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等の売却益については、確定申告

により、他の所得と分離して所得税が課税（申告分離課税）されることになっており、その際の税率は、2014年１

月１日からは、軽減税率の延長措置の終了と復興特別所得税の適用により、15.315％（他に地方税５％）となって
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いる。また、本株式を、証券会社に開設した特定口座（源泉徴収口座）を通して源泉徴収の適用があることを選択

した上で売却した場合には、売却時に源泉徴収され（税率は上記同様）、原則として、確定申告を要しない。

 

(c）相続税

ⅰ　日本国の居住者が相続した本株式は日本国の相続税の対象となる。

ⅱ　日本国の居住者が相続した本株式が同時に外国の遺産税の対象となることがあるが、外国で徴収された当該遺産税

については、日本国の相続税法の下で外国税額控除が受けられる。

 

(d）国外財産調書制度

ⅰ　日本の居住者、又は外国人であるが日本の永住者である場合、12月31日現在で保有する国外財産について、その時

価の総額が5,000万円超である場合、国外財産調書を提出しなければならない。当社株式は一般的に国外財産に該

当し、かかる調書の提出期限は翌年3月15日である。

ⅱ　なお、国外財産調書に虚偽を記載した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

 

　フランスにおける課税上の取扱いについては、「第１本国における法制等の概要－３．課税上の取扱い」を参

照。

 

(6)　実質株主に対する諸通知

当社が登録株主に対して行う通知及び通信は、現地保管機関又はその名義人に対してなされる。現地保管機関は

これを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社はこれをさらに各実質株主に送付する義務がある。実費

は実質株主に請求される。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合又は当該通知若しくは通信の性格上重要

性が乏しい場合には、送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実質株主の閲覧に供される。

 

 

第９【提出会社の参考情報】
 

１【提出会社の親会社等の情報】

 

該当なし

 

２【その他の参考情報】

 

当社は、当事業年度の開始日から本有価証券報告書の提出日までの間において、以下の書類を関東財務局長に提出した。

 

書類名 提出日

有価証券届出書 2022年9月30日

半期報告書（自2021年1月1日　至2021年6月30日） 2022年9月30日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

第１【保証会社情報】
 

該当なし

 

 

第２【保証会社以外の会社の情報】
 

該当なし

 

 

第３【指数等の情報】
 

該当なし
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連結財務諸表に関する法定監査報告書
 

シュナイダーエレクトリックS.E. 株主総会御中

 

監査意見

我々は貴社年次株主総会での委任に従い、2021年12月31日に終了する連結会計年度のシュナイダーエレクト

リックS.E.の連結財務諸表について監査を行った。

 

我々は、上記の連結財務諸表が、欧州連合が採択している国際財務報告基準に準拠して、シュナイダーエレ

クトリックS.E.グループの2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

上記の監査意見は、監査及びリスク委員会に対する監査報告書と整合している。

 

監査意見の根拠

監査の枠組み

我々は、フランスで適用される専門基準に準拠して監査を行った。我々は、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査の基準における我々の責任は、「連結財務諸表監査における法定監査人の責任」に記載されている。

 

独立性

我々は、2021年1月1日から監査報告書日までの期間において、フランス商法典(Code de commerce)及びフラ

ンス倫理規定(Code de déontologie)で定められている独立性に関する規定に従って監査業務を実施し、特

に、法定監査人に関するEU規則第537/2014号第5条(1)で禁止されている非監査証明業務を提供しなかった。

 

評価の正当性－監査上の主要な検討事項

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関連する世界的危機により、当期の財務諸表は一定の制約条件の

下作成及び監査された。実際、この危機及び衛生上の危機的状況において取られた例外的措置は、企業に対

して、とりわけ営業活動及び資金調達に関し広範な影響を与えており、将来予測に関する不確実性が増大し

ている。渡航制限及びリモートワークといった措置もまた、企業の内部組織及び監査業務に影響を与えてい

る。

 

このような複雑かつ目まぐるしく変化する状況下において、我々の評価の正当性に関するフランス商法典

(Code de commerce) L.823-9条及びR.823-7条の要求事項に従って、当連結会計年度の連結財務諸表の監査に

おいて職業的専門家として特に重要であると判断した、重要な虚偽表示リスクに関連する監査上の主要な検

討事項、並びに当該事項に対する監査上の対応を報告する。

 

監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応し

た事項であり、我々は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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のれんの測定

連結財務諸表に対する注記1.3、1.8、1.11、5及び9

 

判明したリスク 2021年12月31日時点で、のれん247億2,300万ユーロが計上されており、シュ

ナイダーエレクトリックS.E.グループの総資産に占める割合は45％である。

 

連結財務諸表に対する注記1.11「資産の減損」に記載されている通り、のれ

んが配分されている資金生成単位（CGU）は、少なくとも年に一回、及び、

減損している可能性を示す兆候がある場合はいつでも減損テストの対象とな

る。

 

シュナイダーエレクトリックS.E.グループのCGUは、低電圧、中電圧、産業

オートメーション及びセキュアパワーであり、他の資産又は資産グループの

キャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成す

る最小の資産グループである。

 

CGUの回収可能価額は、使用価値と売却コスト控除後の公正価値のいずれか

高い価額として定義される。使用価値は、対象資産が生み出す将来のキャッ

シュ・フローを割り引くことで算定され、当該将来キャッシュ・フローは経

営者による経済的な仮定及び業績見通しに基づいている。

CGUの回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額が回収可能価額を超

過する部分について減損損失が認識される。減損テストを実施したCGUがの

れんを含む場合、減損損失はまずのれんから控除される。

 

のれんの測定は、これらの資産が連結財務諸表に占める割合が高く、かつ、

以下の評価にあたって経営者による高度な判断が必要となることから、監査

上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

・CGUの判定、マッピングが適切に行われない場合、減損損失が認識されな

い、又は過小計上される可能性があるため；

・のれん及び商標の減損テストに使用される仮定、特に割引率、永久成長率

及び予想利益率又はロイヤリティ率の決定。

監査上の対応 我々は、主として以下の監査手続を実施した：

 

・シュナイダーエレクトリックS.E.グループによって判定されたCGUについ

て、準拠する会計基準に基づく評価；

・減損テストを実施した資産の帳簿価額と会計データの照合；

・各CGUの使用価値の算定の基礎となる割引後の将来キャッシュ・フローを

評価するためにシュナイダーエレクトリックS.E.グループが実施した手続

きの評価、及び事業計画/キャッシュ・フロー予測との整合性の検証；

・将来キャッシュ・フローの基礎となる事業予測と実績の比較;

・我々が利用する評価専門家の支援の下、割引率、永久成長率及び予想利益

率といった使用されている仮定、並びにこれらの仮定の変更に対するテス

ト結果の感応度の評価；

・シュナイダーエレクトリックS.E.グループが実施した感応度分析と、我々

が実施した感応度分析の照合；

・減損テストの基礎となる計算の正確性の検証。

 

最後に、我々は、連結財務諸表の注記に適切な情報が記載されていることを

検証した。
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開発費の資産計上及び測定

連結財務諸表に対する注記1.3、1.8、4及び10

 

判明したリスク 2021年12月31日時点で、連結財政状態計算書において無形資産として認識さ

れている資産化された開発費11億6,900万ユーロが計上されている。

 

連結財務諸表に対する注記1.8に記載されている通り、一定の基準が厳格に

充足された場合、特に、新しいプロジェクトに帰属する将来の経済的便益が

シュナイダーエレクトリックS.E.グループに流入する可能性が高い場合に、

当該プロジェクトの過程で発生する開発費は資産計上される。

 

資産化された開発費は、製品の販売開始以降対象技術の耐用年数にわたり償

却される。

 

資産化された開発費の未償却残高は、少なくとも年に一回、及び、減損して

いる可能性を示す兆候がある場合はいつでも減損テストの対象となる。償却

中の資産化された開発費は、減損リスクが識別される場合減損テストの対象

となる。シュナイダーエレクトリックS.E.グループは、資産化された開発費

の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する。

 

開発費の資産計上及び測定は、連結財務諸表に対する金額的重要性、及び、

無形資産として会計処理すべきか否かの当初の意思決定及びその後の減損テ

ストの実施にあたって経営者による高度な判断が必要となることから、監査

上の主要な検討事項に該当すると判断した。

監査上の対応 我々の監査手続きは、定性的及び定量的な基準に基づいて選択した開発プロ

ジェクトについて、以下を実施した:

 

・IAS第38号及びシュナイダーエレクトリックS.E.グループによって定めら

れた無形資産の認識基準が充足され、かつ、一貫して適用されたことの確

認；

・2021年12月31日時点で資産計上されている費用と基礎となる関連資料との

照合；

・シュナイダーエレクトリックS.E.グループが既に収益を計上している資産

化されたプロジェクトについて、経営者への質問及び将来キャッシュ・フ

ローと過年度の業績との比較を通じた、売上及び収益性予測並びに割引率

などの資産化された開発費の減損テストの際に同グループが使用するデー

タ及び仮定の評価;

・シュナイダーエレクトリックS.E.グループが実施した感応度分析と、我々

が実施した感応度分析の照合；

・上記の計算の正確性の検証。

 

最後に、我々は、連結財務諸表の注記に適切な情報が記載されていることを

検証した。
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税務上の繰越欠損金に関連する繰延税金資産の認識及び回収可能性

連結財務諸表に対する注記1.3、1.16及び14

 

判明したリスク 2021年12月31日時点で、財政状態計算書において税務上の繰越欠損金に係る

繰延税金資産が6億8,900万ユーロ計上されており、主にフランスにおける5

億ユーロに関連している。

 

連結財務諸表に対する注記1.16に記載されている通り、シュナイダーエレク

トリックS.E.グループは、税務上の繰越欠損金について、無期限に繰越すこ

とが可能である場合を含め、合理的に実現が期待できる範囲において、その

使用から生じる将来の税務上の便益を認識している。

 

経営者は、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を財政状態

計算書日に評価している。繰延税金資産の認識及び適切な見積りは、シュナ

イダーエレクトリックS.E.グループの将来の課税所得を正確に予測する能力

に依存している。

 

税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の認識及び回収可能性は、経営者に

よる高度な判断が必要となることから、監査上の主要な検討事項に該当する

と判断した。

監査上の対応 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を将来の課税所得と相殺することに

よって便益を得るシュナイダーエレクトリックS.E.グループの能力を検討す

るにあたって、我々は必要な場合は税務専門家の支援を受け、主として以下

の監査手続を実施した。

・経営状況が悪化している子会社又は連結納税グループに係る税務上の繰越

欠損金の利用計画に関する質問；

・シュナイダーエレクトリックS.E.グループによる繰延税金資産の認識及び

測定の基礎となる、税務上の繰越欠損金の利用計画の基礎データ及び仮定

の評価

 

最後に、我々は、連結財務諸表の注記に適切な情報が記載されていることを

検証した。
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Larsen&Toubro EA及びOSIsoftの買収に伴う取得資産及び引受負債の公正価値評価額

連結財務諸表に対する注記1.3、1.5、1.8及び2.1

 

判明したリスク 注記2.1に定める通り:

Larsen&Toubro 「Electrical & Automation」の取得

2020年8月31日、シュナイダーエレクトリックS.E.グループは、Schneider

Electric Indiaの低電圧及び産業オートメーション製品事業をLarsen and

Toubro（「L&T EA」）のElectrical & Automation事業と、15億7,100万ユー

ロの支払対価で結合する取引を完了した。Temasekは、L＆T EA及びシュナイ

ダーエレクトリックS.E.グループのインドの低電圧及び産業オートメーショ

ン事業を結合した事業体の35％の持分を5億3,000万ユーロの対価で取得し

た。L&T EAは、取得日以降シュナイダーエレクトリックS.E.グループに連結

されている。

シュナイダーエレクトリックS.E.グループは、IFRS第3号に基づき、L&T EA

から取得した識別可能資産及び負債の公正価値を決定した。本買収により、

無形資産及び負債が正味金額で2億8,600万ユーロ、及び最終的なのれんが11

億1,700万ユーロと認識された。

取得原価の配分は、2021年12月31日時点で確定している。

OSISoftの取得

2021年3月19日、シュナイダーエレクトリックS.E.グループは、その子会社

であるAVEVA Group Plcを通して、45億ユーロの対価でOSIsoftの取得を完了

したと発表した。OSIsoftは、取得日以降、シュナイダーエレクトリック

S.E.グループに連結されている。

シュナイダーエレクトリックS.E.グループは、IFRS第3号に基づき、OSIsoft

から取得した識別可能資産及び負債の公正価値を、正味金額で14億6,000万

ユーロと決定し、これは主に無形資産の認識に関連している。その結果、

2021年12月31における暫定的なのれんの金額は、30億100万ユーロである。

これら2つの買収における受け入れた資産及び引受けた負債の公正価値の算

定は、金額的な重要性があり、かつ経営者の高度な判断が必要となることか

ら、監査上の主要な検討事項に該当する。

監査上の対応 監査の過程で、我々は、これら2つの企業結合の範囲内で識別された資産及

び負債を経営者が認識するにあたってシュナイダーエレクトリックS.E.グ

ループが関与させた外部の評価専門家により発行された法的文書及び報告書

を入手した。

L&T EA及びOSIsoftの各支配獲得日における財政状態計算書は、連結の範囲

に含まれる主要な被買収企業について監査を受けている。

これらの買収に関連して識別された資産及び負債の公正価値の認識及び評価

について、我々は以下の監査手続きを実施した:

・取得した負債、偶発負債及び無形資産の識別に使用した手法の適切性につ

いて、経営者との協議及び取得した事業の理解を裏付けとした評価;

・取得した資産及び負債の公正価値を測定するために経営者が使用した評価

手法の分析;

・評価にあたって経営者が使用した仮定について、基礎データ及び所属する

産業の市場データとの比較を通じた分析;

・実施された様々な評価における計算の正確性の検証;

・全体として見た取得原価の配分及び結果として生じる残余ののれんの整合

性の分析

最後に、我々は、連結財務諸表の注記が適切に記載されてていることを確か

めた。
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特定の検証

我々は、フランスで適用される専門基準に準拠して、取締役会の経営者報告で示されているシュナイダーエ

レクトリックS.E.グループの情報について、法令で要求されている特定の検証を実施した。

 

当該情報の適正な開示及び連結財務諸表との整合性に関して報告すべき事項はない。

 

フランス商法典 (Code de commerce) L. 225-102-1条が要求する連結非財務情報報告が、取締役会の経営者

報告内におけるシュナイダーエレクトリックS.E.グループの情報に含まれていることを我々は保証するが、

同法典L.823-10条に従い、我々はそこに含まれる情報の適正な開示及び連結財務諸表との整合性について検

証していないことを明記する。

 

その他の法令要件に関する報告

年次財務報告に含まれることが意図される財務諸表の表示形式

我々はまた、欧州単一電子フォーマットにおいて表示される年次及び連結財務諸表に関連して法定監査人が

実施する手続きに関してフランスで適用される専門基準に従い、フランス通貨金融法典（code monétaire et

financier）L451-1-2条第1項に言及する年次財務報告に含まれることが意図され、最高経営責任者の責任で

作成された財務諸表の表示が、2018年12月17日付欧州委任規則第2019/815号で定義されている単一電子

フォーマットに適合していることも検証した。

 

我々が実施した作業に基づき、年次財務報告に含まれることが意図される連結財務諸表の表示は、全ての重

要な点において欧州単一電子フォーマットに適合していると結論付ける。

 

当方が実施した業務に基づき、年次財務報告に含まれることが意図される財務諸表の表示は、すべての重要

な点において、欧州単一電子フォーマットに適合していると、当方は結論付ける。

 

我々は、金融市場庁（AMF）に提出される年次財務報告に最終的に含まれることになる連結財務諸表が、我々

が作業を実施した連結財務諸表と一致していることを検証する責任は負っていない。

 

法定監査人の任命

我々は、MAZARSについては2004年5月6日付、ERNST & YOUNG et Autreについては1992年6月25日付で開催され

た貴社年次株主総会により、シュナイダーエレクトリックS.E.の法定監査人として任命された。

 

2021年12月31日時点で、MAZARS及びERNST & YOUNG et Autresは、中断なくそれぞれ合計で18年間目と30年間

監査を担当している。

 

連結財務諸表に対する経営者及びガバナンス責任者の責任

経営者は、欧州連合が採択した国際財務報告基準に準拠して連結財務諸表を作成し公正に表示する責任を

負っており、また、不正又は誤謬のいずれによるものかを問わず、重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作

成するために経営者が必要と判断した内部統制に責任を負う。

 

連結財務諸表を作成するにあたって、経営者は、継続企業として存続する能力を評価すると共に、該当する

場合には継続事業に関する事項を開示し、また、清算又は事業停止が予想されない限り継続事業の前提に基

づいて会計処理する責任を負う。

 

監査及びリスク委員会は、決算財務報告プロセス、及び、決算財務報告プロセスに関する内部統制、リスク

管理システム、並びに該当する場合内部監査の有効性を監視する責任を負う。

 

連結財務諸表は取締役会により承認された。
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連結財務諸表監査における法定監査人の責任

目的及び監査アプローチ

我々の役割は、連結財務諸表に対する報告書を発行することである。我々の目的は、全体としての連結財務

諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ることである。合理的な保証は高い水準の

保証であるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、専門基準に準拠して実施される監査が常にそれを発見で

きるという保証ではない。虚偽表示は誤謬又は不正から発生する可能性があり、個別に又は集計して、連結

財務諸表を基礎として利用者が行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要であ

るとみなされる。

 

フランス商法典 (Code de commerce) L. 823-10-1条に定める通り、我々の法定監査は、シュナイダーエレク

トリックS.E.の存続能力又は業務管理の品質に係る保証を含まない。

 

法定監査人はフランスで適用される専門基準に従って、監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行

い、さらに：

 

・不正又は誤謬のいずれによるものかを問わない、連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価す

る。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。さらに、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正は共謀、偽造、故意の脱漏、虚偽の陳述、又は内部統制の無

効化が関係する可能性があるため、不正から発生する重要な虚偽表示が検出されないリスクは、誤謬から

生じる重要な虚偽表示より高い。

・内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・連結財務諸表において適用される会計方針の妥当性、会計上の見積り及び経営者による関連する開示の合

理性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められるかどうか評価する。この評価は、監査報告日までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来

の事象又は状況によって、シュナイダーエレクトリックS.E.が継続事業としての存続できなくなる可能性

がある。法定監査人が、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると結論付ける場合、監査報

告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起する必要があり、又は重要な不確実性に関する連結財

務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。

・連結財務諸表の全体的な表示を評価し、同財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているか

どうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、シュナイダーエレクトリックS.E.及び連結子会社の財務情

報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。法定監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督

及び実施、並びに、表明された監査意見に対して責任を負う。

 

監査及びリスク委員会に対する報告

我々は、とりわけ、監査の範囲及び実施した監査手続の説明並びに監査の結果を含む報告を、監査及びリス

ク委員会に提出している。我々はまた、該当する場合は、決算財務報告プロセスに関する内部統制について

識別された重要な不備について報告する。

 

監査及びリスク委員会に対する我々の報告には、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であり、

監査報告書において記載する必要があると職業的専門家として判断した監査上の主要な検討事項である、重

要な虚偽表示リスクが含まれている。

 

我々はまた、特にフランス商法典 (Code de commerce) L. 822-10条ないしL. 822-14条、並びに法定監査人

に関するフランス倫理法典 (Code de déontologie) において定めるような、フランスで適用される規則の意

義の範囲内で我々の独立性を確認するための、EU規則第537/2014号第6条に定める陳述を、監査及びリスク委
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員会に対し提供する。我々は、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられるリスク、及び関連する対

応策について、必要に応じて監査及びリスク委員会と協議する。

 

パリ・ラ・デファンス

 

2022年3月11日、法定監査人

フランス語原本における署名人

 

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Loïc Wallaert Mathieu Mougard Alexandre Resten
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Statutory auditors’ report on the consolidated financial statements
 
To the Annual General Meeting of Schneider Electric S.E.,
 
Opinion
In compliance with the engagement entrusted to us by your Annual General Meeting, we have audited the accompanying
consolidated financial statements of Schneider Electric S.E. for the year ended December 31, 2021.
 
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities and of the
financial position of the group as at December 31, 2021 and of the results of its operations for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union.
 
The audit opinion expressed above is consistent with our report to the audit and risks committee.
 
Basis for Opinion
Audit Framework
We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
 
Our responsibilities under those standards are further described in the Statutory Auditors’ Responsibilities for the Audit
of the Consolidated Financial Statements section of our report.
 
Independence
We conducted our audit engagement in compliance with with independence requirement rules required by the French
Commercial Code (code de commerce) and the French Code of Ethics (code de déontologie) for statutory auditors for the

period from January 1
st

, 2021 to the date of our report, and specifically we did not provide any prohibited non-audit
services referred to in Article 5(1) of Regulation (EU) N° 537/2014.
 
Justification of Assessments - Key Audit Matters
Due to the global crisis related to the COVID-19 pandemic, the financial statements of this period have been prepared
and audited under specific conditions. Indeed, this crisis and the exceptional measures taken in the context of the state of
sanitary emergency have had numerous consequences for companies, particularly on their operations and their financing,
and have led to greater uncertainties on their future prospects. Those measures, such as travel restrictions and remote
working, have also had an impact on the companies’ internal organisation and the performance of the audits.
 
It is in this complex and evolving context that, in accordance with the requirements of Articles L. 823-9 and R. 823-7 of
the French Commercial Code (code de commerce) relating to the justification of our assessments, we inform you of the
key audit matters relating to risks of material misstatement that, in our professional judgment, were of most significance
in our audit of the consolidated financial statements of the current period, as well as how we addressed those risks.
 
These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on specific items of the consolidated financial
statements.
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Measurement of goodwill
Notes 1.3, 1.8, 1.11, 5 and 9 to the consolidated financial statements
 

Risk identified As at December 31, 2021, the carrying amount of goodwill is M€ 24,723, totaling 45% of the group consolidated assets.
 
As described in note 1.11 “Impairment of assets” to the consolidated financial statements, the Cash Generating Units (CGUs),
to which the goodwill is allocated, are tested for impairment at least once a year and whenever there is an indication of
impairment risk.
 
The group’s CGUs are Low Voltage, Medium Voltage, Industrial Automation, and Secure Power, and correspond to the
smallest identifiable groups of assets generating cash inflows that are largely independent from the cash inflows from other
assets or groups of assets.
 
The recoverable value of a CGU is defined as the highest value between its value in use and its fair value less costs to sell.
The value in use of a CGU is determined by discounting future cash flows that will be generated by its underlying assets and
which are based on the Group management’s economic assumptions and operating forecasts.
 
An impairment loss is recognized when the recoverable value of a CGU is lower than its book value, for the excess amount of
the book value over the recoverable value. When the tested CGU comprises goodwill, any impairment loss is primarily
deducted there from.

 

We considered the measurement of goodwill to be a key audit matter as these assets account for a large part of the group’s
consolidated balance sheet and because of the level of management’s judgment required to:
 
・　define the CGUs, as an improper mapping could lead your group to not recognize or under-estimate an impairment of

goodwill;

・　determine the assumptions used for the impairment tests of goodwill, particularly the discount rates, perpetuity growth
rates and the expected margin rates or royalty rates.

Our response Our audit work consisted in:
 
・　assessing the group’s definition of the CGUs in light of the applicable accounting standards;
・　comparing the carrying amount of assets tested with the accounting data;
・ 　assessing the procedures implemented by the group to evaluate the future discounted cash flows underlying the

determination of the value in use of each CGU and check their consistency with the business plans/cash flow projections;
・　comparing the business forecasts underlying the future cash flows with actual performance;
・　with the assistance of our valuation experts, assessing the assumptions used such as discount rates, perpetuity growth rates and

expected margin rates, as well as the sensitivity of tests results to a variation of these assumptions;
・　reconciling the sensitivity analyses performed by the group with our sensitivity calculations;
・　verifying the arithmetical accuracy of the computations underlying the impairment tests.
 
Finally, we verified that the notes to the consolidated financial statements contain the appropriate information.

 

Activation and measurement of development costs
Notes 1.3, 1.8, 4 and 10 to the consolidated financial statements

 

Risk identified As at December 31, 2021, the group’s consolidated balance sheet includes capitalized development costs recognized as
intangible assets for M€ 1,169.
 
As described in note 1.8 to the consolidated financial statements, the costs the Group incurs as part of its new projects are
capitalized when certain criteria are strictly met and, in particular, when it is probable that future economic benefits
attributable to the project will flow to the group.
 
Development-related assets are amortized from the commercial launch and over the lifespan of the underlying technology.
 
Development-related assets which are not amortized yet are tested for impairment at least on an annual basis and whenever
there is an indication of impairment risk. As for development-related assets, which are in the amortization period, they are
tested for impairment when an impairment risk has been identified. The group recognizes an impairment loss when the
recoverable amount of a development-related asset is lower than the corresponding capitalized costs.
 
The capitalization and the measurement of development costs are considered to be a key audit matter due to their materiality
when compared to the consolidated assets of the group, and to the management’s judgment exercised when initially
determining whether such development costs should be accounted for as intangible assets and when subsequently carrying out
impairment tests.
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Our response Our work consisted, for the development projects that we selected on the basis of qualitative and quantitative criteria, in:
 
・　ensuring the criteria for recognizing an intangible asset, as set out in IAS 38, were met and consistently applied;
・　reconciling, the costs capitalized as at December 31, 2021 with the underlying supporting documentation;
・　assessing the data and assumptions used by the group when testing development-related assets for impairment, mainly

sales and profitability forecasts and discount rates, by inquiring of management and by comparing future cash flows to
past performance for capitalized projects for which the group is already generating revenues;

・　comparing the sensitivity analyses performed by the group to our sensitivity calculations;
・　verifying the arithmetical accuracy of these impairment tests.
 
Finally, we verified that the notes to the consolidated financial statements contain the appropriate information.

 

Recognition and recoverability of deferred tax assets related to tax losses carried forward
Notes 1.3, 1.16 and 14 to the consolidated financial statements

 

Risk identified As at December 31, 2021, the deferred tax assets recognized in the group’s balance sheet, with regards to tax losses carried
forward, amount to M€ 689 and are mainly related to France for M€ 500.
 
As described in note 1.16 to the consolidated financial statements, the group recognizes future tax benefits, arising from the
utilization of tax losses carried forward, to the extent they can reasonably be expected to be achieved, including when such
amounts can be indefinitely carried forward.
 
Management assesses at year-end the recoverability by the group of its deferred tax assets on tax losses carried forward. The
recognition and appropriate estimation of deferred tax assets relies on the Group’s ability to accurately forecast its future
taxable income.
 
We considered the initial recognition and the subsequent recoverability of deferred tax assets on tax losses carried forward to
be a key audit matter due to the judgment exercised by management.

Our response In considering the group’s capacity to benefit from its deferred tax assets on tax losses carried forward by offsetting them
with future taxable income, our audit approach consisted, with the assistance of our tax specialists when necessary, in:
 
・　inquiring about the consumption plans of tax losses carried forward for the subsidiaries or tax consolidation groups at

stake;
・　assessing the data and assumptions underlying the consumption plans of tax losses carried forward supporting the

recognition and the measurement of related deferred tax assets by the group.
 
Finally, we verified that the notes to the consolidated financial statements contain the appropriate information.

 
Fair valuation of assets acquired and liabilities assumed following the acquisitions of Larsen & Toubro EA and OSIsoft
Notes 1.3, 1.5, 1.8 and 2.1 to the consolidated financial statements

 

Risk identified As specified in note 2.1:
 
Acquisition of Larsen and Toubro "Electrical & Automation"
On August 31, 2020, the group completed the transaction to combine Schneider Electric India’s Low Voltage and Industrial
Automation Products business and Larsen and Toubro (“L&T EA”) Electrical and Automation business, for a consideration
paid of EUR 1,571 million. Temasek took 35% stake in the new entity combining L&T EA and the group’s Low Voltage and
Industrial Automation activities in India, for a consideration of M€ 530. L&T EA has been fully consolidated by the group
since the date of acquisition.
 
The group has determined the fair value of the identifiable assets acquired and liabilities assumed from L&T EA in
accordance with IFRS 3R. The acquisition resulted in the recognition of intangible assets and liabilities assumed for
a net amount of M€ 286 and final goodwill of M€ 1,117. The purchase price allocation is final as of December 31, 2021.
 
Acquisition of OSISoft
On March 19, 2021, the group announced, through its subsidiary AVEVA group Plc, that it had completed the acquisition of
OSIsoft for a consideration of M€ 4,500. OSIsoft has been fully consolidated by the group since the date of acquisition.
 
The group has determined the fair value of the identifiable assets acquired and liabilities assumed from OSIsoft in accordance
with IFRS 3R for a net amount of M€ 1,460, mainly relating to the recognition of intangible assets. The resulting provisional
goodwill at December 31, 2021 amounts to M€ 3,001.
 
The determination of the fair value of the assets acquired and liabilities assumed in these two acquisitions is a key audit
matter due to the significant amounts at stake and the level of judgment exercised by management.
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Our response As part of our audit, we obtained the legal documentation, as well as the reports issued by the external valuation experts
engaged by the group to assist the management with the identification of assets and liabilities recognized within the scope of
these two acquisitions.
 
The opening balance sheets of L&T EA and OSIsoft as their respective dates of acquisition of control have been audited
covering the main acquired entities included in the scope of consolidation.
 
Regarding the identification and assessment of the fair value of the assets and liabilities recognized in connection with these
acquisitions, with the involvement of valuation experts in our audit team, our work consisted in:
 
・　assessing the appropriateness of the approach used to identify liabilities, contingent liabilities and intangible assets

acquired, corroborating them with our discussions with management and our understanding of the acquired business;
・　analyzing the valuation methods used by management to measure the fair value of assets and liabilities acquired;
・　analyzing the valuation assumptions used by comparing them to the source data and sector market data;
・　performing arithmetic controls on the various valuations carried out;
・　analyzing the consistency of the purchase price allocation taken as a whole, and of the resulting residual goodwill.
 
Finally, we verified that the notes to the consolidated financial statements contain the appropriate information.

 

Specific Verifications

We have also performed, in accordance with professional standards applicable in France, the specific verifications

required by laws and regulations of the group’s information given in the management report of the Board of Directors.
 

We have no matter to report as to its fair presentation and its consistency with the consolidated financial statements.
 

We certify that the consolidated statement of non-financial performance provided for in Article L. 225-102-1 of the

French Commercial Code (code de commerce) is included in the information pertaining to the group provided in the

management report, it being specified that, in accordance with the provisions of Article L. 823-10 of this Code, the

information contained in this statement has not been verified by us as to its accuracy or consistency with the consolidated

financial statements and must be the subject of a report by an independent third-party body.
 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Format of presentation of the financial statements intended to be included in the annual financial report

We have also verified, in accordance with the professional standards applicable in France relating to the procedures

performed by the statutory auditor relating to the annual and consolidated financial statements presented in the European

single electronic format, that the presentation of the consolidated financial statements intended to be included in the

annual financial report mentioned in article L451-1-2, I of the French Monetary and Financial Code (code monétaire et

financier), prepared under the responsibility of the Chief Executive Officer, complies with the single electronic format

defined in the European Delegated Regulation No 2019/815 of 17 December 2018. As it relates to consolidated financial

statements, our work includes verifying that the tagging of these consolidated financial statements complies with the

format defined in the above delegated regulation.
 

Based on the work we have performed, we conclude that the presentation of the consolidated financial statements

intended to be included in the annual financial report complies, in all material respects, with the European single

electronic format.
 

We have no responsibility to verify that the consolidated financial statements that will ultimately be included by your

company in the annual financial report filed with the AMF are in agreement with those on which we have performed our

work.
 

Appointment of the Statutory Auditors

We were appointed as statutory auditors of Schneider Electric S.E. by the annual general meetings held on May 6, 2004

for MAZARS and on June 25, 1992 for ERNST & YOUNG et Autres.
 

As at December 31, 2021, MAZARS was in the eighteenth year of its engagement without interruption and ERNST &

YOUNG et Autres in the thirtieth year.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in

accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and for such internal

control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are

free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to

continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis

of accounting unless it is expected to liquidate the Company or to cease operations.

 

The audit and risks committee is responsible for monitoring the financial reporting process and the effectiveness of

internal control and risks management systems and where applicable, its internal audit, regarding the accounting and

financial reporting procedures.

 

The consolidated financial statements were approved by the Board of Directors.

 

Statutory Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Objectives and audit approach

Our role is to issue a report on the consolidated financial statements. Our objective is to obtain reasonable assurance

about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement. Reasonable

assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with professional

standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic

decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

 

As specified in Article L. 823-10-1 of the French Commercial Code (code de commerce), our statutory audit does not

include assurance on the viability of the Company or the quality of management of the affairs of the Company.

 

As part of an audit conducted in accordance with professional standards applicable in France, the statutory auditor

exercises professional judgment throughout the audit and furthermore:

 

・　Identifies and assesses the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to

fraud or error, designs and performs audit procedures responsive to those risks, and obtains audit evidence

considered to be sufficient and appropriate to provide a basis for his opinion. The risk of not detecting a material

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,

forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

・　Obtains an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the

internal control.

・　Evaluates the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and

related disclosures made by management in the consolidated financial statements.

・　Assesses the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit

evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant

doubt on the Company’s ability to continue

as a going concern. This assessment is based on the audit evidence obtained up to the date of his audit report.

However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. If the

statutory auditor concludes that a material uncertainty exists, there is a requirement to draw attention in the audit

report to the related disclosures in the consolidated financial statements or,

if such disclosures are not provided or inadequate, to modify the opinion expressed therein.

・　Evaluates the overall presentation of the consolidated financial statements and assesses whether these statements

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
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・ 　Obtains sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business

activities within the group to express an opinion on the consolidated financial statements. The statutory auditor is

responsible for the direction, supervision and

performance of the audit of the consolidated financial statements and for the opinion expressed on these consolidated

financial statements.

 

Report to the audit and risks committee

We submit a report to the audit and risks committee which includes in particular a description of the scope of the audit

and the audit program implemented, as well as the results of our audit. We also report, if any, significant deficiencies in

internal control regarding the accounting and financial reporting procedures that we have identified.

 

Our report to the audit and risks committee includes the risks of material misstatement that, in our professional judgment,

were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and which are

therefore the key audit matters that we are required to describe in this report.

 

We also provide the audit and risks committee with the declaration provided for in Article 6 of Regulation (EU) No.

537/2014, confirming our independence within the meaning of the rules applicable in France such as they are set in

particular by Articles L. 822-10 to L. 822-14 of the French Commercial Code (code de commerce) and in the French

Code of Ethics (code de déontologie) for statutory auditors. Where appropriate, we discuss with the audit and risks

committee the risks that may reasonably be thought to bear on our independence, and the related safeguards.

Paris-La Défense, March 11, 2022 The Statutory Auditors

French original signed by

 

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Loïc Wallaert Mathieu Mougard Alexandre Resten
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年次財務諸表に関する法定監査報告書
 

シュナイダーエレクトリックS.E. 株主総会御中

 

監査意見

我々は貴社年次株主総会での委任に従い、2021年12月31日に終了する事業年度のシュナイダーエレクトリッ

クS.E.の財務諸表について監査を行った。

 

我々は、上記の財務諸表が、フランスにおいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

シュナイダーエレクトリックS.E.の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

上記の監査意見は、監査及びリスク委員会に対する監査報告書と整合している。

 

監査意見の根拠

監査の枠組み

我々は、フランスで適用される専門基準に準拠して監査を行った。我々は、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査の基準における我々の責任は、「財務諸表監査における法定監査人の責任」に記載されている。

 

独立性

我々は、2021年1月1日から監査報告書日までの期間において、適用される独立性に関する規定に従って監査

業務を実施し、特に、法定監査人に関するEU規則第537/2014号第5条(1)又はフランス倫理規定 (Code de

déontologie) で禁止されている非監査証明業務を提供しなかった。

 

評価の正当性－監査上の主要な検討事項

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関連する世界的危機により、当事業年度の財務諸表は一定の制約

条件の下作成及び監査された。実際、この危機及び衛生上の危機的状況において取られた例外的措置は、企

業に対して、とりわけ営業活動及び資金調達に関し広範な影響を与えており、将来予測に関する不確実性が

増大している。渡航制限及びリモートワークといった措置もまた、企業の内部組織及び監査業務に影響を与

えている。

 

このような複雑かつ目まぐるしく変化する状況下において、我々の評価の正当性に関するフランス商法典

(Code de commerce)  L.823-9条及びR.823-7条の要求事項に従って、当事業年度の財務諸表の監査において

職業的専門家として特に重要であると判断した、重要な虚偽表示リスクに関連する監査上の主要な検討事

項、並びに当該事項に対する監査上の対応を報告する。

 

監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事

項であり、我々は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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子会社及び関連会社に対する投資及び関連する貸付金の評価

 

「会計方針」の「子会社及び関連会社株式」及び親会社財務諸表の注記２「投資」

判明したリスク 2021年12月31日時点で、シュナイダーエレクトリックS.E.の貸借対照表にお

いて子会社及び関連会社に対する投資及び関連する貸付金が減損損失控除後

でそれぞれ53億5,800万ユーロと32億1,800万ユーロ計上されている。

 

財務諸表の注記の「会計方針」の「子会社及び関連会社株式」に記載されて

いるとおり、子会社及び関連会社に対する投資は取得原価をもって貸借対照

表価額とし、帳簿価額が事業年度の末日で見積もられた使用価値を上回る場

合に減損損失が計上される。使用価値は、主として基礎となる純資産、収益

予測及び経済の見通しに基づき算出される。上場有価証券の評価について

は、決算前月の平均株価が使用されている。

 

使用価値を見積もる際、特に将来予測に依存する場合に経営者による高度な

判断が必要となるため、我々は、子会社及び関連会社への投資及び貸付金の

評価は、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

監査上の対応 我々は、子会社及び関連会社に対する投資の使用価値を算出するためにシュ

ナイダーエレクトリックS.E.が実施した手続を検討した。また、我々は、主

として以下の監査手続を実施した：

・使用価値に代わる価額として用いられた子会社及び関連会社の持分純資産

と、監査又は分析的手続の対象となった基礎となる会計データとの比較；

・予測情報に基づき使用価値を算定する際に用いられる評価手法の適切性の

評価；

・必要な場合には我々が利用する評価の専門家の支援の下、主に長期成長率

及び割引率といった使用価値の見積もりに使用されている重要な仮定の合

理性の評価；

・使用価値を算定するために実施された計算の正確性の検証。

 

我々はまた、対応する投資に関する減損テストの結果に基づき、子会社及び

関連会社に対する貸付金の回収可能性を評価した。

 

特定の検証

我々は、フランスで適用される専門基準に準拠して、法令で要求されている特定の検証を実施した。

 

経営者報告及び財政状態に関するその他の文書並びに株主の閲覧に供される財務諸表における情報

経営者報告及び財政状態に関するその他の文書並びに株主の閲覧に供される財務諸表における情報の適正な

開示及び財務諸表との整合性に関して報告すべき事項はない。

 

我々は、フランス商法典 (Code de commerce) D.441-6条で言及されている支払期限に関する情報の適正な

開示及び財務諸表との整合性を保証する。

 

コーポレート・ガバナンスに関する情報

我々は、フランス商法典 (Code de commerce)  L.225-37-4条、L.22-10-10条及びL.22-10-9条によって要求

される情報が、取締役会の経営者報告内に含まれているコーポレート・ガバナンスに係るセクションに記載

されていることを保証する。

 

我々は、フランス商法典 (Code de commerce)L. 22-10-9条の要求事項に基づく、取締役が受領した、又は取

締役に配分された報酬及び給付、並びに取締役に対する有利なコミットメントに関する情報と、財務諸表、

又は財務諸表を作成するための基礎となる情報、及び該当する場合には、連結範囲に含まれるシュナイダー
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エレクトリックS.E.が支配する会社から同社が入手した情報との整合性を検証した。我々は、これらの手続

に基づき当該情報の正確性及び適正な開示を保証する。

 

我々は、フランス商法典 (Code de commerce) L. 22-10-11条に基づき提供される、現金又は株式を対価とす

る株式公開買付の際に影響を持つ可能性が高いとシュナイダーエレクトリックS.E.がみなした事項に関連す

る情報と、我々に提供された関連書類を照合した。これらの手続に基づき、当該情報に関して報告すべき事

項はない。

 

その他の情報

我々は、株主及び議決権保有者の個人情報に関連して求められる情報が、フランス法に従って経営者報告に

おいて適切に開示されていることを確かめた。

 

その他の法令要件に関する報告

年次財務報告に含まれることが意図される財務諸表の表示形式

我々はまた、欧州単一電子フォーマットにおいて表示される年次及び連結財務諸表に関連して法定監査人が

実施する手続きに関してフランスで適用される専門基準に従い、フランス通貨金融法典（code monétaire et

financier）L.451-1-2条第1項に言及する年次財務報告に含まれることが意図され、最高経営責任者の責任で

作成された財務諸表の表示が、2018年12月17日付欧州委任規則第2019/815号で定義されている単一電子

フォーマットに適合していることも検証した。

 

我々が実施した作業に基づき、年次財務報告に含まれることが意図される財務諸表の表示は、全ての重要な

点において欧州単一電子フォーマットに適合していると結論付ける。

 

我々は、金融市場庁（AMF）に提出される年次財務報告に最終的に含まれることになる財務諸表が、我々が作

業を実施した財務諸表と一致していることを検証する責任は負っていない。

 

法定監査人の任命

我々は、MAZARSについては2004年5月6日付、ERNST & YOUNG et Autreについては1992年6月25日付で開催され

た貴社年次株主総会により、シュナイダーエレクトリックS.E.の法定監査人として任命された。

 

2021年12月31日時点で、MAZARS及びERNST & YOUNG et Autresは、中断なくそれぞれ合計で18年間と30年間監

査を担当している。

 

財務諸表に対する経営者及びガバナンス責任者の責任

経営者は、フランスにおいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正

に表示する責任を負っており、また、不正又は誤謬のいずれによるものかを問わず、重要な虚偽表示のない

財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に責任を負う。

 

財務諸表を作成するにあたって、経営者は、継続企業として存続する能力を評価すると共に、該当する場合

には継続事業に関する事項を開示し、また、清算又は事業停止が予想されない限り継続事業の前提に基づい

て会計処理する責任を負う。

 

監査及びリスク委員会は、決算財務報告プロセス、及び、決算財務報告プロセスに関する内部統制、リスク

管理システム、並びに該当する場合内部監査の有効性を監視する責任を負う。

 

財務諸表は取締役会により承認された。
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財務諸表監査における法定監査人の責任

目的及び監査アプローチ

我々の役割は、財務諸表に対する報告書を発行することである。我々の目的は、全体としての財務諸表に重

要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な保証を得ることである。合理的な保証は高い水準の保証であ

るが、重要な虚偽記載が存在する場合に、専門基準に準拠して実施される監査が常にそれを発見できるとい

う保証ではない。虚偽表示は誤謬又は不正から発生する可能性があり、個別に又は集計して、財務諸表を基

礎として利用者が行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要であるとみなされ

る。

 

フランス商法典 (Code de commerce) L. 823-10-1条に定める通り、我々の法定監査は、シュナイダーエレク

トリックS.E.の存続能力又は業務管理の品質に係る保証を含まない。

 

法定監査人はフランスで適用される専門基準に従って、監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行

い、さらに：

・不正又は誤謬のいずれによるものかを問わない、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。さらに、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。不正は共謀、偽造、故意の脱漏、虚偽の陳述、又は内部統制の無効化が

関係する可能性があるため、不正から発生する重要な虚偽表示が検出されないリスクは、誤謬から生じる

重要な虚偽表示より高い。

・内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・財務諸表において適用される会計方針及び会計上の見積りの合理性、並びに関連する開示の妥当性を評価

する。

・経営者が継続企業を前提として連財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか評価する。この評価は、監査報告日までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の

事象又は状況によって、シュナイダーエレクトリックS.E.が継続事業としての存続できなくなる可能性が

ある。法定監査人が、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると結論付ける場合、監査報告

書において連財務諸表の注記事項に注意を喚起する必要があり、又は重要な不確実性に関する財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。

・財務諸表の全体的な表示を評価し、同財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどう

かを評価する 。

 

監査及びリスク委員会に対する報告

我々は、とりわけ、監査の範囲及び実施した監査手続の説明並びに監査の結果を含む報告を、監査及びリス

ク委員会に提出している。我々はまた、該当する場合は、決算財務報告プロセスに関する内部統制について

識別された重要な不備について報告する。

 

監査及びリスク委員会に対する我々の報告には、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であり、監査報告

書において記載する必要があると職業的専門家として判断した監査上の主要な検討事項である、重要な虚偽

表示リスクが含まれている。

 

我々はまた、特にフランス商法典(Code de commerce)  L. 822-10条ないしL. 822-14条、並びに法定監査人

に関するフランス倫理法典 (Code de déontologie) において定めるような、フランスで適用される規則の意

義の範囲内で我々の独立性を確認するための、EU規則第537/2014号第6条に定める陳述を、監査及びリスク委

員会に対し提供する。我々は、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられるリスク、及び関連する対

応策について、必要に応じて監査及びリスク委員会と協議する。

 

パリ・ラ・デファンス、
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2022年3月11日　法定監査人

フランス語原本における署名人

 

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Loïc Wallaert Mathieu Mougard Alexandre Resten
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Statutory auditors’ report on the annual financial statements
 
To the Annual General Meeting of Schneider Electric S.E.,
 

Opinion
In compliance with the engagement entrusted to us by your Annual General Meeting, we have audited the accompanying
financial statements of Schneider Electric S.E. for the year ended December 31, 2021.
 

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities and of the financial position
of the Company as at December 31, 2021 and of the results of its operations for the year then ended in accordance with
French accounting principles.
 

The audit opinion expressed above is consistent with our report to the audit and risks committee.
 
Basis for Opinion
Audit Framework
We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
 

Our responsibilities under those standards are further described in the Statutory Auditors’ Responsibilities for the Audit
of the Financial Statements section of our report.
 

Independence
We conducted our audit engagement in compliance with independence requirements of rules required by the French
Commercial Code (code de commerce) and the French Code of ethics (code de déontologie) for statutory auditors for the

period from January 1
st

, 2021 to the date of our report, and specifically we did not provide any prohibited non-audit
services referred to in Article 5(1) of Regulation (EU) N° 537/2014.
 

Justification of Assessments - Key Audit Matters
Due to the global crisis related to the Covid-19 pandemic, the financial statements of this period have been prepared and
audited under specific conditions. Indeed, this crisis and the exceptional measures taken in the context of the state of
sanitary emergency have had numerous consequences for companies, particularly on their operations and their financing,
and have led to greater uncertainties on their future prospects. Those measures, such as travel restrictions and remote
working, have also had an impact on the companies’ internal organisation and the performance of the audits.
 

It is in this complex and evolving context that, in accordance with the requirements of Articles L. 823-9 and R.823-7 of
the French Commercial Code (code de commerce) relating to the justification of our assessments, we inform you of the
key audit matters relating to risks of material misstatement that, in our professional judgment, were of most significance
in our audit of the financial statements of the period, as well as how we addressed those risks.
 

These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on specific items of the financial statements.
 

Valuation of investments in subsidiaries and affiliates and advances to subsidiaries and affiliates
Paragraph “Shares in subsidiaries and affiliates” of the section “Accounting principles” and note 2 “Investments” of the notes to the parent company

financial statements

 

Risk identified As at December 31, 2021, investments in subsidiaries and affiliates and the related advances amount to M€ 5,358 and M€
3,218 respectively in the balance sheet of Schneider Electric SE, net of any impairment loss.
 
As described in the paragraph “Shares in subsidiaries and affiliates” of the section “Accounting principles” of the notes to
the financial statements, investments are recognized at their acquisition cost and impaired, should their carrying amount
exceed their estimated value in use at closing date. The estimated value in use of investments is determined primarily based
on the subsidiaries’ and affiliates’ net assets as well as on their earnings outlook and the underlying economic forecasts.
Regarding listed securities, the average stock price over the month before the closing is used.
 
Due to the judgment exercised by management as part of these estimates, especially when relying on forecasts,
we considered the valuation of investments in subsidiaries and affiliates, as well as the valuation of related advances, to be a
key audit matter.
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Our response As part of our audit, we analyzed the procedures implemented by your Company to determine the value in use of investments

in subsidiaries and affiliates. Our work consisted in:

 

・　comparing the shares in the subsidiaries’ and affiliates’ net assets, when used as a proxy for their value in use, with their

underlying accounting data, which were subject to an audit or to analytical procedures;

・　assessing the appropriateness of the valuation method used to determine the value in use when based on forecasts;

・　assessing the reasonableness of key assumptions used to estimate values in use, mainly the long-term growth rate and the

discount rate, with the assistance of our experts, when needed;

・　verifying the arithmetical accuracy of the computations performed by your Company.

 

We also assessed the recoverability of advances to subsidiaries and affiliates, based on the impairment tests results of the

corresponding investments.

 

Specific verifications

We have also performed, in accordance with professional standards applicable in France, the specific verifications

required by French law and regulations.

 

Information provided in the management report and in the other documents with respect to the financial position and the

financial statements provided to the Shareholders

We have no matters to report as to the fair presentation and the consistency with the financial statements of the

information given in the Board of Directors’ management report and in the other documents with respect to the financial

position and the financial statements provided to the Shareholders.

 

In accordance with French law, we report to you that the information relating to payment times referred to in Article D.

441-6 of the French Commercial Code (code de commerce) is fairly presented and consistent with the financial

statements.

 

Information relating to corporate governance

We attest that the Board of Directors’ section of the management report devoted to corporate governance sets out the

information required by Articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 of the French Commercial Code (code de

commerce).

 

Concerning the information given in accordance with the requirements of Article L. 22-10-9 of the French Commercial

Code (code de commerce) relating to remunerations and benefits received by or allocated to the directors and any other

commitments made in their favor, we have verified its consistency with the financial statements, or with the underlying

information used to prepare these financial statements and, where applicable, with the information obtained by your

Company from controlled companies which are part of its consolidation perimeter. Based on this work, we attest the

accuracy and fair presentation of this information.

 

With respect to the information relating to items that your company considered likely to have an impact in the event of a

takeover or exchange offer, provided pursuant to Article L. 22-10-11 of the French Commercial Code (code de

commerce), we have verified their compliance with the source documents communicated to us. Based on our work, we

have no observation to make on this information.

 

Other information

In accordance with French law, we have verified that the required information concerning the identity of the

shareholders and holders of the voting rights has been properly disclosed in the management report.
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Format of presentation of the financial statements intended to be included in the annual financial report

We have also verified, in accordance with the professional standard applicable in France relating to the procedures

performed by the statutory auditor relating to the annual and consolidated financial statements presented in the European

single electronic format, that the presentation

of the financial statements intended to be included in the annual financial report mentioned in Article L. 451-1-2, I of the

French Monetary and Financial Code (code monétaire et financier), prepared under the responsibility of the Chief

Executive Officer, complies with the single electronic format defined in the European Delegated Regulation No

2019/815 of 17 December 2018.

 

Based on the work we have performed, we conclude that the presentation of the financial statements intended to be

included in the annual financial report complies, in all material respects, with the European single electronic format.

 

We have no responsibility to verify that the financial statements that will ultimately be included by your company in the

annual financial report filed with the AMF are in agreement with those on which we have performed our work.

 

Appointment of the Statutory Auditors

We were appointed as statutory auditors of Schneider Electric S.E. by the Annual General Meetings held on May 6, 2004

for MAZARS and on June 25, 1992 for ERNST & YOUNG et Autres.

 

As at December 31, 2021, MAZARS was in the eighteenth year of its engagement without interruption and ERNST &

YOUNG et Autres in the thirtieth year.

 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with

French accounting principles and for such internal control as management determines is necessary to enable the

preparation of financial statements that

are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a

going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of

accounting unless it is expected to liquidate the Company or to cease operations.

 

The audit and risks committee is responsible for monitoring the financial reporting process and the effectiveness of

internal control and risks management systems and where applicable, its internal audit, regarding the accounting and

financial reporting procedures.

 

The financial statements were approved by the Board of Directors.

 

Statutory Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Objectives and audit approach

Our role is to issue a report on the financial statements. Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the

financial statements as a whole are free from material misstatement. Reasonable assurance is a high level of assurance,

but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with professional standards will always detect a material

misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in

the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these

financial statements.
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As specified in Article L. 823-10-1 of the French Commercial Code (code de commerce), our statutory audit does not

include assurance on the viability of the Company or the quality of management of the affairs of the Company.

 

As part of an audit conducted in accordance with professional standards applicable in France, the statutory auditor

exercises professional judgment throughout the audit and furthermore:

 

・　Identifies and assesses the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,

designs and performs audit procedures responsive to those risks, and obtains audit evidence considered to be

sufficient and appropriate to provide a basis for his opinion. The risk of not detecting a material misstatement

resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

・　Obtains an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the

internal control.

・　Evaluates the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and

related disclosures made by management in the financial statements.

・　Assesses the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit

evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant

doubt on the Company’s ability to continue

as a going concern. This assessment is based on the audit evidence obtained up to the date of his audit report.

However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. If the

statutory auditor concludes that a material uncertainty exists, there is a requirement to draw attention in the audit

report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are not provided or inadequate,

to modify the opinion expressed therein.

・　Evaluates the overall presentation of the financial statements and assesses whether these statements represent the

underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 

Report to the audit and risks committee

We submit a report to the audit and risks committee which includes in particular a description of the scope of the audit

and the audit program implemented, as well as the results of our audit. We also report, if any, significant deficiencies in

internal control regarding the accounting and financial reporting procedures that we have identified.

 

Our report to the audit and risks committee includes the risks of material misstatement that, in our professional judgment,

were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and which are therefore the key

audit matters that we are required to describe in this report.

 

We also provide the audit and risks committee with the declaration provided for in Article 6 of Regulation (EU) No.

537/2014, confirming our independence within the meaning of the rules applicable in France such as they are set in

particular by Articles L. 822-10 to L. 822-14 of the French Commercial Code (code de commerce) and in the French

Code of Ethics (code de déontologie) for statutory auditors. Where appropriate, we discuss with the audit and risks

committee the risks that may reasonably be thought to bear on our independence, and the related safeguards.

 

Paris-La Défense, March 11, 2022 The Statutory Auditors

French original signed by

 

 

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Loïc Wallaert Mathieu Mougard Alexandre Resten
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